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木曽福島
町

自然豊かな信州木
曽のスキー場産業
の再生

1010 1010010 040010
行政財産の売払
い・貸付・譲与の
実施

木曽福島町で直営で運営しているき
そふくしまスキー場は起債償還が
残っている現行では、普通財産とし
て民間への貸付等は不可能である。
したがって運営委託のみ可能である
が、運営委託では民間の資金力や経
営手法を十分生かしきれないことか
ら、民間へ貸付等を行いスキー場経
営の立て直しを図る。

スキー場経営の民間解放による木曽福島
町におけるスキー産業の再生

起債残額がある施設は行政財
産とされ民間へ貸付けること
が出来ない

地方自治法第238条の
４第１項
地方財政法第５条、
第５条の２

　行政財産は、原則としてこれを貸
し付け、交換し、売り払い、譲与
し、出資の目的とし、若しくは信託
し、又は私権を設定することができ
ない。
　起債を充当して建設した公共施設
の用途の変更があった場合、繰上償
還を行っている。

5

　スキー場を公の施設として位置づけたうえ
で、指定管理者制度を活用し、民間の経営手法
を導入したスキー場経営を行うことは現行制度
においても可能である。
　また、地方債の償還が終わっていない施設に
ついても、普通財産に転用することは可能。
　なお、地方債の発行により建設した施設につ
いて地方公共団体から民間事業者に対する貸付
等の手法により事業主体の変更を行う場合で
あっても、当該施設が低廉な利用料で広く住民
の利用に供されるか否か等を総合的に勘案し、
地方公共団体が自ら事業主体となる場合と同様
の公共性を有するときは、地方債の繰上償還を
要しないとされているところ。（ただし、有償
譲渡する場合は、譲渡収入により繰上償還すべ
き。）

木祖村
自然豊かな信州木
曽のスキー場産業
の再生

1011 1011010 040020
行政財産の売払
い・貸付・譲与の
実施

木祖村で運営しているやぶはら高原
スキー場（一部民間あり）では起債
償還が残っている中での行政財産と
しては民間への貸し付けについて制
限がある。民間の資金力と経営手法
を生かした運営によりスキー場の活
性化を図る。

スキー場経営を民間経営の導入によるス
キー場の活性化

起債残額がある施設は行政財
産とされ民間へ貸付けること
が出来ない

地方自治法第238条の
４第１項
地方財政法第５条、
第５条の２

　行政財産は、原則としてこれを貸
し付け、交換し、売り払い、譲与
し、出資の目的とし、若しくは信託
し、又は私権を設定することができ
ない。
　起債を充当して建設した公共施設
の用途の変更があった場合、繰上償
還を行っている。

5

　スキー場を公の施設として位置づけたうえ
で、指定管理者制度を活用し、民間の経営手法
を導入したスキー場経営を行うことは現行制度
においても可能である。
　また、地方債の償還が終わっていない施設に
ついても、普通財産に転用することは可能。
　なお、地方債の発行により建設した施設につ
いて地方公共団体から民間事業者に対する貸付
等の手法により事業主体の変更を行う場合で
あっても、当該施設が低廉な利用料で広く住民
の利用に供されるか否か等を総合的に勘案し、
地方公共団体が自ら事業主体となる場合と同様
の公共性を有するときは、地方債の繰上償還を
要しないとされているところ。（ただし、有償
譲渡する場合は、譲渡収入により繰上償還すべ
き。）

王滝村
自然豊かな信州木
曽のスキー産業の
再生

1012 1012010 040030
行政財産の売払
い・貸付・譲渡の
実施

昭和６１年１１月１日から地方公営
企業法の全部適用による王滝村公営
企業で独立して運営されている、お
んたけスキー場は多額の起債償還が
残っており、現行では、普通財産と
して民間への貸付等は不可能であ
る。したがって運営委託のみ可能で
あるが，運営委託では民間の資金力
や経営手法を十分生かしきれないこ
とから、民間へ貸付等を行いスキー
場経営の建て直しを図る。

スキー場経営の民間開放による王滝村に
おけるスキー産業の再生

起債残額がある施設は行政財
産とされ民間へ貸付けること
が出来ない

地方自治法第238条の
４第１項
地方財政法第５条、
第５条の２

　行政財産は、原則としてこれを貸
し付け、交換し、売り払い、譲与
し、出資の目的とし、若しくは信託
し、又は私権を設定することができ
ない。
　起債を充当して建設した公共施設
の用途の変更があった場合、繰上償
還を行っている。

5

　スキー場を公の施設として位置づけたうえ
で、指定管理者制度を活用し、民間の経営手法
を導入したスキー場経営を行うことは現行制度
においても可能である。
　また、地方債の償還が終わっていない施設に
ついても、普通財産に転用することは可能。
　なお、地方債の発行により建設した施設につ
いて地方公共団体から民間事業者に対する貸付
等の手法により事業主体の変更を行う場合で
あっても、当該施設が低廉な利用料で広く住民
の利用に供されるか否か等を総合的に勘案し、
地方公共団体が自ら事業主体となる場合と同様
の公共性を有するときは、地方債の繰上償還を
要しないとされているところ。（ただし、有償
譲渡する場合は、譲渡収入により繰上償還すべ
き。）

福島県
白河市 南湖公園再生計画 1204 1204030 040040 所有森林管理の民

間委託簡便化

南湖及び周辺の森林管理を民間団体
に対して、長期的に施業委託を行う
場合でも、予算は単年度主義であ
り、翌年度以降に跨る場合の費目が
限定され、債務負担になじまないと
しているが、地方自治法上でも費目
を見直し債務負担行為で、長期的に
管理できるように簡便化を図る。

施業の実施時期や雇用計画の長期的な見
通しを持たせ、自主的かつ臨機応変な対
応が可能となるよう、森林整備計画期間
を通した長期の管理委託契約が簡便に行
えるよう、民間団体に対し、長期施業委
託を行い、森林整備（除間伐、下刈り
等）を１０年間で一巡させるなどによ
り、雇用や森林ボランティア活動の長期
安定化に資する。

地方公共団体の財産である森
林の管理を、地域住民の手に
委ねることによって、雇用の
促進、及び森林の実情に即し
た安定的な施業管理と森林施
設の適正管理の確保が期待さ
れるが現行制度では単年度契
約しかできない。

地方自治法第214条、
第234条の３

　歳出予算の金額、継続費の総額又
は繰越明許費の金額の範囲内におけ
るものを除くほか、普通地方公共団
体が債務を負担する行為をするに
は、予算で債務負担行為として定め
ておかなければならない。
　また、電気、ガス若しくは水の供
給若しくは電気通信役務の提供を受
ける契約又は不動産を借りる契約を
締結する場合、債務負担行為によら
ずに翌年度以降にわたる契約を締結
できる。

5

　提案主体は、債務負担行為による場合は、予
算の区分に拘束されてしまうと言及している
が、将来的な見通しを検討し、適切な債務負担
行為の設定を行うほか、後年度以降において予
算の区分に影響がでることが明らかな場合は、
補正予算により債務負担行為の内容を修正する
ことができるため、現行制度上十分対応が可能
なものである。
　なお、本提案は、地方公共団体が適切な予算
執行を行う上で必要なものとして地方自治法上
に規定されている地方公共団体内の手続に係る
ものであり、地域再生とは何ら関連性のないも
のと考えられる。

日興ビル
ディング
株式会社

大月エコの郷プロ
ジェクト：森林 3065 3065040 040050 公有林の管理の民

間委託

公有林の森林管理を民間に委託出来
る制度（NPO・株式会社等）：地方自
治法第149条

1.陶芸事業(教育実習、体験教室、貸し
登り窯)2.除間伐材の有効利用2.産業創
生、3.特産品の創生4.雇用創生

森林の管理不足の解消、 ー
　公有林の森林管理に係る事務を民
間に委託することを禁止する地方自
治法上の規定はない。

8 　公有林の森林管理に係る事務を民間に委託す
ることを禁止する地方自治法上の規定はない。
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泉崎村
公の施設民間委託
による地域再生構
想

1218 1218010 040060
行政財産等の管理
運営業務の外部委
託の自由化

地方自治法第２４４条の２第３項の
公の施設の管理運営委託先の規定を
緩和し、各自治体に委託先の選定権
を一任する。

本村は、公営の宿泊施設（サイクリング
ターミナル）を有し、管理運営は自治法
に基き第三セクターに委託しているが、
商工会及び民間企業への委託により民間
活力の導入を図るとともに地域に根ざし
た効果的な管理運営ができる。

地方自治法の規定により委託
先が制限されているために、
実態に沿った施設運営のため
の選択肢が狭い。更に今後の
行政効率化を推進するため公
の施設の管理運営を検討する
ときにも多くの考え方を持つ
ことができる。

地方自治法第244条の
２

　普通地方公共団体は、公の施設の
設置の目的を効果的に達成するため
必要があると認めるときは、条例の
定めるところにより、法人その他の
団体であつて当該普通地方公共団体
が指定するものに、当該公の施設の
管理を行わせることができる。

8

　地方自治法の一部を改正する法律（平成15年
法律第81号）により、地方公共団体の出資法人
以外の民間事業者を含む地方公共団体が指定す
る者（指定管理者）に公の施設の管理を行わせ
ることができる指定管理者制度が導入され、本
提案は指定管理者制度により対応できるもので
ある。

ニセコ町
公共施設住民組織
による運営及び財
産の委譲

1378 1378010 040070
公共施設財産の住
民組織への委譲及
び運営

・公共施設財産の住民組織への財産
及び管理運営権限の委譲の円滑化
・地方公共団体事務の住民組織への
事務委譲の円滑化

○公共施設財産の住民組織への委譲及び
運営の際の地方自治法第244条及び244条
の2、補助金等に関する予算の執行の適
正化に関する法律第22条の適用除外。
○地方公共団体事務の住民組織への事務
委譲
・蓄犬、野犬掃討、動物愛護事務
・一般廃棄物の収集及び処理事務
・道路の維持管理、除排雪に関する事務
事業
・保育所、幼稚園、学童保育に関する事
務事業
・産業政策の立案、事業実施に関する事
務　　　・公営住宅の管理運営に関する
事務　　　　　　　・上下水道の維持管
理、運営に関する事務

補助金等により設置した公共
施設財産を住民組織へ委譲
し、より柔軟かつ効率的な運
営を図りたいが、このような
財産委譲をする場合、補助金
返還等を行なわなければなら
ず、現実には、財政的負担が
厳しいため、円滑に進まない
状況にある。　　また、公共
団体事務の一部に、住民組織
へ移譲した方がより、効率的
な運用が図られるものがある
が、個々の法律の制限がある
ため、事務委譲できない状況
にある。これら事務の委譲を
一括して行うことにより、更
なる住民自治が図られ地域再
生につながるものと期待され
る。

地方自治法第238条の
4、第238条の5

　行政財産は、原則としてこれを貸
し付け、交換し、売り払い、譲与
し、出資の目的とし、若しくは信託
し、又はこれに私権を設定すること
ができない。
一方、普通財産については、これを
貸し付け、交換し、売り払い、譲与
し、若しくは出資の目的とし、又は
これに私権を設定することができ
る。

5

 地方公共団体において、公用又は公共用に供す
る必要のなくなった行政財産については、普通
財産に分類替えのうえ譲与することが可能であ
り、地方自治法上、提案の施設を委譲すること
は可能である。

愛媛県

しまなみ海道住民
総参加の手づくり
観光振興（観光・
交流・まちづく
り）構想

2151 2151010 040080 観光業の起業促進

○行政財産の民間貸与等による観光
産業の振興
・行政財産の民間への貸与、民間に
よる改築、転用や目的外使用の承認
○しまなみ沿線を対象とした旅行業
（クルージングツアーや周遊ツアー
の募集催行）の自由化
・ＮＰＯをはじめ地域住民が地域の
観光資源の周知・ＰＲを図る目的で
行うツアーについて旅行業法の適用
を除外
・利用する船舶についての要件を緩
和（漁船をクルージング船として使
用する際の検査の簡略化）

[具体的な取組み］
○しまなみ海道沿線の公共の主要観光・
物販はほとんどが国の補助事業を活用し
て建設されているため利用方法が制限さ
れているが、これらの行政財産を民間事
業者やＮＰＯ、個人が利活用できること
とし、建設に伴う初期投資を抑えること
により民間や地域住民の観光産業への参
入を促す。
○提案地域は特に、村上水軍にまつわる
歴史的・文化的観光資源が豊富であるこ
とから、歴史を活用した観光を推進する
ために、ＮＰＯ法人など歴史を語れる者
が簡易にツアーを催行できるようにした
り、複雑な海底に起因する激しい潮流の
もとで自然景観に溶け込んだしまなみ海
道の人工美を堪能できるよう、操船技術
に長けた者が特色あるクルージングツ
アーを催行したりできるよう旅行業法の
規定を緩和し、地域住民の持つ歴史や文
化の知識、技等を活用して地域資源を紹
介するツアーの催行を容易にし、地域に
根ざした観光産業を振興する。
○漁船をクルージング船として使用する
際に義務付けられている船舶安全法上の
中間検査を免除する。
[効　果]
観光業の起業が容易になる。
観光業を中心とした就業機会の確保
高齢者の活用

地方自治法及び補助金等に
係る予算の執行の適正化に関
する法律等により行政財産の
目的外使用が制限されている
ため、長期経済不況の中、施
設建設に伴う初期投資がネッ
クとなり、民間事業者等の観
光産業への参入に支障をきた
している。

また、旅行業法の規定によ
り旅行ツアーを実施するには
許可を得る必要があるため、
地域住民が自発的に地域資源
を活用して観光ツアーを実施
しようとしても容易ではな
い。

さらに、漁船を使ったク
ルージングが容易にできるよ
う、３年ごとの検査を見直
し、６年ごとの定期検査のみ
とする。

地方自治法第238条の
４第１項

行政財産は一定の場合を除くほ
か、これを貸し付け、交換し、売り
払い、譲与し、出資の目的とし、若
しくは信託し、又はこれに私権を設
定することができない。

3

行政財産は、地方公共団体の所有に属する公
有又は公共用財産であり、地方公共団体の行政
執行の物的手段として行政目的の効果的達成の
ために地方公共団体により使用されるものであ
る。そのため、円滑な行政執行を担保するた
め、貸し付け等の私権を設定することが原則と
して禁止されているところである。

なお、当該施設が公の施設であれば指定管理
者制度による施設の管理・運用を行うことがで
きるほか、目的外使用許可や普通財産への分類
替えによる貸付けも可能であるので、地方自治
法の規定が財産の有効活用を阻害しているもの
とは考えられない。

船引町
中心市街地活性化
による地域再生計
画

1165 1165010 040090

役場発行の証明書
交付事務及び公共
施設の管理運営の
民間委託

現在、地方公共団体にしか認められ
ていない証明書等の交付事務及び公
共施設の管理運営も民間委託するこ
とを可能とする。

中心市街地活性化事業で建設予定の駅舎
の中に行政コーナーと健康増進憩いのサ
ロンを設け、証明書等の発行と、駅舎の
管理運営をＴＭＯなどの民間組織に委託
したい。

現在、役場の証明書等の交付
事務は地方公共団体に限られ
ているが、利用者の利便性向
上のため、ＦＡＸ等による交
付事務及び駅舎の管理運営を
民間団体に委託し、中心市街
地の活性化を同時に実現す
る。

住民基本台帳法第１
２条

地方自治法第244条の
２

住民票の写し等の交付については、
書面による交付に限定している。

普通地方公共団体は、公の施設の設
置の目的を効果的に達成するため必
要があると認めるときは、条例の定
めるところにより、法人その他の団
体であつて当該普通地方公共団体が
指定するものに、当該公の施設の管
理を行わせることができる。

3

・

5

ＦＡＸ等による交付では、文書の真実性が担保
できないため。

　提案にある駅舎が公の施設とされているもの
であれば、昨年通常国会において成立した地方
自治法の一部を改正する法律（平成15年法律第
81号）により導入された公の施設の指定管理者
制度により、駅舎の管理を民間事業者等に行わ
せることは十分可能なものである。

提案の趣旨を踏まえ検討できな
いか。

ＦＡＸ等による交付では、発行権者であ
る市町村長が発行した住民票であるこ
とが証明できない。
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喜多方市 戸籍システムのア
ウトソーシング 1346 1346010 040100 戸籍システムのア

ウトソーシング １．戸籍原簿（サーバ）を市役所に
備え付けなくてもよくする

電子化された戸籍データのサーバ管理業
務をアウトソーシングすることにより、
行政サービスの２４時間３６５日の提供
を可能とするとともに民間iDCにおける
雇用増が効果として期待できる。

現状においては戸籍原簿の役場保
管が義務づけられているために戸
籍システムのアウトソーシングが
できず、その他のアウトソーシン
グ化されている業務との連携を欠
き、今後の電子自治体の進展にお
いてもサービス向上の妨げとなる
ため。

6 － 戸籍法は法務省の所管である。

茨城県取
手市

市民とのパート
ナーシップによる
地域協働社会の構
築

1355 1355020 040110 戸籍事務取扱者の
資格要件緩和

戸籍事務取扱者の資格要件緩和
・市職員以外でも市が条例で定めた
資格要件を満たすものに対して戸籍
事務を取り扱えるようにする。

市職員以外でも市が条例で定めた資格要
件を満たすものに対して戸籍事務を取り
扱えるようにし、行政窓口機能の拡充を
図る。

市職員以外でも市が条例で定
めた資格要件を満たすものに
対して戸籍事務を取り扱える
ようにし、行政窓口機能の拡
充を図るため、本提案を行な
う。

6 － 戸籍法は法務省の所管である。

茨城県取
手市

市民とのパート
ナーシップによる
地域協働社会の構
築

1355 1355030 040120
国民健康保険事務
取扱者の資格要件
緩和

国民健康保険事務取扱者の資格要件
緩和
・市職員以外でも市が条例で定めた
資格要件を満たすものに対して国民
健康保険事務を取り扱えるようにす
る。

市職員以外でも市が条例で定めた資格要
件を満たすものに対して国民健康保険事
務を取り扱えるようにし、行政窓口機能
の拡充を図る。

市職員以外でも市が条例で定
めた資格要件を満たすものに
対して国民健康保険事務を取
り扱えるようにし、行政窓口
機能の拡充を図るため、本提
案を行なう。

6 － 国民健康保険法は厚労省の所管である。

茨城県取
手市

市民とのパート
ナーシップによる
地域協働社会の構
築

1355 1355040 040130 児童手当事務取扱
者の資格要件緩和

児童手当事務取扱者の資格要件緩和
・市職員以外でも市が条例で定めた
資格要件を満たすものに対して児童
福祉事務を取り扱えるようにする。

市職員以外でも市が条例で定めた資格要
件を満たすものに対して児童手当事務を
取り扱えるようにし、行政窓口機能の拡
充を図る。

市職員以外でも市が条例で定
めた資格要件を満たすものに
対して児童手当事務を取り扱
えるようにし、行政窓口機能
の拡充を図るため、本提案を
行なう。

6 － 児童手当法は厚労省の所管である。

茨城県取
手市

市民とのパート
ナーシップによる
地域協働社会の構
築

1355 1355050 040140 介護保険事務取扱
者の資格要件緩和

介護保険事務取扱者の資格要件緩和
・市職員以外でも市が条例で定めた
資格要件を満たすものに対して介護
保険事務を取り扱えるようにする。

市職員以外でも市が条例で定めた資格要
件を満たすものに対して介護保険事務を
取り扱えるようにし、行政窓口機能の拡
充を図る。

市職員以外でも市が条例で定
めた資格要件を満たすものに
対して介護保険事務を取り扱
えるようにし、行政窓口機能
の拡充を図るため、本提案を
行なう。

6 － 介護保険法は厚労省の所管である。

㈱東京
リーガル
マインド

「民間事業者」の
範囲 3078 3078010 040150

民間委託先を株式
会社等の事業法人
に限定

行政サービスの民間委託先を株式会
社等の普通法人に限定

行政サービスの委託先を普通法人に限定
し、民間事業者による入札・プロポーザ
ルによるコンペティションを通じて、
リーズナブルな行政サービスを実施す
る。

民間活力による地域経済の活
性化を実現させるため ー

　個別の法令により制限されていな
い限り、行政サービスの委託先につ
いては制限されているものではな
い。

3

　地方公共団体がその業務を委託する場合、個
別の法令により制限されている場合を除き、そ
の委託先については制限されているものではな
い。また、その選定にあたっては、個々の業務
の内容、地域の実情等を踏まえ、地方公共団体
が自らの判断により決定すべきものであるた
め、国において委託先を法人税法上の普通法人
に限定するなど、制限を課すことは適当でな
い。
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ゼッタテ
クノロ
ジー株式
会社

地域再生・知のユ
キビタス社会構築
プロジェクト

3107 3107010 040160

コミュニティ・ク
リエーター育成事
業に関する財政措
置

１．地域活性化対策費等、補助金に
て補助金・交付金に計上する。２．
外国人医師の治療免許登録について
緩和措置をする。

コミュニティークリエーターを育成事業

①現下の地方公共団体の財政
悪化では、地域創生の為の新
事業の創出が実施できにくい
状況にあるため。②地方公共
団体の条例・規則による取決
が設置の障害になっているた
め。

6 － コミュニティ・クリエーター育成に類する補助
金を、総務省は所管していない。

潮来市
麻生町
北浦町
玉造町

行方ふるさと圏創
生プロジェクト 1215 1215010 040170

中間支援組織（民
間による公益的専
門的組織）の活動
支援

[その他]
①地方公共団体が中間支援組織に対
し創業支援委託等を行う場合、その
委託費等を地方交付税に算入
②民間（地域住民、地域企業）から
の寄付等に対する優遇税制措置

 地域に密着した創業家探し､成功事例集
による広報活動を通じた、起業家の掘起
し、その後の支援を行う。

官民協働、地域密着型の創業
支援が可能になり、コミュニ
ティ・ビジネスの創業促進に
繋がる。

地方交付税法（昭和
２５年法律２１１
号）

地方公共団体が中間支援組織に対し
創業支援委託等を行なう場合につい
ても、コミュニティ・サービス事業
支援の一環として、地方公共団体の
取組に要する経費を地方交付税に算
入することとしている。

5
・
2

　地方公共団体が中間支援組織に対し創業支援
委託等を行なう場合についても、コミュニ
ティ・サービス事業支援の一環として、地方公
共団体の取組に要する経費を地方交付税に算入
することとしている。
　また、中間支援組織に対する制度融資、アド
バイザー派遣や説明会開催等に要する経費につ
いては、新たに地方交付税に算入する。

ＮＴＴコ
ミュニ
ケーショ
ンズ株式
会社

コミュニティ支援
ネットワークによ
る地域ビジネスの
活性化

3068 3068010 040180 地域公共ネット
ワークの民間開放

地域公共ネットワークを民間（市
民、ボランティア団体、NPO等）に開
放する。

住基カード等を広域且つ共同で利用する
ために、住基多目的システムとの連携や
公的個人認証等を活用し本人確認を行う
ために、“地域公共ネットワークの民間
への開放“をすることで、住基カード等
の利用促進に繋げられる。

現状の財団法人地方自治情報
センター「総合行政ネット
ワークASPガイドライン」3
LGWAN-ASP定義において、全
地方公共団体を相互に接続す
る行政専用のセキュアなネッ
トワークである。この全地方
公共団体を接続するネット
ワークを利用して、地方公共
団体間のＩＴ化格差、ＩＴ活
用格差等をなくす方策として
ASPを活用するとあり、民間
主体（NPO等）に地域公共
ネットワークが開放されてい
ないため、民間主体による住
基カード等を活用できていな
い。

なし

　総合行政ネットワーク(LGWAN)
は、ミレニアムプロジェクトに採択
され、平成12年度に実証実験を行
い、平成13年10月より地方公共団体
が主体となって運営する行政専用の
ネットワークとして運用を開始し
た。

　なお、地域再生構想において「Ｉ
Ｔを活用した地域通貨」について言
及されているが、平成１６年度の新
規事業として、「ＩＴを活用した地
域通貨モデルシステムの開発・実証
事業」を実施することとしており、
インターネット、ＩＣカード（住民
基本台帳カード等）、公的個人認証
サービス及び携帯電話等のＩＴを活
用した電子的にやりとりできる利便
性の高い地域通貨モデルシステムを
開発するとともに、２又は３程度の
地方公共団体を選定して、同システ
ムの実証実験を実施する予定。さら
に、開発した地域通貨モデルシステ
ムは、希望する地方公共団体に無償
で配布することとし、その導入に要
する経費を地方交付税に算入するこ
とを検討。

3

　LGWANは「高いセキュリティの行政専用のネッ
トワークの構築」というコンセプトにより、平
成9年度から調査研究を実施し、平成12年度の実
証実験をへて、平成13年10月より運用を開始し
ている。したがって、民間開放は当初より想定
していない。
また、LGWANは地方公共団体の代表で構成される
「総合行政ネットワーク運営協議会」が主体と
なって運用を行っており、同運営協議会はLGWAN
の運用に関する最高意志決定機関である。
　なお、「ＩＴを活用した地域通貨モデルシス
テムの開発・実証事業」においては、インター
ネット、ＩＣカード（住民基本台帳カード
等）、公的個人認証サービス及び携帯電話等の
ＩＴを活用した電子的にやりとりできる利便性
の高い地域通貨モデルシステムを開発すること
としているが、本事業は、地域公共ネットワー
ク（ＬＧＷＡＮ等）の民間開放を行なうかどう
かにかかわらず、目的を達成可能であり、総務
省においては、「ＩＴを活用した地域通貨」と
「地域公共ネットワーク（ＬＧＷＡＮ等）の民
間開放」とは基本的に無関係であると考えてい
る。
　また、本事業においては、今回、地域再生構
想として「ＩＴを活用した地域通貨」をツール
とする地域再生事業について提案のあった地方
公共団体を中心に、ヒアリングを行い、有識者
の意見等を踏まえつつ、実証実験のフィールド
となる地方公共団体を選定することとしている
ので申し添える。

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

LGWANを民間開放することはできな
い。
以下、前回回答に補足する。

LGWANは行政専用のネットワークとし
ての前提のもと、国の行政専用のネット
ワークである霞が関WANと相互接続し
ており、一体として行政全般の専用ネッ
トワークとして機能している。したがっ
て、LGWANのみを民間開放した場合、
霞が関WANとの切断を前提としなけれ
ばならず、このことはe-Japan Ⅱや電子
政府構築計画で位置づけられた
LGWANの役割を否定することになりか
ねない。
また、LGWANが使用している回線は、
補助金等より地方公共団体が構築した
地域イントラネット等と異なり、総合行政
ネットワーク運営協議会が運営を委託
した(財)地方自治情報センターが民間
事業者の通信サービスを借り上げ、一
般第二種電気通信事業者として届出す
ることによりLGWANの利用に供してい
るものである。
本提案については、このようなLGWAN
の位置づけやネットワーク構成等を十
分把握した上で議論する必要がある。

㈱ケーブ
ル・ジョ
イ

キオスク端末(住民
向けまちかど端末)
利用による地域情
報提供及び交流

3050 3050010 040190 キオスク端末の有
効利用 地域の基幹産業の再生

キオスク端末による公開画面に民間企業
の広告を掲載する事により地元企業の活
性化につなげる

現在の行政ネットワークを使
いキオスク端末に行政情報以
外の諸団体、民間企業のイベ
ント等の予約及び情報を公開
する

情報通信格差是正事
業費補助金交付要綱

過疎等の市町村が地域公共ネット
ワークを活用して防災、教育、福
祉、医療等の各種行政分野において
地域性に富み、かつ、住民にとって
利便性の高いシステムを運用。

5 公共的アプリケーションに限る。

要望の内容は、民間企業の広告
を掲載する事により地元企業の
活性化につなげるというもので
あるが、その内容が実現可能で
あると考えていいのか。

原則として、公共的アプリケーショ
ンに限る。
その内容については、事業主体であ
る地方公共団体に委ねられる。
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大阪府社
会起業家
サポー
ターズ
（大阪
府、社会
起業家委
員会、お
おさか元
気ネッ
ト）

地域コニュニティ
活動の活性化 2034 2034040 040200

コミュニティファ
ンドの設置主体の
多様化

民間レベルでの多様なコミュニティ
ファンドに関する活動実績が存在し
ていることに鑑み、大阪府知事が認
めた者への設置・運営委託を可能と
するよう検討されたい。

ＣＢやＮＰＯに対する資金面、技術面に
おける支援実績のある民間の中間支援組
織によるコミュニティファンドの設置・
運営を進めることが必要。民間レベルの
活動実績から、資金面の支援には、資金
提供の対象とするか否かを判断する段階
からの現場の視点によるきめ細かな技術
的支援を併せて行う必要性が明確になっ
ており、これら民間機関へのコミュニ
ティファンドの設置・運営委託を可能と
することは、コミュニティファンドを地
域の再生に向けて実効性あるものとする
ためにも、不可欠である。

すでに民間レベルでのコミュ
ニティファンド運用に係る実
績が上がっているとともに、
こうしたコミュニティファン
ドによる支援のためには、民
間の現場の視点からの技術的
支援が不可欠である。こうし
た現状から、コミュニティ
ファンドの設置運用主体を自
治体に限定するのではなく、
広く民間に門戸を開く必要が
あるため。

なし

　平成１６年度より、「コミュニ
ティ・ファンド形成支援事業」とし
て、コミュニティ・サービス事業に
融資等を行うコミュニティ・ファン
ドを形成するため、地方公共団体が
公益法人等に出資・貸付を行ない、
地方債を発行する場合、その償還金
利子の一部を地方交付税に算入する
こととしており、現在、事業の詳細
を検討中。
　また、当該公益法人等が行なう融
資等の客観性や安全性等を担保する
ため、有識者から構成される審査委
員会等を設置・運営するために要す
る経費について、地方公共団体が助
成する場合、当該助成額の一部を地
方交付税に算入することとしてい
る。

2 Ⅴ

　平成１６年４月を目途に事業要綱を通知する
予定。同要綱に基づき、コミュニティ・ファン
ドを形成するため、公益法人等に出資・貸付を
行なう地方公共団体に対し、その償還金利子の
一部を地方交付税に算入することとしており、
コミュニティ・ファンドは民間（公益法人等）
が設置・運営することを想定している。ただ
し、その設置・運営主体の具体的な範囲につい
ては、現在、検討中。なお、公益法人等への出
資・貸付に要する費用について地方債を発行す
るためには、当該公益法人等の収支見通し等に
ついて慎重に審査を行なうとともに、当該公益
法人等が行なう融資等の客観性や安全性等を担
保するため、有識者から構成される審査委員会
を設置する等、万全の措置を講じる必要があ
る。
　また、当該公益法人等の審査委員会等設置・
運営経費について、地方公共団体が助成する場
合、当該助成額の一部を地方交付税を算入。

㈱北海道
二十一世
紀総合研
究所

行政サービスの民
間委託推進に向け
た地域データベー
ス構築

3037 3037010 040210

行政保有資産（台
帳等）の公表と電
子化によるメンテ
ナンス計画の策定

１．データベース構築のための行政
保有データの民間への開放推進
２．民間化に向けたデータベース構
築のための資金助成措置の拡充（従
来のPFI事業計画策定補助の内容の拡
大→PFI指針策定や計画策定のみでな
く、PPP推進に向けたデータ整備も対
象とする）

１.台帳ベースで記録されている行政
データ（特に財産データ）の電子化の推
進
２．電子化による行政財産の長期メンテ
ナンス計画の策定（民間委託のための基
盤づくり）
３．上記事業を民間主体で実施

公共分野の民間へのアウト
ソーシング拡大のためには、
行政財産や行政サービスにつ
いてのデータ整理や量的な把
握が不可欠である。特に、
データベースの構築が求めら
れる。この問題解決を図るた
めには、行政財産の現状に関
するデータを民間に開放する
とともに、総合的なデータ
ベースの作成を行う必要があ
る。

6 －

　行政保有資産のデータの取り扱いについて
は、当該データの保有主体である行政機関によ
る対応が必要。

愛知県、
豊橋市、
蒲郡市、
田原市、
御津町

国際自動車産業交
流都市 1352 1352030 040220 公共施設の民間運

営

複合公共施設（ライフポートとよは
し）の効率的運営と雇用創出を図る
ためにアウトソーシングを行う。

ライフポートとよはしの運営をアウト
ソーシングする場合における効率化を地
方交付税の算定に反映させるとともに任
期付短時間職員の任用を容認する

現在、ライフポートとよはし
は、公の施設として豊橋市が
管理運営しているが、複数の
補助金要綱に定められた目的
に従って運用されているた
め、柔軟な利用には限界があ
る。三河港の中心部に位置す
ることから、この施設を各種
イベント会場など最大限に活
用することにより三河港の機
能の向上が可能となる。

地方公務員法第17
条、第22条
地方公共団体の一般
職の職員の任期付採
用に関する法律

別に法律で定める場合等を除き、地
方公務員の任用は、緊急の場合等に
限り認められる臨時的任用において
任期を定めることとしているほか、
原則として無期限のものとすること
とされている。

2
・
5

Ⅰ

－

一定の場合に任期付短時間職員の任用を可能と
することを含む地方公務員の任用・勤務形態の
多様化を図るための所要の法律案を今国会に提
出する予定である。

各地方団体の公共施設の運営状況も踏まえつ
つ、アウトソーシングによる効率化を交付税の
算定に反映すべく検討を行う。

回答では、提案者の要望である
効率化を交付税に参入する点
は、検討中とあるが、実現可能
であるのか再度回答されたい。

文化・スポーツ振興、交流施設の管
理費については、既に民間委託を前
提に普通交付税措置を行っている。
今後とも、各地方団体の公共施設の
委託状況を踏まえつつ、適切にアウ
トソーシングによる効率化を算定に
反映していく。

㈱東京
リーガル
マインド

公務員に対する研
修制度の見直し 3083 3083010 040230 公務員に対する研

修制度の見直し

自治体の有する職員研修所の管理権
限を民間に全面的に委譲する。自治
体の有する職員研修所の使用対象を
民間人にも広げる。

職員研修所を民間事業者が運営する。職
員研修所を民間人が利用することができ
るようにする。

１ 現状と問題点
（1）自治体研修の経費の問
題点
自治体職員の研修経費は膨大
なものであり、国民の税金に
よって賄われています。これ
に対し、民間企業に勤めるビ
ジネスマンは自らのスキル
アップのためには、自らの経
費で講座の受講、書籍の購入
等を行っています。
  官民にこのような差異があ
ることは不合理であります。
能力向上のための研修受講
は、研修受講者自身の出費を
以って賄うことを原則とすべ
きです。

（2）自治体研修施設の稼働
率の問題点
  公務員研修施設の稼働率は
一般に低く、有効に使われて
いるとはいえません。（別紙
参照）

地方自治法第244条、
第244条の２
地方公務員法第39条

　普通地方公共団体は、公の施設の
設置の目的を効果的に達成するため
必要があると認めるときは、条例の
定めるところにより、法人その他の
団体であつて当該普通地方公共団体
が指定するものに、当該公の施設の
管理を行わせることができる。

　職員には、その勤務能率の発揮及
び増進のために、研修の機会が与え
られなければならない。

5

　職員の研修は「その職員の勤務能率の発揮及
び増進」を目的に、任命権者が自ら行う場合に
限らず、他の機関に委託して行う場合等も含ま
れるものと解されているところ。
　本提案にある施設の性格を、地方公共団体が
当該団体の職員を含む地域住民の福祉を増進す
ることを目的として、等しく住民の利用に供す
るための施設と捉えた場合、当該施設は地方自
治法上の公の施設にあたることから、同法第244
条の２第３項の規定により民間事業者を含む地
方公共団体が指定する者（指定管理者）に当該
施設の管理権限を委任することができるところ
であり、提案の趣旨は制度上達せられるもので
ある。
　なお、指定管理者は、当該地方公共団体が条
例で定める管理の基準及び業務の範囲等に従い
当該施設を管理することとなる。
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茨城県

茨城グリーンふる
さと交流圏魅力
アップ・プロジェ
クト

1272 1272040 040240 廃校利用主体の民
間参入と税制優遇

・市町村が交流拠点施設として廃校
を改修する際，財源確保のためリ
ニューアル債を措置するとともに，
償還金を地方交付税に算入
・改修した廃校の運営についてはＮ
ＰＯ等へアウトソーシングし，都市
農村交流事業の拠点施設として活用
・ＮＰＯが事業運営主体となり，民
間（地域住民・地域企業）から運営
資金等の財政的な支援を受けた場合
の優遇税制措置

・ＮＰＯ等に対して，廃校を野外活動の
拠点施設やコミュニティ・ビジネス活動
の拠点施設として開放することにより，
体験活動を指導する地域の人材活用や地
域特産物の活用が図られ，地域雇用の創
出や経済的な効果が得られる。
・また，ＮＰＯが事業運営する場合に
は，認定ＮＰＯ法人とみなして，税法上
の特典を与えることにより，民間からの
寄付を集め易くなり，円滑な事業活動が
促進される。

・特に当該地域の過疎町村に
おいては，学校の統合による
廃校が散在し，施設の有効活
用が課題となっている。この
ため，交流活動拠点として，
施設の有効活用を図り，建設
コストの節約と，地方債の発
行対象の拡大等により，財政
負担を軽減し，拠点整備を促
進するものである。また，事
業運営主体のＮＰＯへの寄附
の促進を図り，ＮＰＯの活動
を支援するものである。

地方財政法第５条

地方公共団体の歳出は、地方債以外
の歳入をもつて、その財源としなけ
ればならない。ただし、公共施設等
の建設事業費の財源とする場合等に
おいては、地方債をもつてその財源
とすることができる。

1,5 Ⅴ

　他の公共施設（民間施設は含まない。）への
転用に係る既存の公共施設の増築や改築、大規
模な模様替等については起債が可能。
  なお、地域再生計画に位置づけられ、地域活
性化事業が目的とする喫緊の政策課題の実現を
図るための施設への転用については、地域活性
化事業債の対象とする。

茨城県
霞ヶ浦レイクツー
リズム推進プロ
ジェクト

1273 1273090 040250

第三セクター設立
のための出資金に
対する地域再生事
業債の適用

　市町村が，道の駅の地域振興施設
を設置・運営する第三セクターを設
立するための出資金について，地域
再生事業債の適用を可能にする。

 圏央道江戸崎ＩＣ（仮称）周辺地区等
において，第三セクターによる地域振興
施設の設置・運営を容易にする。

　道の駅の制度においては，
地域振興施設の設置・運営主
体は市町村や第三セクター等
の公益法人等に限定されてい
るほか，市町村が設置した場
合においても，運営について
は多くの場合第三セクターに
委託されているのが現状であ
ることから，第三セクターの
設立に必要な出資金について
の財源手当を容易にする。

平成１６年度地方債
計画

　平成１６年度地方債計画は、地方
単独事業を積極的に展開しようとす
る地方団体について、事業量の確保
を図ることができるよう「地域再生
事業」を計上。

2 Ⅴ
　当該事業の目的及び公益性並びに地方団体の
出資割合等を勘案して、地域再生事業債の枠配
分を受けた範囲内で、単独事業に充当すること
が可能。

真壁町
歴史的たたずまい
を活かした地域づ
くり

1004 1004020 040260
住民による交流拠
点の運営等につい
ての交付税措置

住民と行政が一体となってまちづく
り及び交流を推進するため，交流拠
点の運営等を住民団体に委託するこ
ととし，その経費について交付税措
置を講じる。

住民団体によるまちなみ案内の拠点施設
の運営，ガイドブックの作成，案内板の
作成等来訪者の利便性を図る。

ＮＰＯ団体にはなれないが，
熱意をもって事業を進める住
民団体に対し，行政が行うべ
き事業の一部を委託すること
によって，まちづくりの気運
を高めると同時に，来訪者へ
の利便性の向上を図る。

地方交付税法（昭和
２５年法律２１１
号）

　住民による交流拠点の運営等につ
いては、住民が主体となって行う、
話し合いの場づくりやその結果を受
けた取組への市町村の支援である
「わがまちづくり支援事業」におい
て、６８０億円程度の地方財政措置
を講じることとしている。

5

　住民による交流拠点の運営等については、住
民が主体となって行う、話し合いの場づくりや
その結果を受けた取組への市町村の支援である
「わがまちづくり支援事業」において、引き続
き地方財政措置を講じる。

提案者の要望は、交流拠点の運
営を住民団体に委託し、その経
費を交付税により措置するという
ものであるが、それは実現可能で
あると考えていいのか。

　住民による交流拠点の運営等につい
ては、住民が主体となって行う、話し合
いの場づくりやその結果を受けた取組
等（住民等の交流拠点の運営を住民団
体に委託することを含む）への市町村
の支援である「わがまちづくり支援事
業」において、引き続き地方財政措置を
講じる。

有限会社
PHMデータ
サービス

ホームレスを防ぐ
町内債 3103 3103010 040270

法人自治会による
ホームレスの解消
地域サポーターの
雇用

生活困窮家庭からの生活保護要請を
受け付ける市町村の担当部署が該当
世帯の所属する地域自治会町内会及
び認定サポーターと協力し、住宅
ローン返済の保証人となり、銀行か
ら借り入れる。この支援活動により
対象家庭はホームレスへの転落を防
ぎ、子育てが可能になったり老後の
安定が得られる。更に市町村では生
活保護世帯の増加を防ぐことが出来
る。

法人化された自治会による町内債の発行
で住宅ローンが払えずホームレス予備軍
の世帯を救済することが出来る。
また保険や証券などの業務に携わってき
たファイナンシャルプランナー（地域サ
ポーター）による破綻した家計への指
導、支援により該当世帯の立ち直りを諮
る。

住宅ローンを抱えている世帯には
返済が滞った場合退去や自己破産
など厳しい状況が待ち受けてい
る。また生活保護法も資産形成に
当たるとして該当家庭の家計破綻
には法律の適用も難しい。地域の
問題としてこのようなケースに対
応するには自治会単位で救済委員
会を設ける必要がある。

　法人化された町内会の借入れに係
る特段の規制はない。 5,6

札幌市 交流と創造の空
間・活動づくり 1258 1258050 040280

PFI事業を推進する
ための税制措置，
補助金の弾力的適
用

PFI事業として公共施設等の整備を行
う場合の補助金交付や，税制措置に
ついて，地方公共団体等が自ら事業
を実施する場合とイコールフッティ
ングを図る。

PFI事業についても非課税措置がなされ
たり，BOT方式，BTO方式に関わらず補助
金が交付されることによって，PFI事業
が一層推進され，行政サービスの民間開
放が促進される。

現行の制度では，課税措置を
避けたり，補助金の交付を受
けやすくするために，BTO方
式のPFIを採用するケースが
多くなりがちであり，所有も
含めた民間開放に結びつきに
くい。

地方税法附則第１５
条第第４８項及び第
４９項

地方税法の規定により、民間資金等の活用による公
共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項
に規定する選定事業者が同法第十条第一項に規定す
る事業計画又は協定に従つて実施する同法第二条第
四項に規定する選定事業により港湾法第五十五条の
七第一項に規定する国の貸付けに係る資金の貸付け
を受けて平成十四年四月一日から平成十六年三月三
十一日までの間に取得した同条第二項に規定する特
定用途港湾施設で政令で定めるものの用に供する家
屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する
固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四
十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項
の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る
固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価
格の二分の一の額とし、また、民間資金等の活用に
よる公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条
第五項に規定する選定事業者が同法第十条第一項に
規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第
二条第四項に規定する選定事業により政府の補助で
総務省令で定めるものを受けて平成十五年四月一日
から平成十七年三月三十一日までの間に取得した廃
棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規
定する一般廃棄物処理施設の用に供する家屋及び償
却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産
税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、
第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定に
かかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産
税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分
の一の額（第五項の規定の適用を受ける償却資産に
あつては、同項の規定により課税標準とされる額の
二分の一の額）とされている。

3 －

税措置の創設に係る要望であるが、「地域再生
のための基本方針（平成１５年１２月１９日地
域再生本部決定）」に「地域の『自助と自立の
精神』を活かすため、従来型の財政措置を講じ
ないことを基本とする」とされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」
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市川市 子育て、福祉、介
護、健康、安全等
の財・サービスに
よる地域再生

1122 1122020 040290
地域公共ネット
ワーク(LGWAN等）
の民間開放

準行政サービスを運営する民間主体
（NPO、株式会社）に地域公共ネット
ワーク（LGWAN等）を開放する。

準行政サービスであるコミュニティ・
サービス事業をNPO等の民間主体が運営
するにあたり、「してほしいこと」と
「できること」を身元確認した上で運営
し、トラブル等を起こさないようにする
必要がある。近い将来、住基カード等を
利用した公的個人認証（LGWAN等）利用
が準行政サービスを運営する民間主体
（NPO等）においても許可されれば、ト
ラブルを軽減した円滑な運営が可能とな
る。

現状の財団法人地方自治情報
センター「総合行政ネット
ワークASPガイドライン」3
LGWAN-ASP定義において、全
地方公共団体を相互に接続す
る行政専用のセキュアなネッ
トワークである。この全地方
公共団体を接続するネット
ワークを利用して、地方公共
団体間のＩＴ化格差、ＩＴ活
用格差等をなくす方策として
ASPを活用するとあり、準行
政サービスを運営する民間主
体（NPO、株式会社等）に地
域公共ネットワーク（LGWAN
等）が開放されていないた
め、トラブルの対応を強化し
た身元確認（地域通貨＋電子
証明、電子証明書）による運
営ができない状況である。

なし

　総合行政ネットワーク(LGWAN)は、ミ
レニアムプロジェクトに採択され、平成
12年度に実証実験を行い、平成13年10月
より地方公共団体が主体となって運営す
る行政専用のネットワークとして運用を
開始した。

　なお、地域再生構想において「ＩＴを
活用した地域通貨」について言及されて
いるが、平成１６年度の新規事業とし
て、「ＩＴを活用した地域通貨モデルシ
ステムの開発・実証事業」を実施するこ
ととしており、インターネット、ＩＣ
カード（住民基本台帳カード等）、公的
個人認証サービス及び携帯電話等のＩＴ
を活用した電子的にやりとりできる利便
性の高い地域通貨モデルシステムを開発
するとともに、２又は３程度の地方公共
団体を選定して、同システムの実証実験
を実施する予定。さらに、開発した地域
通貨モデルシステムは、希望する地方公
共団体に無償で配布することとし、その
導入に要する経費を地方交付税に算入す
ることを検討。

3

　LGWANは「高いセキュリティの行政専用のネットワー
クの構築」というコンセプトにより、平成9年度から調
査研究を実施し、平成12年度の実証実験をへて、平成
13年10月より運用を開始している。したがって、民間
開放は当初より想定していない。
また、LGWANは地方公共団体の代表で構成される「総合
行政ネットワーク運営協議会」が主体となって運用を
行っており、同運営協議会はLGWANの運用に関する最高
意志決定機関である。

　なお、「ＩＴを活用した地域通貨モデルシステムの
開発・実証事業」においては、インターネット、ＩＣ
カード（住民基本台帳カード等）、公的個人認証サー
ビス及び携帯電話等のＩＴを活用した電子的にやりと
りできる利便性の高い地域通貨モデルシステムを開発
することとしているが、本事業は、地域公共ネット
ワーク（ＬＧＷＡＮ等）の民間開放を行なうかどうか
にかかわらず、目的を達成可能であり、総務省におい
ては、「ＩＴを活用した地域通貨」と「地域公共ネッ
トワーク（ＬＧＷＡＮ等）の民間開放」とは基本的に
無関係であると考えている。
　また、本事業においては、今回、地域再生構想とし
て「ＩＴを活用した地域通貨」をツールとする地域再
生事業について提案のあった地方公共団体を中心に、
ヒアリングを行い、有識者の意見等を踏まえつつ、実
証実験のフィールドとなる地方公共団体を選定するこ
ととしているので申し添える。

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

LGWANを民間開放することはできな
い。
以下、前回回答に補足する。

LGWANは行政専用のネットワークとし
ての前提のもと、国の行政専用のネット
ワークである霞が関WANと相互接続し
ており、一体として行政全般の専用ネッ
トワークとして機能している。したがっ
て、LGWANのみを民間開放した場合、
霞が関WANとの切断を前提としなけれ
ばならず、このことはe-Japan Ⅱや電子
政府構築計画で位置づけられた
LGWANの役割を否定することになりか
ねない。
また、LGWANが使用している回線は、
補助金等より地方公共団体が構築した
地域イントラネット等と異なり、総合行政
ネットワーク運営協議会が運営を委託
した(財)地方自治情報センターが民間
事業者の通信サービスを借り上げ、一
般第二種電気通信事業者として届出す
ることによりLGWANの利用に供してい
るものである。
本提案については、このようなLGWAN
の位置づけやネットワーク構成等を十
分把握した上で議論する必要がある。

東広島市 合併に伴う都市機
能の再編成 2039 2039030 040300 情報通信基盤の民

間への譲渡
適正化法、同施行令及び交付規則等
の制限を緩和もしくは一部撤廃。

平成１５年３月３１日付けで、総務大臣
の交付決定を受けた『地域情報化モデル
事業交付金事業ｅまちづくり交付金（本
市事業名「東広島市「お試しベン
チャー」インフラシステム」事業）』
の、事業期間満了後の運営方法のあり方
について、将来にわたって行政が継続的
に所有し運営管理せずに、自由な活用が
できるよう民間所有とする。

民間主導で発展が期待される
IT分野においては、立ち上り
支援を自治体が行い、その後
の活用を民間ベースで行える
ようにすることが民間事業者
の自由な発想を促進する。

補助金等に係る予算の執
行の適正化に関する法律
（昭和30年法律第179
号）
補助金等に係る予算の執
行の適正化に関する法律
施行令（昭和30年政令第
255号）
総務省所管補助金等交付
規則（平成12年総理府・
郵政省・自治省令第6
号）
地域情報化モデル事業交
付金交付要綱（平成15年
3月4日適用）

地域の知恵と工夫を生かし、住民の
目に見える形でＩＴを活用した地域
情報化のモデル事業を全国に展開す
るために必要な経費を市町村に交
付。
平成14年度補正のみで予算措置。

3 －

地域情報化モデル事業交付金（ｅまちづくり交
付金）は、実施主体を市町村等として「地域情
報化の推進」という特定の目的を達成するため
に、それぞれの地域の特性やニーズに応じてそ
の知恵や工夫を生かした事業を展開するもので
ある。このため、交付決定通知書により「適正
化法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律施行令（昭和30年政令第255号。「適正
化法施行令」）及び総務省所管補助金等交付規
則（平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号）
に従わなければならない。」の条件を付してい
るところ。
したがって、地域情報化モデル事業によって市
町村が取得した財産は、当該事業の目的に反し
て譲渡することはできない。

『地域情報化モデル事業交付金
事業ｅまちづくり交付金』によ
り整備した情報通信基盤につい
て、事業期間満了後、自由な活
用ができるよう民間所有とする
というものであるが、その趣旨
を踏まえ再度検討されたい。

地域情報化モデル事業交付金交付要綱第
４条で、当該交付金の充当可能事業は
「市町村が地域の知恵と工夫を生かし、
ＩＴを活用した地域情報化を推進する事
業」とされているところ。
今回の東広島市の要望は、「社会経済情
勢の変化等に伴い、補助対象施設に係る
需要が著しく減少したため、地域再生の
観点からそれを有効に活用」するという
ものではなく、実施主体を市町村から民
間に移行することを意図するものであ
る。
これは、当該交付金が本来市町村が実施
することに対して交付していることか
ら、事業の根幹を変更することとなるた
め、困難である。
なお、実施団体である市町村が当該事業
の目的を達成するため、民間企業等に一
定の条件の下、取得した財産を使用許諾
することは可能である。

広島県

行政サービスの民
間開放による地域
の新たなビジネス
機会等の創出

2042 2042010 040310

国の指定統計調査
業務（法定受託事
務）の委託等の推
進

・国の指定統計業務に係る国庫委託
費について，民間に対する業務委託
経費等への流用等が図れるように制
度改正すること。
・また，指定統計調査に関する業務
についても，民間において実施でき
るよう制度改正すること。

国の指定統計調査業務について，民間等
への委託を推進。（新たなビジネス機会
や雇用機会の創出などの効果）

統計調査事務地方公共団体委託費
により当該業務に係る専任職員の
人件費及び事務費の大半が補填さ
れているが，業務委託への国庫委
託費の流用等ができないことか
ら，民間委託等が推進されない。
※国の指定統計調査業務に係る職
員定数については，国において決
定され，これに基づく国庫委託費
の交付が行われているなど，県に
執行体制上の裁量の余地が限定さ
れている。

・統計法
・統計法施行令
・各種調査規則
・各種委託費に関す
る取扱要綱　等

【委託費関係】
　各都道府県の統計体制整備のため、総務大
臣において統計専任職員配置定数を定め、各
都道府県の統計主管課職員のうち、同定数に
該当する分の人件費等について、総務省から
交付している。
　また、調査実施に要する経費については、
各調査実施者から委託費として都道府県や市
町村に交付している。

【民間委託関係】
　指定統計調査については、国の基本的統計
調査として、調査の円滑かつ確実な実施、調
査結果の精度を確保するため、特に必要があ
るものについては、都道府県、市町村、統計
調査員の調査系統によって実施されており、
統計調査員を設置する場合には、国又は地方
公共団体が任命する非常勤の公務員をもって
充てているところである。調査の実施方法に
ついては、調査実施者（各省）において、調
査ごとに規則（一部の調査については政令。
以下同じ。）を定めているところであり、調
査の規模・内容等を踏まえて統計調査員を置
く場合には、その旨が規則で定められている
ところである。

7，
3 -

　統計専任職員に係る経費については、国の基
幹となる統計を作成するために必要とされる地
方統計機構を維持し・確保するため、都道府県
の職員に対する人件費等（一般的経費）として
交付しているものであることから、それを調査
実施経費に流用することはできない。調査実施
に係る経費については、各調査実施者から交付
される実施経費の中で処理すべきものである
が、同一調査中における事務経費の流用につい
ては、所定の手続をとることで可能となるもの
もある。
　なお、指定統計調査事務の民間委託について
は、特区第４次要望において回答済である。

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

　個々の統計調査を実施するための経費につい
ては、それぞれの調査実施者から交付されている
ところであり、統計調査を実施するための事務に
ついて民間委託を行う場合には、当該経費の中で
対応するものと考えます。したがって、統計専任職
員に係る人件費が調査を行うための経費に流用
できないことと民間委託が推進できないこととの間
には直接の因果関係はありません。
もちろん、民間委託の推進については、当方も認
識しているところですが、指定統計調査事務に係
る民間委託については、平成16年に関係府省に
よる設ける検討会議における議論を経た上で、そ
の一層の推進を図るべきものと考えており、同検
討会議において「調査精度への影響など統計調
査における民間委託の状況や問題点を把握した
上で、委託先として求められる業務能力、委託分
野、委託方法などについて検討し、報告者の信頼
確保に重点を置いた統計調査の民間委託に係る
ガイドラインを平成16年度中に作成する」（「統計
行政の新たな展開方向」平成15年6月27日各府省
統計主管部局長等会議申合せ）こととしています。
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㈱北海道
二十一世
紀総合研
究所

地方分権・民間主
体型統計分析の実
施

3036 3036010 040320

地域経済動向に関
する統計の一元化
と地方主体の実態
把握

１．国で実施されている統計業務の
都道府県（市町村）への移管
２．公的主体で管理・実施している
統計作業、集計作業の民間へのアウ
トソーシングの推進

１．地域の各種統計（人口、商業、工
業、雇用動向、景気動向、企業データ
ベース等）で国で実施されているものの
都道府県（市町村）移管
２．地域企業による統計の一元管理と実
施（地域での臨時雇用者を中心とした雇
用管理を含む）
３．地域企業による、地元企業や住民が
利用しやすい（利用促進につながる）形
式へのデータの加工、公表手法、デザイ
ンの検討
４．上記は、北海道での「道州制特区」
の枠組みで、試行することも考えられ
る。

１．失業率のように、地域で
は四半期ベースのみ公表され
るため、月きめ細かな雇用政
策の立案が困難な状況にあ
る。
２．景気動向や世論調査等複
数のアンケート調査等が同一
企業や個人に依頼される結
果、多大な手数をかけてい
る。
３．一部統計については、都
道府県レベルのデータ公表に
留まり、市町村レベルでの施
策推進に不十分なデータもあ
る。
４．総務省アンケートによれ
ば、こうした統計結果が市民
や企業に有効活用されている
とはいえない状況にある。
以上に対して、地域の民間企
業の一元管理の上で統計調査
等を実施すれば、データの地
域密着化やデータ集計・管理
の効率化が図られるととも
に、データの有効活用を推進
する。また、調査員の募集・
管理も地域企業が実施するこ
とにより、地域での雇用創出
につながる。

・統計法
・統計法施行令
・各種調査規則等

【国の統計調査の移管】
　国が行う基本的な統計調査は、国の現状を把握す
るために、国が本来果たすべき役割として、全国的
な規模で、一元的な企画の下、統一的な方法で実施
されているものであり、全国の実態を把握するのみ
ならず、地域の実態も一定の範囲で把握できるもの
として、その結果が提供されているところである。
そして、各自治体において、更に詳細な情報が必要
とされるときには、各自治体において追加して調査
が行われているところである。
　
【統計事務の民間委託】
　統計に関する各種事務の民間委託については、
「国の行政組織等の減量・効率化等に関する基本的
計画」（平成11年4月27日　閣議決定）に基づき、
各省において推進が図られているところである。
　ただし、指定統計調査については、国の基本的統
計調査として、調査の円滑かつ確実な実施、調査結
果の精度を確保するため、特に必要があるものにつ
いては、都道府県、市町村、統計調査員の調査系統
によって実施されており、統計調査員を設置する場
合には、国又は地方公共団体が任命する非常勤の公
務員をもって充てているところである。調査の実施
方法については、調査実施者（各省）において、調
査ごとに規則（一部の調査については政令。以下同
じ。）を定めているところであり、調査の規模・内
容等を踏まえて統計調査員を置く場合には、その旨
が規則で定められているところである。
　なお、指定統計調査以外の統計調査については、
民間委託について基本的に法令上の制約はなく、そ
の可否については、調査実施者の判断に委ねられ
る。

3，
7，
5
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【国の統計調査の移管】
　国が行う基本的な統計調査の実施に当たって
は、左記の現状であるとともに、統計法の趣旨
に沿って、重複の排除、調査の簡素・合理化に
ついても、常に配慮されているところである。
　仮に、国は、全国的な動向把握のみにとど
め、地方は地方ごとに調査を行うとした場合に
は、都道府県・市町村それぞれが同様の調査を
重ねて行うことにより経費負担や報告者負担を
増大させ、また、一元的な企画の下で統一的な
方法で行われないことにより、国のみならず、
地方にとっても、調査結果の精度の低下・比較
可能性の困難化を来たし、その結果として、調
査の実施面及び調査結果の利用面の双方におい
て混乱を生じるおそれが高い。

【統計事務の民間委託】
　統計に関する各種事務の民間委託について
は、左記のとおり、各省においてその推進が図
られているところである。
　なお、指定統計調査の実施事務に係る民間委
託に関しては、特区第４次要望において回答済
である。指定統計調査以外の統計調査について
は、基本的に法令上の制約はなく、調査実施者
の判断に委ねられるものと考える。

国が行う統計調査の都道府県
（市町村）への移管については、
データの集計管理の効率化や雇
用創出の観点から、要望を実現
することが出来ないか再度検討さ
れたい。

御要望の趣旨は、統計に関する各種事務の民間
委託の推進であると理解していますが、これにつ
いては、「国の行政組織等の減量・効率化等に関
する基本的計画」（平成11年4月27日　閣議決定）
に基づき、各省において推進が図られているとこ
ろです。
その更なる推進については、平成16年に関係府
省により設ける検討会議における議論を経た上で
対応すべきものと考えており、同検討会議におい
て「調査精度への影響など統計調査における民間
委託の状況や問題点を把握した上で、委託先とし
て求められる業務能力、委託分野、委託方法など
について検討し、報告者の信頼確保に重点を置
いた統計調査の民間委託に係るガイドラインを平
成16年度中に作成する」（「統計行政の新たな展
開方向」平成15年6月27日各府省統計主管部局
長等会議申合せ）こととしています。

佐渡連合
商工会

佐渡産業の再構築
への体制づくり再
生計画

3030 3030010 040330

商工会への事業所
統計などの調査実
施業務の移譲又は
委託

■何に関して：［12添付資料①］に
よる統計業務
■誰の権限：県又は市
■誰に：佐渡島内の10商工会
■どの程度：まとめまでの全面的な
移譲又は調査部分の実施

■事業の内容：［12添付資料①］の統計
業務の実施～まとめ。
■その効果：①行政合併による職員減少
の中、事務のアウトソーシングによる合
理化ができる。②調査対象の6割以上は
商工会員であり調査の効率的実施ができ
る。③商工会の財源確保。④商工会は現
場ともいえる合併前の地域に止まる。こ
のため、広大な佐渡における調査活動が
円滑に実施できる。

■現在の定めでは統計業務
は、調査員となることもでき
ない。しかし、商工会は国認
定の指導団体として定められ
たカルテともいえる商工業者
名簿をもち、秘密保持も課せ
られ、かつ事業者側もそれら
を話すことに抵抗は少ない。
したがって、多くの支障なく
して正確で円滑な調査実施が
できる。

・統計法
・統計法施行令
・各種調査規則等

　【統計事務の民間委託】
　統計に関する各種事務の民間委託について
は、「国の行政組織等の減量・効率化等に関
する基本的計画」（平成11年4月27日　閣議
決定）に基づき、各省において推進が図られ
ているところである。
　ただし、指定統計調査については、国の基
本的統計調査として、調査の円滑かつ確実な
実施、調査結果の精度を確保するため、特に
必要があるものについては、都道府県、市町
村、統計調査員の調査系統によって実施され
ており、統計調査員を設置する場合には、国
又は地方公共団体が任命する非常勤の公務員
をもって充てているところである。調査の実
施方法については、調査実施者（各省）にお
いて、調査ごとに規則（一部の調査について
は政令。以下同じ。）を定めているところで
あり、調査の規模・内容等を踏まえて統計調
査員を置く場合には、その旨が規則で定めら
れているところである。
　なお、指定統計調査以外の統計調査につい
ては、民間委託について基本的に法令上の制
約はなく、その可否については、調査実施者
の判断に委ねられる。

5,7 -

【統計事務の民間委託】
　御提案の趣旨は、民間委託の一類型として扱
うことができるものと考えるが、統計に関する
各種事務の民間委託については、左記のとお
り、各省においてその推進が図られているとこ
ろである。
　なお、指定統計調査の実施事務に係る民間委
託に関しては、特区第４次要望において回答済
である。指定統計調査以外の統計調査について
は、基本的に法令上の制約はなく、調査実施者
の判断に委ねられるものと考える。

提案者の要望は、商工会への事
業所統計などの調査実施業務の
移譲又は委託であるが、移譲に
ついての考え方を示されたい。

御要望の趣旨は、統計に関する各種事務の民間
委託の推進であると理解していますが、これにつ
いては、「国の行政組織等の減量・効率化等に関
する基本的計画」（平成11年4月27日　閣議決定）
に基づき、各省において推進が図られているとこ
ろです。
その更なる推進については、平成16年に関係府
省により設ける検討会議における議論を経た上で
対応すべきものと考えており、同検討会議におい
て「調査精度への影響など統計調査における民間
委託の状況や問題点を把握した上で、委託先とし
て求められる業務能力、委託分野、委託方法など
について検討し、報告者の信頼確保に重点を置
いた統計調査の民間委託に係るガイドラインを平
成16年度中に作成する」（「統計行政の新たな展
開方向」平成15年6月27日各府省統計主管部局
長等会議申合せ）こととしています。
　

つくば市

筑波研究学園都市
のリニューアル及
びつくばエクスプ
レスを活用した地
域活性化構想

1388 1388060 040340
サイエンス型コン
ベンション観光都
市の創成

（施策の利便性の向上）
・つくばの魅力向上のための貴重な
地域資源である研究機関等の展示施
設の充実及び見学体制を整備するた
めの予算措置の拡充。
・見学，体験型観光農園，市民農園
整備に向けた研究成果の実証など研
究機関等の連携強化，アグリビジネ
スにおけるマーケティング調査等支
援体制づくり。
（各種施策の連携）
・市内に集積する研究機関等を周遊
(学）する見学コース等の設定による
見学者誘致のための各省庁（各独
法）連携による支援体制づくり及び
フィルムコミッションへの積極的な
参加。・情報の共有化を促進するた
めの各省庁（各独法）連携による支
援体制づくり
（権限委譲）
・土浦・つくばコンベンション
ビューローの公益法人化に伴う許認
可権の県知事への権限委譲。

　観光振興を事業目的とする法人化に係
る権限の委譲を基に，土浦・つくばコン
ベンションビューローの公益法人化を促
進し，組織の機能強化を図る。

　土浦・つくばコンベンショ
ンビューローの公益法人化を
促進し，市内研究機関の連携
強化により，「つくば」が持
つ特異性を発揮することで，
地域活性化を図る。

6 －

　当省が回答すべきものではない。
公益法人の設立に当たっては、民法（明治２９
年法律第８９号）第３４条の規定に基づき、主
務官庁制を採っているところである。また、公
益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処
理等に関する政令（平成４年政令第１６１号）
の規定に基づき、当該主務官庁の設立許可及び
指導監督の事務については、公益法人の事業が
一の都道府県の区域内に限られる場合について
は、一部省庁の所掌に係るものを除き、当該都
道府県知事又は都道府県教育委員会が所管官庁
として行うこととされているところである。
　したがって、本件については、提案主体たる
つくば市が、設立しようとする公益法人の目
的・事業を踏まえ、然るべき担当官庁を探し、
設立許可の申請を当該担当官庁へ提出すべきも
のと考える。
　なお、総務省大臣官房管理室においては、公
益法人及び公益信託の監督に関する関係行政機
関の事務の調整に関する事務を行っている（総
務省設置法（平成１１年法律第９１号）第４条
第８７号）ところであり、公益法人の設立許可
に係る事務を行ってはいないところである。
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15.提案主
体名

19.地域再生構想の
名称

a.地域
再生構
想管理
番号

b.支援措置
提案事項管
理番号

c.管理
コード

27.地域再生のため
の支援措置に係る

提案事項
（事項名）

28.地域再生のための支援措置に係る
提案事項の内容 31.具体的事業の実施内容 32.提案理由

37.提案事項に関連す
る法令、告示、通達等

の定め
38.制度等の現状

39.措
置等
の分
類

40.措
置等
の方
法

41.措置等の概要（対応策）
44.各省庁からの回答に対する
地域再生推進室からの再検討要

請

45.
「措
置等
の分
類」

46.
「措
置等
の方
法」

47.再検討要請に対する各府省庁から
の回答

つくば市

筑波研究学園都市
のリニューアル及
びつくばエクスプ
レスを活用した地
域活性化構想

1388 1388030 040350
サイエンス型コン
ベンション観光都
市の創成

（施策の利便性の向上）
・つくばの魅力向上のための貴重な
地域資源である研究機関等の展示施
設の充実及び見学体制を整備するた
めの予算措置の拡充。
・見学，体験型観光農園，市民農園
整備に向けた研究成果の実証など研
究機関等の連携強化，アグリビジネ
スにおけるマーケティング調査等支
援体制づくり。
（各種施策の連携）
・市内に集積する研究機関等を周遊
(学）する見学コース等の設定による
見学者誘致のための各省庁（各独
法）連携による支援体制づくり及び
フィルムコミッションへの積極的な
参加。・情報の共有化を促進するた
めの各省庁（各独法）連携による支
援体制づくり
（権限委譲）
・土浦・つくばコンベンション
ビューローの公益法人化に伴う許認
可権の県知事への権限委譲。

　各研究機関の研究成果や科学技術を普
及啓発するため，各省庁が連携して広報
予算枠の拡充を図るとともに，各研究機
関が連携して見学コースの設定などに関
与し公開促進を図る。特に，観光農園，
市民農園の整備における研究機関等の研
究成果の実証をはじめ関係機関の連携強
化，支援体制づくりを構築する。

土浦・つくばコンベンション
ビューローの公益法人化を促
進し，市内研究機関の連携強
化により，「つくば」が持つ
特異性を発揮することで，地
域活性化を図る。

6 － 総務省の施策に関係する要望がない。

つくば市

筑波研究学園都市
のリニューアル及
びつくばエクスプ
レスを活用した地
域活性化構想

1388 1388050 040360
サイエンス型コン
ベンション観光都
市の創成

（施策の利便性の向上）
・つくばの魅力向上のための貴重な
地域資源である研究機関等の展示施
設の充実及び見学体制を整備するた
めの予算措置の拡充。
・見学，体験型観光農園，市民農園
整備に向けた研究成果の実証など研
究機関等の連携強化，アグリビジネ
スにおけるマーケティング調査等支
援体制づくり。
（各種施策の連携）
・市内に集積する研究機関等を周遊
(学）する見学コース等の設定による
見学者誘致のための各省庁（各独
法）連携による支援体制づくり及び
フィルムコミッションへの積極的な
参加。・情報の共有化を促進するた
めの各省庁（各独法）連携による支
援体制づくり
（権限委譲）
・土浦・つくばコンベンション
ビューローの公益法人化に伴う許認
可権の県知事への権限委譲。

　大学，各研究機関が保有する施設（体
育施設等）使用許可の容易化を図る。

土浦・つくばコンベンション
ビューローの公益法人化を促
進し，市内研究機関の連携強
化により，「つくば」が持つ
特異性を発揮することで，地
域活性化を図る。

6 － 総務省の施策に関係する要望がない。

つくば市

筑波研究学園都市
のリニューアル及
びつくばエクスプ
レスを活用した地
域活性化構想

1388 1388040 040370
サイエンス型コン
ベンション観光都
市の創成

（施策の利便性の向上）
・つくばの魅力向上のための貴重な
地域資源である研究機関等の展示施
設の充実及び見学体制を整備するた
めの予算措置の拡充。
・見学，体験型観光農園，市民農園
整備に向けた研究成果の実証など研
究機関等の連携強化，アグリビジネ
スにおけるマーケティング調査等支
援体制づくり。
（各種施策の連携）
・市内に集積する研究機関等を周遊
(学）する見学コース等の設定による
見学者誘致のための各省庁（各独
法）連携による支援体制づくり及び
フィルムコミッションへの積極的な
参加。・情報の共有化を促進するた
めの各省庁（各独法）連携による支
援体制づくり
（権限委譲）
・土浦・つくばコンベンション
ビューローの公益法人化に伴う許認
可権の県知事への権限委譲。

　各研究機関が保有し，かつ公開可能な
報告書，論文等をはじめ紹介情報につい
て，市立図書館等公共施設との連携，情
報の相互共有を図る。

土浦・つくばコンベンション
ビューローの公益法人化を促
進し，市内研究機関の連携強
化により，「つくば」が持つ
特異性を発揮することで，地
域活性化を図る。

6 － 総務省の施策に関係する要望がない。

美瑛町 美瑛町農業農村地
域再生構想 1181 1181060 040380

自治体名を使用し
た商標登録などへ
の当該自治体の関
与

地域振興にむけてブランド化を進め
る上で、自治体名を使用したものが
登録済みの場合、その権利関係で障
害が発生することから、自治体名に
かかる商標登録などの認可に際し
て、当該自治体の同意を得ることを
条件に加える手法。

6 － 商標法は経産省の所管である。
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平田村
遊休農地利用によ
る循環型農業の村
づくり

1268 1268010 040390 有機農業の振興と
都市市民との交流

中山間地域活性化資金貸付基準の緩
和、国有林野許可権限の一部県への
移譲

遊休農地等所有者から畑地を借り受け、
可能な限り耕地を集団化し、地区ごとに
農作物等を作付けし、事業の共同化を図
る。収穫、加工、発送は地元農家・住民
の労働力を確保し、雇用を図る。加工・
流通施設は、1年を通じ可動可能な地元
の風土、気候を活用した製品の開発を目
指す。

中山間地域活性化資金貸付基
準の緩和、国有林野許可権限
の県への移譲

6 － 国有林野法等は農水省等の所管である。

草加市

古さと新しさが調
和する賑わいと潤
いのある「今様・
草加宿」

1130 1130030 040400

中小小売商業高度
化事業構想の認定
対象者の追加及び
対象事業の拡大

中心市街地活性化法第１８条では、
ＴＭＯになり得る組織として、商工
会議所、商工会、第三セクター特定
会社、第三セクター公益法人の４者
が挙げられいる。この該当組織に、
地縁住民自治組織、商店街組織と
いった既存の地域組織が含まれるよ
う同法の変更又は緩和すること。
　取り扱う活性化の項目を商業に限
定せず、中心市街地に求められる都
市機能（福祉、住宅、文化等）もそ
の対象事業として追加すること。

　現在、住民主体によるまちづくり活動
を促進させるための「パートナーシップ
によるまちづくり事業」を進めている
が、まちづくりに関する内容を最終的に
決定するのは、行政である。現在参加型
まちづくりといった名称により「住民参
加」が標榜されているが、参加型まちづ
くりは決定までの「仕組み」の中には十
分に取り入られていないのが現状である
といわざるを得ない。住民参加、住民に
よる決定した内容によってまちづくりを
進めていくためには、それだけの権限、
自治権を住民側に付与し、本当の重み・
責任を持たせなければ、本質的なパート
ナーシップとはなり得ないし、まちづく
りは進められない。
　当該事業では、住民主体によるまちづ
くり活動を進めながら、その地域の問
題・課題の整理、それを受けて地域の将
来像の検討、そして、その将来像を実現
させるための計画づくりを行っている。
しかし、できあがった計画は、現状では
地域内での合意、紳士協定的なものでし
かなく、何らかの権限や規制、拘束力を
持ち合わせていない。そこで、住民の作
成した計画、住民の意思をより確実に実
現するために、今回の中心市街地活性化
法の運用が必要である。

　平成１２年度現在、活性化基本計画を策定して
いる市町村は２０４存在するが、その反面、市町
村がＴＭＯ構想を認定した団体は３５団体のとど
まっている。これは、各自治体がＴＭＯ構想につ
いては、市民参加によりじっくりと取り組んで行
きたいといった意向が強いと考えられる。しか
し、既存のまちづくり制度にはない新しい試みで
あるＴＭＯにはいくつかの改善すべき課題が内在
していると考えられる。まず第１に、まちづくり
組織が成熟していない都市において、無理にＴＭ
Ｏを設立し、補助金の受け皿機関的に利用してい
る事例が見受けられる。周到な準備抜きにして本
来の機能を十分に発揮するＴＭＯの設立は困難で
あると考えられる。さらに、ＴＭＯのモデルとい
われるアメリカのＢＩＤでは、専任スタッフを配
置している。それらは、地元の市民組織などの指
導者だったものやショッピング・センターの経営
者や大企業の営業担当者からの転身組が多く、そ
のための専門のノウハウを持ち、経営能力が高い
のが特徴といえる。アメリカとは異なり、地縁住
民自治組織、商店街組織がある日本においては、
こうした地域組織をＮＰＯ等との連携のもとに積
極的に活かすことが重要である。次に、ＴＭＯ
は、中心市街地活性化法上では「中小小売商業高
度化事業構想の認定構想推進事業者」として位置
づけられている。ここでのＴＭＯは商業機能の活
性化に特化してしまっている。本来あるべきＴＭ
Ｏとしてのまちづくり会社になるためには、商業
機能だけではなく、福祉・居住・文化など総合的
なまちづくりの視点が必要とされるが、法律では
そのあたりにふれられていない。また、全国一律
に定められているため、より地域の実情に合わせ
た形での対応が難しくなっている。このような現
状を反映し、中心市街地に求められる都市機能を
ふまえたＴＭＯの位置づけ、再構築が必要であ
る。以上のように地域組織の活用、総合的なまち
づくりの視点に立った活性化を実現するために
は、右記の法令の改正、緩和が必要であると考え
ます。

6 － 中活法の当該部分は中企庁の所管である。

白沢村 花実の里「福舞
里」プラン 1035 1035080 040410 地方公務員法の改

正
民間企業への地方公務員の出向の際
の身分保障を行う。

新規立ち上げ法人への村職員の出向によ
る人材確保。

地方公務員の身分のまま、地
域再生を目的とした株式会社
等への役員になることは、地
域の均衡ある発展に寄与する
ことができる。

なし 地方公務員の身分を有したまま民間
企業に派遣する制度は存在しない。 7

　すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一
部の奉仕者ではなく（憲法15条）、また、地方
公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のた
めに勤務しなければならない（地方公務員法30
条）ものである。このため、地方公務員を公務
員の身分を有したままで民間企業に派遣する制
度は、憲法に抵触するおそれが強い。

ＮＴＴコ
ミュニ
ケーショ
ンズ株式
会社

コミュニティ支援
ネットワークによ
る地域ビジネスの
活性化

3068 3068020 040420
地方公務員の出向
派遣等によるノウ
ハウ提供

地方公務員を民間（市民、ボラン
ティア団体、NPO等）に出向派遣等を
許可する。

地域住民の労働力、技術、ノウハウな
ど、地域の資源を活用し、産業の創造を
図るために、ハローワーク等職員による
行政の枠組みを越えて地域の市民、ボラ
ンティア団体、NPO等と人事交流を図
り、地域の実情に添った形で事業の推進
を支援する。これにより地方公務員と市
民、ボランティア団体、NPOなどと人事
交流を推進して行く事が可能なり、事業
の創造、推進が円滑に進むことなる。

公益法人等への一般職の地方
公務員の派遣等に関する法律
第二条第一項第二号の法人を
定める政令では、地方公務員
が民間主体に出向派遣等が許
可されていないため、地方公
務員の人事交流を行いノウハ
ウ等の提供や支援等ができな
い状況である。

公益法人等への一般
職の地方公務員の派
遣等に関する法律第
２条第１項第２号の
法人を定める政令
六十九　特定非営利
活動法人

　公益法人等への一般職の地方公務
員の派遣等に関する法律に基づく条
例に規定されていれば、ＮＰＯ法人
への派遣は可能。
　法人格のない団体への派遣はでき
ない。

5,3

　ＮＰＯ法人への派遣については、「公益法人
等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法
律」に基づく派遣が可能となっている。なお、
その場合には、当該地方公共団体の条例が必要
である。
　法人格のない団体については、①設立の許
可、法人の登記、主務官庁の監督等についての
法的担保がないこと、②取決めの締結等も団体
との間でなく、団体の代表者個人との間で行わ
ざるを得ないこと、から、その組織の安定性や
業務の公益性の確保の点で問題があり、また、
職員の身分保障の観点からも適当ではない。な
お、イベント実行委員会など複数の団体が単に
同じ場所で業務を処理しているにすぎないと認
められる場合等で地方公務員が従事している業
務は公務であると認められる場合には、職務命
令により対応することが可能である。

提案者の要望は、様々な市民団
体と人事交流を図ることで、地域
の実情に沿った形で事業の推進
を支援することであるが、提案の
趣旨を踏まえ検討できないか。

　地方公務員の法人格のない団体への
派遣については、その組織の安定性や
業務の公益性の確保の点で問題があ
り、また、職員の身分保障の観点からも
適当ではない。

10 / 76 ページ



15.提案主
体名

19.地域再生構想の
名称

a.地域
再生構
想管理
番号

b.支援措置
提案事項管
理番号

c.管理
コード

27.地域再生のため
の支援措置に係る

提案事項
（事項名）

28.地域再生のための支援措置に係る
提案事項の内容 31.具体的事業の実施内容 32.提案理由

37.提案事項に関連す
る法令、告示、通達等

の定め
38.制度等の現状

39.措
置等
の分
類

40.措
置等
の方
法

41.措置等の概要（対応策）
44.各省庁からの回答に対する
地域再生推進室からの再検討要

請

45.
「措
置等
の分
類」

46.
「措
置等
の方
法」

47.再検討要請に対する各府省庁から
の回答

青森県 国際線を核とした
地域の活性化 1107 1107010 040430

ＣＩＱ関係機関の
連携と体制強化
（県職員による応
援も含む）

・地域の活性化、ビジット・ジャパ
ン・キャンペーン推進のため、地方
空港におけるＣＩＱ関係要員の充実
及び弾力的な相互応援など、関係省
庁の連携と柔軟な体制の確保による
地方空港の国際化促進に向けた支援
・国際線運航時におけるＣＩＱ関連
業務について、県職員の応援が可能
となるような制度の導入

青森・ソウル線の増便をはじめとする青
森空港の国際化促進

ＣＩＱは、それぞれ所管省庁
が分かれており、各機関の連
携により体制が整わないと国
際線の運航ができないため

6 －

　当省が回答すべきものではない。
　CIQ関係要員の充実については、所管である
CIQ関係省庁が第一義的にその必要性について検
討すべきものである。また県職員による応援に
ついても、当該県庁とCIQ関係省庁との間で協
議、決定されるものである。

山方町 廃校利用と都市交
流 1007 1007010 040440

・補助事業等によ
り取得した財産の
処分制限の解除
・廃校利用への民
間参入と税制優遇

・町が交流拠点施設として廃校を改
修する際、リニューアル債の活用を
認めるとともに償還金金利を地方交
付税に算入
・改修した廃校をNPO法人や民間企業
等への貸与を認め、営利事業となる
都市農村交流事業の拠点施設として
活用する
・事業運営するＮＰＯ法人等が、運
営資金として、民間から資金を集め
た場合、その資金に対する優遇税制
措置

 NPO法人等が廃校を野外活動やコミュニ
テイ・ビジネス活動の拠点施設として活
用する。それに伴い体験活動を指導する
地域の人材の活用や地域特産物の活用が
図られ、地域雇用の創出や経済効果が得
られる。

 地域の拠点となっていた学
校の廃校により、地域が停滞
している。この施設を民間事
業者等に開放し都市交流を図
り活気を取り戻し、荒廃が進
んでいる農地や文化伝統を継
承する。

地方財政法第５条

地方公共団体の歳出は、地方債以外
の歳入をもつて、その財源としなけ
ればならない。ただし、公共施設等
の建設事業費の財源とする場合等に
おいては、地方債をもつてその財源
とすることができる。

1,5 Ⅴ

　他の公共施設（民間施設は含まない。）への
転用に係る既存の公共施設の増築や改築、大規
模な模様替等については起債が可能。
  なお、地域再生計画に位置づけられ、地域活
性化事業が目的とする喫緊の政策課題の実現を
図るための施設への転用については、地域活性
化事業債の対象とする。

富岡町

電源地域の再生計
画（電源交付金の
町村における一般
財源化）

1151 1151010 040450 電源交付金制度の
見直し

交付金制度を見直し、電源立地地方
の独自の一般財源化とする。 使途のない財源として定額交付 ２２から２４に同じ 6 － 電源交付金制度は経産省の所管である。

伊万里市
伊万里サステイナ
ブル・フロンティ
ア構想

2005 2005020 040460
国立大学等への用
地の無償貸与に係
る要件の緩和

地方財政再建促進特別措置法施行令
第１２条の三第７項に規定されてい
る、（当該国立大学等において通常
行われる研究開発等と認められる部
分を除く。）の条件を廃することに
より、本市から佐賀大学への用地の
無償貸与を可能にする。

佐賀大学への研究施設用地の無償貸与

地方財政再建促進特別措置法
施行令第１２条の三第７項に
規定されている、（当該国立
大学等において通常行われる
研究開発等と認められる部分
を除く。）の条件により、本
市から佐賀大学への用地の無
償貸与ができない。

地方財政再建促進特
別措置法第２４条第
２項
地方財政再建促進特
別措置法施行令第１
２条の３

地方公共団体は、国等に対し、地方
財政再建促進特別措置法第２４条第
２項の規定により、同法施行令第１
２条の３に規定されている施設の移
管、実質的交換等の場合以外、寄附
金等は支出できないこととされてい
る。

5

　提案いただいた趣旨については、一昨年の構
造改革特区の提案を踏まえ、全国的な対応とし
て地方財政再建促進特別措置法施行令第１２条
の３に第７号を追加し、既に措置を講じてき
た。
　したがって、地方公共団体が国立大学に対し
土地の無償貸与を行うという今回の提案につい
ては、対応が可能な場合が考えられる。
　なお、地方財政再建促進特別措置法は、地方
公共団体から国等への寄附金等の支出を制限す
ることにより、寄附金等の名目による国等から
地方公共団体への負担の転嫁を防止し、国と地
方の間の財政秩序を維持することを目的として
いる。
　「当該国立大学等において通常行われる研究
開発等と認められる部分を除く。」との要件
は、国立大学等の通常の研究開発等が、そもそ
も当該国立大学等が自己の責任で負担すべきも
のであることから設けているものであり、当該
要件を緩和することは、国が本来負担すべき経
費の地方公共団体への負担転嫁をもたらすもの
である。

無償貸与が対応可能な場合が、
要望内容を含むのか具体的に示
されたい。

全国的な対応として地方財政再建促進
特別措置法施行令第１２条の３に第７
号を追加し、既に措置を講じてきたこと
から、地方公共団体の要請に基づくな
どの同号の要件に該当する場合におい
ては、対応が可能な場合が考えられ
る。

東広島市 合併に伴う都市機
能の再編成 2039 2039040 040470 民間等資金の借入

先の規制緩和
民間等資金の借り入れ先の対象を拡
大。

民間等資金の借入先として財産区や民間
企業などから直接借りることができるよ
うにするなど、より有利な財政運営を行
うことができるよう自治体の裁量を拡大
する。

利率が低いことから財政運営
上有利となる。また、地域の
民間資金が積極的に活用さ
れ、地域経済の活性化、雇用
の創出につながる。

地方債の許可においては、民間等資
金の借入先に係る規制はない。 5 地方債の許可においては、民間等資金の借入先

に係る規制はない。
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新城市
鳳来町

木質バイオマス利
用を中心とした森
林総合産業の創出

1238 1238010 040480

森林の健全化と木
材の有効利用を軸
とした持続可能社
会の構築

森林の健全化に関する財源の確保権
限 補助制度(地球温暖化防止森
林吸収源10か年対策に基づくものな
ど)があるものの、エネルギー面や環
境面、教育面を含めたトータルな施
策を実施するものとなっていないた
め、森林の健全化に資するすべてを
包括する財源制度として再編し、そ
れを地域に密着して取り組む市町村
長に移譲する。

○市民参加の森づくり
市民参加の森づくりを促進するため、森
づくりボランティア、森林提供ボラン
ティア(森林所有者) を募集する。ま
た、森林管理アドバイザーや大型機械と
そのオペレーターなどを確保し、森林の
健全化に取り組もうと希望する誰もが植
林・育林・伐採などにかかわれるように
する。

○林地残材等有効活用事業
木質バイオマス利用等持続可能な地域づ
くりになると認定した場合、森林所有者
以外でも林地残材を搬出することがで
き、かつ搬出作業の対価に見合う環境貢
献ポイント制を確立し、取り組みを促進
する。これにより、資源循環型社会づく
りの推進と参加者のモチベーションアッ
プを図ることがてきる。

①平成13年の森林・林業基本法の
制定、森林法の改正により、木材
生産を中心にしたものから国土の
保全、水源涵養、環境の保全等森
林の多様な公共的機能に配慮し、
その機能を持続できるようにする
ものとされているが、縦割り行政
の中でその趣旨が十分発揮できて
いない。さらに、森林法に基づく
森林施業計画では森林所有者への
義務履行を迫るためには弱いとこ
ろがある(違反者に対する罰則規
定がない。代行措置がとれない
等)。
②森林の所有問題。現状では森林
所有者以外、あるいは森林所有者
の許可なく森林の手入れをするこ
とができない。さらに、手入れが
経済的に見合わないため、森林所
有者による管理が放棄されてい
る。
③木材副産物は、昭和30年代はじ
めまではエネルギー資源として活
用されていたが、現在は廃棄物の
処理及び清掃に関する法律とダイ
オキシン類対策特別措置法によっ
て活用しにくくなっている。

6 － 総務省の施策に関係する要望がない。

白沢村 花実の里「福舞
里」プラン 1035 1035060 040490 税法に関する権限

の移譲
一定期間の所得税、地方税、法人税
を減免する。

新規立ち上げ法人（株式会社）の経営基
盤確立。

現行法では、株式会社等を設
立した場合、所得税、地方
税、法人税等の納税義務が生
じるため、利益が見込める一
定期間の減免措置を講じるこ
とで、投資効果の拡大を図
る。

ー ー 3
地域再生の趣旨に鑑み、従来型の財政措置は講
じないこととされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

安達郡本
宮町

地域再生取組みの
ため定住住民生活
基盤確保促進を図
る各種規制の緩和

1134 1134010 040500
定住促進からの町
再生のための規制
緩和

農業振興地域の整備に関する法律
農地法
農家定義の設定
農地法権利移動の下限緩和
農御者年金受給要件
相続税徴収猶予
都市計画法・農地法の調整規定
都市計画法
文化財保護法
市民農園整備促進法
建築基準法
以上の法規制における自治体の裁量
権等の規制緩和を受け、町再生を促
進させる。

法等の規制緩和を受け、自治体の裁量に
よる再生促進を図る。

各部門における法規制は当然
必要であるが、内容により権
限委譲を受けれれば、政策を
実施する自治体の裁量になる
が、住民により密着した内容
で政策展開が可能になり、地
域の再生化の促進が図られ
る。

6 － 総務省の施策に関係する要望がない。

磐梯町 自然から学ぶ地域
再生 1231 1231010 040510 税の町村移譲 目的税として環境税の新設

環境税が創設されれば、廃棄物の堆肥化
推進と、資源環境循環型の地域づくりの
目的税として、自然環境の維持・保全と
して、環境税などの目的税の創設と導入
を図りたい。

限られた財源のなかで、環境
税が導入されれば国立公園で
ある磐梯山周辺、名水百選の
磐梯山西山麓の湧水保全など
の環境保全に、充実させるこ
とができる。

地方税法第４章第８
節（法定外目的税）

道府県又は市町村は、条例で定める
特定の費用に充てるため、法定外目
的税を課することができる。

8
法定外目的税の新設については、現行の地方税
法の規定に従い慎重かつ十分な協議を行ってい
ただき、その上で協議していただければ、地方
税法の規定に照らし同意または不同意を決定。
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小野町
健康・安心のまち
づくりによる地域
再生

1240 1240100 040520 固定資産税課税権
限の移譲付与

誘致企業、交流宿泊施設（ホテル
等）、新築住宅に対する課税免除等
不均一課税を行うことにより、企業
の誘導、宿泊を伴う交流人口の拡
大、新築住宅の建設を誘発し、地域
経済活性化と交流人口の増加を図
る。

町税（固定資産税）の課税権限の移譲を
受けることにより、町が独自に課税を行
い、企業誘致、宿泊施設の活性化、新築
住宅の建設誘導を税制面から積極的に促
進する。このことにより、企業立地促進
が図られ、宿泊交流人口の拡大、新築住
宅建設による定住人口の増加につなが
り、地域雇用、地域経済の大幅な活性化
と特色ある地域再生が見込めるものであ
る。（例示:製造事業所・研究所等の新
設事業所の５年間課税免除。新築住宅の
５年間の課税免除など）

地方分権の確立を目指すに
は、課税自主権の独自性を地
方公共団体に付与することが
基本であり、特に、国税との
関連性が無く、地域格差が大
きい固定資産税については課
税権限を地方に移譲願いた
い。

地方税法第６条第１
項及び第２項
地方税法附則第１６
条第１項

市町村長は普通税として、固定資産
税を課するものとされている。ま
た、地方団体は公益上その他の事由
に因り課税を不適当とする場合にお
いては、課税をしないこと・不均一
の課税をすることができる。

3 －

税措置の創設に係る要望であるが、「地域再生
のための基本方針（平成１５年１２月１９日地
域再生本部決定）」に「地域の『自助と自立の
精神』を活かすため、従来型の財政措置を講じ
ないことを基本とする」とされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

静岡県 静岡政令県構想 1325 1325920 040530 徴税事務の一元化

  納税者の利便性の向上や事務の効
率化を図るため、徴税事務を一元化
する。
  第一段階として県税と市町村税の
地方税を県レベルで一元化し、その
後、国税の徴税事務を政令県の事務
として移譲する。

・現在、国・都道府県・市町村でそれぞ
れ行われている徴税事務を地方レベルで
一元化することとし、その前段として、
まず地方税（県税・市町村税）の徴税事
務を政令県において一元化する。
・徴税事務を地方レベルで一元化するこ
とにより、徴税事務の合理化・コストダ
ウン、国民・住民の納税の利便性の向
上、地域における税収とサービス（負担
と受益）の関係の明示が図られる。

納税者の利便性向上や徴税事
務の効率化を図るため、行政
権限を可能な限り一元化し、
総合的に推進することが最も
効率的・効果的である。

ー 税の賦課徴収は、国・都道府県・市
町村がそれぞれ行っている。 3

受益と負担の関係を明確化する観点からは、
国・県・市町村がそれぞれの責任の下で、行政
サービスとの関係等について住民の理解を得な
がら税を賦課徴収することは有意義である。
また、住民に最も身近な基礎的自治体として主
要な行政サービスの提供主体となっている市町
村の賦課徴収権限全体を、市町村の意向にかか
わらず県に一元化することは、地方分権推進の
観点からも問題があり、適当でない。

提案の実現により、真に住民に
必要な行政サービスを地方自ら
の責任で効率的・効果的に行うこ
とができるという趣旨を踏まえ、
再度検討されたい。

前回回答したとおり、住民に最も身近な
基礎的自治体として主要な行政サービ
スの提供主体となっている市町村の賦
課徴収権限全体を、市町村の意向にか
かわらず県に一元化することは、地方
分権推進の観点からも問題があり、適
当でない。なお、本件については、国へ
の提案以前に、県下市町村全体の同
意が得られるかどうか市町村と協議し、
合意形成を図ることが先決と考える。

堺市 地方行財政再生構
想 2086 2086020 040540

短期臨時職員の職
務範囲の拡大（市
税収納業務等）

吏員が行う市税等の収納業務に関し
て、短期臨時職員についても軽易な
収納業務が行えるよう、地方税法の
吏員の定義に条例化を条件として短
期臨時職員を加える。

市税の収納業務を短期臨時職員が行える
ようにすることにより、市収入の向上を
図る。なお、短期臨時職員の収納業務に
ついては、職務の範囲、守秘義務及び分
限等について条例化を行うなど正規職員
に準じた条件整備を行うとともに、その
職務上、一定の雇用期間が必要であるた
め、構造改革特別区域法による「地方公
務員に係る臨時的任用事業」の活用も併
せて行い、制度の安定的運用を図る。

長期化する経済不況の中で、
市税収入が悪化しているた
め、収納業務について短期臨
時職員を充てることにより効
率的な収納率の向上を図るた
め。

地方自治法第171条

地方自治法第171条の規定により、
地方公共団体の長は出納長又は収入
役をして吏員である出納員又は吏員
でない会計職員に委任させることが
できるとされており、「その他の会
計職員」に任命された場合は、税金
も含めて現金等を領収する収納事務
に限ってはこれを行うことができる
とされている。

5
公権力の行使を伴わない地方税の収納事務につ
いては、短期臨時職員が地方自治法第１７１条
に規定する会計職員に任命されている場合は可
能である。

提案の内容は、短期臨時職員が
一定の条件整備を行ったうえで、
収納事務の一部分を担うことであ
るが、実現可能であるのか再度
確認されたい。

地方公務員法第22条に定める短期臨
時職員について、地方自治法第171条
に規定するその他の会計職員に任命で
きないという規定はないことから、地方
団体の責任において、短期臨時職員を
その他の会計職員に任命することは可
能と解されている。
このため、公権力の行使を伴わない地
方税の収納事務については、短期臨時
職員が地方自治法第１７１条に規定す
る会計職員に任命されている場合は可
能である。

標津町

地域の産業や自然
環境を活用した、
都市住民との交流
推進事業

1156 1156010 040550

現存する鮭番屋を
活用した、宿泊施
設への転用や、歴
史保存施設として
の活用。

空き番屋を宿泊交流体験施設として
活用する場合、宿泊施設として各種
法律が適用となるため、その緩和に
向けた支援。

鮭の町ならではの特徴的な建造物である
鮭番屋を体験交流施設の拠点として活用
し、食育や漁業体験を通じ、地域で生産
される安全な水産物を理解することで、
国内水産物の需要が高まると伴に、交流
人口の増加による地域活性化が図られ
る。

現存施設をそのまま転用し使
用する場合、各種の法律に抵
触し、相当な投資が必要。

消防法第１７条第１
項、消防法施行令第
３２条

消防法施行令別表第一において、旅
館、ホテル、宿泊所その他これらに
類するものを（五）項イとして取扱
い、消防用設備等の設置について規
制を行っている。

7

農家民宿については「構造改革特区別区域法に
係る農家民宿における消防設備等に係る消防法
令の規定に対する柔軟な対応について」（平成
15年3月26日　消防庁予防課長通知）により、現
行特区制度の中で、対象を限定して緩和を行う
ことにより、その弊害の有無等を確認している
最中であるため、直ちに対象を拡大することは
適当でない。なお、防火安全性に問題がないこ
とが確認出来るものにあっては、当該案件も含
め、全国展開の中で検討する。

標津町

地域の産業や自然
環境を活用した、
都市住民との交流
推進事業

1156 1156020 040560
食育など、地域農
業理解するための
民泊容認支援対策

農家が食育を目的として、体験交流
者を宿泊させる場合、宿泊施設とし
ての様々な適用を受けるが、これを
容認してもらうため、関係する法律
の緩和に向けた支援

酪農業を活用した食育事業の展開によ
り、都市住民への安全な農産物への意識
醸成が図られ、国内産農産物の需要拡大
と、交流人口増加による地域活性が図ら
れる。

営利を目的とした宿泊事業で
はなく、食育を目的として酪
農家の日常の生活を体験して
もらうことに意義があること
から、宿泊営業としての対応
を行うことで、当初の目的が
達成されないことや、施設改
修を伴う場合、相当な経費負
担が伴うため、事業の活発化
が望めない。

消防法第１７条第１
項、消防法施行令第
３２条

消防法施行令別表第一において、旅
館、ホテル、宿泊所その他これらに
類するものを（五）項イとして取扱
い、消防用設備等の設置について規
制を行っている。

7

農家民宿については「構造改革特区別区域法に
係る農家民宿における消防設備等に係る消防法
令の規定に対する柔軟な対応について」（平成
15年3月26日　消防庁予防課長通知）により、現
行特区制度の中で、対象を限定して緩和を行う
ことにより、その弊害の有無等を確認している
最中であるため、直ちに対象を拡大することは
適当でない。なお、防火安全性に問題がないこ
とが確認出来るものにあっては、当該案件も含
め、全国展開の中で検討する。
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茨城県

『鹿島経済特区』
推進プロジェクト
構想（＝コンビ
ナート地域再生プ
ロジェクト）

1276 1276010 040570

保安四法の地方へ
の権限移譲①（石災
法）
－レイアウト新設・変
更許認可権－

　
　レイアウトの新設・変更届出に係る許
認可権について、市町村（消防本部）に
その権限を委譲する。

　事業所レイアウトは、当該地域の周辺環
境、事業所毎の取扱物質・取扱量に伴う危
険性、また地域防災計画を勘案して最善か
つ合理的に判断されるべきもので、その届
出（審査）先を地域特性を最も把握している
市町村（消防本部）に権限委譲することに
より、適切かつ迅速な処理とファインケミカ
ルなど生産までの時間の長短が事業の成
否を分ける先端産業の立地促進を図る。

　事業所レイアウトの新設・変更
の指示権は、現行法により主務
大臣（総務省他）なっているた
め、地域毎の特性が活かされず
全国一律に判断されている。し
かしながら、事業所レイアウト
は、本来、当該地域の周辺環
境、事業所毎の取扱物質・取扱
量に伴う危険性、また地域防災
計画を勘案して最善かつ合理
的に判断されるべきものである
ことから、その届出（審査）先を
地域特性を最も把握している市
町村（消防本部）及び県に権限
委譲することが適切と考える。

石油コンビナート等災
害防止法第５条、第７
条、第８条、第１１条、
第１２条及び第１３条
［総務省、消防庁、経済
産業省］

事業者から新設・変更に関する計画
の届出
　　　　　　　↓
国で審査し、計画の内容により計画に
対する指示、不指示を実施
　　　　　　　↓
着工、工事完了後、国に「完了届」を
提出
　　　　　　　↓
国で確認検査を実施

＊計画の届出があった時は主務大臣
は関係都道府県知事及び関係市町村
長に意見を聴き、工事完了の確認をし
たときはその旨を通知する。
＊計画に対する指示を行う時は関係
行政機関の長に対し協議し、また、関
係行政機関の長は当該計画に対する
「指示」を要請することができる。

3 －

   石油コンビナート等災害防止法令等については、昨今の
企業災害の続発を踏まえ、安全対策の検討を進めていると
ころであり、レイアウト審査についても当面は国が責任を
持って審査を行うべきであると考える。
   また、石油コンビナート等災害防止法のレイアウト規制
は、災害が発生した場合に、自衛防災組織や消防機関によ
る有効適切な消防活動により隣接施設地区への被害の拡
大を防止するため、セットバックエリアの確保や特定通路の
幅員等により、円滑な消防活動空間を確保し、また、災害
時の放射熱の影響を低減させるための措置等を講じること
を内容とする客観的な基準を定めたものであり、地域の実
情に応じて規制内容に差が生ずるものではない。
　審査の迅速性については、石油コンビナート等災害防止
法第八条第五項において三月以内に審査を行うことと規定
されているところであるが、総務省・経済産業省では迅速化
を図るため、平成十年から三十日以内に審査を完了させる
こととしている。
  審査に際しては、消防防災上の観点のみならず、警察
庁、環境省、厚生労働省、国土交通省、農林水産省及び関
係都道府県知事、関係市町村長の意見を聴く仕組み（石災
法第五条、第七条及び第八条）となっており、この手続きに
のっとって事務を処理するためには三十日間は必要最低限
の期間である。仮に市町村が事務を担っても、この手続き
は必要不可欠であり、これ以上の迅速化は不可能である。
　よって市町村長等に移管することは認められない。

　なお、本件については、総合規制改革会議がまとめた「全
国規模での規制改革要望事項」において同一の要望が提
出されており、本回答は同要望に対する回答と同旨であ
る。

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

　一定量以上の石油・高圧ガスが貯蔵・
取り扱われる石油コンビナート等特別
防災区域については、災害の発生及び
拡大防止の観点から、一体として防災
体制を確立することが緊要である。この
特別防災区域に所在するレイアウト事
業所については、多量の石油及び高圧
ガスが貯蔵取り扱われることから、災害
の発生及び拡大防止のために特別な
規制が必要である。この規制は石油コ
ンビナート等特別防災区域という特別
な区域における規制であり、地域の実
情に関係なく統一的な判断のもとに規
制する必要がある。
　また、レイアウト審査は、県域を超え
る規模の災害対応へも配慮した中でよ
り適切かつ総合的な判断を行う必要が
あるため、消防法・及び高圧ガス保安
法を所管する総務省消防庁と経済産業
省、関係省庁、地方公共団体（道府県・
消防本部）が災害防止上の観点に立脚
して総合一体的にこれを行っている。こ
うしたことから、国がレイアウト審査事
務を行うことが適当であり、市町村長等
に事務を移管することは認められない。

四日市市 四日市市臨海部工
業地帯の再生 2156 2156010 040580

石油コンビナート
の施設の新設・変
更等に係る届出先
の市町村長等への
移管

石油コンビナートの施設の新設・変
更等に係る届出先については、現行
法により主務大臣（総務大臣、経済
産業大臣）と定められているところ
を、コンビナートの実情を把握して
いる市町村長に移管する。

石油コンビナート等災害防止法は、コン
ビナート地域における災害の発生及び拡
大の防止等を図ることを目的としている
ことから、当該地域並びに当該施設地区
の周辺環境、及び事業所毎の取扱物質、
取扱量に伴う危険度などの地域特性を踏
まえた規制が必要である。このことか
ら、石油コンビナートの施設の新設・変
更等に係る届出先及び審査主体を地域特
性を十分に理解している市町村長にその
権限を移管しようとするものである。

新設・変更等の届出先（審
査）を市町村長とすることに
より、手続きの迅速化と事業
者負担の軽減が図られるとと
もに、地域が規制を担当する
ことから、現地調査の実施な
ど地域特性に応じたより効果
的な指導が可能となり防災面
からも有効である。

石油コンビナート等
災害防止法第５条、
第７条、第８条、第
１１条、第１２条及
び第１３条
［総務省、消防庁、
経済産業省］

事業者から新設・変更に関する計画
の届出
　　　　　　　↓
国で審査し、計画の内容により計画
に対する指示、不指示を実施
　　　　　　　↓
着工、工事完了後、国に「完了届」
を提出
　　　　　　　↓
国で確認検査を実施

＊計画の届出があった時は主務大臣
は関係都道府県知事及び関係市町村
長に意見を聴き、工事完了の確認を
したときはその旨を通知する。
＊計画に対する指示を行う時は関係
行政機関の長に対し協議し、また、
関係行政機関の長は当該計画に対す
る「指示」を要請することができ
る。

3 －

   石油コンビナート等災害防止法令等については、昨
今の企業災害の続発を踏まえ、安全対策の検討を進め
ているところであり、レイアウト審査についても当面
は国が責任を持って審査を行うべきであると考える。
   また、石油コンビナート等災害防止法のレイアウト
規制は、災害が発生した場合に、自衛防災組織や消防
機関による有効適切な消防活動により隣接施設地区へ
の被害の拡大を防止するため、セットバックエリアの
確保や特定通路の幅員等により、円滑な消防活動空間
を確保し、また、災害時の放射熱の影響を低減させる
ための措置等を講じることを内容とする客観的な基準
を定めたものであり、地域の実情に応じて規制内容に
差が生ずるものではない。
　審査の迅速性については、石油コンビナート等災害
防止法第八条第五項において三月以内に審査を行うこ
とと規定されているところであるが、総務省・経済産
業省では迅速化を図るため、平成十年から三十日以内
に審査を完了させることとしている。
  審査に際しては、消防防災上の観点のみならず、警
察庁、環境省、厚生労働省、国土交通省、農林水産省
及び関係都道府県知事、関係市町村長の意見を聴く仕
組み（石災法第五条、第七条及び第八条）となってお
り、この手続きにのっとって事務を処理するためには
三十日間は必要最低限の期間である。仮に市町村が事
務を担っても、この手続きは必要不可欠であり、これ
以上の迅速化は不可能である。
　よって市町村長等に移管することは認められない。
　なお、本件については、総合規制改革会議がまとめ
た「全国規模での規制改革要望事項」において同一の
要望が提出されており、本回答は同要望に対する回答
と同旨である。

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

　一定量以上の石油・高圧ガスが貯蔵・
取り扱われる石油コンビナート等特別
防災区域については、災害の発生及び
拡大防止の観点から、一体として防災
体制を確立することが緊要である。この
特別防災区域に所在するレイアウト事
業所については、多量の石油及び高圧
ガスが貯蔵取り扱われることから、災害
の発生及び拡大防止のために特別な
規制が必要である。この規制は石油コ
ンビナート等特別防災区域という特別
な区域における規制であり、地域の実
情に関係なく統一的な判断のもとに規
制する必要がある。
　また、レイアウト審査は、県域を超え
る規模の災害対応へも配慮した中でよ
り適切かつ総合的な判断を行う必要が
あるため、消防法・及び高圧ガス保安
法を所管する総務省消防庁と経済産業
省、関係省庁、地方公共団体（道府県・
消防本部）が災害防止上の観点に立脚
して総合一体的にこれを行っている。こ
うしたことから、国がレイアウト審査事
務を行うことが適当であり、市町村長等
に事務を移管することは認められない。

静岡県 静岡政令県構想 1325 1325870 040590
有線テレビジョン
放送施設の設置許
可及び変更許可等

有線テレビジョン放送施設の設置許
可及び変更許可等について、有線テ
レビジョン放送法に基づく総務大臣
の権限を総務省地方総合通信局から
政令県に移譲する。

・道路交通体系の整備・管理、港湾の整
備・管理、都市機能の高度化、快適住空
間の実現をめざす住宅対策の推進、簡単
に情報の受信・発信が可能になる環境の
整備など様々な政策手法を組み合わせ
て、出会いと交流の基盤づくりに関する
総合的な事務事業を実施する。
・出会いと交流の基盤づくりに関する多
くの事務事業権限を移譲し、政令県の自
主性・主体性に委ねることにより、地域
において受益と負担の明確化が図られ、
真に住民に必要な行政サービスを地方自
らの責任で効率的・効果的に実施するこ
とが可能となる。

　多くの人々が短時間で自由に国
内外と活発な交流ができ、また、
国内外から訪れる人々が快適に本
県に滞在できるようにすることを
基本目標に、交通基盤、都市基
盤、住空間及び情報通信基盤の整
備をめざすためには、一般乗合旅
客自動車運送事業（乗合バス事
業）の許認可、有線テレビジョン
放送施設の設置許可及び変更許
可、道路管理などの行政権限を可
能な限り一元化し、総合的に推進
することが最も効率的・効果的で
ある。

有線テレビジョン放
送法（昭和47年法律
第114号）第3条、第6
条、第7条、第10条の
2、第10条の3、第11
条、第24条、第25
条、第26条、第27
条、第30条の2及び第
32条

有線テレビジョン放送施設の設置許
可等については、有線テレビジョン
放送法に基づき、総務大臣の権限と
されている。

3

有線テレビジョン放送施設の設置許可等につい
ては、
①有線テレビジョン放送は地上放送の再送信メ
ディアとして重要性が高く、放送が全国あまね
く受信されることを確保するという国の放送政
策の下、他の放送メディアと一体的に全国的な
視点から規律する必要があること、
②他の放送メディアに関する様々な技術と整合
性を持った高度・専門的な技術に関する知識が
必要であること、
③全放送メディアのデジタル化の進展等に対応
して、有線テレビジョン放送事業者の合併・提
携の動きが加速しており、行政区域を越えた広
域的な事業展開に対応する必要があること、
等から、国（総務大臣）が行うことが適当であ
る。

提案の実現により、真に住民に
必要な行政サービスを地方自ら
の責任で効率的・効果的に行うこ
とができるという趣旨を踏まえ、
再度検討されたい。

　有線テレビジョン放送施設の設置許可等に
ついては、次の理由から国の責任で行うこと
が効率的・効果的である。
①有線テレビジョン放送は地上放送の再送
信メディアとして重要性が高く、放送が全国
あまねく受信されることを確保するという国の
放送政策の下、他の放送メディアと一体的に
全国的な視点から規律する必要があること
から、国の責任で行うことが効率的かつ効果
的であること。
②他の放送メディアに関する様々な技術と整
合性を持った高度・専門的な技術に関する
知識が必要であることから、国の責任で行う
ことが効率的かつ効果的であること。
③全放送メディアのデジタル化の進展等に
対応して、有線テレビジョン放送事業者の合
併・提携の動きが加速しており、行政区域を
越えた広域的な事業展開に対応する必要が
あることから、行政区域が限定される都道府
県に対し、その限定がない国の責任で行うこ
とが効率的かつ効果的であること。
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提案事項管
理番号

c.管理
コード

27.地域再生のため
の支援措置に係る
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（事項名）

28.地域再生のための支援措置に係る
提案事項の内容 31.具体的事業の実施内容 32.提案理由

37.提案事項に関連す
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38.制度等の現状

39.措
置等
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類

40.措
置等
の方
法

41.措置等の概要（対応策）
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地域再生推進室からの再検討要

請

45.
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46.
「措
置等
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法」

47.再検討要請に対する各府省庁から
の回答

静岡県 静岡政令県構想 1325 1325880 040600
有線テレビジョン
放送事業者の業務
の届出等

有線テレビジョン放送業務の開始、
変更及び契約約款等について、有線
テレビジョン放送法に基づく総務大
臣の権限を総務省地方総合通信局か
ら政令県に移譲する。

・道路交通体系の整備・管理、港湾の整
備・管理、都市機能の高度化、快適住空
間の実現をめざす住宅対策の推進、簡単
に情報の受信・発信が可能になる環境の
整備など様々な政策手法を組み合わせ
て、出会いと交流の基盤づくりに関する
総合的な事務事業を実施する。
・出会いと交流の基盤づくりに関する多
くの事務事業権限を移譲し、政令県の自
主性・主体性に委ねることにより、地域
において受益と負担の明確化が図られ、
真に住民に必要な行政サービスを地方自
らの責任で効率的・効果的に実施するこ
とが可能となる。

　多くの人々が短時間で自由に国
内外と活発な交流ができ、また、
国内外から訪れる人々が快適に本
県に滞在できるようにすることを
基本目標に、交通基盤、都市基
盤、住空間及び情報通信基盤の整
備をめざすためには、一般乗合旅
客自動車運送事業（乗合バス事
業）の許認可、有線テレビジョン
放送施設の設置許可及び変更許
可、道路管理などの行政権限を可
能な限り一元化し、総合的に推進
することが最も効率的・効果的で
ある。

有線テレビジョン放
送法（昭和47年法律
第114号）
第12条、第13条、第
14条、第15条、第17
条の2、第18条、第24
条、第26条、第27条
及び第32条

有線テレビジョン放送業務開始等に
ついては、有線テレビジョン放送法
に基づき、総務大臣の権限とされて
いる。

3

有線テレビジョン放送施設の設置許可等につい
ては、
①有線テレビジョン放送は地上放送の再送信メ
ディアとして重要性が高く、放送が全国あまね
く受信されることを確保するという国の放送政
策の下、他の放送メディアと一体的に全国的な
視点から規律する必要があること、
②他の放送メディアに関する様々な技術と整合
性を持った高度・専門的な技術に関する知識が
必要であること、
③全放送メディアのデジタル化の進展等に対応
して、有線テレビジョン放送事業者の合併・提
携の動きが加速しており、行政区域を越えた広
域的な事業展開に対応する必要があること、
等から、国（総務大臣）が行うことが適当であ
る。

提案の実現により、真に住民に
必要な行政サービスを地方自ら
の責任で効率的・効果的に行うこ
とができるという趣旨を踏まえ、
再度検討されたい。

　有線テレビジョン放送施設の設置許可等に
ついては、次の理由から国の責任で行うこと
が効率的・効果的である。
①有線テレビジョン放送は地上放送の再送
信メディアとして重要性が高く、放送が全国
あまねく受信されることを確保するという国の
放送政策の下、他の放送メディアと一体的に
全国的な視点から規律する必要があること
から、国の責任で行うことが効率的かつ効果
的であること。
②他の放送メディアに関する様々な技術と整
合性を持った高度・専門的な技術に関する
知識が必要であることから、国の責任で行う
ことが効率的かつ効果的であること。
③全放送メディアのデジタル化の進展等に
対応して、有線テレビジョン放送事業者の合
併・提携の動きが加速しており、行政区域を
越えた広域的な事業展開に対応する必要が
あることから、行政区域が限定される都道府
県に対し、その限定がない国の責任で行うこ
とが効率的かつ効果的であること。

静岡県 静岡政令県構想 1325 1325890 040610
コミュニティ放送
局の開設等に関す
る手続き

コミュニティ放送局の開設等につい
て、電波法に基づく総務大臣の権限
を総務省地方総合通信局から政令県
に移譲する。

・道路交通体系の整備・管理、港湾の整
備・管理、都市機能の高度化、快適住空
間の実現をめざす住宅対策の推進、簡単
に情報の受信・発信が可能になる環境の
整備など様々な政策手法を組み合わせ
て、出会いと交流の基盤づくりに関する
総合的な事務事業を実施する。
・出会いと交流の基盤づくりに関する多
くの事務事業権限を移譲し、政令県の自
主性・主体性に委ねることにより、地域
において受益と負担の明確化が図られ、
真に住民に必要な行政サービスを地方自
らの責任で効率的・効果的に実施するこ
とが可能となる。

　多くの人々が短時間で自由に国
内外と活発な交流ができ、また、
国内外から訪れる人々が快適に本
県に滞在できるようにすることを
基本目標に、交通基盤、都市基
盤、住空間及び情報通信基盤の整
備をめざすためには、一般乗合旅
客自動車運送事業（乗合バス事
業）の許認可、有線テレビジョン
放送施設の設置許可及び変更許
可、道路管理などの行政権限を可
能な限り一元化し、総合的に推進
することが最も効率的・効果的で
ある。

電波法令（一部放送
法令を含む）

コミュニティ放送局免許等の処分権
限は地方総合通信局に委任されてい
る。

3

コミュニティ放送局の開設等については、①放送局の
免許に当たっては、既設の無線局との間の混信の除
去、周波数の有効利用等の観点から全国的に統一した
周波数管理を行う必要があること。②コミュニティ放
送の周波数は、一般のＦＭ放送と同一の周波数帯を使
用していることから、コミュニティ放送が使用する周
波数だけを切り出して管理することも困難であるこ
と。③コミュニティ放送の免許事務においては、全国
的な周波数の割当及び使用状況について把握する必要
があり、これらの資料を元に混信の有無等について検
討する専門的知識を有する人員の配置も必要になるこ
と。等からコミュニティ放送局の開設等については、
国が行うことが適当である。

提案の実現により、真に住民に
必要な行政サービスを地方自ら
の責任で効率的・効果的に行うこ
とができるという趣旨を踏まえ、
再度検討されたい。

　コミュニティ放送局の開設等に関する手続きにつ
いては、次の理由から国の責任で行うことが効率
的・効果的である。
①放送局の免許に当たっては、周辺の無線局と
の間の混信を防止し、有限稀少な周波数を有効
利用するために、全国的に統一した周波数管理を
行う必要があることから各都道府県のみで周波数
を管理することは不適当であること。
②特にコミュニティ放送の周波数は、一般のＦＭ放
送と同一の周波数帯を使用していることから、コ
ミュニティ放送が使用する周波数だけを管理する
ことは、一般のＦＭ放送局への周波数割り当てに
影響を与えることから困難であること。
③また、コミュニティ放送は、市区町村の一部地域
を対象とした放送局であるが、その発射する電波
は隣接の市区町村や県外の地域まで影響を及ぼ
すこともあり、都道府県が免許事務を行うことは、
適当でないこと。
④コミュニティ放送局の免許事務においては、一
般の放送局等他の無線局との混信を防止するた
め、専門的知識を有する人員の配置が必要となる
こと。

福岡市
福岡アジアビジネ
ス交流拠点都市構
想

2079 2079070 040620

競争的資金等に係
る情報提供・受付
窓口の一本化、採
択権限の地方移譲

産学官連携を推進するための競争的
資金等は、多くの省庁が所管し、
様々な時期に様々な媒体を通して公
募されることから、産学官研究開発
グループには、情報収集等に大きな
障害となっている。産学官研究開発
グループへの周知徹底・利便性向上
を図るため、情報提供・受付窓口の
一本化を図るとともに、その採択に
あたっては、国の出先機関等が、地
域の実情に応じて、決定できるよう
権限移譲を行う。

（内容）
　産学官連携の推進による研究開発機能
の強化を通した地域産業振興
（効果）
　利便性向上により、競争的資金等の活
用拡大が図られ、産学官連携が促進され
る。また、権限移譲により、地域の実情
に配慮した研究開発が推進される。

産学官連携に係る競争的資金
等は、多くの省庁が所管し、
様々な時期に様々な媒体を通
して公募されることから、産
学官研究開発グループには、
情報収集等に大きな障害と
なっている。また、中央で決
定されることから、必ずしも
地域の実情が反映されていな
い。

競争的な研究開発環境の形成によ
り、情報通信技術のシーズの創出と
研究開発力の向上、研究者のレベル
アップ及び世界をリードする知的資
産の創出を図るため、戦略的な重点
目標に沿った独自性・新規性に富む
研究開発を推進するため、平成14年
度より、「戦略的情報通信研究開発
推進制度」を実施。

3

競争的資金については、制度毎にきめ細かい対
応を行う必要があることから窓口は制度毎に設
けている。
また、「情報通信研究開発推進制度」では採択
に当たり、我が国の情報通信技術分野の研究開
発力を向上させることを目的として、独創性・
新規性の観点から外部の有識者からなる評価委
員会での評価結果に基づいて採択案件を決定し
ており、全国的な視点からの判断が必要であ
る。

窓口の一般化については、提案
者の構想する事業が要望に沿っ
て円滑に実施できるように、関係
各省の間で連携して予算執行す
る等工夫することが出来ないか、
検討されたい。また、地域の実情
に応じて国の出先機関等が決定
でいるよう権限委譲を求めている
点は、要望の趣旨が実現できな
いか再度検討されたい。

（窓口の一般化）
国の競争的研究資金制度の情報提供
については既に総合科学
技術会議より一覧が公開されていると
ころ。
http://www8.cao.go.jp/cstp/compefun
d/ichiran.pdf
窓口の一般化については総合科学技
術会議の議論を踏まえた上で
協力することは可能である。
（地方への権限委譲）
情報通信分野は競争が激しく、この分
野おける競争的資金にはグ
ローバル性・機動性が求められ、このた
めには全国からの課題に
対し公平・公正な審査を行い、採択を決
定するのが適当である。
なお、情報提供及び提案受付窓口につ
いては地方総合通信局と
している。

磐梯町
磐梯山グリーン
ツーリズム再生事
業

1230 1230010 040630
各種許認可制度の
一括許可申請及び
一括許可制度

磐梯山周辺は国立公園内であり更に
原生林であるブナ林も生息してお
り、その整備に当たっては今の国立
公園法・森林法・保安林法の許認可
の一括取り扱いと規制緩和を図る。

歴史と文化をとおした自然探訪と山岳信
仰の道や湯道を復元し整備を図る。

現在民間組織で山楽校と称し
「湯道」の調査を行ってお
り、これを起点として総合的
な計画をすることにより町の
活性化につながる。

6 － 総務省の施策に関係する要望がない。
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磐梯町

仏都・会津のシン
ボル磐梯町への定
住化構想(過疎地域
からの脱却のため
の地域再生）

1232 1232030 040640
事業主体の町とＰ
ＦＩ事業者の合同
実施の認定

補助事業の事業主体を拡大し、町と
ＰＦＩ事業者などの組み合わせた形
でも対象とする

事業主体の拡大を図ることにより、ＰＦ
Ｉを含む民間と町との新たな共同事業を
取り組むことにより新規雇用の創出が図
られる。

民間を含む新たな事業主体を
認定することにより、雇用の
拡大と市場の活性化が図られ
る。

過疎地域自立促進特
別措置法第１１条第
２項「国は、過疎地
域の自立促進を図る
ため特に必要がある
と認めるときは、政
令で定めるところに
より、予算の範囲内
において、市町村計
画又は都道府県計画
に基づいて行う事業
に要する経費の一部
を補助することがで
きる。」

現在のところ、法第１１条第２項の
規定に基づく政令は制定されていな
いが、予算補助として所管する補助
金においては、補助事業者は過疎地
域市町村及び構成市町村の２分の１
以上が過疎地域市町村である広域市
町村圏の一部事務組合等とされてい
るところである。

6
平成１６年１月２７日付で提案団体に対し確認
をしたところ、過疎対策室所管補助金を予定し
ているものではないことが判明したため。

北九州市
小倉都心・門司港
レトロ地区集客活
性化事業

2083 2083070 040650
公の施設の使用・
占用料金設定の自
由裁量への見解

　公の施設の使用や占用はそれぞれ
の根拠法に基づき、各自治体の条例
で料金が定められている。しかし、
概ね設定については、全国共通な考
え方となっているため、改定も困難
である。地域再生計画区域において
は、その目的にあった項目（イベン
ト利用等）については、統一的かつ
自由裁量で使用料金の設定ができる
見解を示す。

　公の施設の使用や占用について、項目
を限定して（イベント利用等、賑わいの
創出が期待されるようなものを対象）料
金を低廉化することにより民間事業者の
参入を促進する。

　公の施設の民間開放を行う
ためには、権限委譲や条件の
整備を行うとともに、これを
利用する者が使い易くかつ管
理する側も簡素な手続きで許
可できることが必要である。
よってこの利用料金も項目の
限定したうえで、算定しやす
く使いやすい料金設定が必要
である。

地方自治法第225条、
第228条第１項

　普通地方公共団体は、第238条の
４第４項の規定による許可を受けて
する行政財産の使用又は公の施設の
利用につき使用料を徴収することが
できるとし、使用料に関する事項に
ついては、条例で定めることとされ
ている。

8
　地方公共団体の使用料の額等については、条
例で定めることとされているが、地方自治法等
において使用料の額の具体的な定め方の基準等
について何ら規定はないものである。

提案者の要望は、統一的かつ自
由裁量で資料料金を設定するも
のであるが、それも含まれると
考えていいのか。

　当初の回答のとおり、地方自治法
等において、使用料の具体的な定め
方の基準等について何ら規定してい
ないところである。

水屋グ
ループと
西東京市
役所防災
課との共
同提案
（現在進
行中）

日本の新しい防災
予防対策整備の強
化策ならびに、地
域住人の防災への
意識改革地元商工
業の活性化及び構
造改革。

3057 3057010 040660

各市の公共施設に
備える飲用水整備
を図る為自治体レ
ベルでの予算支援

各市における財源不足による防災予
算が取れない為、防災整備の遅れが
目立ちます。地域住人の意識改革や
酒販店の意識改革及び構造改革の促
進のためにも必要最低限の支援措置
を考慮願います。日本における地下
水の汚染、緊急井戸に指定されてい
る場所でも飲用不適が目立ち、緊急
時の安全な飲用水の確保がこの先必
ず不足していくことでしょう。対策
整備には時間が相当かかるので国よ
りなんらかの対策を願います。

西東京市と西東京市小売酒販組合との協
力協定書を添付しておりますが、地域あ
りとあらゆる場所に最低1400箱のピュア
ウォーター18㍑箱入りを備えるものと
し、ランニングストックという一切無駄
のない体制整備が実現いたします。この
事業の理念は、意識改革な主な事業です
がペットボトル等のゴミ問題、減量化。
資源の再利用、再活用も念頭におき、地
域住人のリサイクル活動の促進や飲用水
の重要性なども普及していくためです。

基本概念は、公共施設及び、
地域住人各家庭における飲用
水の確保は事業者負担、各家
庭負担を薦めております。し
かし意識改革にはそれ相当の
期間を有するためいち早く体
制整備を図る為、住人の目立
つ場所だけでも備えていく必
要性はあると思います。

災害対策基本法第４
条、第５条

消防防災施設整備費
補助金交付要綱

地方公共団体は、災害対策基本法第
４条及び第５条等に基づき、飲料水
等の生活必需品や防災資機材の確保
を図るため、自ら公的備蓄を行うほ
か、民間事業者等と協定を結び、必
要な物資の流通在庫を震災時に確保
するための施策の実施に努めてい
る。
備蓄倉庫や飲料水兼用耐震性貯水槽
の設置等に係る国庫補助制度がある
(消防防災施設整備費補助金)。

5 －

地域における自主的な取り組みの好事例と見ら
れることから、消防防災施設整備費補助金の活
用を検討していただくとともに、消防庁として
も機会を捉えて他の自治体等に対し事例紹介等
の情報提供を行っていきたい。

愛媛県

しまなみ海道住民
参加の手づくり観
光振興（観光・交
流・まちづくり）
構想

2151 2151030 040670 広域観光推進のた
めの基盤整備

○国が実施している観光振興に関す
る補助事業の対象者を市町村に限ら
ず、関係者で構成する協議会組織の
ほか、民間事業者・ＮＰＯ等を対象
者に含める。
○行政や観光協会等が設置する各種
標識や案内板の作成基準等の要件を
緩和する。

〔具体的な取り組み〕
○地域住民誰もが観光事業に携わること
の出来る体制づくりを行い、様々な視点
から、観光に係わる事業や観光施設の整
備等を行う。
○地域内に設置する観光標識や案内板の
デザインやロゴを統一し、また、道路沿
線の花木などを統一して植裁する。
〔効果〕
・補助事業の迅速、効果的な執行
・来訪者に分かりやすく親切な観光地の
整備

○しまなみ海道沿線地域に
は、魅力的な観光地が数多く
あるものの、複数の市町村に
またがって点在しているた
め、効果的な広域観光を推進
していく上では、それらを線
で結び、統一性のとれた観光
振興を図る必要がある。ま
た、市町村を事業主体とした
国庫補助事業では、広域観光
への取り組みに限界があるた
め、様々な取り組みを行う民
間団体も対象とすることで、
官民一体となって地域づくり
に取り組んでいくことができ
る。
○観光標識等のデザインやサ
イズが均一でないため、来訪
者にとって非常に分かりにく
いため、統一した案内板等の
設置が求められている。

6 － 総務省の施策に関係する要望がない。
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類

40.措
置等
の方
法
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地域再生推進室からの再検討要
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類」
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の方
法」

47.再検討要請に対する各府省庁から
の回答

愛媛県 愛媛県公共施設木
材利用推進構想 2149 2149010 040680

　各省庁の公共施
設整備事業におけ
る木造化推進の徹
底

国においては、平成８年７月、関係
省庁における木材利用推進の円滑な
実施が図られるよう、「木材利用推
進関係省庁連絡会議」を設置し、木
材利用推進に関する情報交換等を行
うとともに、林野庁から各関係省庁
に対し、各種施策の実施に当たり、
積極的な木材利用の促進について依
頼しているところであるが、未だに
徹底されていないことから、今後、
さらに連絡会議の趣旨を徹底すると
ともに、各省庁の公共施設整備事業
等の導入に当たっては、可能な限り
木造化が図られるような施策とする
こと。

　現在、全庁的に公共施設の木造化に取
り組んでいる「公共施設等木材利用推進
連絡会議」において、毎年、翌年度に建
設予定である県、市町村、学校・医療法
人等の木造化が促進され、多くの木材資
源を有する農山村地域における雇用の場
が確保されるとともに、林業・木材産業
や地域経済の活性化が期待される。

　農山村における地域経済の
活性化や木質資源を活用した
資源循環型社会の構築に当た
り、その普及のための公共施
設の木造化を推進するために
は、その障害となっている制
度等について、国、県、一体
となった取り組みが必要であ
る。

なし

「森林・林業振興対策」として、山
村地域の基幹的産業である林業・木
材産業の振興対策を推進し、山村地
域の活性化を促進するための経費に
ついて地方交付税措置を講じてい
る。

5

５

地域材利用促進対策については、従来から地方
財政措置を講じてきているところであり、関係
省庁等と連携し引き続き支援してまいりたい。

提案者の要望の趣旨である、更
なる木材利用の促進の観点か、
再度検討されたい。

「木材利用推進関係省庁連絡会議」を
通じて関係省庁と連携を図り、一層の
木材利用の促進を支援してまいりた
い。

愛媛県 愛媛県公共施設木
材利用推進構想 2149 2149020 040690 　国庫補助事業の

採択要件の緩和

国庫補助事業の中で、例えば、林野
庁所管の「木造公共施設整備事業」
では、公共施設を木造化するに当
たって、学校に関連した施設である
こととか、先駆性のある木造施設で
あるとかの規制があることから、地
域の実情に合わして、これら規制を
緩和することにより、木造化を推進
する。

　現在、全庁的に公共施設の木造化に取
り組んでいる「公共施設等木材利用推進
連絡会議」において、毎年、翌年度に建
設予定である県、市町村、学校・医療法
人等の木造化が促進され、多くの木材資
源を有する農山村地域における雇用の場
が確保されるとともに、林業・木材産業
や地域経済の活性化が期待される。

　農山村における地域経済の
活性化や木質資源を活用した
資源循環型社会の構築に当た
り、その普及のための公共施
設の木造化を推進するために
は、その障害となっている制
度等について、国、県、一体
となった取り組みが必要であ
る。

6 － 総務省は要望にあるような国庫補助事業を有し
ていない。

深川市 深川市地域活性化
戦略 1018 1018010 040700

住基カードの発行
対象の拡大と他自
治体サービスの容
認

住民基本台帳法第30条の44第一項、
第三項及び第八項に規定する条文の
改正。

地域ポータルサイトを構築し、自治体か
ら認証を受けた個人、企業等の経済主体
がＩＣカード（住基カード）に格納され
た認証機能により電子商取引市場に自由
に参入し、地域の農産物等のショッピン
グモールを設けたり、企業間取引を行う
など、地域の経済活動の振興を図る。
ＩＣカードにより取引の安定性、安全性
は増し、個人や事業者の決済基盤を強化
する。

住所地の要件がＩＣカード
（住基カード）の普及の障害
となっており、より自由度を
高めることにより、地域経済
の活性化と雇用の創出が可能
となること。

住民基本台帳法第３
０条の４４第１項

住基カードの交付を申請できるの
は、当該市町村の住民基本台帳に記
録されている者に限定される。

3

住基カードは、申請者が記録されている住民基
本台帳を備える市町村の市町村長が、住民基本
台帳の記載事項と照合しつつ、本人確認を行っ
て発行されるものである。従って、住民基本台
帳が備えられている市町村以外での発行、及び
企業等の経済主体に対する発行はできない。

地域活動の振興を図る観点か
ら、提案の趣旨が実現できない
か再検討されたい。

住基カードの性質から、当該市町村の
住民基本台帳に記載されている者以外
への発行を行うことはできないものであ
る。

深川市 深川市地域活性化
戦略 1018 1018020 040710

地域の中小企業を
対象とする認証可
能な「公的法人認
証」制度の創設

取引の安全性を高め、参入を容易な
らしめるため、企業等の識別を確保
する制度の創設

地域ポータルサイトを構築し、自治体か
ら認証を受けた個人、企業等の経済主体
がＩＣカード（住基カード）に格納され
た認証機能により電子商取引市場に自由
に参入し、地域の農産物等のショッピン
グモールを設けたり、企業間取引を行う
など、地域の経済活動の振興を図る。
ＩＣカードにより取引の安定性、安全性
は増し、個人や事業者の決済基盤を強化
する。

多様な経済主体の参入を可能
とすることで地域経済の活性
化を図り、雇用の創出が実現
できる。

電子署名に係る地方
公共団体の認証業務
に関する法律第３条
住民基本台帳法第３
０条の４４第８項

電子署名に係る地方公共団体の認証
業務に関する法律により、市区町村
長が申請者の本人確認事務を、都道
府県知事が電子証明書発行事務を行
う公的個人認証サービスを規定して
いる。
また、住基カードの条例利用領域
は、条例に規定する目的のために利
用することができる。

5

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関す
る法律は、地方公共団体が公的個人認証サービ
スとは別に住民に対して電子証明書発行サービ
スを行うことを禁止するものではない。
また、条例で定めることにより、独自の電子証
明書発行サービスの実施に伴い、必要なアプリ
ケーションを住基カードの条例利用領域にイン
ストールすることも可能である。
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市川市 子育て、福祉、介
護、健康、安全等
の財・サービスに
よる地域再生

1122 1122010 040720

地方公共団体の行
政サービス（施設
使用等）における
地域通貨利用

地域通貨の行政サービス（施設使用
等）利用を許可する。

近い将来、行政サービス（施設使用等）
を地域通貨で利用可能とするとで、地域
の地域通貨が更に循環し、コミュニティ
の活性化による地域内消費循環、コミュ
ニティ・ビジネスの創造が促進された運
営が可能となる。

現状の地方自治法第225条で
は、公の施設利用につき使用
料を徴収することができると
あるが、地域通貨で利用でき
るとなってあらず、地域通貨
の付加価値として運営できな
い状況である。

地方自治法第231条の
２、地方自治法施行
令第155条、第155条
の２、第156条

　現在、地方自治法で認められている地
方公共団体の収入の方法は、現金のほか
証紙（使用料・手数料のみ）、証券（小
切手、郵便振替払出証書、郵便為替証
書、無記名式の国債・地方債及びその利
札）、口座振替、郵便振替に限られてい
る。

　なお、地域再生構想において「ＩＴを
活用した地域通貨」について言及されて
いるが、平成１６年度の新規事業とし
て、「ＩＴを活用した地域通貨モデルシ
ステムの開発・実証事業」を実施するこ
ととしており、インターネット、ＩＣ
カード（住民基本台帳カード等）、公的
個人認証サービス及び携帯電話等のＩＴ
を活用した電子的にやりとりできる利便
性の高い地域通貨モデルシステムを開発
するとともに、２又は３程度の地方公共
団体を選定して、同システムの実証実験
を実施する予定。さらに、開発した地域
通貨モデルシステムは、希望する地方公
共団体に無償で配布することとし、その
導入に要する経費を地方交付税に算入す
ることを検討。

3

　地方公共団体の歳入は現金で行うのが原則で
ある。この例外として証券による方法が認めら
れているが、公正さと確実さが担保されなけれ
ばならないことから、性質上一般に直ちに現金
に換えることができる証券に限定されている。
　提案の地域通貨については、その目的や性格
が多様であり、また用途の限定や法的な位置づ
けについて課題があるなど、上記に準じた性質
を有しているとは必ずしも言えず、地方公共団
体の歳入として使用することは適当と考えられ
ない。
　なお、公の施設の使用料について、ボラン
ティア活動に参加することにより支給される地
域通貨ポイントとの引き換えにより、施設の使
用料を減免する旨の規則を定め、提案内容の趣
旨を実現させている地方公共団体はあると承知
している。
　また、「ＩＴを活用した地域通貨モデルシス
テムの開発・実証事業」においては、今回、地
域再生構想として「ＩＴを活用した地域通貨」
をツールとする地域再生事業について提案の
あった地方公共団体を中心に、ヒアリングを行
い、有識者の意見等を踏まえつつ、実証実験の
フィールドとなる地方公共団体を選定すること
としているので申し添える。

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

　当初の回答のとおり、地域通貨を地
方公共団体の歳入として使用すること
は適当と考えられない。

新井市
バイオ・リージョ
ン（生命地域）の
形成

1313 1313010 040730

住民票コードの地
域通貨管理システ
ムに対する利用の
容認

●自治体が発行する地域通貨のシス
テムについて、地域住民にすべから
く利用しやすいものとするととも
に、安価にそのシステムを構築する
必要がある。また、紙幣やICカー
ド・携帯モバイルの利用を視野に置
くとともに、連携する大都市住民の
利用も視野に置く必要ある。●この
ためには、個人認証によりセンター
サーバー型で管理する方式が有利と
なる。そこで、住民基本台帳におけ
る住民票コードを利用することが最
善の方法と考えられるが、住民基本
台帳法により、その利用が制限され
ている。すなわち、民間事業者等が
住民票コードの告知をもとめること
ができない。●そこで、自治体が発
行する地域通貨について、住民票
コードの利用制限を緩和を提案す
る。

●地域再生に向け、地域通貨を活用し、「バイオ・リージョン
妙高」を実現するため、「都市・農村の交流・対流の環」「住民
の協働・互助の環」「産業活性化・地域投資の環」を広げる施策
を横断的に実施することを計画している。●「都市・農村の交
流・対流の環」・「食と農の地域づくり」・「スローツーリズ
ム」・「都市交流プロジェクト」など　交流・対流の相手側に対
し、一定の条件をのもと、地域通貨を交付する。例１）当市と震
災・防災協定を結ぶことを予定している都市や、保養施設を廃
し、提携施設に切り替ようとしている都市を対象に、地域間の連
携を高め、農業と観光の活性化を図るため、都市住民に対し、一
定の対価のもと、地域通貨を交付し、区民に配布してもらう。当
市の提携施設を利用した都市住民は、その地域通貨を利用するこ
とができる。また、合わせて、当市の農産物の定期購入に利用で
きるようにする。例２）同上の観点から、都市部の商店街に地域
通貨を交付し、商店街利用者に配布してもらい、当地への観光及
び商店街における当市の商品の購買に利用してもらう。例３）当
地への集客を積極的に行う観光エージェンシーに対し、地域通貨
を交付する。●「住民の協働・互助の環」・「親の子育て力の充
実」「地域に特化した小学校教育の充実」・「高齢者の自立支援
と元気高齢者づくり」「暮らしやすい社会づくり」・「みどりの
保全と中山間地域対策」など　協働・互助のために活動する者に
対し、地域通貨を交付する。例）施策に合致したNPO・住民団体
等の活動、子育てボランティア、学校教育ヘルパー、介護・高齢
者お助け隊、みどりの保全ボランティアなどない地域通貨を交付
する。●「産業活性化・地域投資の環」：・「観光再生事業」・
「エコ交通促進事業」・「産業立地促進対策」「中心市街地活性
化対策」・「バイオ・エネルギー利活用実証事業」「バイオ関連
促進対策」など　産業活性化・地域への再投資に資する事業者に
対し地域通貨を交付する。合わせて、地域への観光・人流の活発
化に役立てるため、公共交通における地域通貨の利用を可能とす
る。　　以上により、交流・対流する地域・者との連携が効率的
に図られるとともに、地域内における協働・互助の活動が活発に
なる。また、地域産業の活性化及び新規産業の立地・地域内への
再投資につながる。

●住民票コードが利用できな
い場合、全住民を対象とした
システムの構築をすることが
著しく困難である。このた
め、数回まで使える商品券の
交付などに手法が限定され、
広範な施策への活用ができな
い。また、連携する都市自治
体住民に対する交付手段も非
常に限定的となる。●住民票
コードの告知制限があると、
地域通貨の管理できる場所が
公共機関に限られ、補助商品
券等がなくては、利用できる
場所が限定されてしまう。

住民基本台帳法第３
０条の４３第１項、
第２項

　住民票コードの民間利用は禁止さ
れている。

　なお、平成１６年度の新規事業と
して、「ＩＴを活用した地域通貨モ
デルシステムの開発・実証事業」を
実施することとしており、インター
ネット、ＩＣカード（住民基本台帳
カード等）、公的個人認証サービス
及び携帯電話等のＩＴを活用した電
子的にやりとりできる利便性の高い
地域通貨モデルシステムを開発する
とともに、２又は３程度の地方公共
団体を選定して、同システムの実証
実験を実施する予定。さらに、開発
した地域通貨モデルシステムは、希
望する地方公共団体に無償で配布す
ることとし、その導入に要する経費
を地方交付税に算入することを検
討。

3

　住民基本台帳法においては、個人情報保護の
観点から住民票コードの利用を厳しく制限する
こととし、民間利用を禁止しているため。

　なお、「ＩＴを活用した地域通貨モデルシス
テムの開発・実証事業」においては、インター
ネット、ＩＣカード（住民基本台帳カード
等）、公的個人認証サービス及び携帯電話等の
ＩＴを活用した電子的にやりとりできる利便性
の高い地域通貨モデルシステムを開発すること
としているが、本事業は、住民票コードを利用
せずとも目的を達成することが可能であり、総
務省においては、「ＩＴを活用した地域通貨」
においては、住民票コードの利用は必要ないと
考えている。
　また、本事業においては、今回、地域再生構
想として「ＩＴを活用した地域通貨」をツール
とする地域再生事業について提案のあった地方
公共団体を中心に、ヒアリングを行い、有識者
の意見等を踏まえつつ、実証実験のフィールド
となる地方公共団体を選定することとしている
ので申し添える。

提案者の要望である、住民票
コードの民間への開放がなくて
も、地域住民が利用しやすい安
価なシステムの構築が可能であ
るのか、確認されたい。

総務省としては、提案者の要望である、
住民票コードの民間への開放がなくて
も、地域住民が利用しやすい安価なシ
ステムの構築が可能であると考えてい
る。

電子認証
局市民
ネット
ワーク福
岡

ＩＴを活用した地
域通貨モデル 3021 3021010 040740

*複数回流通可能な商品券型地域通貨の認可基
準の緩和
紙幣類似証券取締法
商品券型地域通貨の複数回流通を
<http://www.mmjp.or.jp/gyoukaku/chiiki/200
30428.htm>
(支援措置の範囲)全国
*公的個人認証サービスの民間利用基準の緩和
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関す
る法律第17条
公的個人認証サービスによって発行されたデジ
タル証明書を失効情報を含めて検証できる「署
名検証者」は、認定認証機関に限定されている
が、この条件を緩和し、地方自治体が認めた民
間事業者にも失効情報を提供し安全に署名を検
証できるようにしていただきたい。
(支援措置の範囲)当該地域のみ
(支援措置を用いて実施しようとする事業の内
容)
公的個人認証サービスによって発行されるデジ
タル証明書は、暗号化電子メールなどで利用さ
れている電子署名の標準であるS/MIMEに準拠し
ていないため、一般的に普及しているソフト
ウェアで署名や暗号化などを行うことができな
いという問題がある。我々が提案する電子地域
通貨では、一般に入手が容易なS/MIME標準に準
拠した暗号化と電子署名の形式を利用するた
め、これが大きな問題となる。このため、公的
個人認証の証明書を利用してより広範囲のソフ
トウェアで利用できる
デジタル証明書を可能な限り低コストで二次発
行して利用したい。認定認証機関を利用する方
法は、デジタル証明書の価格が高くなるため電
子地域通貨のような用途ではコスト的に現実的
でない。

実施を想定する体制

飯塚市、株式会社アイ・ビジネスセン
ター、飯塚商店街連合会、NPO法人電子
認証局
市民ネットワーク福岡、飯塚商工会議
所、近畿大学、九州工業大学、地域金融
機関

(・想定している地域で、地域経済の活
性化と地域雇用の創造の観点から地域再
生
を行う意義と目標を明確にする
 ・地域再生構想の区域と想定している
地域の特徴を記述する
 ・地域再生構想を実現するために想定
している実施スケジュール及び実施体
制)

飯塚市は、中世の交通の要所
でありまた産炭地の筑豊地方
の中核都市として繁栄した歴
史を持つ都市であり、文化的
にも嘉穂劇場など多くの資産
を持っている。
主要産業だった石炭産業から
の転換への対応として、技術
系大学誘致による学園都市化
と情報産業を中心とする産業
育成を行ってきたが、これら
の努力の成果が地場産業とし
て実を結び雇用を産むという
段階にはきておらず、公的補
助金への依存度が高いのが強
いのが現状である。このよう
な状況は、地域の活力を失わ
せ、それが地域内での貨幣の
還流や地場産業への再投資や
雇用が減少するという負の連
鎖に悩まされている。

電子署名に係る地方
公共団体の認証業務
に関する法律第１７
条第１項

　電子証明書の署名検証者は、行政手続
等における情報通信の技術の利用に関す
る法律第２条第２号に規定する行政機関
等並びに電子署名及び認証業務に関する
法律第８条に規定する認定認証事業者及
び同法第２条第３項に規定する特定認証
業務を行う者であって政令で定める基準
に適合するものとして総務大臣が認定す
る者とされている。

　なお、平成１６年度の新規事業とし
て、「ＩＴを活用した地域通貨モデルシ
ステムの開発・実証事業」を実施するこ
ととしており、インターネット、ＩＣ
カード（住民基本台帳カード等）、公的
個人認証サービス及び携帯電話等のＩＴ
を活用した電子的にやりとりできる利便
性の高い地域通貨モデルシステムを開発
するとともに、２又は３程度の地方公共
団体を選定して、同システムの実証実験
を実施する予定。さらに、開発した地域
通貨モデルシステムは、希望する地方公
共団体に無償で配布することとし、その
導入に要する経費を地方交付税に算入す
ることを検討。

3

　公的個人認証サービスはシステム及び電子証
明書について高い信頼性が求められることか
ら、行政機関の他一定の基準を満たす事業者の
みが取り扱うこととしている。

　なお、「ＩＴを活用した地域通貨モデルシス
テムの開発・実証事業」においては、インター
ネット、ＩＣカード（住民基本台帳カード
等）、公的個人認証サービス及び携帯電話等の
ＩＴを活用した電子的にやりとりできる利便性
の高い地域通貨モデルシステムを開発すること
としているが、総務省は、公的個人認証サービ
スの民間利用基準の緩和を行なわずとも、「Ｉ
Ｔを活用した利便性の高い地域通貨」は実現可
能であると考えている。
　また、本事業においては、今回、地域再生構
想として「ＩＴを活用した地域通貨」をツール
とする地域再生事業について提案のあった地方
公共団体を中心に、ヒアリングを行い、有識者
の意見等を踏まえつつ、実証実験のフィールド
となる地方公共団体を選定することとしている
ので申し添える。

提案者の要望は、ITを活用した
利便性の高い地域通貨と、それ
を利用したコミュニティサービスを
構築することによって地域経済の
活性化をはかるものであり、その
趣旨を踏まえ再度検討されたい。

署名検証者の対象範囲の拡大につい
ては、立法趣旨の整理や関係者との協
議等を踏まえたうえで検討する必要が
ある。
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三島町
森林業のビジネス
チェーン再構築に
よる地域再生構想

1098 1098010 040750

地域再生マネー
ジャーの採択基
準、対象、利用条
件等に係る要件の
緩和

総務省において来年度の導入が予定
されている地域再生マネージャー制
度における採択基準を緩和する。

地域再生マネージャーには、登録さ
れた人材以外でも、市町村の推薦が
あれば選定することができるように
する。

また、地域再生マネージャー以外
に、必要に応じて専門家をアドバイ
ザーとして招聘することができるよ
うにする。その費用も本制度の対象
とする。

地域再生マネージャーの指導のもとプロ
ジェクトチームを組織し、地域再生構想
を実現するためのアクションプログラム
を策定する。同時に、アクションプログ
ラムを実施する人材の誘致、教育、育成
を行う。人材の教育、育成にあたって
は、官民問わずやる気のある人材を対象
にこれを実施する。
すぐにでも開始できるアクションプログ
ラムは、構想の策定が終了していなくて
も、すぐに着手する。その他のアクショ
ンプログラムについては、条件が整い次
第、順次実施していく。
地域再生マネージャーは、プロジェクト
開始後も一貫して進捗管理を行い、適宜
軌道修正を行っていく。また、必要に応
じて専門家をアドバイザーとして招聘
し、適切な指導を実施していく。
これにより、事業内容を現代のビジネス
に即した実践的なものにすることが可能
となり、さらに自立して継続的に構想を
推進していく体制づくりが可能となる。

本構想を実現するためには、
ビジネスの実務に精通したマ
ネジャーの存在が必要不可欠
であるが、現状の地域行政の
がマネージャーを新たに雇用
するのは、制度的にも予算的
に困難である。

地域差性マネージャー制度
は、この問題を解決するもの
だが、マネージャーの登録制
は運用方法を間違うと、本来
の目的である実務に精通した
人材の登用の可能性を狭める
ことになりかねない。

それゆえ、すでに実績のある
人材については、登録の有無
にかかわらずこれを登用でき
るよう制度の緩和を望む。

「地域再生マネージャー事業」につ
いては、平成１６年度からの事業実
施に向けて、現在制度を検討中であ
る。

2 Ⅶ

「地域再生マネージャー事業」については、平
成１６年度から事業を実施する。制度の詳細に
ついては現在検討中であるが、対象団体や地域
再生マネージャーについて、特段の限定を設け
るものではない。

富山県 とやま産業活性化
プロジェクト 1291 1291080 040760 コミュニティファ

ンドへの支援

　コミュニティファンドへの財源支
援（地方債の発行、元利償還金の交
付税措置）を要望するもの。

　県からコミュニティファンドの出資に
あたり、財源の支援（地方債の発行、元
利償還金の交付税措置）を受けること
は、県財政が厳しい中、ファンド創設に
不可欠である。

県からファンドへの出資にあ
たり、財源の支援を受けるこ
とは、県財政から見て不可欠
であり、中小企業の創造的な
事業活動や地域貢献型事業の
促進に大いに寄与するもので
ある。

なし

　平成１６年度より、「コミュニ
ティ・ファンド形成支援事業」とし
て、コミュニティ・サービス事業に
融資等を行うコミュニティ・ファン
ドを形成するため、地方公共団体が
公益法人等に出資・貸付を行ない、
地方債を発行する場合、その償還金
利子の一部を地方交付税に算入する
こととしており、現在、事業の詳細
を検討中。
　また、当該公益法人等が行なう融
資等の客観性や安全性等を担保する
ため、有識者から構成される審査委
員会等を設置・運営するために要す
る経費について、地方公共団体が助
成する場合、当該助成額の一部を地
方交付税に算入することとしてい
る。

2 Ⅴ

　平成１６年４月を目途に事業要綱を通知する
予定。同要綱に基づき、コミュニティ・ファン
ドを形成するため、公益法人等に出資・貸付を
行なう地方公共団体に対し、その償還金利子の
一部を地方交付税に算入。なお、公益法人等へ
の出資・貸付に要する費用について地方債を発
行するためには、当該公益法人等の収支見通し
等について慎重に審査を行なうとともに、当該
公益法人等が行なう融資等の客観性や安全性等
を担保するため、有識者から構成される審査委
員会を設置する等、万全の措置を講じる必要が
ある。
　また、当該公益法人等の審査委員会等設置・
運営経費について、地方公共団体が助成する場
合、当該助成額の一部を地方交付税に算入。

枚方市
福祉コミュニ
ティ・ビジネス構
想

2141 2141010 040770 ＮＰＯ活動等の活
性化支援

コミュニティサービスを実施するNPO
法人や社会福祉法人等への、運営・
活動を活性化する為のアドバイザー
派遣や人材の研修・育成、活動支援
などに要する経費に対して、地方財
政措置を講じることで、事業者の確
保や事業内容の充実が図れる。

地域福祉事業に実績を持つNPO法人や社
会福祉法人等が障害者を雇用し、高齢
者・障害者対策事業、地域や子育て支援
事業に関して、公的施策制度に乗り難い
部分を、地域福祉事業に実績を持つNPO
法人社会福祉法人等が障害者を雇用し
ニッチ産業としてコミュニティビジネス
を展開する上で必要なアドバイザー派遣
や人材の研修・育成、活動助成などを行
う。

公的な施策や制度が整備され
る中でも、日常生活におい
て、高齢者や障害者そして子
育てなどで、様々なニーズが
存在しその部分をカバーする
為にNPO法人や社会福祉法人
等の民間活力を活用すること
で事業展開をめざす。そのた
めに、活動支援の為の財政的
措置を講じる必要がある。

地方交付税法（昭和
２５年法律２１１
号）

「共生のまちづくり推進」のため４
５０億円程度の地方財政措置を講じ
るなど、コミュニティ・サービス事
業を行なうＮＰＯ活動等を活性化す
るため、アドバイザーの派遣や人材
の研修・育成、活動助成など、地方
公共団体の取組に要する経費を地方
交付税に算入することとしている。

5
・
2

　「共生のまちづくり推進」のため４５０億円
程度の地方財政措置を講じるなど、コミュニ
ティ・サービス事業を行なうＮＰＯ活動等を活
性化するため、アドバイザーの派遣や人材の研
修・育成、活動助成など、地方公共団体の取組
に要する経費を地方交付税に算入することとし
ている。
　また、コミュニティ・ファンドの形成、コ
ミュニティ・サービス事業への制度融資、アド
バイザー派遣や相談会の開催等に要する経費に
ついては、新たに地方交付税に算入する。

㈱東京
リーガル
マインド

有資格者の派遣事
業（コミュニ
ティ・ビジネスの
促進）

3084 3084010 040780

有資格者の派遣事
業（コミュニ
ティ・ビジネスの
促進）

厚生労働省の労働者派遣事業関係業
務取扱要領の改正。
具体的には、第２　適用除外業務等
３　適用除外業務以外の業務に係る
制限の２）を削除する。

コミュニティビジネスの事業体の会計・
税務・社会保険関係事務などについて専
門知識の面から支援するため、士業者を
それら事業体に派遣する。

コミュニティビジネスの定
着･発展は地域活性化にとっ
て重要。定着･発展のために
は経営の効率化やスタッフの
待遇改善がされなければなら
ず、そのため士業者の支援が
必要不可欠となる。資金の少
ない事業体が士業者の支援を
受けられるには、その派遣労
働を認める必要があるため。

労働者派遣事業関係
業務取扱要領

　行政書士以外の個人又は法人は行
政書士の業務を行うことはできな
い。

7 ー
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金沢市
元気で暮らしやす
い金沢まちなか再
生構想

1128 1128040 040790
道路等占用（使
用）許可の容易
化・迅速化

道路、河川、公園、合同庁舎、裁判
所等公共施設の施設の一部を占用又
は使用する場合に必要な国、県の許
可について、届出制にする等許可基
準を緩和する。

観光案内板や臨時観光案内ブースを適時
適切に設置することにより、観光客に対
するホスピタリティの向上を図る。

現状の許可制度では、許可を
得るまでに多大な時間を要す
る場合が多く、迅速な対応が
できないため。

地方自治法第238条の
４第１項

　行政財産は、その用途又は目的を
妨げない限度においてその使用を許
可することができる。

3

　地方公共団体における行政財産の目的外使用
は、行政財産が原則として貸し付け等の私権の
設定を原則としているものの例外であり、行政
財産の本来の用途又は目的を妨げない範囲にお
いて、その使用を許可する行政上の処分であ
る。このため、行政財産の目的外使用の許可は
これを使用とする者からの申請を前提とするも
のであり、当該許可については申請があった際
に、当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げ
ないものか等を地方公共団体において総合的に
勘案し許可について判断する必要があるもので
あるため、行政財産の目的外使用の許可を届出
で足りるものとする提案を認めることはできな
い。
　なお、行政財産の目的外使用の許可は、地方
公共団体の長の判断によりこれを決すべきもの
であるため、そもそも許可の基準については、
地方自治法令上何ら規定されていないものであ
る。

福島県 ふくしまバイリン
ガル構想 1203 1203010 040800

ＡＬＴ（外国語指
導助手）の契約更
新の年限（３年）
撤廃又は延長

ＡＬＴ（外国語指導助手）は３年を
超えて契約を更新することができな
いこととなっており、この年限を撤
廃又は延長する。

（具体的内容）
(1)教員派遣・教員研修事業
(2)生徒研修事業
(3)交流・コンテスト事業
(4)地域交流事業
(5)語学指導等を行う外国青年招致事業
上記事業を実施するに当たりＡＬＴ（外
国語指導助手）を有効に活用する。
（効果）
英語を自由に駆使できる人材を多数輩出
し、その人材が地域の活性化を担う。バ
イリンガル地域をアピールすることによ
り、観光等のサービス産業の活性化や外
資系企業誘致等が促進され、地域経済の
発展及び雇用の創出に貢献できる。
（支援措置の必要性）
人材育成には、教員の確保が大きな課題
であり、ＡＬＴの活用は欠かせない。Ａ
ＬＴの契約更新の年限（３年）を撤廃又
は延長することにより、意欲と能力の高
い人材をより長期に活用することができ
る。
さらに、必要に応じて単独で授業ができ
るようになれば学校の状況に応じた柔軟
な対応が可能となる。

ＡＬＴ（外国語指導助手）は
３年を超えて契約を更新する
ことができないが、「英語」
が使える人材を育成するため
には、第一に英語を教える優
秀な人材の確保が欠かせな
い。そうした中、ＡＬＴは重
要な役割を果たしており、意
欲があり高い指導力を身に付
けた人材をできるだけ長く活
用したい。
さらに、助手としてだけでな
く、必要に応じて単独で授業
ができるようになれば学校の
状況に応じた柔軟な対応が可
能になる。

特になし

［契約年数の廃止又は撤廃につい
て］
現在、ＪＥＴプログラム実施団体が
参加者と再契約できる回数は最高４
回までであり、３年間の契約満了者
で特に勤務実績・日本語能力等が優
秀な者については、「小学校専属Ａ
ＬＴ」又は「専任ＰＡ」として最高
５年間勤務することが可能。なお、
本事業において参加者との契約年数
を限定しているのは、本事業の目的
が外国語教育の充実のみでなく、多
くの海外の青年を受け入れることで
国際交流を進め、地域の国際化を図
ることにもあるため。

5

現在、ＪＥＴプログラム実施団体が参加者と再
契約できる回数は最高４回までであり、３年間
の契約満了者で特に勤務実績・日本語能力等が
優秀な者については、「小学校専属ＡＬＴ」又
は「専任ＰＡ」として最高５年間勤務すること
が可能。

※「ＪＥＴ参加者に係る再契約回数の延長につ
いて（通知）」（平成１３年１１月２０日総行
国第１７５号、平成１４年１１月１１日総行国
第１７３号）

福島県 ふくしまバイリン
ガル構想 1203 1203020 040810

ＡＬＴがＴ・Ｔだ
けでなく単独で授
業が行えるよう運
用を弾力化

ＡＬＴ（外国語指導助手）が助手と
して職務に従事するとなっている部
分を、必要に応じて単独で授業がで
きるようにする。

（具体的内容）
(1)教員派遣・教員研修事業
(2)生徒研修事業
(3)交流・コンテスト事業
(4)地域交流事業
(5)語学指導等を行う外国青年招致事業
上記事業を実施するに当たりＡＬＴ（外
国語指導助手）を有効に活用する。
（効果）
英語を自由に駆使できる人材を多数輩出
し、その人材が地域の活性化を担う。バ
イリンガル地域をアピールすることによ
り、観光等のサービス産業の活性化や外
資系企業誘致等が促進され、地域経済の
発展及び雇用の創出に貢献できる。
（支援措置の必要性）
人材育成には、教員の確保が大きな課題
であり、ＡＬＴの活用は欠かせない。Ａ
ＬＴの契約更新の年限（３年）を撤廃又
は延長することにより、意欲と能力の高
い人材をより長期に活用することができ
る。
さらに、必要に応じて単独で授業ができ
るようになれば学校の状況に応じた柔軟
な対応が可能となる。

ＡＬＴ（外国語指導助手）は
３年を超えて契約を更新する
ことができないが、「英語」
が使える人材を育成するため
には、第一に英語を教える優
秀な人材の確保が欠かせな
い。そうした中、ＡＬＴは重
要な役割を果たしており、意
欲があり高い指導力を身に付
けた人材をできるだけ長く活
用したい。
さらに、助手としてだけでな
く、必要に応じて単独で授業
ができるようになれば学校の
状況に応じた柔軟な対応が可
能になる。

特になし

［ＡＬＴが単独で授業を行えるよう
にするための運用の弾力化につい
て］
優れたＡＬＴで、かつ本人が希望す
る場合は、学校から所管の教育委員
会への届け出等により「特別非常勤
講師」として任用された場合、現状
でも単独で授業を行うことができる
ものと承知。（参考：平成１４年度
実績　３県で１３人のＡＬＴが特別
非常勤講師として単独で授業を実施
している）

5

優れたＡＬＴで、かつ本人が希望する場合は、
学校から所管の教育委員会への届け出等により
「特別非常勤講師」として任用された場合、現
状でも単独で授業を行うことができるものと承
知。

※教育職員免許法第４条第１項「免許状は、普
通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする」
同条第３項「特別免許状は、学校（中等教育学
校及び幼稚園を除く）の種類ごとの教諭の免許
状とする」
同第５条第２項「特別免許状は、教育職員検定
に合格した者に授与する」
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愛知県、
豊橋市、
蒲郡市、
田原市、
御津町

国際自動車産業交
流都市 1352 1352060 040820

国における外国人
に対する諸政策の
一本化

三河港地域を構成する自治体には、
外国人が多く居住し、自動車産業に
勤務する者も多い。外国人との共生
は今後のこの地域の重要な課題であ
るが、外国人に関わる各種制度が関
係省庁により個別に運営されている
ため、外国人にとって不便である。
そこで、入国管理をはじめとして査
証許可や医療・保険・教育等の外国
人に関連する施策について国におい
て窓口を一元化するなど総合的な対
応を図る。これにより、在住外国人
も日本人と同様に生活し働ける多文
化共生社会を整備することで、在住
外国人の日本における長期的生活設
計が可能となり、不動産の購入や教
育支出など経済効果が期待できると
ともに、外国人の企業による雇用の
増大が期待できる。

国において、多文化共生推進のための基
本方針の策定や、それを実現するため諸
課題に取組み下記の省庁間の調整を行う
ための統括窓口を設置する。
①入国・在留審査・管理(法務省）
②査証発給（外務省）
③日本語教育、子女教育(文部科学省）
④医療保険、年金、雇用管理(厚生労働
省）
⑤地方自治体への支援等(総務省）
⑥不法滞在者・治安対策(警察庁）

外国人の長期滞在化・永住化
傾向が高まっており、地域の
一員として生活するようにな
ることで、教育・保険・医療
など現行の法制度では対応し
きれない多くの問題が発生し
ている。また、国においてこ
れら外国人の長期滞在化・永
住化に対応する基本方針が明
らかでなく、対応する総合窓
口等も存在しないため、地方
公共団体においてこれらの問
題への対応が困難となってい
る。

総務省設置法第4条

在住外国人に対する日本語講座や外
国人児童に対する日本語指導助手の
雇用など在住外国人支援に要する経
費について所要額を地方交付税で措
置

5

在住外国人支援に要する経費について引き続き
地方交付税措置を講じるとともに、外国人の長
期滞在化・永住化に対応する基本方針及び対応
する総合窓口設置については、「外国人労働者
問題関係省庁連絡会議」等を活用しながら検討
が行われる場合には、地域再生提案の趣旨も踏
まえ、地方公共団体の立場を適切に反映させる
ため必要に応じ協力してまいりたい。

要望の内容である、在住外国人
も日本人と同様に生活し働ける
多文化共生社会を整備するた
め、外国人諸施策の一本化につ
いては、提案者の構想する事業
が要望に沿って円滑に実施でき
るように、関係各省の間で連携
して予算執行する等工夫するこ
とが出来ないか、検討された
い。

外国人諸施策の一本化については、
「外国人労働者問題関係省庁連絡会
議」等を活用しながら検討が行われ
る場合には、地域再生提案の趣旨も
踏まえ、地方公共団体の立場を適切
に反映させるため必要に応じ協力し
てまいりたい。

愛知県
あいち・なごやモ
ノづくり産業振興
構想

1354 1354040 040830
国における外国人
に対する諸政策の
一本化

名古屋圏には、外国人が多く居住し
ているが、外国人との共生は今後の
この地域の重要な課題であるが、外
国人に関わる各種制度が関係省庁に
より個別に運営されているため、外
国人にとって不便である。そこで、
入国管理をはじめとして査証許可や
医療・保険・教育等の外国人に関連
する施策について国において窓口を
一元化するなど総合的な対応を図
る。これにより、在住外国人も日本
人と同様に生活し働ける多文化共生
社会を整備することで、在住外国人
の日本における長期的生活設計が可
能となり、不動産の購入や教育支出
など経済効果が期待できるととも
に、外国人の企業による雇用の増大
が期待できる。

国において、多文化共生推進のための基
本方針の策定や、それを実現するため諸
課題に取組み下記の省庁間の調整を行う
ための統括窓口を設置する。
①入国・在留審査・管理(法務省）
②査証発給（外務省）
③日本語教育、子女教育(文部科学省）
④医療保険、年金、雇用管理(厚生労働
省）
⑤地方自治体への支援等(総務省）
⑥不法滞在者・治安対策(警察庁）

外国人の長期滞在化・永住化
傾向が高まっており、地域の
一員として生活するようにな
ることで、教育・保険・医療
など現行の法制度では対応し
きれない多くの問題が発生し
ている。また、国においてこ
れら外国人の長期滞在化・永
住化に対応する基本方針が明
らかでなく、対応する総合窓
口等も存在しないため、地方
公共団体においてこれらの問
題への対応が困難となってい
る。

総務省設置法第4条

在住外国人に対する日本語講座や外
国人児童に対する日本語指導助手の
雇用など在住外国人支援に要する経
費について所要額を地方交付税で措
置

5

在住外国人支援に要する経費について引き続き
地方交付税措置を講じるとともに、外国人の長
期滞在化・永住化に対応する基本方針及び対応
する総合窓口設置については、「外国人労働者
問題関係省庁連絡会議」等を活用しながら検討
が行われる場合には、地域再生提案の趣旨も踏
まえ、地方公共団体の立場を適切に反映させる
ため必要に応じ協力してまいりたい。

要望の内容である、在住外国人
も日本人と同様に生活し働ける
多文化共生社会を整備するた
め、外国人諸施策の一本化につ
いては、提案者の構想する事業
が要望に沿って円滑に実施でき
るように、関係各省の間で連携
して予算執行する等工夫するこ
とが出来ないか、検討された
い。

外国人諸施策の一本化については、
「外国人労働者問題関係省庁連絡会
議」等を活用しながら検討が行われ
る場合には、地域再生提案の趣旨も
踏まえ、地方公共団体の立場を適切
に反映させるため必要に応じ協力し
てまいりたい。

神戸市 神戸国際集客観光
都市構想 2024 2024060 040840

公の施設の使用料
のカード決済の容
認

地方公共団体がクレジット会社等第
三者への債権譲渡契約を締結できる
特例を設け、公の施設の使用料の
カード決済を容認する。

来年度、スルットＫＡＮＳＡＩでＩＣ
カードの導入が予定されており、交通機
関の利用に加え、ショピングや観光施設
等が一枚のカードで利用可能となる。
現在、地方自治法施行令第158条によ
り、使用料について私人にその徴収又は
収納の事務を委託することが認められて
いるが、これに加えて、地方公共団体が
クレジット会社等第三者への債権譲渡契
約を締結できる特例を設け、公の施設の
使用料のカード決済を容認し、利用者の
利便性の向上および利用者の増加を図っ
ていく。

公の施設への観光客等の利用
者の利便性の向上、利用者の
増加促進

地方自治法第243条

　地方公共団体は、法律又はこれに
基づく政令に特別の定めがある場合
を除くほか、公金の徴収若しくは収
納又は支出の権限を私人に委任し、
又は私人をして行なわせてはならな
い。

5

　地方自治法施行令第158条、第158条の２にお
いて、一定の収入については私人にその徴収又
は収納の事務を委託することが認められてお
り、クレジット会社等がその集金を地方公共団
体に代行して行うことにより、提案の目的を達
成することは現行制度においても可能である。

枚方市
淀川ウォーターフ
ロント賑わい創出
構想

2140 2140030 040850
まちなみ景観形成
の促進のための地
方財政措置

歴史街道は、旧京街道として歴史的
資源が残されているが、一方で都市
化も進み、道路幅員が狭い割りに通
過交通も多い。このことから、道路
有効幅員の確保と良好な景観形成を
図るため、裏動線側から電線を配し
たり、軒先利用などの促進をするた
めに必要な地方財政措置を行う。

通常の無電柱化は、共同溝などによる地
中化を図るものであるが、建設コストが
高いため周辺地域の協力のもとで安価に
実現化しようとするものである。

まちづくりは、地域づくり人
づくりという観点から、該当
地域住民の協力を得ながら円
滑に事業を進める為に、総務
省から提示のあった地域資源
活用促進事業を活用し、必要
な財政措置を講じる。

都市再生事業要綱 町並み整備事業を地域活性化事業債
の対象としている。 5

　電気事業者等への補助金（補償金）のみを地
方債の対象とすることはできないものの、町並
み保存・町並み景観の向上のための公共施設の
整備に必要な経費については、既に地域活性化
事業債の対象としているところ。

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

  地方債は、公共施設の建設事業等
を対象としているところ。
　町並み保存・町並み景観の向上の
ための公共施設の整備に必要な経費
については、地域活性化事業債の対
象としている。

日興コー
ディアル
証券株式
会社

地域資本市場創成
プロジェクト 3024 3024020 040860

横断的な支援の為
の行政ネットワー
ク作り

地域において創成プロジェクト・
チームが具体的な実務検討を行った
結果発生する行政上の問題点確認の
為に再生本部に窓口を設置して、関
係省庁間の横断的協力を求める。

地域資本市場創成における行政上の実務
的問題点を迅速に確認していくととも
に、その問合せあわせ内容と結果を公表
していくので、結果として地域資本市場
の基礎構築を早期に行うことが可能とな
る。

横断的な支援の為の開かれた
行政窓口の設置により、地域
における具体的な実務検討の
ネットワーク化を加速でき
る。

6 －
横断的ネットワーク作りは内閣官房において担
われるべきもの。
また、総務省の施策に関係する要望がない。
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ＮＴＴコ
ミュニ
ケーショ
ンズ株式
会社

コミュニティ支援
ネットワークによ
る地域ビジネスの
活性化

3068 3068030 040870
住民基本台帳カード
の条例の規定を緩
和

住民基本台帳カードの多目的利用にお
いて、当該する目的のために利用する
場合には、地方公共団体毎に条例を定
めなくても利用可能にする。（認可、許
可制又は法令にて規制）

住民基本台帳カードの多目的利用におい
て、地方公共団体毎の条例に定めなくと
も、当該する目的のために利用する場合に
は、地方公共団体毎に条例を定めなくても
利用可能にすることで、広域でサービスを
利用する場合においても事業の推進が円
滑に進むことになる。

住基カード等を利用するために
は、地方公共団体毎に条例を制
定しなけれならないために、広
域でサービスを展開するときに
円滑な事業推進ができづらい状
況である。

住民基本台帳法第３０
条の４４第８項

住基カードの条例利用領域を利用す
るためには、条例の定めが必要。 3

提案主体は、広域サービスを容易に展開するにあた
り、個別の市区町村で条例を定めることが弊害にな
ると指摘するものである。しかしながら、現行法制で
は、住基カードの条例利用領域にいかなるアプリ
ケーションをインストールするかを、条例で決定する
ことにより、民主的なコントロールを確保している。

提案の趣旨を踏まえ検討できな
いか。

民主的なコントロールを確保するため、
条例で定めるものとしていることから、
これを不要とすることはできない。

神奈川県
グリーンツーリズ
ムによる水源地域
の活性化構想

1283 1283030 040880 小学校転用による
施設再利用

補助金により整備された財産の効率
的利用の促進

・小学校統合により廃止された校舎を再
利用し、市民農園利用者の活動拠点、農
業体験宿泊施設とする。
・民間・ＮＰＯ等への行政財産の貸付

・補助金導入施設の転用が規
制されているため。
・簡易宿泊施設の営業許可の
規制があるため。

消防法第１７条第１
項、消防法施行令第
３２条

使用していない建築物であり用途が
発生していない防火対象物に対して
は、消防用設備等の規制を行ってい
ないが、消防法施行令別表第一にお
いて、旅館、ホテル、宿泊所その他
これらに類するものについては、
（五）項イとして取扱い、消防用設
備等の設置について規制を行ってい
る。

7 同様の内容の申請が特区の第４次提案事項にお
いて提案されている。

補助金により建設した施設の転
用が可能かどうかについて、回答
されたい。

消防法では補助金導入施設の転用に
ついては、転用後の用途に応じた消防
用設備等の規制は行っているが転用そ
のものについては何ら規制を行ってい
ない。

小田原市

社会関係資本
（ソーシャル・
キャピタル）の培
養によるにぎわい
の創出

1031 1031040 040890
土地開発公社所有
の先行取得用地に
ついての一時転用

小田原駅東口お城通り地区について
市街地再開発事業が推進されている
が、第２期用地として保留されてい
る公社所有地について、第２期事業
推進時までに限り、簡易立体駐車場
等の設置を認める。

先行取得した公社用地のうち、第２期事
業と位置付けられた箇所については、当
該事業着手時までの間、簡易立体駐車場
等の設置を認める。

土地開発公社が先行取得した
土地に堅牢な建物を建設する
内容とする賃貸等は認められ
ない。

・「公有地の拡大の
推進に関する法律」
（昭和４７年法律第
６６号）
・「土地開発公社の
保有土地の賃貸等の
運用方針について」
（昭和６２年１０月
２２日、自治政第１
０６号）

土地開発公社は地方公共団体等の依
頼に基づき公有地となるべき土地等
を取得・処分することができる。
また、公拡法第１７条に規定された
業務の実施に伴う公有地の管理、有
効利用の観点から、１０年を超えな
い範囲で賃貸等を行うことができ
る。

5

「土地開発公社の保有土地の賃貸等の運用方針
について」において、長期に及ぶもの（当面１
０年を超えるもの）や堅固な建物を建設する場
合を除き、賃貸が可能である旨規定しており、
簡易立体駐車場であれば、堅固な建物ではない
と思われる。

福井県 「ウェルカム元気
な企業」構想 1087 1087010 040900

土地開発公社先行
取得用地の処分用
途制限緩和

　土地開発公社が先行取得した用地
について、商業・工業用地として新
たな雇用創出が生み出される場合に
は、処分用途制限を緩和する。

・当該土地を活用し、一定の雇用創出を
生み出す企業立地等の計画がある場合
に、民間等への譲渡、売却を行う。

　土地開発公社の先行取得し
た土地の利活用が課題となっ
ている。

6 － 公拡法の該当部分は国交省の所管である。

新城市 「今夜は街に出か
けよう」構想 1237 1237040 040910

土地開発公社所有
土地の貸し付けの
容認

イベント等の行事開催時に、土地開
発公社の所有する土地を活用できる
ようにする。

都市計画道路整備のために先行取得して
いる土地を、事業開始まで一時的に商店
街組合に貸し付け、商店街事業に役立て
る。

地域内に準公有の空き地があ
るにもかかわらず、利用でき
ないのは不合理であり、住民
感情からも許されない。

・「公有地の拡大の
推進に関する法律」
（昭和４７年法律第
６６号）
・「土地開発公社の
保有土地の賃貸等の
運用方針について」
（昭和６２年１０月
２２日、自治政第１
０６号）

公拡法第１７条に規定された業務の
実施に伴う公有地の管理、有効利用
の観点から、１０年を超えない範囲
で賃貸等を行うことができる。

5

「土地開発公社の保有土地の賃貸等の運用方針
について」において、長期に及ぶもの（当面１
０年を超えるもの）や堅固な建物を建設する場
合を除き、賃貸が可能である旨規定しており、
イベント等のための一時的な賃貸は可能であ
る。

辰口町
（能美
市）

商業・観光と農業
が共生した新市の
循環型新拠点づく
り構想

1366 1366010 040920 土地開発公社造成
地の賃貸の容認

辰口町土地開発公社が造成した土地
について、大型ショッピングセン
ターを建設するために賃貸をさせて
いただきたい。

辰口町土地開発公社造成地約67,000㎡を
大型ショッピングセンター設置者に30年
間賃貸させる

旧自治省通達では、賃貸等の
相手方に処分することを前提
した10年以内の賃貸以外、長
期に及ぶものや堅固な建物を
建設する等を内容とする賃貸
は認めていない。しかし、最
近の大型ショッピングセン
ター建設では初期投資を抑え
るため、ほとんどが賃貸で建
設されているのが現状で、今
回の場合も30年間の賃貸を望
んでいるため、その要望に応
え、地域の活性化と雇用機会
の創設を図りたい

・「公有地の拡大の
推進に関する法律」
（昭和４７年法律第
６６号）
・「公有地の拡大の
推進に関する法律施
行令」（昭和４７年
政令第２４８号）
・「構造改革特別区
域法施行令」（平成
１５年政令第７８
号）第７条

公社の所有する土地造成事業用地で
あって、特区内に所在するものを、
工場、事務所等の業務施設等の用に
供するするために賃貸することが、
都市の健全な発展と秩序ある整備に
寄与するとして認定を受けたとき
は、事業用借地権を設定し、賃貸す
ることができる。

4
構造改革特区における特定事業である「土地開
発公社の所有する造成地の賃貸事業」により、
事業用借地権を設定し、１０～２０年賃貸する
ことができる。

22 / 76 ページ



15.提案主
体名

19.地域再生構想の
名称

a.地域
再生構
想管理
番号

b.支援措置
提案事項管
理番号

c.管理
コード

27.地域再生のため
の支援措置に係る

提案事項
（事項名）

28.地域再生のための支援措置に係る
提案事項の内容 31.具体的事業の実施内容 32.提案理由

37.提案事項に関連す
る法令、告示、通達等

の定め
38.制度等の現状

39.措
置等
の分
類

40.措
置等
の方
法

41.措置等の概要（対応策）
44.各省庁からの回答に対する
地域再生推進室からの再検討要

請

45.
「措
置等
の分
類」

46.
「措
置等
の方
法」

47.再検討要請に対する各府省庁から
の回答

加世田市 人と自然の「往
来」地域再生構想 2097 2097080 040930

土地開発公社が所
有し、民間企業等
への賃貸を可能と
する関係法令の特
例措置

　土地購入が障害となり事業展開で
きないでいる民間企業等の立地を促
進するため，市土地開発公社がその
業務において土地の賃貸を行うこと
ができるようにする。

　土地開発公社の業務において、民間企
業等に対して土地の賃貸を行う｡

　土地購入が障害となり、進
出に至らない民間企業等の立
地を促進し、経済活動の活性
化・雇用の創出を図り、地域
活性化を促進する。

・「公有地の拡大の
推進に関する法律」
（昭和４７年法律第
６６号）
・「土地開発公社の
保有土地の賃貸等の
運用方針について」
（昭和６２年１０月
２２日、自治政第１
０６号）

土地開発公社は地方公共団体等の依
頼に基づき公有地となるべき土地等
を取得・処分することができる。

3

土地開発公社は、「公有地となるべき土地等の
取得及び造成その他の管理等」を行わせるため
に設立されたものである。地方公共団体等の依
頼により取得された土地については、依頼元団
体が速やかに再取得すべきであり、土地開発公
社に長期の保有を強いることは適切ではない。

提案者の要望は、土地購入が障
害となり事業展開できないでいる
民間企業等の立地を促進するこ
とであるが、その趣旨を踏まえ再
度検討されたい。

2 Ⅶ

１．土地開発公社の経営健全化の観点
から、土地開発公社が直接貸付けるの
ではなく、土地開発公社の土地を地方
公共団体が取得してその有効利用を図
るための一般的な措置を、平成１６年度
の早期に講じる。

（措置の方向性）
　計画的な経営健全化を図る土地開発
公社に係る土地の再取得について、次
のような措置を講じる。
①当該土地を地方公共団体が再取得
し将来公共用地として活用する場合に
は、当該再取得費について一般単独事
業債等による地方債措置を講じる。
②当該土地を地方公共団体が再取得
し民間企業に貸し付けて活用する場合
には市場実勢等を勘案した適切な賃料
設定の有無や当該企業の財務能力等
を十分確認の上、一般単独事業債によ
る地方債措置を講じる。

２．加世田市の事例は、１．により対応
する。なお、一般事業債の充当率は７
５％であるが、残り２５％の全部又は一
部についても、要件を満たせば、地域
再生事業債等が充当可能。

磐梯町

仏都・会津のシン
ボル磐梯町への定
住化構想(過疎地域
からの脱却のため
の地域再生）

1232 1232010 040940
各種許可制度の一
括許可申請及び一
括許可制度

過疎地域からの脱却の地域再生プラ
ンに関しての各種許可申請について
農地法・農業振興地域の整備に関す
る法律･都市計画法等に係る許可申請
及び許可について一括して取り扱
い、併せて基準面積の緩和等を図る

各種申請の一括許可申請により統一的な
申請が行われることにより、事務の簡素
化が図られ、又各種許可を簡素化するこ
とになる。

各種許可申請を従来の方法に
より申請する場合は時間と書
類作成に手間がかかりすぎ、
小さい町村では対応できずに
断念するか、長期的な対応を
してきた。

6 － 総務省の施策に関連する要望がない。

市川市 子育て、福祉、介
護、健康、安全等
の財・サービスに
よる地域再生

1122 1122030 040950
地方公務員の出向
派遣等によるノウ
ハウ提供

民間主体（NPO、株式会社等）への地
方公務員の出向派遣等を許可する。

コミュニティ・サービス事業を運営する
民間主体（NPO、株式会社等）に、地域
再生マネジャー（仮称）として、地方公
務員を出向派遣し、行政固有のノウハウ
等（子育て、福祉、介護、健康、安全
等）活かし、住民からの悩み、相談ご
と、コミュニティ・ビジネス支援等を人
事交流によって実施するで、地域のコ
ミュニティ・ビジネス等を円滑に推進す
ることが可能となる。

公益法人等への一般職の地方
公務員の派遣等に関する法律
第二条第一項第二号の法人を
定める政令では、地方公務員
が民間主体に出向派遣等が許
可されていないため、地方公
務員が地域再生マネージャー
（仮称）人事交流を行いノウ
ハウ等の提供や支援等ができ
ない状況である。

　公益法人等への一
般職の地方公務員の
派遣等に関する法律
第１０条
　公益法人等への一
般職の地方公務員の
派遣等に関する法律
第２条第１項第２号
の法人を定める政令
第６９号

　公益法人等への一般職の地方公務
員の派遣等に関する法律に基づく条
例に規定されていれば、ＮＰＯ法人
及び当該地方公共団体が出資してい
る株式会社への派遣は可能。

7

　すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉
仕者ではなく（憲法15条）、また、地方公務員は、全
体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければ
ならない（地方公務員法30条）ものである。
　公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関す
る法律は、地方公務員を公益法人等の業務に専ら従事
させるための制度であるが、地方公共団体の業務と密
接な関連があるなど条例で定めた特定の法人にのみ派
遣することを可能としたものであり、公益法人等の業
務の円滑な実施の確保等を通じて、地域の振興、住民
の生活の向上等に関する地方公共団体の諸施策の推進
を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的
としたものである。
　このような制度を一般民間企業への派遣として広く
認めることは、地方公共団体の施策とは全く関係のな
い民間企業の業務に公務員が従事することとなり、憲
法に抵触するおそれがある。
　なお、ＮＰＯ法人への派遣及び当該地方公共団体が
出資している株式会社については、公益法人等への一
般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づく条例
の規定があれば、派遣が可能となっている。

茨城県取
手市

市民とのパート
ナーシップによる
地域協働社会の構
築

1355 1355010 040960
地方公務員に係る
臨時的任用期間の
延長

臨時職員は地方公務員法により任用
期間が一年間までとなっているが、
一年を超えた期間での任用を可能と
し、臨時職員の活用を図る。

臨時職員は地方公務員法により任用期間
が一年間までとなっているが、一年を超
えた期間での任用を可能とし、臨時職員
の活用を図る。

職員の削減を進めていく中
で、業務が行政パートナーへ
の委託で補いきれない場合
に、業務に熟練した臨時職員
を長期的に確保し、市民サー
ビスの低下をきたさないよう
にするため、本提案を行な
う。

地方公務員法第２２
条第５項、構造改革
特別区域法第２０条
第１項第３号及び第
５項

臨時的任用は、緊急の場合や臨時の
職に関する場合等に限り、正式任用
の例外として、競争試験等を経るこ
となく任用が可能となっており、こ
のような制度の趣旨にかんがみ、任
期は６ヶ月以内で更新は１回限りと
され、これにより１年を超える臨時
的任用はできないこととなってい
る。

4

行政の効率化を図るため、行政パートナーの活
用を前提に、計画に基づき職員の削減を進める
過程において、行政パートナーへの業務委託の
円滑化を図り、市民サービスの低下をきたさな
いために臨時的任用を活用したいということで
あれば、特区法第２０条第１項第３号により、
最大３年までの臨時的任用が可能である。
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下郷町 交流促進による地
域づくり 1184 1184010 040970

教育施設の目的外
使用に伴う補助金
返還の免除等

急速な少子化に伴い休校にとなって
いる小学校（分校）校舎など統廃校
が余儀なくされている小学校分校校
舎について、交流の促進の基点とな
るよう多目的に活用するための施設
として再生活用するため、目的外使
用（転用）を容認し、補助金返還の
免除や起債の返還免除又は段階的返
済の容認

統廃合により廃校校舎となる予定の学校
教育施設（楢原小学校戸赤分校校舎と江
川小学校大内分校）について幅広い年齢
層の長期滞在型を加味した多目的な交流
施設に改修し、交流の基点とすることに
より、町内全域の交流人口の増加につな
がり、地域経済の活性化や雇用創出が得
られる。

当町では、平成17年度から小
学校の統廃合を行い、各分校
を廃校にする予定であるが、
校舎施設の活用には補助金等
の返還が生じることからも課
題とされていたが、地域再生
構想の支援による、地域事情
に合った転用の容認を必要と
しているため

地方財政法第５条、
第５条の２

　起債を充当して建設した公共施設
の用途の変更があった場合、繰上償
還を行っている。

1 Ⅶ
　地域再生計画に位置づけられ、地域再生推進
のために転用が必要であると認められるものに
ついては、繰上償還不要。

静岡市

学校統合により廃
止となる学校施
設、用地を活用し
たまちづくり

1245 1245010 040980

学校統廃合等によ
り廃止となる学校
施設、学校用地の
他の公共施設、公
用施設への転用の
容易化

公立学校施設整備費補助金等に係る
財産処分承認等についての局長裁定
に含まれない公共施設、公用施設へ
転用する場合に補助金の返還、市債
の繰上償還の免除。
学校用地を他の公共施設、公用施設
へ用途変更する場合に市債の繰上償
還を免除。

小学校の統廃合により廃止となる学校施
設及び学校用地をＮＰ０センターなどに
転用し、地域活動の拠点として利用し、
地域の活性化を図る。

現状の制度では、予定してい
る施設への転用する場合、補
助金の返還と市債の繰上償還
があり、改修費等も含めて財
政負担が大きい。

地方財政法第５条、
第５条の２

　起債を充当して建設した公共施設
の用途の変更があった場合、繰上償
還を行っている。

1 Ⅶ
　地域再生計画に位置づけられ、地域再生推進
のために転用が必要であると認められるものに
ついては、繰上償還不要。

茨城県
霞ヶ浦レイクツー
リズム推進プロ
ジェクト

1273 1273070 040990 下水道事業債の借
換対象要件の緩和 　公営企業借換債の対象要件である

既往起債の利率要件を引き下げる。

 下水道高資本費対策借換債の対象要件
（利率年７．０％以上）を大幅に緩和す
ることにより、低金利時代の実態に応じ
た借換を行うことにより，住民の経済的
負担の軽減と公営企業としての経営の健
全化を図り，霞ヶ浦の水質浄化を一層推
進する。

　下水道高資本費対策借換債
については，対象となる下水
道事業債の利率が７％以上で
あることが要件となっている
が，現在の低金利を公営企業
の経営に有効に活かせるよ
う，下限の緩和が必要であ
る。

3 -

公的資金については、一般的に借換及び繰り上
げ償還を無制限に認めることは、長期で安定し
た資金を地方公共団体に供給するという公的資
金の基本的な機能を損ないかねないものであ
り、困難である。
しかしながら、特に公庫資金については地方団
体の厳しい財政状況に鑑み、公庫の経営に支障
のない範囲で借換債を限定的に認め対象枠の拡
大を図っているところであり、平成16年度公営
企業金融公庫予算においては、1,100億円を確保
（対前年度400億円増）したところ。

地域の実情を踏まえ、要望を実
現することが出来ないか再度検
討されたい。

公的資金については、一般的に借換及
び繰上償還を無制限に認めることは、
長期で安定した資金を地方公共団体に
供給するという公的資金の基本的な機
能を損ないかねないものであり困難で
ある。
しかしながら、特に公庫資金について
は地方団体の厳しい財政状況に鑑み、
公庫の経営に支障のない範囲で借換
債を限定的に認め対象枠の拡大を図っ
ているところであり、平成16年度公営企
業金融公庫予算においては、1,100億
円を確保（対前年度400億円増）したと
ころ。
また、本件は予算措置事項であること
から年度途中での対応は困難である
が、今後、公営企業金融公庫の経営状
況を見極めつつ公営企業借換債の金
額枠及び金利等の要件緩和に努めて
参りたい。

茨城県

『鹿島経済特区』
推進プロジェクト
構想（＝コンビ
ナート地域再生プ
ロジェクト）

1276 1276110 041000
工業用水道に係る政
府債借換制度の創
設

　工業用水道事業に係る高金利の政府
債を現状に則した低金利の政府債に借
り換えできる制度の創設。

　政府債については、公庫債のような借換
制度ないため、現状でも８％の金利の負債
があり、工業用水のコスト高の要因となって
いる。このため、現状に則した金利への借
換を推進することで、工業用水単価の低減
を図る。

　現行の政府債借換制度は、借
換による効果の約７割が違約金
として徴収されるため効果が薄
れ実質的に機能しない状況と
なっている。鹿島において競争
力あるコンビナートを構築する
上では、工業用水コストの低減
は急務となっており、政府債の
金利負担（最大８％）の現行水
準への切り替え（政府債借換）
を図ることが極めて効果的な手
段となっている。

3 -

公的資金については、一般的に借換及び繰り上げ
償還を無制限に認めることは、長期で安定した資金
を地方公共団体に供給するという公的資金の基本
的な機能を損ないかねないものであり、困難である。

地域の実情を踏まえ、要望を実
現することが出来ないか再度検
討されたい。

公庫資金については地方団体の厳しい
財政状況に鑑み、公庫の経営に支障の
ない範囲で借換債を限定的に認め対象
枠の拡大を図っているところであり、平
成16年度公営企業金融公庫予算にお
いては、1,100億円を確保（対前年度
400億円増）したところ。
なお、政府資金の借換については、財
務省が判断しているものであり、総務
省が認めるべきものではない。
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美浜町
自助・自立の地
域、そして町づく
り

1302 1302010 041010 高率政府債の任意
繰上償還

将来の借入に支障を及ぼすことな
く、過去に借り入れた高利率の政府
資金（現行の１～２％を超えるも
の）について、補償金等を課すこと
なく、任意の繰上償還を認めていた
だきたい。

各資金の中で低率の借り換え制度を創設
してほしいというものではなく、地域の
金融機関から資金を調達して償還に充て
るもので、地域経済の活性化にも貢献で
きる。

現行制度では事実上不可能で
あるとともに、将来の借入に
支障が出るようでは困るた
め、地域再生で提案するも
の。

3 -

公的資金については、一般的に借換及び繰り上
げ償還を無制限に認めることは、長期で安定し
た資金を地方公共団体に供給するという公的資
金の基本的な機能を損ないかねないものであ
り、困難である。なお、繰上償還については、
補償金の支払いを前提に繰上償還を認める制度
が創設されているところであるが、この補償金
は公的資金の運営に支障が生じることがないよ
うにするためのものであり、補償金を課さない
任意の繰上償還を認めることは困難である。

地域の実情を踏まえ、要望を実
現することが出来ないか再度検
討されたい。

公的資金については、一般的に借換及
び繰り上げ償還を無制限に認めること
は、長期で安定した資金を地方公共団
体に供給するという公的資金の基本的
な機能を損ないかねないものであり、困
難である。なお、繰上償還については、
補償金の支払いを前提に繰上償還を
認める制度が創設されているところで
あるが、この補償金は公的資金の運営
に支障が生じることがないようにするた
めのものであり、補償金を課さない任意
の繰上償還を認めることは困難である
点をご理解頂きたい。
また、公庫資金については地方団体の
厳しい財政状況に鑑み、公庫の経営に
支障のない範囲で借換債を限定的に認
め対象枠の拡大を図っているところで
あり、平成16年度公営企業金融公庫予
算においては、1,100億円を確保（対前
年度400億円増）したところ。なお、政府
資金の繰上償還については、財務省が
判断しているものであり、総務省が認め
るべきものではない。

千葉県
既存水源(県営工業
用水水源）の有効
活用

1309 1309010 041020

既存水源の有効活
用を図る上での国
庫補助及び起債制
度の見直し

　既存水源の有効活用に当たり、国
庫補助金及び起債を財源として取得
した水源を他の事業体に転用又は融
通する場合、水道事業体間若しくは
都市用水間では目的外使用とされ、
国庫補助金の返還及び起債の繰上償
還が求められることに対し、「補助
金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律」の「目的外使用」の解釈
の弾力化や補助金返還と交付の相殺
のしくみの導入などによる補助金の
あり方の見直し及び起債の繰上償還
の方法等の改善を提案する。
　なお、起債の繰上償還の方法等の
改善に係る具体的な提案内容は以下
のとおりである。
①事業体（借入者）において繰上償
還する借用証書を選択できるように
すること。
②一般会計出資（債）については、
その算定に当たり、補助金交付がな
い場合であっても補助対象要件を満
たす場合には出資対象経費として認
定できる等制度の見直しを図るこ
と。
(詳細は、別紙のとおり）

　工業用水道の既存水源を上水道水源に
用途間転用するとともに、上水道事業体
間での地域間水源融通を同時に行い、水
源不足の解消と地域住民の水道料金負担
の抑制及び波及効果としての地域経済の
活性化をはかる。
  また、水源の移転に伴う新規浄水場の
建設及び管理については、ＰＦＩの活用
及びアウトソーシング等を検討し、地域
雇用の創出を図る。

  国庫補助金及び起債を財源
として取得した水源を他の事
業体に転用等を行う場合、目
的外使用とされ国庫補助金の
返還等が必要とされることか
ら多額の資金を必要とし、既
存水源の有効活用を図れない
ばかりではなく、ひいては供
給を受ける地域住民の水道料
金等の負担となる。

3 -

公的資金の起債に際しては、その起債目的に公
的資金の適債性を見いだして起債許可及び貸付
が行われているもの。このため、当初の起債目
的が変更された場合には、その目的が実現され
なかったものとして繰上償還を求めていること
をご理解頂きたい。

地域の実情を踏まえ、要望を実
現することが出来ないか再度検
討されたい。

1 Ⅶ
地域再生経計画に位置付けられ、地域
再生推進のために転用が必要であるも
のについては、繰上償還不要。

宮崎県

港湾環境整備事業
により整備した緑地・
公園及び海岸環境
整備事業のより整備
した緑地等の有効活
用による本県活性化

2069 2069010 041030 　緑地等内の土地の
利活用の規制緩和

　 緑地等の土地を積極的に利活用して
もらうため企業・個人にレストラン等の施
設の設置及びその施設を設置する土地
の使用許可を行う。この際、目的外使用
における補助金返還を免除してほしい。

営利・非営利に関わらず、緑地等内で行政
が指定した部分を使用したい企業等を公募
し、その中で審査を行い選定された企業等
にレストラン等の施設の設置及びその施設
を設置する土地の使用許可を行う。

 　緑地等の財産は、全体を行政
財産として管理している。行政
財産の利活用については、各法
律に縛りがあり、企業・個人に
使用許可を行うには、多くの制
限がある。しかしながら緑地等
内の土地の活用については、レ
ストラン等の営利施設の設置を
可能とするよう規制緩和を行え
ば、港湾施設用地及び国有海
浜地の機能を大いに増進し、一
般利用者の利用促進にも繋が
ることが期待されるため。

地方自治法第238条の
４

　地方公共団体に属する行政財産に
ついては、一定の場合を除くほか、貸
し付け等の私権の設定を行うことがで
きないが、その用途又は目的を妨げな
い範囲において行政財産の使用を許
可することができる。

5

　地方公共団体における行政財産は、原則として貸
し付け等の私権の設定を行うことができないが、そ
の用途又は目的を妨げない範囲において、行政財
産の使用を許可することができるものとされているこ
とから、地方自治法上の制限は存しないものであ
る。
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大津市 古都大津ルネッサ
ンス 2085 2085020 041040

公共駐車場の用途
変更に伴う起債残
高の一括繰上返還
の免除

　高齢化が進み、会社や行政機関の郊外への移
転が進む中心市街地を再生させるためには、住
みやすく働きやすい町の機能を取り戻すことが
最も大切である。そのため、公共施設の中心市
街地への再配置を検討しているが、その場合に
は次の支援策が不可欠になる。
○　公共駐車場の用途変更に伴う起債残高の一
括繰上返還の免除

高齢福祉や子育て支援、健康づくり、ライブ
ラリーなどの機能を有する心と体の健康セン
ターを市が再開発ビルの空き床を利用して設
置することを検討している。
○再開発ビルの商業施設利用を目的に整備し
た公共駐車場を地域再生の核となる公共施設
のための駐車場として利用する。

現在、既存施設の有効活用を
図るための方策を多面的に検
討しているが、方針が決定し
た際に生じる起債の一括返還
等の問題を解消しておく必要
があるため

3 -

公的資金の起債に際しては、その起債目的に公
的資金の適債性を見いだして起債許可及び貸付
が行われているもの。このため、当初の起債目
的が変更された場合には、その目的が実現され
なかったものとして繰上償還を求めていること
をご理解頂きたい。

地域の実情を踏まえ、要望を実
現することが出来ないか再度検
討されたい。

5
公営企業として駐車場事業を行う限り
においては、現行制度により繰上償還
は不要。

大津市 古都大津ルネッサ
ンス 2085 2085130 041050

公共施設の移転に
係る補助金返還及
び起債残高一括返
還の免除

健康センター等市民生活に直結した
公共施設を高齢化の進む中心市街地
へ移転を検討しているが、その方針
が決定した場合において、その公共
施設が移転した跡を利用して、防災
センターを整備したときに、当該公
共施設設置の際、交付を受けた補助
金の返還及び起債残高の一括返還を
免除

地震調査委員会の長期評価によると、本
市域を南北に縦断する琵琶湖西岸断層帯
について、今後30年以内の地震発生確率
は0.09％～9％と高く、誠に憂慮すべき
状況にある。
地震、風水害など様々な災害から市民の
生命や財産を守るため、万一の災害発生
に際しても、その災害活動拠点や、市民
に対する防災意識の啓発などの機能も併
せた防災拠点施設として、防災センター
の整備を検討している。

現在、防災センターの整備に
ついて、様々な事業手法を検
討している。選択肢の一つと
して、既存の公共施設が移転
したあとの活用も検討してい
るが、その場合においては、
当該公共施設を設置したとき
の補助金返還等の問題が考え
られるため。

地方財政法第５条、
第５条の２

　起債を充当して建設した公共施設
の用途の変更があった場合、繰上償
還を行っている。

3
施設の転用ではなく、施設そのものが失われて
しまう場合については、地方債の元利償還金を
受益のない将来の住民に負担させることは適当
でないことから、繰上償還することが適当。

地域の実情を踏まえ、要望を実
現することが出来ないか再度検
討されたい。

　健康センター等の公共施設を防災セ
ンター等の他の公共施設に転用する場
合は、地域再生計画に位置づけられ、
地域再生推進のために転用が必要で
あると認められるものについては、繰上
償還不要。

兵庫県
「“つくる”から
“つかう”」公的
施設等活用構想

2098 2098010 041060
公的施設のリニュ-
アルのための適化
法等の柔軟な対応

地方債や国からの補助金で建設した
公的施設等の目的外転用に当たり、
①地方債の繰上げ償還を不要とす
る。
②転用の阻害要因（補助金の返還
等）を除去する等適切な法的措置を
講じる。
③転用の際に必要となる整備等の財
源確保のため、リニューアル債を措
置する。

・統廃合等により廃校となった学校の特
産品製造施設への転用
・市町・ＪＡ等の余剰施設の民間施設へ
の転用　等

現行では地方債や国からの補
助金で建設した公的施設等を
目的外転用する場合には、補
助金等の予算の執行の適正化
に関する法律により、補助金
の交付の決定が取り消され、
期限を定めて、その返還が命
じられることとなり、県・市
町等の新たな財政負担が生じ
ることから、地域の特性や
ニーズに応じた施設利用がで
きない。そこで、①地方債の
繰上げ償還を不要とする、②
転用の阻害要因（補助金の返
還等）を除去する等適切な法
的措置を講じる、③転用の際
に必要となる整備等の財源確
保のため、リニュ-アル債を
措置するなどの措置を講じる
ことが必要である。

地方財政法第５条、
第５条の２

地方公共団体の歳出は、地方債以外
の歳入をもつて、その財源としなけ
ればならない。ただし、公共施設等
の建設事業費の財源とする場合等に
おいては、地方債をもつてその財源
とすることができる。
起債を充当して建設した公共施設の
用途の変更があった場合、繰上償還
を行っている。

1

・

1,5

Ⅴ

　地域再生計画に位置づけられ、地域再生推進
のために転用が必要であると認められるものに
ついては、繰上償還不要。

　他の公共施設（民間施設は含まない。）への
転用に係る既存の公共施設の増築や改築、大規
模な模様替等については起債が可能。
  なお、地域再生計画に位置づけられ、地域活
性化事業が目的とする喫緊の政策課題の実現を
図るための施設への転用については、地域活性
化事業債の対象とする。

ー

兵庫県・
篠山市

陶芸文化の郷づく
り構想 2100 2100030 041070

公的施設のリ
ニューアルのため
の適化法の柔軟な
対応

地方債や国からの補助金で建設した
公的施設等の目的外転用に当たり、
①地方債の繰上げ償還を不要とす
る。
②転用の阻害要因（補助金の返還
等）を除去する等適切な法的措置を
講じる。
③転用の際に必要となる整備等の財
源確保のため、リニューアル債を措
置する。

県立陶芸館（仮称）の建設に伴う隣接す
る篠山市立「陶の郷」等のリニューアル
の促進

現行では地方債や国からの補
助金で建設した公的施設等を
目的外転用する場合には、補
助金等の予算の執行の適正化
に関する法律により、補助金
の交付の決定が取り消され、
期限を定めて、その返還が命
じられることとなり、県・市
町等の新たな財政負担が生じ
ることから、地域の特性や
ニーズに応じた施設利用がで
きない。そこで、①地方債の
繰上げ償還を不要とする、②
転用の阻害要因（補助金の返
還等）を除去する等適切な法
的措置を講じる、③転用の際
に必要となる整備等の財源確
保のため、リニューアル債を
措置するなどの措置を講じる
ことが必要である。

地方財政法第５条、
第５条の２

地方公共団体の歳出は、地方債以外
の歳入をもつて、その財源としなけ
ればならない。ただし、公共施設等
の建設事業費の財源とする場合等に
おいては、地方債をもつてその財源
とすることができる。
起債を充当して建設した公共施設の
用途の変更があった場合、繰上償還
を行っている。

1

・

1,5

Ⅴ

　地域再生計画に位置づけられ、地域再生推進
のために転用が必要であると認められるものに
ついては、繰上償還不要。

　他の公共施設（民間施設は含まない。）への
転用に係る既存の公共施設の増築や改築、大規
模な模様替等については起債が可能。
  なお、地域再生計画に位置づけられ、地域活
性化事業が目的とする喫緊の政策課題の実現を
図るための施設への転用については、地域活性
化事業債の対象とする。
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飯山市
地域の宝を活かす
賑わい創出・旅産
業おこし

1311 1311110 041080
商店街環境整備に
対する地方債メ
ニューの拡大

　一般単独事業債「中心市街地再活
性化等特別対策事業」の対象事業に
「商業施設」を加えていただきた
い。

　中心市街地活性化のための商業施設の
整備「テナントミックスに資する店舗」
整備

　同内容の補助事業は、経済
産業省の「中心市街地商業等
活性化総合支援事業」で対応
できるが、施設規模・事業年
度等、地方単独事業で実施す
る方が事業化しやすい面があ
る。
　可能であるなら、充当率・
交付税措置の改定で国庫補助
財源並の地方負担におさえて
ほしい。

地方財政法第５条
中心市街地再活性化
特別対策事業要綱・
要領

中心市街地の再活性化を促進するた
め、地方公共団体が集客力を高める
ための公共空間の整備等の地方単独
事業を一般単独事業債の対象として
いる。

3
　商業施設は、特定の事業者が利用する収益施
設であり、地方債の対象とすることはできな
い。

提案の趣旨を踏まえ検討できな
いか。 5

料金収入等により独立採算の可能な事
業で、他の事業債の対象とならない事
業については、観光その他事業債の対
象となりうるもの(公営企業債）。

伊東市 伊東健康保養地づ
くり構想 1356 1356030 041090

地方交付税算定に
おける補正措置の
拡大

地方交付税の算定に当たって、消防
費、土木費等において、滞在人口を
加えた補正措置の拡大を図る。

観光都市としての特殊な行政需要に対す
る財源措置の充実を図ることにより、財
政の健全化に資するとともに、都市基盤
整備を促進し、市民及び来遊客の利便を
図り、来遊客の増加を目指す。

観光都市である当市は、来遊
客数も含めた都市基盤や保健
衛生、消防等の行政サービス
が必要であり、加えて別荘概
念の変更や特別地方消費税の
廃止による減収が財政運営に
重大な影響を及ぼしている。

地方交付税法第13条 右記のとおり 5

普通交付税の算定においては、温泉所在団体に
ついて観光客の訪問にともなうゴミ処理等に要
する増加経費があることから、入湯客数を指標
とする割増算入をしているところ。
今後、交付税算定の簡素化・中立化を図る中
で、当該補正のあり方についても検討してい
く。

提案者の要望は、地方交付税の
算定に当たって、消防費、土木
費等においては滞在人口を加え
た補正措置の拡大を図るという
ものえあるが、提案の趣旨を踏
まえ検討されたい。

骨太の方針２００３（平成15年６月
27日閣議決定）において、算定の簡
素化が記載されており、補正係数の
拡大は困難。

中津江村
２００海里の森・
サッカーと笑顔の
村づくり事業

2061 2061040 041100
普通交付税の枠拡
大または森林交付
税の創設

地球温暖化防止、公益的機能発揮の
ため国の施策としての普通交付税の
枠拡大及び森林交付税の創設を図
る。

（実施内容）
普通交付税の算定基礎数値に森林面積を
加える。また、森林面積に応じた森林交
付税を創設する。
（効果）
山間地域での森林再生、事業創出、雇用
につながる。

水源涵養、地球温暖化防止に
対する国民の期待や関心が高
まっている一方で、森林を山
村地域だけで守っていくこと
が、困難となっており、森林
の持つ多面的機能の発揮が危
惧されている。

地方交付税法第13条 右記のとおり 3

森林・山村対策については、地方公共団体が取
り組む公有林の適正な管理対策、林道の整備な
ど、ソフト・ハード両面にわたる各種事業に対
し、所要の財源措置がこうじられているとこ
ろ。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

提案の趣旨を踏まえ検討できな
いか。

森林・山村対策については、地方公
共団体が取り組む公有林の適正な管
理対策、林道の整備など、ソフト・
ハード両面にわたる各種事業に対
し、所要の財源措置がこうじられて
いるところ。

「単なる従来型の税財政措置を求め
るもの」

茨城県
カシマスポーツ交
流空間創造プロ
ジェクト

1275 1275040 041110
民間が行うスポーツ
交流活動に対する支
援

・マリーナ整備の補助制度については、
現在、県及び市町村が行う場合のみを
対象としているが、補助対象を民間が
実施する場合にも拡大する。
また、民間が実施する場合の国の補助
率を２分の１に嵩上げする。（市町村が
実施する場合、現行３分の１）
・地方公共団体が行う民間への助成に
要する経費について地方交付税に算入
する。

常陸利根川にマリーナ(係留施設）を整備
し、不法係留の解消並びに河川の利活用
の推進を図る。

また、誘客を図るために、
・民間が整備するスポーツ施設整備費の補
助を行う。
・民間が借り入れた資金への利子補給補
助を行う。
・民間が共同で実施するPR費用等の助成
を行う。

　マリーナは、自然再生事業
などの河川事業と異なり、民
間で整備でき、目的とする不
法係留、景観阻害を解消でき
るものである。民間活力を生
かした事業の展開を図ること
により、雇用の創出など自立
的な地域の再生に寄与できる
ものである。

地方交付税法第１２
条 右記のとおり 5

スポーツ振興にかかる経費については普通交付
税の基準財政需要額における単位費用の積算基
礎としている。

提案者の要望は、マリーナ整備
を行う民間事業者を補助対象と
し、補助率をかさ上げし、民間
助成に要する経費を地方交付税
に参入することであるが、その
内容は実現できるのか確認され
たい。

3

単位費用の算入については、マリー
ナ整備における民間助成が国の政策
として推進すべきものとして認めら
れ、それが、全国的に標準的な経費
として捉えられることが必要であ
り、現時点では単位費用への算入は
困難。

北海道滝
川市 商業都市の再生 1390 1390020 041120

駐車場等補助採択
基準に係る要件緩
和

中心市街地において市民利用等利便
上特に必要とする各省庁の現行駐車
場支援制度（駐車場等補助・地方債
制度）の要件緩和

中心市街地における良好な交通アクセス
等条件づくりのためにポイント的に効果
的な駐車場場を公共・民間の連携もとに
整備を図る。

中心市街地における駐車場整
備については各種施策がある
が、次の点で要件緩和が図ら
れば効果的な駐車場環境の整
備、中心市街の利便向上につ
ながる。①駐車場単体での整
備②用地を対象等

・中心市街地再活性
化特別対策事業要綱
・中心市街地再活性
化特別対策事業取扱
要領

駐車場については、集客力を高める
施設の整備として、一般単独事業債
（一般事業）による地方財政措置の
対象としている。

5

現行、駐車場等の集客力を高める施設の整備に
対し、一般単独事業債（一般事業）による地方
財政措置の対象としている。また、要件緩和に
ついては、地域再生推進のための基本指針（平
成１５年１２月１９日地域再生本部決定）にお
いて、「地域の『自助と自立の精神』を活かす
ため、従来型の財政措置を講じないことを基本
とする。」とされている。

提案者の要望は、駐車場単体で
の整備、用地を対象に含めると
いうものであるが、その提案が
実現できるのか確認されたい。

　現行、駐車場等の集客力を高める
施設の整備に対し、一般単独事業債
（一般事業）による地方財政措置の
対象としており、中心市街地再活性
化特別対策事業要綱・中心市街地再
活性化特別対策事業取扱要領の範囲
内で実現することが可能である。
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天栄村

再生可能エネル
ギーの導入によ
る、森を単位にし
た地域再生計画

1075 1075080 041130

地域活性化事業債
の対象要件の緩和
及び充当率１０
０％措置

本計画実現のために、地域活性化事
業債の起債充当率「１００％」措置
と、下記項目の取扱についての対象
要件の緩和をお願いいたしたい。
①第三セクター等に対する出資金、
貸付金、補助金　②国庫補助負担事
業の地方負担分及び継ぎ足し単独事
業　③補助事業等との合築及び補助
事業と同時に施行する事業　④民間
施設との合築により整備する施設
⑤再生可能エネルギーによる発電事
業を含めた事業収益性のある施設の
整備事業　⑥展示・普及・研修施
設、スポーツ・レクリェーション施
設など新エネルギー導入に関連す
る、いわゆる箱物の整備

本計画は、小水力・中小地熱・バイナ
リー発電等の導入事業と、関連エネル
ギーの温泉や暖房（リハビリ施設・温水
プール）乾燥（木工・工芸）保温（農業
モデルハウス）融雪などへの利用、雪氷
熱エネルギーの農業・観光などへの利
用、食物リサイクル施設やエコハウス等
の整備によるグリーンツーリズム及びエ
コツーリズム事業の推進等を内容として
おり、自治体単独では実現不可能であ
り、産学官民の連携が特に重要である。
事業の実施主体については天栄村、第三
セクター（村出資２社）、(財)天栄村振
興公社、ＮＰＯ等が挙げられるが、第三
セクター等に対する出資金等の取扱い、
国庫補助負担事業の地方負担分等の取扱
い、補助事業との合併施工等の取扱い、
民間施設との合築等の取扱い、収益性の
ある施設の取扱い、箱物整備の取扱い
等々について地域活性化事業債の対象要
件緩和と起債充当率１００％措置をお願
いいたしたい。

再生可能エネルギーの導入開
発・利用に当たっては多くの
課題があり、産学官民の連携
が特に重要視されている。環
境行動を経済的な利益に繋
げ、地域雇用の創出を図ろう
とするためには、関連各府省
支援と予算の集中が不可欠で
あり、自治体の財政事情が厳
しい中、協働できる住民パ
ワー・民間資本等を結集させ
るためには、地域活性化事業
債の対象要件の緩和によりバ
ネの強い財政措置が待ち望ま
れる。また、本村は準過疎指
定地であるため、過疎債同等
に地域活性化事業債の起債充
当率１００％措置をお願いい
たしたい。

地方財政法第５条

地方公共団体の歳出は、地方債以外
の歳入をもつて、その財源としなけ
ればならない。ただし、公共施設等
の建設事業費の財源とする場合等に
おいては、地方債をもつてその財源
とすることができる。

5

　提案の事業に係る起債については、一般単独
事業債等により可能。
　なお、収益性のある事業・施設は、主として
料金収入により運営することが適当であること
から、民間が１／２以上出資している法人に対
する助成や収益性のある施設の建設事業を地域
活性化事業債については対象とすることはでき
ない。
　地域活性化事業は、地方団体が自主的・主体
的に地域の活性化のために実施する事業の支援
を目的としており、補助事業、継ぎ足し単独事
業、継ぎ足し単独事業との区分が困難な補助事
業との合築等については、原則対象としない。
ただし、事業により整備される部分が構造上の
１団のまとまり及び独立した機能を持ち、それ
ぞれ公の施設の設置管理条例の制定が予定され
ているなど、補助事業で整備される施設の機能
の単なる補完等ではなく自主的・主体的な施設
として運用される場合については対象としてい
る。
　民間施設との合築により整備する施設につい
ては、補助事業との合築の場合と同様に自主
的・主体的な施設を対象としているところ。
　箱物は、箱物に対する批判を踏まえ、地域活
性化事業債については対象とはしない。
　充当率を１００％とし、負担の全額を後年度
に繰り延べることは、世代間の負担の均衡、財
政運営の健全性維持の観点から適当でない。

柳津町
スクールバス活用
による住民交通手
段の確保

1092 1092020 041140
過疎債・辺地債で
整備した施設の目
的外使用

過疎債・辺地債で整備した施設の目
的外使用

現在、柳津町が児童生徒を乗車させ運行
しているスクールバスの空席部分に、一
般住民を有償にて乗車させ、住民の利便
性の向上と雇用機会の増大を図りたい。
このためにへき地教育振興法第７条第４
号にかかる補助施設の目的外使用を認め
ていただきたい。あわせて、当該スクー
ルバスの購入にあたっては、国庫補助金
のほか地方債(辺地債・過疎債)を充当し
ており、元利償還金の基準財政需要額へ
の算入について現行どおり継続をお願い
したい。

当該施設は、国庫補助金及び
過疎債、辺地債を充当してお
り、今後もこの財源を有効活
用したいと考えている。施設
の目的外使用許可後もこれら
地方債の元利償還金の基準財
政需要額への算入について現
行どおり継続をお願いした
い。

・過疎地域自立促進
特別措置法第１２条
第１項第１２号
・同法施行令第６条
第５項第４号

スクールバスを活用して有償運送す
ることはできない。 5

住民の交通の便に供するためのバス及びスクー
ルバスは、両者共に既に過疎債・辺地債の対象
となっていることから、過疎債・辺地債の充当
は可能である。元利償還金については、過疎地
域自立促進特別措置法に沿って適切に基準財政
需要額への算入を行っていく。

既に、補助制度により購入したｽ
ｸｰﾙﾊﾞｽの目的外使用の許可お
よび基準財政需要額への算入の
継続であるが、それが実現できる
のか確認されたい。

補助制度により購入したスクールバス
の目的外使用の許可については、文部
科学省の所管。
元利償還金の基準財政需要額への算
入の継続有無については、過疎地域自
立促進特別措置法に沿って適切に基
準財政需要額への算入を行っていく。

磐梯町
「仏都会津の源」
史跡慧日寺跡周辺
再生事業

1229 1229010 041150
補助残の起債充当
拡大（過疎・再生
債）

文化財保護法による補助残に対する
起債充当の新設

補助残に対して起債が充当できれば、こ
れまで先送りとなっていた基本計画に基
づく事業が計画どおりに進行できる。

限られた財源の中で補助残に
起債が充当できないため計画
に基づく事業が先送りとなっ
ている。

平成１６年度地方債
計画

　平成１６年度地方債計画は、地方
単独事業を積極的に展開しようとす
る地方団体について、事業量の確保
を図ることができるよう「地域再生
事業」を計上。
　過疎債は「地域文化の振興を図る
ための施設」として対象

5

　一般単独事業債により起債することが可能。
　地域再生事業債は、地方単独事業を積極的に
展開しようとする地方団体について、事業量の
確保を図ることを目的としており、補助事業に
は充当できない。
　過疎債については、過疎債取扱要領により、
地域文化の振興等を図るための施設として、伝
統文化の伝承・展示施設や伝統文化をテーマと
した公園整備等過疎地域において伝承されてき
た地域文化財や歴史的遺産を保存・活用して、
地域文化の振興等を図るための公共施設の整備
に要する経費について、補助事業、単独事業を
問わず、対象としている。

茨城県

『鹿島経済特区』
推進プロジェクト
構想（＝コンビ
ナート地域再生プ
ロジェクト）

1276 1276080 041160
地域活性化事業債
の適用範囲拡大（産
業インフラ）

　総務省所管の「地域活性化事業債」の
対象に、地方自治体が実施する産業イ
ンフラ基盤整備事業等を加える。［対象
拡大］

　地域経済の活性化の根幹を担う産業基
盤整備（工区間の橋梁・連絡トンネル、港湾
関連施設、共通緑地）等への地域活性化
事業債の充当範囲を拡大することにより、
産業拠点としてのメリット強化やポテンシャ
ル向上を進め、新規企業の立地（＝雇用創
出）を促進させる。

　地域間競争の中各地域が熾
烈な誘致合戦を繰り広げる中、
当該地区が事業環境としていか
に整備されているかが選択の判
断材料となることから、地域経
済活性化対策事業認定による
「地域活性化事業債」の活用を
通じて、魅力ある産業基盤の創
出を目的としたインフラ等の整
備を推進する必要がある。

地方債許可方針
平成１５年度の地方債
許可方針の運用につい
て
平成１５年度地方債取
扱上の留意事項

各種公共事業については、一般公共
事業債等の対象としている。 5 　一般公共事業債等の対象としているところ。
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茨城県 つくば広域都市圏活
性化プロジェクト 1277 1277100 041170

一体型土地区画整
理事業による市街
化の促進

早期の市街化促進を目的としたつく
ばエクスプレス沿線地域を対象とし
た優遇措置を実施する。
・ 組合等施行土地区画整理事業のう
ち
　都市基盤整備公団の施行分につい
て
　地方負担分への起債措置の拡充

　鉄道整備と一体で面整備を行っている
つくばエクスプレス沿線地区では短期間
に集中して資金を投入する必要がある
が，都市基盤整備公団施行地区について
は組合等施行土地区画整理事業であるた
め起債措置が認められていないため一般
財源で対応しており，地元自治体の財政
を圧迫している。このため，起債措置を
拡充することにより地元自治体の負担を
軽減することができる。

つくば市の都市基盤整備公団
施行の区画整理事業地区は
770haにのぼるが，起債措置
が認められていないため一般
財源で対応せざるを得ず地元
自治体の負担が大きくなって
いる。

平成１５年度の地方
債許可方針の運用に
ついて

一般公共事業債において、土地区画
整理事業（公共団体施行）を対象。 1 Ⅶ

　地方団体の財政運営の健全性維持の観点か
ら、補助金を一般的に地方債の対象とすること
は適当ではないが、個別の団体の事業費や、特
定の財源の収入状況などを考慮して、一般単独
事業債の対象とすることを検討。

愛知県、
豊橋市、
蒲郡市、
田原市、
御津町

国際自動車産業交
流都市 1352 1352020 041180

施設整備のための
リニューアル債の
活用

補助金により整備した複合公共施設
（ライフポートとよはし）の機能の
向上を図るため、財源措置として地
方債（リニューアル債）を活用す
る。

現在、「ライフポートとよはし」におけ
る３つの機能(勤労青少年ホール・婦人
会館・大ホール）に分類されているが、
各機能の連携を図るため臨時の出入り
口、通路・中庭可動式ドーム天井の設置
等の施設の改修を行う。

現在、ライフポートとよはし
は、公の施設として豊橋市が
管理運営しているが、複数の
補助金要綱に定められた目的
に従って運用されているた
め、柔軟な利用には限界があ
る。三河港の中心部に位置す
ることから、この施設を各種
イベント会場など最大限に活
用することにより三河港の機
能の向上が可能となる。

地方財政法第５条

地方公共団体の歳出は、地方債以外
の歳入をもつて、その財源としなけ
ればならない。ただし、公共施設等
の建設事業費の財源とする場合等に
おいては、地方債をもつてその財源
とすることができる。

5

　既存の公共施設の増築や改築、大規模な模様
替等については、既存の施設の機能に新しい機
能を大幅に附加し、あるいは、構造を大きく変
えるなど実質的な内容があるものは起債が可
能。

提案者の要望は、施設の各機能
の連携を図るため臨時の出入り
口、通路・中庭可動式ドーム天
井の設置等の施設の改修を行う
ものであるが、起債は可能か確
認されたい。

　個別具体的に判断した上で、既存
の施設の機能に新しい機能を大幅に
附加し、あるいは、構造を大きく変
えるなど実質的な内容があるものに
ついて、地方債の対象となるもの。

伊東市 伊東健康保養地づ
くり構想 1356 1356060 041190 退職手当債の発行

条件の緩和

退職者の急増に伴う退職手当の負担
の軽減を図るため、退職手当債発行
の基本的要件である「定数条例の改
正による定数の削減」もしくは「退
職手当条例の改正による退職手当支
給率の引下げ等に伴う退職者の急
増」について、条例改正を不要とす
るなど、要件を緩和するとともに、
退職手当債の対象となる退職者に
「定年による退職者」を含めること
により、退職手当債に係る発行条件
を緩和する。

職制若しくは定数の改廃又は予算の減少
により退職させた職員に支払う退職手当
の財源に充てるために起こすことができ
る退職手当債の要件を緩和することで財
政負担を軽減し、投資的経費の確保によ
る財政の健全化を図る。

今後退職者の増加により退職
手当の増嵩が予想されるた
め、観光地としての特殊な行
政需要に対する基盤整備や各
種の行政サービスを実施する
ための財源の確保を図る必要
がある。

地方財政再建促進特
別措置法第２４条

地方公共団体は、当分の間、職制若
しくは定数の改廃又は予算の減少に
より職員を退職させる場合において
は、その退職する職員又は市町村立
学校職員に支給する退職手当の財源
に充てるため、地方財政法第五条た
だし書の規定にかかわらず、地方債
を起こすことができる。

3
単なる財政措置を求めるもので、具体的な地域
再生の効果が不明。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

　地方債により退職手当の資金手当
をすることには、地域再生の効果が
なく、「単なる従来型の税財政措置
を求めるもの」
　なお、地域再生に必要な投資的経
費の確保のためには、公共施設の建
設事業等について地方債の対象とさ
れているところ。

滝川市 バイオマス・ラン
ドたきかわ 1391 1391030 041200

・産廃受入れにか
かる補助金適正化
法規制緩和

　国庫補助を一般廃棄物処理施設で
受けたメタン発酵施設の産廃受入れ
に係る補助金返還の要件緩和

・滝川市が加入する一部事務組合が運営
している広域生ごみメタン発酵施設にお
いて、産廃として焼却または埋立されて
いる食品残渣を受け入れたい

・一般廃棄物処理施設として
国庫補助を受け建設したた
め、産廃を受入れした場合に
は補助金の返還があり有用な
資源である食品残渣を受入れ
できない

6 －
一般廃棄物や産業廃棄物処理施設に係る補助金
の所管は環境省ないし厚労省である。

福岡市
福岡アジアビジネ
ス交流拠点都市構
想

2079 2079100 041210
港湾関係起債事業
にかかる償還条件
の改定

起債の償還期間の延伸

港湾機能施設整備事業にかかる起債の償
還期間の延伸
（効果）
償還期間の延伸を行うことで、単年度の
償還額が減り、より適正な港湾施設使用
料金設定が可能となり、港の国際競争力
の強化により、地域の活性化につながる
と考えられる。

港湾機能施設整備事業につい
ては、港湾使用料等の収益で返
済する必要がある。収支の黒字
化を図るためには、使用料の増
額を行う必要があるが、国際競
争が行われている中で、現実的
にこれ以上の増額は不可能で
あり、より一層の料金の引き下
げが求められており、港湾運営
を圧迫している。このため、償還
期間の延伸を行うことで、単年
度の償還額が減り、より適正な
料金設定が可能となり、港湾運
営の効率化、国際競争力の強
化が図れるものと考えられる。
特に激しい国際競争にさらされ
ている中枢国際港湾における公
共国際海上コンテナターミナル
の償還期間の延伸は早急にお
願いしたい。

2 -

総務省としては、政府資金と公営企業金融公庫
資金の両方について施設・設備の耐用年数に応
じた償還期限の延伸を財務省に要求していると
ころ。なお、１６年度予算においては、港湾事
業における政府資金、公庫資金ともに一部償還
期限の延長が図られたところ。

回答は新規については、可能と
のことであるが、要望は既存の償
還期限延長を求めるものであり、
この点について検討し回答された
い。

3
既存の地方債の償還についての期限
の延長は、単なる償還の繰延を求める
ものであり、適当でない。
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の回答

枚方市
福祉コミュニ
ティ・ビジネス構
想

2141 2141030 041220 地域資源の有効活
用

既存の公共施設等の再生･有効活用を
図るため、転用のための整備等の財
源確保に対し、整備補助の対象また
はリニューアル債を措置する。

一定の役割を終えた既存の公共施設を、
事業の拠点として、有効に活用すること
ができる。

事業拠点を確保するためには
多額の経費を要するが、補助
対象あるいは起債対象とする
ことで円滑に事業が展開でき
る。

地方財政法第５条

地方公共団体の歳出は、地方債以外
の歳入をもつて、その財源としなけ
ればならない。ただし、公共施設等
の建設事業費の財源とする場合等に
おいては、地方債をもつてその財源
とすることができる。

1,5 Ⅴ

　他の公共施設（民間施設は含まない。）への
転用に係る既存の公共施設の増築や改築、大規
模な模様替等ついては起債が可能。
  なお、地域再生計画に位置づけられ、地域活
性化事業が目的とする喫緊の政策課題の実現を
図るための施設への転用については、地域活性
化事業債の対象とする。

釜石市 環境産業を核とし
た釜石の再生構想 1185 1185090 041230

　補助･起債制度の
弾力的運用及び適
用範囲の拡大並び
に利便性向上

　一般廃棄物処理施設の建設におい
て、いわゆる｢迷惑施設｣として温水
を利用した施設の設置要望が出され
るのが通例である。これに対応する
ため、従来補助や起債の対象外事業
であったものを、必要性や効果等が
客観的に認められる場合につき適用
範囲を拡大する。また、他省庁の所
管する補助を利用した施設を併設す
る場合においても、当該施設内若し
くは合築の方法を許容すると同時
に、補助金所管課及び担当窓口も一
本化するなど、施策連携を強める。

　ごみ処理の広域化に伴ない、PFIの手
法も視野に入れて一般廃棄物処理施設を
建設することとしており、併せて廃棄物
発電のほか、温浴施設や温水養殖施設の
併設も検討している。これらの施設整備
によって、公共部門におけるCO2の排出
抑制はもちろん、観光資源の豊富な周辺
特性も相まって集客効果が期待され、環
境学習の面においても効果がある。ま
た、新規養殖魚やアワビなどの安定生産
と市場開拓が進み、漁家の所得が回復す
るなど基幹産業の一つである漁業が振興
し、ひいては地域の活性化と雇用の拡大
が図られる。

　従来、適債事業や補助基準
に制限があると同時に窓口が
各省庁に及ぶため、結果とし
て個々の補助金や起債ごとに
建物や構築物を分離するな
ど、複合的な施設の建設が難
しく、行政コストの上昇も招
いていた。本提案により、
国、地方、事業者の効率的な
事務事業の執行と財源配分が
進む。

地方債許可方針
平成１５年度の地方
債許可方針の運用に
ついて
平成１５年度地方債
取扱上の留意事項

各種補助事業については、一般単独
事業債等の対象としている。 5

　一般単独事業債により起債することが可能。
　さらに、地域の産業技術者と地方公共団体と
で協力して行うリサイクル技術の共同研究施等
については、設事業により整備される部分が構
造上の１団のまとまり及び独立した機能を持
ち、それぞれ公の施設の設置管理条例の制定が
予定されているなど、補助事業で整備される施
設の機能の単なる補完等ではなく自主的・主体
的な施設として運用される場合については、地
域活性化事業債の対象となりうるもの。

神奈川県 かながわ京浜臨海
部活性化プラン 1282 1282050 041240 地財特法の緩和

地域再生構想プロジェクトに係る独
立行政法人等に対する寄附金等の支
出制限の緩和

地域再生構想実現に寄与する独立行政法
人等に対し、地方財政再建特別措置法第
24条による寄附金等の支出制限の解除を
行うなどの緩和措置を講ずる。

独立行政法人等の周辺環境整
備などに当たり、地財特法に
よる規制のため、地方公共団
体の支援が困難になっている
という現状がある。

地方財政再建促進特
別措置法第２４条第
２項
地方財政再建促進特
別措置法施行令第１
２条の３

地方公共団体は、国等に対し、地方
財政再建促進特別措置法第２４条第
２項の規定により、同法施行令第１
２条の３に規定されている施設の移
管、実質的交換等の場合以外、寄附
金等は支出できないこととされてい
る。

5

　提案いただいた趣旨については、一昨年の構
造改革特区の提案を踏まえ、全国的な対応とし
て地方財政再建促進特別措置法施行令第１２条
の３に第７号を追加し、既に措置を講じてき
た。
　したがって、同号の要件に該当する場合にお
いて、地方公共団体は独立行政法人に対して寄
附を行うことが可能である。
　なお、地方財政再建促進特別措置法は、地方
公共団体から政令で定める独立行政法人を含め
国等への寄附金等の支出を制限することによ
り、寄附金等の名目による国等から地方公共団
体への負担の転嫁を防止し、国と地方の間の財
政秩序を維持させることを目的とするものであ
る。

提案者の要望は、独立行政法人
等の周辺環境の整備を目的とす
る寄付金等の支出であるが、そ
の内容は実現できるのか確認さ
れたい。

全国的な対応として地方財政再建促
進特別措置法施行令第１２条の３に
第７号を追加し、既に措置を講じて
きたことから、地方公共団体の要請
に基づくなどの同号の要件に該当す
る場合においては、対応が可能な場
合が考えられる。

稚内市
地球環境に貢献す
る国際交流都市の
形成

1327 1327090 041250 医師の確保

市立稚内病院は、圏域におけるセン
ター病院として、充実を図ってき
た。近年は、ロシア人の救急患者も
増えてきており、地域医療はもとよ
り、隣国サハリン州からの救急医療
にも十分に対応するべく、特に、医
師の安定的な確保を中心とした医療
体制の整備・充実が必要である。

サハリン州における石油・天然ガス開発
事業やインフラ整備等により稚内港を中
継基地とした貨物の輸出入や人の流れの
増加等相互交流が進む中、地域医療のみ
ならず隣国サハリン州からの救急医療に
対応するべく、医療体制の整備・充実
は、当市が目指す国際交流都市の形成に
資するものであり、地域経済の活性化や
地域雇用の創出に繋がるものである。

市立稚内病院は、圏域におけるセン
ター病院として、さらには、24時間体
制の救急病院として、そのニーズに応
えられるよう充実を図ってきたが、特
に医師の確保が大きな課題となってい
る。医師を含む医療技術者の慢性的な
不足は、道内へき地市町村の共通した
悩みであり、宗谷医療圏の中核病院で
ある市立稚内病院においても、特に医
師は定数が満たされていない。こうし
た状況の下で、サハリンとの交流が活
発化してきた近年は、ロシア人の救急
患者も増えてきており、その件数は、
今後更に増加していくものと推察され
る。こうした中で、現に、外国人（特
にロシア人）の救急患者の受入れを
行っているが、医師の引き揚げなどに
より、その体制維持が非常に困難な状
況となっている。外国人の救急医療体
制の一層の充実が強く望まれていると
ころである。地域医療はもとより国際
交流拠点都市として、隣国サハリン州
からの救急医療にも十分に対応するべ
く、特に、医師の安定的な確保を中心
とした、医療体制の整備・充実が必要
である。

5 -

地域における医師確保という点に関しては、平
成１５年１１月に、医師の確保が困難な地域に
おける医療の確保を推進するための諸課題につ
いて関係省庁が十分に連携・調整し、具体的な
取組を推進するため、総務省、厚生労働省、文
部科学省の３省による「地域医療に関する関係
省庁連絡会議」を設置したところであり、今
後、関係者からのヒアリング等を行い、平成１
６年１月を目途に当面の取組、今後の検討課題
等について可能な限り整理を行う予定である。

検討結果を踏まえ、提案内容
が、実現できるのか、確認され
たい。

提案内容である医師の確保ができる
よう、その対策を総務省、厚生労働
省、文部科学省の３省において共同
で検討中である。了知されたい。
なお、当初、「地域医療に関する関
係省庁連絡会議」において、平成１
６年１月を目途に当面の取組、今後
の検討課題等について可能な限り整
理を行う予定であったが、現時点で
まだ整理が行われておらず、２月中
を目途に整理を行う予定となってい
る。
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47.再検討要請に対する各府省庁から
の回答

社団法人
日本プロ
ジェクト
産業協議
会

東京湾臨海部再生
プロジェクト
例：羽田空港再拡
張・国際化関連プ
ロジェクト（神奈
川口拠点開発事
業、東海道貨物支
線旅客化・川崎ア
プローチ線整備事
業、羽田アクセス
橋建設事業）、都
市型集客施設整備
プロジェクト、物
流拠点・環境リサ
イクル拠点・防災
拠点

3101 3101020 041260 投資調整権の付与

タスクフォースが定める計画に基づ
き、当該地域における公共投資及び
公共が関与するプロジェクトのう
ち、非常に大規模かつ広域的効果を
有する特定のプロジェクトの実施の
是非、内容、規模、時期等を調整す
る権限を付与する。

公共投資の選択と集中の推
進。

地方自治法第２５２
条の２、第２８４
条、第２９１条の２

広域にわたる総合的な計画を共同し
て作成するための地方自治法上の制
度として、「協議会」が存在し、ま
た事実上の協議により対応すること
が禁じられているものではない。
また、広域連合は、法令に反しない
限りどのような事務でも処理するこ
とができるものであり、広域連合に
おいて処理できないとは事実誤認と
いえる。

5 ー
地方自治法上の「協議会」や「広域連合」の活
用又は法律によらない事実上の協議により対応
可能

社団法人
日本プロ
ジェクト
産業協議
会

東京湾臨海部再生
プロジェクト
例：羽田空港再拡
張・国際化関連プ
ロジェクト（神奈
川口拠点開発事
業、東海道貨物支
線旅客化・川崎ア
プローチ線整備事
業、羽田アクセス
橋建設事業）、都
市型集客施設整備
プロジェクト、物
流拠点・環境リサ
イクル拠点・防災
拠点

3101 3101040 041270 調査費、運営費へ
の財政支援

交付金方式により地域再生プラット
フォームの活動を経済的に支援す
る。

総合的なビジョンに基づいて
計画や事業に関与する主体が
地元側にも必要である。

6 － 総務省の施策に関係する要望がない。

社団法人
日本プロ
ジェクト
産業協議
会

東京湾臨海部再生
プロジェクト
例：羽田空港再拡
張・国際化関連プ
ロジェクト（神奈
川口拠点開発事
業、東海道貨物支
線旅客化・川崎ア
プローチ線整備事
業、羽田アクセス
橋建設事業）、都
市型集客施設整備
プロジェクト、物
流拠点・環境リサ
イクル拠点・防災
拠点

3101 3101060 041280 税制・財政・金融
上の措置

①社会投資ファンド（仮称）の優先
適用
②PFIのさらなる推進
③コミュニティボンド等地方自治体
の債務負担行為に対する公債費比率
の拡大　　　　　　　　　　④企業
誘致助成金の要件緩和
⑤鉄道事業制度に基づく補助制度の
要件緩和、鉄道事業者への運営補助
等の適用拡大
⑥地域開発のための各種ファンドの
購入者に対する減免措置
⑦政策金融制度の創設

経済性の低さを補完しない限
り民間としては投資に踏み切
れない。

地方債許可方針
起債制限比率の過去３年度間の平均
が２０％以上の地方公共団体は起債
が制限される。

3

　提案事項の内容の③について、総務省におい
ては、地方債の個人消化及び賞金調達手法の多
様化を図る趣旨から「住民参加型ミニ市場公募
債」を推進してきているところ。しかしなが
ら、住民参加型ミニ市場公募債についてのみ、
起債が制限される要件を緩和することは、地方
債の信用力の維持や地方公共団体の財政健全化
の観点から、適当ではない。

特定の地方債について要件を緩
和することが、信用力の低下に繋
がるのか明確にされたい。

　住民参加型ミニ市場公募債に限ら
ず、起債が制限される要件を緩和する
ことは、地方債の信用力の維持や地方
公共団体の財政健全化の観点から、適
当ではない。

滝川市 バイオマス・ラン
ドたきかわ 1391 1391020 041290

・ＢＤＦや発電設
備の補助燃料とし
ての軽油に対する
優遇税制

　ＢＤＦ混合燃料や発電施設に利用
する軽油の引取税の除外措置

・ＢＤＦ燃料の優位性の確保による事業
化の促進
・発電コスト、生ごみ処理コスト引き下
げによる自治体負担の軽減

・製造単価が化石燃料より高
価（１００円以上／リット
ル）になるＢＤＦでは普及が
進まず、結果的に事業化する
のは困難になる
・発電用ボイラーを安定的に
運転するために使用している
軽油については年間約７万
リットルを使用しているため
２２０万円が課税されている

ー ー 3
地域再生の趣旨に鑑み、従来型の財政措置は講
じないこととされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

ヤンマー
株式会社

小規模ハイブリッ
ドエネルギープラ
ントによる地域活
性化プラン

3017 3017010 041300
ハイブリッドエネ
ルギープラントに
おける軽油の免税

軽油引取税の免税措置に関しては、
地方税法七百条の六（※文面詳細は
項目33に記載）により、免税対象が
限定されている。今回のプロジェク
トについては、軽油使用にあたって
は、免税措置扱いとすることを切に
希望する。

【事業内容】（１）バイオマスエネル
ギー化プラント建設　◆設置場所＝○○
県・○○町内　◆事業主体＝○○県・
○○町（第三セクター案）　◆設置時期
＝平成１６年度中　◆原料＝バイオマス
（木屑）＋補助燃料（軽油）　◆バイオ
マス処理量＝約５０ｔ／日　◆利用技術
＝熱分解ガス化　◆発生エネルギー＝電
気、熱　（２）エネルギー供給　◆電力
＝施設内の電力供給および施設外への供
給（電力会社への売電検討中）　◆熱エ
ネルギー＝付近事業所などへの供給およ
び新規農業用施設（ハウス）への供給＜
※ハウスにて新ブランドの果樹または野
菜栽培を想定）　　【効果】（１）バイ
オマスと補助燃料を組み合わせる（＝ハ
イブリッド）ことにより、安定した運転
が可能となり、エネルギー供給が安定す
る。つまり採算性の確実性があがる。
（２）プラントから発生する熱エネル
ギーを新規農業用ハウスの熱源に利用す
ることにより、従来生産が困難であった
果樹または野菜の栽培が可能。新ブラン
ドでの農作物生産可能により、農業の活
性化が図れる。（３）プラントの運転要
員、新ブランド農作物生産により新しい
雇用が生まれ、地域雇用拡大に貢献。

【提案に係る支援の根拠】①
このプロジェクト成否は、プ
ラントから発生するエネル
ギーの安定化が必須である。
②発生エネルギーが安定化す
ると事業の収入が安定化す
る。　③熱分解ガス化プラン
トは最先端の技術であり、そ
の技術は確立されつつも、今
だコストが高い状態である。
④この技術が普及するために
は、国からの補助金は必須で
ある。　⑤イニシャル面での
補助金受給に加え、ランニン
グコストである補助燃料、つ
まり軽油においても補助金の
受給が可能となれば、事業採
算面で非常に有効となる。
⑥尚、ハイブリッド（バイオ
マス＋補助燃料）型ではな
く、バイオマス単独のみの運
転の場合、発生エネルギーの
安定化は困難である。つまり
採算面も不確定となる可能性
が高い。

ー ー 3
地域再生の趣旨に鑑み、従来型の財政措置は講
じないこととされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」
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新城市 「今夜は街に出か
けよう」構想 1237 1237010 041310

遠方からの開業手
続きの利便性の向
上

新しく事業を始めるときに必要とな
る、行政官庁に対する様々な許可や
認可の手続きが円滑にできるよう、
手続き方法の簡素化を図る。

全国からレストランのオーナーシェフを
募集し、空き店舗を無償で貸し付け開業
してもらうが、できるだけ広範囲からの
応募が得られるよう、遠方からの開業に
係る諸手続きの利便性の向上を図る。新
しく事業を始めるためには、様々な行政
官庁の許可や認可が必要であり、遠方か
らの手続きが円滑にできるよう、居住地
の官庁に提出できたり、インターネット
申請ができるようにしたい。

新しく事業を始める場合、開
業地を管轄するいくつもの官
庁に、許可や認可の書類を提
出しなければならず、全国か
ら事業者を募集しても、開業
までの手続きに時間がかかる
ことから、遠方からの応募者
が得られにくい。

6 －

レストランの開業手続は、食品衛生法に基づく
手続が主となるものと思われるため、同法所管
府省による対応が必要。
なお、所得税関係の手続については、所得税法
所管省による検討が、県税条例関係の手続につ
いては、同条例を措置した地方公共団体による
対応が必要。

茨城県
つくば広域都市圏
活性化プロジェク
ト

1277 1277140 041320

業務核都市におけ
る中核的民間施設
に適用される国税
及び地方税の特例
措置の適用に係る
第三セクター要件
の撤廃

一定要件を満たす第三セクターのみ
が対象となっている国税及び地方税
の特例措置について，一般の民間企
業にも摘要を認める。

施策のＰＲに努め，業務集積地区におけ
る未利用地に，商業・教育・福祉医療等
多様な都市的機能や民間企業による中核
的民間施設の立地を促進する。

業務核都市の育成・整備を図
るためには，一般民間企業に
よる業務集積地区への立地が
不可欠であることから，一定
要件を満たす第三セクターの
みが対象となっている国税及
び地方税の特例措置につい
て，一般の民間企業にも摘要
を認める必要がある。

地方税法第５８６条
第２項１号の２
同法施行令第５４条
の１３、５４条の１
３の２

市町村長は、多極分散型国土形成促
進法 （昭和六十三年法律第八十三
号）第七条第二項第三号 に規定す
る重点整備地区において同法第十一
条第一項 に規定する同意基本構想
に従つて整備される同法第七条第二
項第四号 に規定する中核的民間施
設の用に供する家屋若しくは構築物
のうち一定もの又は同法第二十二条
第三項第三号 に規定する業務施設
集積地区において同法第二十六条
に規定する同意基本構想に従つて整
備される同法第二十二条第三項第四
号 に規定する中核的民間施設の用
に供する家屋若しくは構築物のうち
一定のものを新築した者で一定のも
のが当該家屋若しくは構築物の敷地
の用に供する土地又はその取得に対
しては、特別土地保有税を課するこ
とができない。
なお、特別土地保有税は平成１５年
度より新規課税は停止されている。

3 －

税措置の創設に係る要望であるが、「地域再生
のための基本方針（平成１５年１２月１９日地
域再生本部決定）」に「地域の『自助と自立の
精神』を活かすため、従来型の財政措置を講じ
ないことを基本とする」とされている。
なお、特別土地保有税は平成１５年度より新規
課税は停止されている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

新井市
バイオ・リージョ
ン（生命地域）の
形成

1313 1313020 041330
自治体の発行した
地域通貨による地
方税の納付の容認

●地域通貨による経済の地域内循環
性を高めるためには、企業等にとっ
てのインセンティブが高いことが重
要である。このためには、地方税の
納付が地域通貨でできることなどが
誘引効果が高い。●しかし、地方税
法により、納付に使用できる証券は
制限されており、地域通貨は利用す
ることができない。●そこで、地方
税の納付に自治体が発行した地域通
貨を利用できることとするよう提案
する。

●観光・商店街等の事業者に対し、固定
資産税・住民税等の一部について、地域
通貨での納付を可能とする。これによ
り、地域通貨を使える場所が広がる。

●地域通貨による経済の地域
内循環性を高めるには、企業
等が地方税の納付に地域通貨
を利用できることなどでの誘
引効果が高いと考えられる。
●観光・商店街等の事業者に
とってのインセンティブが弱
いと、利用できる場所が著し
く限定される。

地方自治法第231条の
２、地方自治法施行
令第155条、第155条
の２、第156条

　現在、地方自治法で認められてい
る地方公共団体の収入の方法は、現
金のほか証紙（使用料・手数料の
み）、証券（小切手、郵便振替払出
証書、郵便為替証書、無記名式の国
債・地方債及びその利札）、口座振
替、郵便振替に限られている。

　なお、地域再生構想において「Ｉ
Ｔを活用した地域通貨」について言
及されているが、平成１６年度の新
規事業として、「ＩＴを活用した地
域通貨モデルシステムの開発・実証
事業」を実施することとしており、
インターネット、ＩＣカード（住民
基本台帳カード等）、公的個人認証
サービス及び携帯電話等のＩＴを活
用した電子的にやりとりできる利便
性の高い地域通貨モデルシステムを
開発するとともに、２又は３程度の
地方公共団体を選定して、同システ
ムの実証実験を実施する予定。さら
に、開発した地域通貨モデルシステ
ムは、希望する地方公共団体に無償
で配布することとし、その導入に要
する経費を地方交付税に算入するこ
とを検討。

3

　地方公共団体の歳入は現金で行うのが原則で
ある。この例外として証券による方法が認めら
れているが、公正さと確実さが担保されなけれ
ばならないことから、性質上一般に直ちに現金
に換えることができる証券に限定されている。
　提案の地域通貨については、その目的や性格
が多様であり、また用途の限定や法的な位置づ
けについて課題があるなど、上記に準じた性質
を有しているとは必ずしも言えず、地方公共団
体の歳入として使用することは適当と考えられ
ない。

　なお、「ＩＴを活用した地域通貨モデルシス
テムの開発・実証事業」においては、今回、地
域再生構想として「ＩＴを活用した地域通貨」
をツールとする地域再生事業について提案の
あった地方公共団体を中心に、ヒアリングを行
い、有識者の意見等を踏まえつつ、実証実験の
フィールドとなる地方公共団体を選定すること
としているので申し添える。

「ＩＴを活用した地域通貨モデルシ
ステムの開発・実証事業」におい
て、提案の内容も検証することを
検討できないか。

　当初の回答のとおり、地域通貨を地
方公共団体の歳入として使用すること
は適当と考えられない。

伊東市 伊東健康保養地づ
くり構想 1356 1356040 041340 ゴルフ場利用税の

存続 ゴルフ場利用税を存続する。

ゴルフ場を有する観光都市としての特殊
な行政需要に対する財源を確保すること
により、都市基盤整備を促進し、市民及
び来遊客の利便を図り、来遊客の増加を
目指す。

当市は、健康づくりも兼ねた
娯楽施設としてのゴルフ場を
市内に４か所有していること
から、道路整備、廃棄物処理
等に係る経費について住民人
口規模以上に特殊な財政需要
を要している。

ー ー 5 存続しているところ。
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伊東市 伊東健康保養地づ
くり構想 1356 1356070 041350

固定資産税におけ
る別荘概念の再定
義

地方税法（固定資産税）における日
常生活の用に供しない家屋（別荘）
の概念について、「毎月１日以上の
居住の用に供する家屋以外」から
「居住の用に供しない家屋」に戻
す。

居住の用に供する土地・家屋に対する固
定資産税の特例措置を厳格化することに
より、税収の確保とともに転入世帯の増
加を図り、地域経済の活性化に資する。

毎月１日以上の居住の有無を
把握することが困難であると
ともに、本市においては住宅
需要の喚起及び土地取引の活
性化につながっていない。ま
た別荘地周辺は基盤整備が遅
れている地区が多く、その整
備に多額の費用を要するた
め。

地方税法施行令５２
条の１１、５２条の
１２、５２条の１３

別荘とは、日常生活の用に供しない
ものとして毎月１日以上の居住（こ
れと同程度の居住を含む。）の用に
供する家屋又はその部分以外の家屋
又はその部分のうち専ら保養の用に
供するものである。

3 －

税措置の創設に係る要望であるが、「地域再生
のための基本方針（平成１５年１２月１９日地
域再生本部決定）」に「地域の『自助と自立の
精神』を活かすため、従来型の財政措置を講じ
ないことを基本とする」とされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

山形県 山形いきいき園芸
産地創出構想 1386 1386080 041360 農業用施設用地の

課税緩和
農業用施設用地の宅地並み課税の緩
和等を図る。

ガラスハウス等の農業用施設用地に対す
る固定資産税の課税については、一般の
宅地と異なる有利な扱いとする。

施設園芸などに取り組みやす
くすることで、農業生産部門
の複合化や多角的な経営、他
産業からの農業参入を促進す
ることにより、農業分野で雇
用の創出を図る。

地方税法第３８８条
第１項の規定に基づ
く固定資産評価基準
（昭和３８年１２月
２５日自治省告示第
１５８号）

農業用施設用地の評価については、農業
振興地域の整備に関する法律（昭和４４
年法律第５８号）第８条第２項第１号に
規定する農用地区域（以下「農用地区
域」という。）内又は都市計画法（昭和
４３年法律第１００号）第７条第１項の
規定により定められた市街化調整区域
（以下「市街化調整区域」という。）内
に存する農業用施設（農業振興地域の整
備に関する法律第３条第３号又は第４号
に規定する施設をいう。以下本節におい
て同じ。）の用に供する宅地の評価は、
付近の農地の価額を基準として求めた価
額に当該宅地を農地から転用する場合に
おいて通常必要と認められる造成費に相
当する額を加えた価額によってその価額
を求める方法によるものとする。ただ
し、市街化調整区域内に存する農業用施
設の用に供する宅地（農業地区域内に存
するものを除く。）で、当該宅地の近傍
の土地との評価の均衡上、上記の方法に
よつて評価することが適当でないと認め
られるものについては、他で規定する方
法により評価する。

3 －

税措置の創設に係る要望であるが、「地域再生
のための基本方針（平成１５年１２月１９日地
域再生本部決定）」に「地域の『自助と自立の
精神』を活かすため、従来型の財政措置を講じ
ないことを基本とする」とされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

神戸市
神戸医療産業都市
構想の推進による
地域再生構想

2022 2022010 041370

産学民官の連携に
よる地域の科学技
術振興・産業活性
化のための中核機
関の機能強化

産学民官の連携による地域の科学技術振興・産
業活性化のために、以下の中核機関の機能強化
が必要である。
（１）民間資金導入による中核機関の財政基盤
強化
　① 中核機関の「特定公益増進法人」として
の認定要件の緩和
　② 中核的支援機関が新事業創出促進法関連
税制優遇措置（基金の損金算入）を受けるため
の政令４事業実施要件の緩和
（２）地方公共団体による中核機関への支援体
制の強化
  ○中核機関への地方公共団体からの財政支援
に対する必要な措置
　・中核機関への出資金及び貸付金の財源を地
方債とする際の要件の緩和（国または地方公共
団体の出資比率の制限）等
（３）中核機関の機能強化を図るための研究費
（競争的資金）の運用の弾力化
・事業費に左右されず、すべての研究費（競争
的資金）に間接経費３０％を導入（第2期科学
技術基本計画に規定されている）
（４）大学発のバイオベンチャーの育成を支援
するライフサイエンスＴＬＯを創設するための
承認ＴＬＯの要件の弾力化
　○ ＴＬＯの承認基準の明示
　○ ＴＬＯの承認基準の弾力化
  ・原則１大学１ＴＬＯとの指導　→　複数の
ＴＬＯに弾力化
  ・承認には学長の同意が必要との指導　 →
同意要件の弾力化（学部長等の同意）

（１）（２）民間資金の導入及び地方公
共団体の支援により、中核機関の財政措
置を強化し、産学民官の連携による地域
の科学技術振興・産業活性化に資する。

（３）地域の科学技術振興を目的とする
公益法人や大学等における産学連携型の
研究活動を加速することにより、地域に
おける革新技術・新産業の創出を通じた
地域経済の活性化を図る。

（４）京都大学、大阪大学、神戸大学、
理化学研究所など、関西を中心に広域横
断的な研究機関を対象として、ライフサ
イエンスに特化して、研究成果の事業化
（アーリーインキュベーション）及び技
術移転を促進するため、承認ＴＬＯとし
て、「ライフサイエンスＴＬＯ」を創設
する。
　これにより、ライフサイエンス分野特
有の課題に対応した事業化支援体制を構
築することが可能となり、その結果、研
究成果の事業化が加速され、地域経済の
活性化に資することとなる。

（１）民間資金を導入しやすくするこ
とにより、中核機関の財政基盤が強化
され、地域産業活性化に資する。

（２）地域産業活性化に向けた中核機
関の財政基盤強化は、地方公共団体に
おける将来の税源の涵養につながるた
め、後年度負担を求めることが適切で
ある。

（３）すべての研究費（競争的資金）
に間接経費３０％が適用されていな
い。本来、間接経費によって中核機関
の活性化及び産学連携の加速を図る必
要がある。

（４）大学知的財産本部の設置に伴
い、ライフサイエンス分野での知的財
産を、早期に実用化・産業化するため
にも、専門的・広域的なＴＬＯが必
要。
しかしながら、国からは、承認ＴＬＯ
の要件として、
・原則１大学１ＴＬＯと指導されてい
る。
・承認ＴＬＯを設置するには学長の同
意が必要と指導されている。
これらの承認基準を明確化するととも
に、要件の弾力化が必要。

地方財政法第５条

地方公共団体の歳出は、地方債以外
の歳入をもつて、その財源としなけ
ればならない。ただし、公共施設等
の建設事業費の財源とする場合等に
おいては、地方債をもつてその財源
とすることができる。

5 　一般単独事業債の対象となりうるもの。

福岡県
福岡市
前原市
二丈町
志摩町

九州大学学術研究
都市構想 2132 2132060 041380

農村地域工業等導
入促進法に基づく
工業等導入地区指
定の緩和等

工業等導入地区の指定は法令等によ
り、原則として1自治体に1箇所と
なっているが、この構想の分散型地
域核（ほたる）に関しては同時に複
数箇所の開発が想定される。この分
散型地域核形成の推進を図るため、
複数指定が可能となるよう提案す
る。

産業立地にインセンティヴを与えるた
め、工業等導入地区を指定し、優遇措置
を講じる。

現行の1自治体1箇所の指定を
複数指定を可能とするよう農
工法の指定の緩和を提案す
る。

6 － 農工法を所管しているのは農水省であるため。
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体名

19.地域再生構想の
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再生構
想管理
番号

b.支援措置
提案事項管
理番号

c.管理
コード

27.地域再生のため
の支援措置に係る

提案事項
（事項名）

28.地域再生のための支援措置に係る
提案事項の内容 31.具体的事業の実施内容 32.提案理由

37.提案事項に関連す
る法令、告示、通達等

の定め
38.制度等の現状

39.措
置等
の分
類

40.措
置等
の方
法

41.措置等の概要（対応策）
44.各省庁からの回答に対する
地域再生推進室からの再検討要

請

45.
「措
置等
の分
類」

46.
「措
置等
の方
法」

47.再検討要請に対する各府省庁から
の回答

社団法人
日本プロ
ジェクト
産業協議
会

東京湾臨海部再生
プロジェクト
例：羽田空港再拡
張・国際化関連プ
ロジェクト（神奈
川口拠点開発事
業、東海道貨物支
線旅客化・川崎ア
プローチ線整備事
業、羽田アクセス
橋建設事業）、都
市型集客施設整備
プロジェクト、物
流拠点・環境リサ
イクル拠点・防災
拠点

3101 3101010 041390 自主財源の確保
当該地域からの固定資産税その他税
収（含む国税）の一定割合を組み入
れる。

自主財源の裏打ちにより将来
のタスクフォースの活動に対
する民間からの信頼性が向上
するため。

－

市町村が、その税収をどのような事
業に充当するかは、地方公共団体の
予算・財政上の問題である。
なお、固定資産税には、使途の制限
はない。

3 －

「地域再生のための基本方針（平成１５年１２
月１９日地域再生本部決定）」に「地域の『自
助と自立の精神』を活かすため、従来型の財政
措置を講じないことを基本とする」とされてい
る。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

豊橋市 とよはし行政サー
ビスアップ構想 1262 1262060 041400 公売制度の弾力化

地方税における公売制度について、
代金納付を競売と同期間の1ヶ月とす
る。

地方税における公売制度について、代
金納付の原資として住宅ローンの適用
が可能にし、買受人の確保するため、
代金納付を競売と同期間の1ヶ月とす
る。
税収の確保（滞納地方税の回収、優良
納税者への転換による税源確保）が図
られ、不動産の流動化が図られ地域経
済への波及効果も得られる。

地方税における公売制度に
ついて、代金納付が7日後と
短いため、代金納付の原資と
して住宅ローンの適用でき
ず、買受人の確保の困難で
あるため。

地方税法第331条第6
項、第373条第７項、第
459条第6項、第485条
の3第6項、第541条第6
項、第613条第6項、第
701条の65第6項等

・地方団体の長は、公売期日等から起
算して7日を経過した日に最高価申込
者に対して売却決定を行い、また、公
売による換価財産の買受代金の納付
期限は、売却決定の日とされている。

3

　滞納者の租税債務は、買受代金の納付がなされた
時点で充当されることとなるため、代金納付期限の
延長を行うと、その分延滞金の額が増大し、滞納者
に不利益となる性格を持つものである。
　よって、地域的にこの提案のような納付期限延長
を可能にすることは、複数の地方団体の地方税につ
いても、同時に滞納することも有り得ること等を考え
れば、滞納処分制度の中で大きな役割を担っている
公売制度において、地域間において取り扱いが異な
ることで、それによる有利不利の差を生じさせること
となり、納税者間の不公等の問題が大きいため、要
望を認めることはできない。

提案の趣旨を踏まえ検討できな
いか。

　前回回答したとおり、滞納者の租税債
務は、買受代金の納付がなされた時点
で充当されることとなるため、代金納付
期限の延長を行うと、その分延滞金の
額が増大し、滞納者に不利益となる性
格を持つものである。よって、地域的に
この提案のような納付期限延長を可能
にすることは、複数の地方団体の地方
税についても、同時に滞納することも有
り得ること等を考えれば、滞納処分制
度の中で大きな役割を担っている公売
制度において、地域間において取り扱
いが異なることで、それによる有利不利
の差を生じさせることとなり、納税者間
の不平等の問題が大きいため、要望を
認めることはできない。

西郷町
観光を機軸に交
流・産業を創出す
るまち

2066 2066090 041410
中心市街地の空き
店舗対策としての
規制緩和

地域に根差した飲食店を開業する時
に必要となる消防法等による建築基
準を緩和する。

中心市街地の空き店舗をコミュニティレ
ストラン等として活用する。また、空き
店舗の利用を容易にすることで新規事業
参入に関心のある起業家の意欲を促進
し、中心市街地の活性化を図り、観光・
交流の商業空間を創出す。

中心市街地には空き店舗が目
立つようになっている。飲食
店として開業するには設備費
等によるコストがかさみ、新
規参入を阻害している状況が
ある。これらの要件を緩和す
ることで、飲食店等の開店を
容易にする。

消防法第１７条第１
項、消防法施行令別
表第一

消防法施行令別表第一において、飲
食店について（三）項ロとして取扱
い、消防用設備等の設置について規
制を行っている。

3

制度等の現状の欄のとおり、飲食店について
は、消防法施行令別表第一において（三）項ロ
として取扱い、その規模、収容人員等により消
防用設備等の設置について規制を行っていると
ころである。
また、規制を緩和することにより防火安全性の
低下が懸念されるため、対応は困難と考える。

提案の趣旨を踏まえ検討できな
いか。

前回回答のとおり、飲食店については、
消防法施行令別表第一において（三）
項ロとして取扱い、その規模、収容人員
等により消防用設備等の設置について
規制を行っているところであり、防火安
全性以外の要因により、その基準を緩
和するべきではない。

神奈川県
グリーンツーリズ
ムによる水源地域
の活性化構想

1283 1283060 041420
農家民宿及び学校
再利用による農業
体験宿泊施設

宿泊施設に係る諸規制の緩和
・農家を利用した宿泊型農業体験の実施
・市民農園や副業としてのレストランの
経営

簡易宿泊施設の営業許可の規
制があるため。食品衛生法上
の規制緩和

消防法第１７条第１
項、消防法施行令第
３２条

消防法施行令別表第一において、旅
館、ホテル、宿泊所その他これらに
類するものを（五）項イとして取扱
い、消防用設備等の設置について規
制を行っている。

7

農家民宿については「構造改革特区別区域法に
係る農家民宿における消防設備等に係る消防法
令の規定に対する柔軟な対応について」（平成
15年3月26日　消防庁予防課長通知）により、現
行特区制度の中で、対象を限定して緩和を行う
ことにより、その弊害の有無等を確認している
最中であるため、直ちに対象を拡大することは
適当でない。なお、防火安全性に問題がないこ
とが確認出来るものにあっては、当該案件も含
め、全国展開の中で検討する。

喜多方市 グリーン・ツーリ
ズムで地域活性 1342 1342030 041430 農泊における農村

家屋の保全

農泊を行う家屋の形態を変更しない
で農泊の営業を行う。

※農泊については用途変更扱いとせ
ず、建築確認申請の対象外とする

家屋の形態を保全し、農村、田舎らしさ
を活かした農泊を行う。

現行法令では、誘導灯、火災
報知器などの設置が必要で、
初期投資の増大、景観の阻害
等で農泊のネックとなってい
る。

消防法第１７条第１
項、消防法施行令第
３２条

消防法施行令別表第一において、旅
館、ホテル、宿泊所その他これらに
類するものを（五）項イとして取扱
い、消防用設備等の設置について規
制を行っている。

7

要望にある建築確認申請に係る規制については
消防法では行っていないが、農家民宿について
は「構造改革特区別区域法に係る農家民宿にお
ける消防設備等に係る消防法令の規定に対する
柔軟な対応について」（平成15年3月26日　消防
庁予防課長通知）により、現行特区制度の中
で、対象を限定して緩和を行うことにより、そ
の弊害の有無等を確認している最中であるた
め、直ちに対象を拡大することは適当でない。
なお、防火安全性に問題がないことが確認出来
るものにあっては、当該案件も含め、全国展開
の中で検討する。
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西郷町
観光を機軸に交
流・産業を創出す
るまち

2066 2066080 041440

・農家・漁家民泊
の簡易化
・宿泊施設の送迎
車を観光有料タク
シーとしての利用

・農家・漁家を体験型宿泊施設とし
て利用するときに、消防法や旅館業
法等の規制を緩和する。
・宿泊施設の白ナンバーの送迎車
を、有料観光案内に利用する。

離島交流メニューとしての農家・漁家民
泊や、宿泊施設の送迎車を宿泊客の要望
による有料の観光案内業務に利用するこ
とにより、宿泊体験型のツーリズムを創
出するし、観光振興を図る。

農家・漁家の宿泊施設として
の利用を容易に、また、宿泊
施設の送迎車の有料観光案内
を可能にすることで観光施設
と交通手段の連携が図られ、
島独自の体験型ツーリズムが
創出できる。

消防法第１７条第１
項、消防法施行令第
３２条

消防法施行令別表第一において、旅
館、ホテル、宿泊所その他これらに
類するものを（五）項イとして取扱
い、消防用設備等の設置について規
制を行っている。

7

農家民宿については「構造改革特区別区域法に
係る農家民宿における消防設備等に係る消防法
令の規定に対する柔軟な対応について」（平成
15年3月26日　消防庁予防課長通知）により、現
行特区制度の中で、対象を限定して緩和を行う
ことにより、その弊害の有無等を確認している
最中であるため、直ちに対象を拡大することは
適当でない。なお、防火安全性に問題がないこ
とが確認出来るものにあっては、当該案件も含
め、全国展開の中で検討する。

あさぎり
町

石倉を拠点とした
駅前商店街の活性
化

2161 2161010 041450

石倉の移設・用途
変更に係る建築基
準法等の弾力的運
用等

明治時代から昭和時代にかけて造ら
れた石倉の移設や用途変更に当たっ
ては、建築基準法の組積造（第５１
条）等の基準をクリアする必要があ
る。現在、伝統的建造物群保存制度
など建築基準法の制限緩和規定が設
けられているものもあるが、地域の
資源を有効に活用するため、制度の
拡大や規定の弾力的運用等の検討を
お願いしたい。

免田駅前商店街の活性化策の一つとし
て、地域にある石倉を資料館、ギャラ
リーホール、店舗等に改造し利用するこ
とを検討している。また、他の地区にあ
る石倉をここに移設することにより、石
倉を活用したまちづくりを展開すること
も検討中である。

石倉の移設や用途変更に当
たっては補強措置等が必要で
あるが、原形の変更による石
倉の魅力の減少や費用の増加
などの問題がある。

消防法第１７条第１
項、消防法施行令別
表第一

消防法施行令別表第一において、防
火対象物の用途に応じ、その規模、
収容人員等により消防用設備等の設
置について規制を行っている。

3

具体的な緩和内容等が不明であるが、現行で
は、消防法施行令別表第一において、防火対象
物の用途に応じ、その規模、収容人員等により
消防用設備等の設置について規制を行っている
ものであり、防火以外の要因によりその基準を
緩和することはできない。

提案の趣旨を踏まえて検討でき
ないか。

前回回答のとおり、消防法施行令別表
第一において、防火対象物の用途に応
じ、その規模、収容人員等により消防
用設備等の設置について規制を行って
いるものであり、防火安全性以外の要
因により、その基準を緩和するべきで
はない。

只見町
山里の農家民泊を
主体とした都市と
の交流促進プラン

1339 1339010 041460

○グリーンツーリ
ズムに関わる許認
可（宿泊業の緩
和、食品衛生法の
緩和、消防法の緩
和、旅行業法の緩
和、道路交通法の
緩和）
○国有林野法の緩
和
○農地法の緩和
○都市との対流事
業の国土交通省、
農林水産省、厚生
労働省、経済産業
省等の支援の連
携、集中

○普通の農家であるので営業許可に
該当しない施設とする。(旅館業法第
3条)○宿泊及び農家レストランで食
事を提供しようとする場合には、飲
食店営業の営業許可が必要であるが
普段食べているものであり該当にな
らないものとする。(食品衛生法第20
条)
○建築物の防火に関する消防長の同
意が必要な事項の緩和措置(非常ベ
ル、自動サイレン又は放送設備、自
動火災報知設備と検査)(消防法第7
条)○体験指導者が報酬を得て、旅行
募集、手配などを事業で行う場合旅
行業となるが、規制の緩和を図る。
(旅行業法第2条)○体験指導者が運転
する場合、白バス行為の禁止の範疇
に入るが、民宿のバス等で特定目的
(民宿から山や畑に行く)の場合は緩
和を図る。(道路交通法第4条第80
条)○共用林野の設定は市町村内の住
民に限定されているが市町村の契約
者が一定の条件を付けて利用範囲等
を設定できることとする。（国有林
野法第18条）○許可権者は県となっ
ているが市町村に委譲する。（農地
法第5条）

農家民泊を主体とした受け入れ体制を作
り、農村空間を多面的に活用した都市と
の対流事業を推進する。

農家が宿泊業の許可を得る場
合、旅館業法也、食品衛生法
上の営業許可、消防法上の規
制が厳しく、事業参入が難し
い。共有林野の設定は市町村
内の住民に限定されている。

消防法第１７条第１
項、消防法施行令第

３２条

消防法施行令別表第一において、旅
館、ホテル、宿泊所その他これらに
類するものを（五）項イとして取扱
い、消防用設備等の設置について規

制を行っている。

7

農家民宿については「構造改革特区別区域法に
係る農家民宿における消防設備等に係る消防法
令の規定に対する柔軟な対応について」（平成
15年3月26日　消防庁予防課長通知）により、現
行特区制度の中で、対象を限定して緩和を行う
ことにより、その弊害の有無等を確認している
最中であるため、直ちに対象を拡大することは
適当でない。なお、防火安全性に問題がないこ
とが確認出来るものにあっては、当該案件も含
め、全国展開の中で検討することとしている
が、自動火災報知設備については防火安全性の

観点から緩和することは認められない。

中津江村
２００海里の森・
サッカーと笑顔の
村づくり事業

2061 2061050 041470
山間地等における
高速情報通信網整
備事業の創設

民間事業者等の参入のない山間地等
（過疎・難視聴及びそれに類似する
地域）における高速情報通信網（光
ファイバー等を利用したCATV、高速
インターネット等）の整備及び拡張
を行う際の優先的な採択及び事業の
創設

（事業内容）
民間事業者等の参入のない山間地等にお
ける高速情報通信網（光ファイバー等を
利用したCATV、高速インターネット等）
の整備及び拡張
（効果）
都市部と山間地域等の情報格差の是正及
び情報の均一化
都市への情報発信及び都市からの情報受
信
難視聴及びそれに類似する地域の格差是
正

山間地等には、都市部と異な
り情報通信事業者の民間事業
の参入がまだまだ行われてお
らず、今後通信網の整備拡大
には都市部以外の地域の整備
を図ることにより情報格差等
の是正に繋がるため。

情報通信格差是正事
業費補助金交付要綱
電気通信格差是正事
業費補助金交付要綱
地域情報通信ネット
ワーク基盤整備事業
費補助金交付要綱

･地域インターネット導入促進基盤
整備事業により、過疎等の条件不利
地域の市町村地域インターネットを
活用した双方向の行政サービスを提
供するため公共施設をにインター
ネットを導入する過疎、山村等の条
件不利地域の市町村を支援してい
る。
　新世代地域ケーブルテレビ施設整
備事業においても、条件不利地域等
における事業を優先的に採択するこ
ととしている。
･加入者系光ファイバ網設備整備事
業により、過疎地域等の町村がモデ
ル事業として地域公共ネットワーク
を活用し加入者系光ファイバ網を整
備する際に、所要経費の一部を補助
しているところ。

2 Ⅵ

・引き続き、平成１６年度においても地域イン
ターネット導入促進基盤整備事業及び新世代地
域ケーブルテレビ施設整備事業を実施予定。
・加入者系光ファイバ網設備整備事業の事業実
施地域については、過疎又は離島が属する町村
全域であったが、平成１６年度予算（案）にお
いて、辺地、半島、山村、特定農山村を含む町
村全域への拡充が認められたところ。なお、平
成１５年末日現在過疎地域、離島に係る町村又
は平成１６年度当初において辺地、半島、山
村、特定農山村に係る町村であって、合併によ
り市となったものについては、旧対象町村の区
域についても、事業対象地域とすることが認め
られたところ。上記に伴い、平成１６年度事業
から対象とすべく、補助金交付要綱を改正する
こととしている。
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江別市 ITを活用した地域
経済の再生 1020 1020010 041480

各種施策の集中お
よび連携とその利
便性の向上による
支援措置

提案する支援措置について

総務省IT関連施策
・IT生きがい・ふれあい支援セン
ター施設整備事（補助率1/3）
・マルチメディア街中にぎわい創出
事業（補助率1/2）

経済産業省
・新事業創出基盤施設整備費補助金
（補助率1/2）

その他事業に関連する各種施策の連
携と集中および補助裏にかかる地財
措置として高率（70％以上）な交付
税の充当を実現することでその利便
性の向上を提案する。

１．江別ブランド事典事業（詳細別紙）
平成１５年度より実施している本事業に
ついて次の①および②の機能を追加し、
添付資料の効果を最大限発揮させる。
①江別ブランド事典システムの機能拡張
・ナビゲーションシステムの機能拡張
・データの充実
・アンケート調査の実施
・e-コマース機能の追加
・物流システム機能の追加
②江別ブランドアンテナショップの設置
・歴史的建造物の活用
・物流機能の追加
・江別ブランドの陳列、販売
・江別ブランドの紹介
・江別ブランド事典の広報
・江別ブランド選定のアンケート窓口
・江別ブランド認定以前の商品の紹介
２．江別ブランド事典センターの設置
（詳細別紙）
経済の活性化にITを積極的に活用してい
くため、市民および市内の企業のデジタ
ルディバイドを抑制し、さらにシステム
の維持運用コストの削減という効果を考
え次の事業を実施する。
・データセンター
・インキュベーション施設
・IT教育用施設（江別ブランド事典シス
テム利用者、江別ブランド活用生産者、
製造者）
・サテライトオフィス

現状の制度での問題点

１．本事業の推進に当たって
様々な補助事業の活用が考え
られるが、それぞれの補助事
業が省庁別、事業別に細かく
区別されているため本事業の
ように１ヶ所で集中的に実施
することで最大限の効果を
狙った事業では、それぞれが
分断された事業となってしま
い、期待した効果を発揮しに
くい。

２．江別市は、通常の補助事
業を活用した場合、特別な財
政措置がなく市の単独負担額
が大きい。厳しい財政状況に
ついては他の自治体と大差な
く、本事業の推進にあたって
は、補助金裏負担に係る手厚
い財政措置が必要である。

　－

地域活性化事業債に
関する取扱い要領

総務省では、マルチメディア街中に
ぎわい創出事業により、中心市街地
の活性化を推進するため、マルチメ
ディアに慣れ親しむ展示、研修・交
流機能を併せ持った施設を整備する
地方公共団体等を支援しているとこ
ろ。

地域活性化事業は、補助事業、継ぎ
足し単独事業、継ぎ足し単独事業と
の区分が困難な補助事業との合築等
については、原則対象としない。

5
・
3

Ⅶ

　下記を除く総務省事業を含む他府省事業を実
施することに特段の制限はない。この提案の趣
旨を踏まえ、今後も他府省間でさらに緊密に連
携していくこととしたい。

　地域活性化事業は、地方団体が自主的・主体
的に地域の活性化のために実施する事業の支援
を目的としており、補助事業、継ぎ足し単独事
業、継ぎ足し単独事業との区分が困難な補助事
業との合築等については、原則対象としない。
ただし、事業により整備される部分が構造上の
１団のまとまり及び独立した機能を持ち、それ
ぞれ公の施設の設置管理条例の制定が予定され
ているなど、補助事業で整備される施設の機能
の単なる補完等ではなく自主的・主体的な施設
として運用される場合については対象としてい
る。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

下記を除く総務省事業を含む他府省事
業を実施することに特段の制限はな
い。この提案の趣旨を踏まえ、今後も他
府省間でさらに緊密に連携していくこと
としたい。
　
　 地域活性化事業は、地方団体が自
主的・主体的に地域の活性化のために
実施する事業の支援を目的としており、
補助事業、継ぎ足し単独事業、継ぎ足
し単独事業との区分が困難な補助事業
との合築等については、原則対象とし
ない。ただし、事業により整備される部
分が構造上の１団のまとまり及び独立
した機能を持ち、それぞれ公の施設の
設置管理条例の制定が予定されている
など、補助事業で整備される施設の機
能の単なる補完等ではなく自主的・主
体的な施設として運用される場合につ
いては対象としている。

「単なる従来型の税財政措置を求める
もの」

　なお、現行においても、公共施設の建
設事業等については地方債の対象とし
ているところ。

青梅市
ケーブルテレビを
活用した地域情報
化

1036 1036010 041490

地域情報化に資す
る民間ケーブルテ
レビ事業者に対す
る支援措置

市町村または第3セクターに限られて
いる「新世代地域ケーブルテレビ施
設整備事業」の対象事業主体を、自
治体の認める民間事業者にも拡大す
るとともに、補助率のアップを願い
たい。（現行制度では、補助率は、
第３セクターが事業主体の場合、首
都圏近郊整備地域では6分の1、市町
村が事業主体でも３分の１とされて
いる）アップすることにより、施策
の利便性向上を願いたい。
または、地域情報化のための支援制
度を創設願いたい。

民間ケーブルテレビ事業者により、市内
全域へのケーブルテレビ幹線網を敷設す
る。
市内全域での利用が可能となれば、市か
ら事業者への放映委託等により、行政情
報、コミュニティー情報、防災情報、リ
サイクル情報等を、身近で利便性の高い
テレビを通じて放送する。
幹線網敷設による雇用創出、施設を活用
した新ビジネスの展開とケーブルテレビ
事業者の事業拡大、市内情報交流の活発
化に伴うう、地域の活性化等が期待され
る。

ケーブルテレビ幹線整備には
多額の経費がかかるため、首
都圏近郊ではあるが、周辺部
には中山間地が併存している
本市では、民間事業者は、採
算性のある市街化の進んだ地
域以外には展開し難い。その
ため、地方の町村などより
も、市内の一部地域が情報化
から取り残され、情報格差が
生じている。市域の約３分の
１で民間事業者が事業展開し
ているにもかかわらず、市ま
たは第３セクターで新たに事
業を展開することは、民間活
用、雇用創造の観点からも望
ましくない。しかし、現行の
支援措置「新世代地域ケーブ
ルテレビ施設整備事業」で
は、市町村や第3セクターが
助成対象事業主体であるう
え、補助率も、第３セクター
が実施する場合でも、三大都
市圏の近郊整備地域は、6分
の1と低く、利用しづらいた
め、整備が進まない。

電気通信格差是正事
業費補助金交付要綱

電気通信格差是正事業費補助金交付
要綱第3条第2項中「市町村又は第三
セクター法人が行うもの」と規定し
ている。

3
地域情報化の観点から整備するケーブルテレビ
施設については、市町村又は第三セクター法人
に限定しており、自治体が経営に関与できない
民間事業者に対して補助を行うことは不適切。

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

 再度検討したが、地域情報化の観点
から整備するケーブルテレビ施設につ
いては、市町村又は第三セクター法人
に限定しており、自治体が経営に関与
できない民間事業者に対して補助を行
うことは不適切。

天栄村

再生可能エネル
ギーの導入によ
る、森を単位にし
た地域再生計画

1075 1075070 041500

ＮＰＯ活動等活性
化支援のための経
費の地方交付税算
入

環境教育などのコミュニティ・サー
ビス事業を行うＮＰＯ活動等を活性
化するため、アドバイザー派遣や人
材の研修・育成、活動助成などに要
する経費を地方交付税に算入する支
援をお願いいたしたい。

地域エコネットワーク研究会の設置、環
境カウンセラー・森林カウンセラーの育
成、エコハウスの整備とグリーンツーリ
ズム及びエコツーリズム事業の推進は、
交流促進と環境保全を担う人づくりに資
するものであり、環境教育などのコミュ
ニティ・サービス事業を行うＮＰＯ活動
等を活性化するため、アドバイザー派遣
や人材の研修・育成、活動助成などに要
する経費を地方交付税に算入する支援を
お願いいたしたい。

地域の環境行動を経済的な利
益に繋げ、地域雇用の創出を
図ろうとするためには、アク
ション（環境行動）を起こす
住民グループ・団体等への支
援が不可欠であり、育成、活
動助成などに要する経費を地
方交付税に算入する支援をお
願いいたしたい。

地方交付税法（昭和
２５年法律２１１
号）

ＮＰＯ等に対する活動助成に要する
経費等ＮＰＯ等の活動の活性化経費
について、共生のまちづくり推進に
おいて、４５０億円程度の地方財政
措置を講じている。

5

ＮＰＯ等に対する活動助成に要する経費等ＮＰ
Ｏ等の活動の活性化経費については、普通交付
税の基準財政需要額における単位費用の積算基
礎としている。
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三条市、
田上町、
栄町、下
田村

広域行政ネット
ワークの構築及び
ＣＡＴＶへの開放

1079 1079010 041510
地域イントラネッ
ト基盤施設整備事
業の柔軟な運用

平成１６年度予算（政府原案）で
は、地域イントラネット基盤施設整
備事業での、ケーブルテレビ（地方
公共団体又は第３セクターが運営す
るものに限る。）への開放を目的と
する整備を可能にすることが盛り込
まれているが、本制度の創設に際し
ての開放時期等の要件（基準）を極
力地方公共団体の自由度が高まるよ
うなものとしていただきたい（例え
ば、開放時期について、「地域イン
トラネット網の整備後○年以内に開
放することが確定している場合に限
る。」といった画一的な基準とする
のではなく、「開放時期に係る条件
について、地方公共団体と関係ＣＡ
ＴＶ会社との間で合意されているこ
とを基準とする。」といった自由度
のある基準とする。）。

【地域再生構想の具体的内容】
　三条市、田上町、栄町、下田村の間で、広域行政ネット
ワーク（公共ネットワーク）を構築し、「公共施設予約シ
ステム」「市民交流システム」「証明書自動交付システ
ム」「学校教育支援システム」「防災情報提供システム」
「住民相談システム」を同ネットワーク内で稼働させる。
  また、設備設置に係る二重投資を回避するため、構築さ
れた広域行政ネットワークの一部を地元ＣＡＴＶ会社に将
来開放し、民間分野における高度情報通信ネットワークイ
ンフラの整備を合わせて実現する。
  なお、地元ＣＡＴＶ会社へのネットワークの一部の開放
時期については、既開局エリアである三条エリアにおける
加入率が一定割合を超えた場合等の条件が満たされた時と
することとしている。
【地域再生構想の実施により期待される効果】
①　三条市、田上町、栄町、下田村の間で、広域行政ネッ
トワークが構築されることにより、「市民交流システム」
等を通じた地域コミュニティの活性化の実現が期待され
る。
②　広域行政ネットワークの一部を地元ＣＡＴＶ会社に開
放するという手法を取り入れることにより、公共ネット
ワーク網とＣＡＴＶ網をそれぞれ構築する場合と比較し
て、約４．２億円程度（伝送路工事部分のみ考慮）の二重
投資の回避によるコスト削減が期待される。
③　広域行政ネットワークの一部を地元ＣＡＴＶ会社に開
放するという手法を取り入れることにより、地元ＣＡＴＶ
会社のエリア拡大が容易となるため、公共ネットワーク網
とＣＡＴＶ網をそれぞれ構築する場合と比較して、より早
い段階における同社の経営基盤の強化及び新規雇用の創造
の実現が期待される。
④　特に、田上町・栄町・下田村に、民間分野における高
度情報通信ネットワークインフラが整備されることによ
り、地場企業の情報化が進み、取引コストの軽減といった
企業のスリム化や販路拡大の実現が期待され、国際競争力
の強化にも資することなる。

　三条市、田上町、栄町、下
田村では、これまで地元ＣＡ
ＴＶ会社と協議を重ね、将来
的に、現行のサービスエリア
に加え、田上町、栄町、下田
村にもサービス展開をしてい
くことで合意しているところ
である。しかしながら、その
展開時期については、既開設
エリアである三条エリアの加
入状況を勘案しなければなら
ず、確定的な時期を決められ
ないのが現状である。こうし
た中、「地域イントラネット
基盤施設整備事業」のＣＡＴ
Ｖ開放に係る基準が自由度の
ないものとして制定されれ
ば、ＣＡＴＶへの開放を前提
とした広域行政ネットワーク
の構築を断念せざるを得ず、
左記効果の②③④が実現され
なくなる。このため、上記支
援措置が必要である。

総務省では地域イントラネット基盤
施設整備事業等により学校、図書
館、公民館、市役所などを高速・超
高速で接続する地域公共ネットワー
クの整備に取り組む地方公共団体等
を支援しているところ。

2 Ⅵ

地域イントラネット基盤施設整備等の平成16年
度予算（案）において、ケーブルテレビ（地方
公共団体又は第3セクターが運営するものに限
る。）への開放を目的とする整備を可能とする
ことが認められたところ。平成16年度事業から
補助対象とすべく、補助金交付要綱を改正する
こととしており、提案の趣旨に沿うものと思
料。

棚倉町
超高速インター
ネット網構築によ
る地域再生構想

1093 1093010 041520
加入者系光ファイ
バー網設備整備事
業の補助基準緩和

過疎地域等の地方公共団体がモデル
事業として地域公共ネットワーク網
を整備するための事業である。本地
域は一部辺地、一部山村地域（全面
積15,982㎡うち振興山村面積12,856
㎡全体の８割）である。本補助事業
の対象地域は条件不利地域に限定さ
れており、山振地域（条件不利地
域）と中心部郊外～山振地域（条件
不利地域）までが民間による整備が
見込めない地域となっているため、
行政サービスの拡充や町全体のIT化
の底上げなどより事業効果を高める
ためにも町全体で取り組めるよう対
象地域基準を緩和する。

補助対象地域を現行の一部対象地域のみ
でなく、自治体全域として対象とされた
い。

現在の補助対象区域のみの整
備を行えば、民間が整備しな
い中間地域とのデジタルディ
バイドが深刻化するため。一
体的な整備を押し進めたい。

地域情報通信ネット
ワーク基盤整備事業
費補助金交付要綱

総務省では、加入者系光ファイバ網
設備整備事業により、過疎地域等の
町村がモデル事業として地域公共
ネットワークを活用し加入者系光
ファイバ網を整備する際に、所要経
費の一部を補助しているところ。

2 Ⅵ

加入者系光ファイバ網設備整備事業の事業実施
地域については、過疎又は離島が属する町村全
域であったが、平成１６年度予算(案)におい
て、辺地、半島、山村、特定農山村を含む町村
全域へ拡充が認められたところ。平成１６年度
事業から対象とすべく、補助金交付要綱を改正
することとしている。

棚倉町
超高速インター
ネット網構築によ
る地域再生構想

1093 1093020 041530

加入者系光ファイ
バー網設備整備事
業の補助事業者の
緩和

自治体以外で、将来的なネットビジ
ネスの可能性として投資する（PFI手
法も含む）民間企業等（TMO、NPO等
含む）に対し、本事業の趣旨にあう
光ファイバー網等施設整備をする場
合補助できるようにする。

補助事業者を自治体のみでなく民間事業
者も対象とする。

現在は、補助対象者は自治体
のみであるが、民間会社も対
象にすることにより、民間の
活力を活かしたい。（株式会
社、TMO、NPO等）

地域情報通信ネット
ワーク基盤整備事業
費補助金交付要綱

総務省では、加入者系光ファイバ網
設備整備事業により、過疎地域等の
町村がモデル事業として地域公共
ネットワークを活用し加入者系光
ファイバ網を整備する際に、所要経
費の一部を補助しているところ。

5

 加入者系光ファイバ網設備整備事業では、自治
体が整備した施設を民間事業者に貸し出す等に
より、当該事業者による住民向けのサービス提
供が可能であり、民間の活力を活かした整備も
できるものである。

提案内容は、民間事業者に対す
る補助であるが、その趣旨を踏ま
え再度検討されたい。

加入者系光ファイバ網設備整備事業
は、採算性の問題から民間事業者に
よる光ファイバ網の整備が進まない
地域を対象に、地方自治体による整
備に対して国庫補助及びこれに伴う
地方財政措置を講ずるもの。ただ
し、住民へのサービス提供等の運用
にあたっては民間事業者に貸し出す
等により、民間事業者の能力を活用
することを想定しているところ。

山梨県
やまなしITﾌﾟﾗﾝ
（高速情報通信基
盤の整備）

1117 1117010 041540 地域公共ﾈｯﾄﾜｰｸ民
間開放の柔軟化

地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ基盤施設整備事業によっ
て民間開放用光ﾌｧｲﾊﾞの整備を可能と
する。
民間開放分の整備に当たっては、
「情報通信格差の是正」「地上放送
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化への対応」という開放目的
をはっきりさせることで、
・「第3ｾｸﾀｰに限る」等の開放先の制
約を設けない
・既に同事業を実施している場合に
は住民ｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑを整備することを
要件としない
（最も単純な場合では伝送路（光ﾌｧｲ
ﾊﾞ等）のみの整備を可能とする）
・補助金の下限を1千万円から百万円
まで引き下げる（事業費ﾍﾞｰｽで3百
万）
といった自治体の負担の少ない、実
状にあった取り扱いとする。

・県による民間開放用光ﾌｧｲﾊﾞ等の整備
・市町村による民間開放用光ﾌｧｲﾊﾞ等の
整備

地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ基盤施設整備事
業では「ITﾋﾞｽﾈｽﾓﾃﾞﾙ地区」
を除いて民間開放を前提とし
た光ﾌｧｲﾊﾞ等の整備が認めら
れていない。H16年度予算で
市町村又は第3ｾｸﾀｰが運営す
るCATVへの開放は認められた
が地域の法人格を持たない共
同受信施設や第3ｾｸﾀｰでない
通信事業者等への開放は認め
られていない。

地域イントラネット基盤施設整備事
業等により整備された光ファイバ等
については、未利用光ファイバの利
用を促進する観点から、効果的に未
利用部分が生じた場合には届出等の
簡易な手続きにより開放が可能。

5

情報通信格差是正事業費補助金交付要綱につい
て【補足事項】（平成15年5月19日付け総情域第
65号）に規定されている「情報通信に係る地域
格差を是正し、情報化の進展に対応した住民
サービスの向上を図るため、補助事業者が本事
業で設置した施設及び設備の一部を当該補助事
業者以外の者に利用させる場合」においては、
同交付要綱第20条の規定により届出書の提出を
もって、大臣の承認があったものとみなすこと
となっており、簡易な手続により民間事業者等
への開放は可能となっている。

提案者の要望である、地域ｲﾝﾄﾗ
ﾈｯﾄ基盤施設整備事業における
「ITﾋﾞｽﾈｽﾓﾃﾞﾙ地区」以外での民
間開放を前提とした光ﾌｧｲﾊﾞ等の
整備や、地域の法人格を持たな
い共同受信施設や第3ｾｸﾀｰでな
い通信事業者等への開放である
が、その内容は実現可能なの
か。

情報通信格差是正事業費補助金交付
要綱について【補足事項】（平成15年5
月19日付け総情域第65号）に規定され
ている「情報通信に係る地域格差を是
正し、情報化の進展に対応した住民
サービスの向上を図るため、補助事業
者が本事業で設置した施設及び設備
の一部を当該補助事業者以外の者に
利用させる場合」においては、同交付要
綱第20条の規定により届出書の提出を
もって、大臣の承認があったものとみな
すこととなっており、簡易な手続により
民間事業者等への開放は可能となって
いる。
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山梨市
地域公共ネット
ワークの整備推進
構想

1142 1142010 041550

「地域イントラ
ネット基盤施設整
備事業」の補助対
象拡大

地域イントラネット基盤施設整備事
業により、インフラ整備とシステム
開発を併せて行い、市内公共施設を
結ぶ施設地域情報通信振興施策を推
進し、整備を強化する。

現在、「情報通信システム整備促進事
業」により事業実施しているシステム開
発を、地域公共ネットワーク構築のため
に利用される「地域イントラネット基盤
施設整備事業等」においてインフラ整備
と併せ、総合的に事業展開することによ
り、相互に関連した地域公共ネットワー
クが構築される。

「地域イントラネット基盤施
設整備事業等」における補助
対象は、映像ライブラリー装
置、送受信装置、伝送施設等
のインフラ整備に限られてお
り、システム開発等の費用は
除かれている。このため、
「情報通信システム整備促進
事業」等の補助事業を併せて
取り入れるか、地方公共団体
の単独予算で対応しているの
が現状である。しかし、地域
公共ネットワークの構築に
は、システム導入が不可欠で
あり、ネットワーク構築時に
インフラ整備とシステム開発
を個々に行うとハードとソフ
トの不具合なども発生し易
く、同一事業内で併せて整備
する方が、効率的に事業を推
進することができる。このた
め、インフラ整備・システム
開発を共に補助対象とする支
援措置が望まれる。

情報通信格差是正事
業費補助金交付要綱

総務省では地域イントラネット基盤
施設整備事業等により、学校、図書
館、公民館、市役所などを高速・超
高速で接続する地域公共ネットワー
クの整備に取組む地方公共団体等を
支援しているところ。

5

過疎等条件不利地域の市町村が地域イントラ
ネット基盤施設整備事業等を行う際に当該ネッ
トワークを活用した行政サービスを提供する体
制を整備するため、防災、教育、福祉、医療等
の各種行政分野において活用可能な地域性に富
んだ住民にとって利便性の高いシステムを構築
する場合、そのシステム開発費等を情報通信シ
ステム整備促進事業により支援している。

提案者の要望は、「地域イントラ
ネット基盤施設整備事業等」の補
助対象にシステム開発を加える
ことで、効率的に事業を推進する
ことができるというものであるが、
その内容は実現可能と考えてい
いのか。

過疎等条件不利地域の市町村が地域
イントラネット基盤施設整備事業等を行
う際に当該ネットワークを活用した行政
サービスを提供する体制を整備するた
め、防災、教育、福祉、医療等の各種
行政分野において活用可能な地域性
に富んだ住民にとって利便性の高いシ
ステムを構築する場合、そのシステム
開発費等を情報通信システム整備促進
事業により支援している。

遠野市

日本のふるさと遠
野
－「起業」と「交
流」による地域再
生－

1210 1210010 041560 地域情報インフラ
の再構築

地上波放送のデジタル化に対応でき
るようにするため、既存のＣＡＴＶ
放送局による施設整備ができるよう
に、国庫補助対象の拡大措置を講じ
られたい。

　既存のＣＡＴＶ放送局で、地上波デジ
タル放送の受信施設の整備が行えること
で、新たな施設整備によらず効率的な施
設利用が図られる。
　広域エリアをカバーする複数のＣＡＴ
Ｖ放送局が共同で、地方波デジタルの受
信施設の整備を行うことで、高い投資効
果による農山村地域における情報化を推
進することができる。

新世代地域ケーブルテレビ施
設整備事業の対象は、新設整
備を補助対象としているた
め、難視聴地域をカバーする
地方の小規模なＣＡＴＶ局で
は、地方波デジタル放送への
対応ができない。
また、既存施設を活用するこ
とで、デジタル化へ対応する
施設整備の経費の効率化が図
られる。

電気通信格差是正事
業費補助金交付要綱

地域に密着した映像情報の提供又は
双方向機能を活用してインターネッ
ト接続サービス等を提供するケーブ
ルテレビ施設を整備する際に、国が
所要経費の一部を補助する。

5 既存施設の施設整備も補助対象から排除してい
ない。

要望内容は実現できるか確認さ
れたい。

 制度上は、既存の施設整備も補助対
象となり得る。

茨城県
つくば広域都市圏
活性化プロジェク
ト

1277 1277040 041570
TX光ファイバー
ケーブルの多面的
活用

・TXの鉄道施設の一部（光ファイ
バー）を有効利用するための規制緩
和
　鉄道施設の一部を抵当財団から除
外できるように鉄道抵当法を改正又
は解釈変更
　抵当権が設定されていても電気通
信事業に利用できるよう、電気通信
事業法の解釈変更

鉄道事業用光ファイバーの一部を、鉄道
事業に支障のない範囲内で電気通信事業
者に貸し出し、IT技術を駆使した情報化
されたまちづくりに資する。

　鉄道事業用の光ファイバー
の一部を電気通信事業者に使
用させられる余裕が発生した
としても、現在の鉄道抵当法
及び電気通信事業法の解釈・
運用では、これを電気通信事
業者に使用させることは不可
能であり、有効活用が図れな
いため。

電気通信事業法第６
条、電気通信事業法
第９条

　現行の電気通信事業法の解釈・運
用においても、自ら敷設した電気通
信回線設備に抵当権が設定されてい
たとしても、当該設備を用いて電気
通信役務を提供することは可能。

5

　現行の電気通信事業法の解釈・運用において
も、自ら敷設した電気通信回線設備に抵当権が
設定されていたとしても、当該設備を用いて電
気通信役務を提供することは可能。
　なお、現行の制度においては、電気通信回線
設備を設置して電気通信事業を営む場合には第
一種電気通信事業の許可を受ける必要がある
が、今年の春頃を予定している改正電気通信事
業法の施行により許可制が廃止され、登録又は
届出といった簡便な手続によって回線設備を設
置して電気通信事業を営むことが可能となる。

要望内容は実現できるか確認さ
れたい。

現行の電気通信事業法の解釈・運用に
おいて要望内容は実現可能である。

岐阜市 コンビニエンス
CITYぎふ構想 1320 1320010 041580

eまちづくり交付金
の交付要件などの
緩和

IT技術を活用した行政情報サービス
システム構築（コールセンターを設
置する際の調査費など及び地上波デ
ジタル放送を活用した行政情報提供
サービス計画の策定費など）が「eま
ちづくり交付金」の交付対象となる
ような交付要件の緩和

・様々な申告手続の電子化などを実現し、
自宅や職場において、２４時間いつでも
サービスが受けることができる行政を実
現。
特に、独自サービスとしてコールセンターを
設置し、 市民の問合せに直ぐに対応し、
サービスの向上を図る。
コールセンターについては、自治体にかか
る電話想定問答集等を作成し、問い合わせ
をオペレーターが答えることにより、迅速な
対応とたらい回しの解消等ができ、電話に
よるワンストップサービスが実現する。

・「地上波デジタル放送を活用した行政
サービス提供に関する実証実験」が全国で
唯一、本市で実施され、そのフィールドとし
ての成果をもとに、実践的に諸課題を検証
し、より具体化した地域密着型の岐阜市版
デジタル放送活用を進め、インターネットを
補完したアクセシビリティのある市民サービ
スを実現。

28.記載の本市独自事業がeま
ちづくり交付金の交付要件に
合致せず、事業実施において
阻害要因となっているため

地域情報化モデル事
業交付金交付要綱
（平成15年3月4日適
用）

地域の知恵と工夫を生かし、住民の
目に見える形でＩＴを活用した地域
情報化のモデル事業を全国に展開す
るために必要な経費を市町村に交
付。
平成14年度補正のみで予算措置。

8 － 地域情報化モデル事業交付金（ｅまちづくり交
付金）は、平成15年度以降の予算措置がない。
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只見町 携帯電話通話エリ
アの拡大 1338 1338010 041590

総務省の地域情報
通信振興関連施策
（移動通信用鉄塔
施設整備事業）の
メニューの拡大・
緩和

補助事業のメニュー拡大。鉄塔施設
整備だけではなく、エリアを増幅す
る機器の整備についてもメニューに
加える。

役場、地区ｾﾝﾀｰ（公民館・支所）周辺
は、通信事業者の参入、総務省補助事業
等により整備完了したが、公共施設から
離れた集落へのエリアをエリア増幅器等
により整備し、町内全集落を携帯電話の
利用可能地域とする。

現状では、通信事業者の参
入、補助事業による整備は困
難であるため。

情報通信格差是正事
業費補助金交付要綱
別表

移動通信用鉄塔施設整備事業では、
移動通信に必要な次の施設・設備の
設置に要する経費を補助している。
鉄塔、局舎、外構施設、受電設備、
送受信アンテナ、送受信機、伝送用
専用線、電源設備、監視・制御装置
等

3
　移動通信用鉄塔施設整備事業は、公共事業で
ある情報通信格差是正事業の一つであり、公共
事業としての性格上、「エリア増幅器」等の機
器のみの設置は対象としてなじまない。

補助メニューへの追加要望であ
るが、実現できないか検討された
い。

機器のみの設置を内容とする事業は公
共事業にはなじまないため、公共事業
である移動通信用鉄塔施設整備事業
についても、「エリア増幅器」等の機器
のみの設置は対象としてなじまない。

古殿町

「グローカルｅ町
づくり～おらが町
のIT戦略～」によ
る地域再生計画

1365 1365010 041600

情報通信格差是正
事業における採択
要件の緩和、利便
性の向上

情報通信格差是正事業における「地
域イントラネット基盤施設整備事業
等」及び「移動通信用鉄塔施設整備
事業」の採択基準、対象、利用条件
等の改善

情報通信格差是正事業における「地域イ
ントラネット基盤施設整備事業等」にて
整備した伝送路の一部を移動通信用基地
局との伝送用専用線として確保した上で
「移動通信用鉄塔施設整備事業」により
移動通信用鉄塔施設を整備する。それに
より、効率的に整備が図られ、なおかつ
移動通信サービス提供事業者が事業を展
開しやすくなる。

「地域イントラネット基盤施
設整備事業等」において、移
動通信用の伝送路が事業目的
に合致しないため、別整備が
必要になる。また、「移動通
信用鉄塔施設整備事業」にお
いて、基地局との「伝送用専
用線」が「無線を使用するも
のに限る」となっているた
め、基地局との通信用に移動
通信サービス提供事業者が独
自に伝送路を確保しなければ
ならない状況にあり事業展開
の阻害要因となっているた
め。

情報通信格差是正事
業費補助金交付要綱

地域イントラネット基盤施設整備事
業等により整備された光ファイバ等
については、未利用光ファイバの利
用を促進する観点から、効果的に未
利用部分が生じた場合には届出等の
簡易な手続きにより開放が可能。
　移動通信用鉄塔施設整備事業の補
助対象設備である伝送用専用線につ
いては、「無線を使用するものに限
る。」とされている。

2 Ⅵ

情報通信格差是正事業費補助金交付要綱につい
て【補足事項】（平成15年5月19日付け総情域第
65号）に規定されている「情報通信に係る地域
格差を是正し、情報化の進展に対応した住民
サービスの向上を図るため、補助事業者が本事
業で設置した施設及び設備の一部を当該補助事
業者以外の者に利用させる場合」においては、
同交付要綱第20条の規定により届出書の提出を
もって、大臣の承認があったものとみなすこと
となっており、簡易な手続により民間事業者等
への開放は可能となっている。
移動通信用鉄塔施設整備事業の伝送用専用線に
ついては、平成16年度予算要求の結果、基地局
から同一市町村のアクセスポイントまでの有線
設備（光ケーブル）の補助対象化が認められた
ところであり、平成16年度事業から対象とすべ
く、補助金交付要綱を改正することとしてい
る。

北海道滝
川市 商業都市の再生 1390 1390070 041610 コミュニテイFMの

放送区域制限緩和
地域情報発信のために周辺市町等放
送エリアの拡大

中空知広域市町村圏組合（5市5町）の圏
域の情報発信交流機能を充実させ、地域
住民サービスの向上を目指す。

中空知広域圏内は、本市を中
心とした生活圏・経済圏を形
成し、コミュニティ放送によ
る地域密着型の情報の共有化
への要望が高く、市内の難聴
地区さらには周辺市町へのエ
リアの拡大を進めるため、制
限の緩和を認めていただきた
い。また、現在4市2町による
合併協議が進行している中、
コミュニティ放送が果たす役
割は大きく、地域にとって欠
かすことのできないメディア
である。

放送法施行規則（昭
和25年電波監理委員
会規則第10号）別表
注14
放送普及基本計画
（昭和63年郵政省告
示第660号）第1 1
（1）（ウ）
電波法関係審査基準
（平成13年総務省訓
令第67号）別紙2 第5
4（1）ア

【別紙あり】

コミュニティ放送は、一の市区町村
の一部の区域（隣接する市区町村を
含む）における需要にこたえるため
のもの

3,(
7)

コミュニティ放送（市区町村放送）は、一般の放送局
と異なり、各市区町村において当該地域に密着したき
め細かな情報の提供を促進する観点から制度化された
小規模な放送局であり、その放送区域及び空中線電力
を目的に必要な範囲内に限定する代わりに、一般の放
送局において必要となる競願処理、比較審査等の手続
きを経ることなく、簡易かつ迅速な手続き（先願主
義）で開局を可能としているもの。したがって、提案
のように市区町村放送の放送区域の制限を撤廃するこ
とは、市区町村放送の制度趣旨を逸脱し、一般の放送
局と異なる規律を適用する根拠を失わせるものであっ
て不適当である。加えて、①地域における放送市場は
現実には限りがあることから、周辺地域における今後
の市区町村放送の開設を事実上困難にし、むしろ市区
町村放送の普及に支障を生じることとなること。②県
域の放送事業者は放送区域内におけるあまねく普及義
務に従い過疎地域等も含めた放送を行っているが、市
区町村放送の大幅な広域化を認めた場合、道内の人口
集中地域をクリームスキミングすることが可能とな
り、その結果、県域放送の経営基盤が侵食され、災害
時等におけるライフラインである放送の過疎地域等に
おける普及継続にも重大な支障が生じることとなるこ
と。③生活圏である市区町村の範囲を超えることによ
り、市区町村放送の制度趣旨である地域に密着したき
め細かな情報提供に逆行することとなること。などの
問題を生じさせるものであり、特区という限られた地
域であっても実施することは不適当である。

提案の趣旨を踏まえ検討できな
いか。

　再検討要請の趣旨はコミュニティ
放送（市区町村放送）の放送区域制
限の緩和を改めて求めるものと考え
られるが、市区町村放送は、従来の
県域放送と異なり、放送区域及び空
中線電力を目的に必要な範囲内に限
定する代わりに、一般の放送局にお
いて必要となる競願処理、比較審査
等の手続きを経ることなく簡易かつ
迅速な手続き（先願主義）で開局を
可能とするとともに、あまねく普及
義務も負わない等の特徴を有してお
り、提案のように放送区域の制限を
緩和し、周辺地域においても広く聴
取可能となれば、県域放送より緩和
された規律を適用する根拠を失わせ
るものとなること等から対応ができ
ないものである。

西郷町
観光を機軸に交
流・産業を創出す
るまち

2066 2066110 041620 コミュニティ放送
の規制緩和

コミュニティ放送の電波の時期・出
力量等などの規制緩和を行う。

現在、島後では、コミュニティFMである
隠岐FMがあるが、時期、出力等で非常に
制限がある。地域のつながりの再生に
は、メディアが必要であり、時期・出力
等の拡大が求められる。

隠岐唯一のコミュニティFMで
あり、地域づくりの拠点の一
つであり、今後の拡充が望ま
れ、島からの情報発信が望ま
れる。

放送用周波数使用計
画（昭和６３年郵政
省告示第６６１号）
第１総則　１０、電
波法関係審査基準
（平成１３年総務省
訓令第６７号）別紙
２　無線局の目的別
審査基準（第５条関
係）　第５　放送関
係４　超短波放送局
（１）コミュニティ
放送　オ

空中線電力は、原則として、２０Ｗ
以下で必要最小限のものとする。

8 提案にある隠岐島後においては、現在、コミュ
ニティ放送局はない。なお、今後、同地域でコ
ミュニティ放送を行う具体的な計画が出てきた
場合には個別にご相談いただきたい。
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兵庫県 ケータイ利用地域
拡大プログラム 2101 2101010 041630

単独事業での過疎
債の活用拡充・国
庫補助事業での事
業者負担軽減

移動通信用鉄塔施設整備事業（国庫
補助事業及び地方単独事業）におい
て、①事業者負担の軽減を図るとと
もに、②地方単独事業の人口要件を
廃止し、国庫補助事業と同様に過疎
地域全体を対象とする必要がある。

過疎地域等の携帯電話の不感地区の解消

現行では移動通信鉄塔施設整
備事業において、事業者は、
国庫補助事業の場合は総事業
費の１／６の負担、地方単独
事業の場合は、市町の人口に
応じて１／６以上の負担を求
められているため、過疎地域
等の条件不利地域における事
業参入には限界がある。ま
た、地方単独事業の人口要件
が５，２００人未満と定めら
れているため、要件に該当し
ない過疎地域での事業者の事
業参入の促進を図るために
は、移動通信鉄塔施設整備に
係る事業者負担の軽減が必要
である。
そこで、移動通信用鉄塔施設
整備事業において、①事業者
負担の軽減を図るとともに、
②地方単独事業の人口要件を
廃止し、国庫補助事業と同様
に過疎地域全体を対象とする
必要がある。

・「情報通信格差是
正事業について」(平
成14年７月15日付け
総行情第53号総務省
自治行政局地域情報
政策室長通知)３の
(3)
・「移動通信用鉄塔
施設整備事業におけ
る地方単独事業につ
いて」（平成15年11
月17日付総行情第145
号総務省自治行政局
地域情報政策室長通
知）

【補助事業】
　地域間の格差是正を図るため、過
疎地、辺地、離島、山村、特定農山
村又は豪雪地帯において、市町村が
移動通信用鉄塔施設を整備する場
合、国がその設置経費の１／２を補
助。
　設置経費の１／５を都道府県が負
担。都道府県の負担額のうち一定額
を特別交付税措置。
　設置経費の３／１０を市町村が負
担。但し市町村負担のうち設置経費
の１／６は事業者負担。のこりは過
疎債・辺地債において措置。

【単独事業】
　過疎地、辺地における人口５，２
００人未満の市町村に対し、以下の
算式に基づいて地方公共団体の負担
額を決定し、県及び市町村負担部分
について補助事業と同様の支援措置
を行う。
　
　地方公共団体の負担額
＝設置経費－設置経費×対象市町村
人口÷５，２００人

但し、事業者負担額が設置経費の１
／６を下回る場合は１／６とする。

2 Ⅴ 現在、①及び②について、関係部署と協議中。
（但し、実現については未定）

実施時期及び実施内容を明確に
されたい。 3

現在、①及び②について関係部署と協
議中であり、実施時期及び実施内容を
明確に記載することはできない。
そこで、提案者に対して誤解を与えるこ
とを避けるため、「措置等の分類」を２か
ら３にすることとしたい。

岡山県 ＩＴフロンティア
岡山の創造 2164 2164030 041640

国庫補助で整備し
た地域公共ネット
ワークの全面開放

総務省の地域イントラネット基盤施
設整備事業、広域的地域情報通信
ネットワーク基盤施設整備事業、地
域インターネット導入促進事業によ
り整備した地域公共ネットワーク
を、ラストワンマイルの整備に活用
できるよう、民間通信事業者に無条
件に開放。

地域公共ネットワークを活用して民間通
信事業者によるＣＡＴＶ、ＤＳＬ、無線
ＬＡＮなどの事業展開を推進することに
より、高速インターネットカバー率１０
０％を早期に実現し、全県域におけるＩ
Ｐｖ６網の整備を促進する。

過疎・中山間地域等条件不利
地域へのラストワンマイル整
備のためには、国庫補助によ
り整備した地域公共ネット
ワークを民間通信事業者へ開
放することにより、進出コス
トを低減することが不可欠で
ある。

情報通信格差是正事
業費補助金交付要綱

地域イントラネット基盤施設整備事
業等により整備された光ファイバ等
については、未利用光ファイバの利
用を促進する観点から、効果的に未
利用部分が生じた場合には届出等の
簡易な手続きにより開放が可能。

5

情報通信格差是正事業費補助金交付要綱につい
て【補足事項】（平成15年5月19日付け総情域第
65号）に規定されている「情報通信に係る地域
格差を是正し、情報化の進展に対応した住民
サービスの向上を図るため、補助事業者が本事
業で設置した施設及び設備の一部を当該補助事
業者以外の者に利用させる場合」においては、
同交付要綱第20条の規定により届出書の提出を
もって、大臣の承認があったものとみなすこと
となっており、簡易な手続により民間事業者等
への開放は可能となっている。

(株)富士
通南九州
システム
エンジニ
アリング
（ＭＱ
Ｓ）
ＮＰＯ
ハイパー
メディア
ソサイエ
ティ

学校に行けない子
どもたちを支える
地域通貨システム
の構築と適用効果
の検証プロジェク
ト

3026 3026010 041650

地域の人材データ
ベースと連動した
地域通貨システム
の開発

総務省が開発を予定されている地域
通貨システムに連携可能な地域人材
データベースシステムを、地域通貨
システムの開発・実証実験の枠組み
の中で開発させていただきたい。ま
た、開発したシステムを、本プロ
ジェクトにて先行的に適用させてい
ただきたい。

（１）不登校や病欠、障害を持つ児童、
生徒に対する学習支援や指導補助のため
のIT基盤環境整備と運用の支援
（２）家庭や学童保育での補完学習の支
援
（３）学校を中心とした地域人材データ
ベースの構築と整備

この活動の中では、地域に住
む教師経験者や教育学部の大
学生、OBなどを中心とする地
域住民の方の協力が不可欠で
あることから、活動に参加し
ていただく人たちのコミュニ
ティ内で流通する地域通貨を
導入し、メンバ間の交流を活
性化しながら、活動の輪を拡
げていくことが有効であると
考えられるため。

なし

　平成１６年度の新規事業として、
「ＩＴを活用した地域通貨モデルシ
ステムの開発・実証事業」を実施す
ることとしており、インターネッ
ト、ＩＣカード（住民基本台帳カー
ド等）、公的個人認証サービス及び
携帯電話等のＩＴを活用した電子的
にやりとりできる利便性の高い地域
通貨モデルシステムを開発するとと
もに、２又は３程度の地方公共団体
を選定して、同システムの実証実験
を実施する予定。さらに、開発した
地域通貨モデルシステムは、希望す
る地方公共団体に無償で配布するこ
ととし、その導入に要する経費を地
方交付税に算入することを検討。

1 Ⅶ

　今回、地域再生構想として「ＩＴを活用した
地域通貨」をツールとする地域再生事業につい
て提案のあった地方公共団体を中心に、ヒアリ
ングを行い、有識者の意見等を踏まえつつ、実
証実験のフィールドとなる地方公共団体（以
下、「実証実験団体」という。）を選定。選定
された地方公共団体は、地域再生計画の認定を
受け、実証実験団体として指定されることによ
り、本事業による支援を受けることが可能とな
る。
　なお、実証実験団体の選定手続きはこれから
行なわれるものであり、今回の地域再生構想の
提案をもって、実証実験団体に選定されたわけ
ではないので、念のため申し添える。

たけかわ
企画

中津川市地域ネッ
トワーク民間開放
プロジェクト＜放
送･通信＞

3047 3047010 041660

地域公共ネット
ワークの目的外利
用の推進（民間開
放）

補助施策「地域イントラネット基盤
施設整備事業」を活用し構築した
ネットワークを、各種サービス事業
の創出等、地元経済活性化のため、
幅広く地域企業等が活用できる措
置。

地域ネットワーク(地域イントラネッ
ト、アクセスネットワーク等)を活用
し、地場企業が行政業務／行政サービス
のアウトソーシングを自治体から受託し
きめこまやかな住民サービスを実現し行
政コストの削減と地場企業の雇用促進が
図れる。また、高速、広帯域の地域ネッ
トワークを利用して保健福祉、防災、教
育、娯楽、観光等の映像／画像をふんだ
んに使った情報サービスを低価格で実現
するとともに新規事業創出を図る。

現状は、ITビジネスモデル地
区認定自治体であること、ま
たはCATV整備予定案件でない
と利用できなく、本来の地域
イントラネットの目的である
地域住民へのサービスという
点で活用が制限されている。

情報通信格差是正事
業費補助金交付要綱

地域イントラネット基盤施設整備事
業等により整備された光ファイバ等
については、未利用光ファイバの利
用を促進する観点から、効果的に未
利用部分が生じた場合には届出等の
簡易な手続きにより開放が可能。

5

情報通信格差是正事業費補助金交付要綱につい
て【補足事項】（平成15年5月19日付け総情域第
65号）に規定されている「情報通信に係る地域
格差を是正し、情報化の進展に対応した住民
サービスの向上を図るため、補助事業者が本事
業で設置した施設及び設備の一部を当該補助事
業者以外の者に利用させる場合」においては、
同交付要綱第20条の規定により届出書の提出を
もって、大臣の承認があったものとみなすこと
となっており、簡易な手続により民間事業者等
への開放は可能となっている。
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たけかわ
企画

中津川市地域ネッ
トワーク民間開放
プロジェクト＜放
送･通信＞

3047 3047020 041670

「新世代ケーブル
テレビ施設整備事
業」の補助金要件
の改善

市町村が整備･運営する公設公営、ま
たは第三セクターが整備･運営する民
設民営となっている補助金要件に、
市町村が整備して第三セクターが運
営する公設民営を追加。

市町村が整備することにより全戸加入を
実現し、地域での均一な情報サービス提
供の基盤を整備する。民間（第３セク
ター）が運用を行うことにより、低コス
トかつ柔軟で効率的な経営を実現する。

公設公営では、行政の業務増
加となるのみならず、ニーズ
変化、技術革新の早い当該分
野への対応が遅れる可能性が
大。民設民営では全戸加入を
実現できず、行政情報提供な
どにおいて地域情報提供イン
フラとして活用が不充分にな
る可能性大である。

電気通信格差是正事
業費補助金交付要綱

電気通信格差是正事業費補助金交付
要綱第5条第1項表中「区分」欄の
「新世代地域ケーブルテレビ施設整
備事業」の甲において、「施設の設
置のほか当該施設を運営するもの」
と規定している。この趣旨は、補助
金の交付を受けた者が有線テレビ
ジョン放送法上の設置許可を受ける
よう求めているもの。

5
補助金の交付を受けた市町村等が有線テレビ
ジョン放送施設の設置許可を受ける限りにおい
て、番組制作や設備の保守管理等を業務委託す
ることは可能。

たけかわ
企画

中津川市地域ネッ
トワーク民間開放
プロジェクト＜放
送･通信＞

3047 3047030 041680

「地域イントラネット
基盤施設整備事
業」における追加
工事の採択

平成12年度、平成13年度に実施した
補助スキーム「地域イントラネット
基盤施設整備事業」の光ケーブル工
事では高度利用、信頼性向上および
予備のための光ファイバ心線収容が
認められず（１拠点当り4心が最大心
数）、障害対応、拡張対応に課題が
あり。その後の補助スキームでは高
度利用、信頼性向上および予備のた
めの光ファイバ心数収容が認められ
た。導入時期によるシステム格差是
正のため現在の採択基準との光ファ
イバ心線数差を追加するための補助
金工事の採択。

既設光ケーブルの共架設備（ハンガ、
メッセンジャーワイヤなどの設備）を活
用・流用し、不足する光ファイバ心線の
増設（追加共架）工事を、新規共架工事
に比べて安価に施工する。

地域ネットワークに行政、住
民、企業向けなどの通信を統
合する場合必須となる迂回路
などの障害対応、および機能
向上、セキュリティ対策のた
めの回線分離などの対応を行
うには標準仕様程度の光ファ
イバ心線数にする必要があ
る。

情報通信格差是正事
業費補助金交付要綱

地域公共ネットワークの整備を円滑
かつ効果的に推進するため、各地方
公共団体が地域公共ネットワークを
整備する際において、必要又は参考
となる情報・基準等を「地域公共
ネットワークに係る標準仕様」とし
て平成14年10月に策定。

3

地域イントラネット基盤施設整備事業とは、地
域における公共施設等を結ぶ情報通信ネット
ワーク基盤となる施設及び設備の設置の事業で
あり、心線追加のみが目的の事業は補助事業の
目的に合致しない。

提案者の要望は、心線追加によ
り、光ファイバの信頼性の向上
に繋がるものであるが、その趣
旨から再度検討できないか。

地域イントラネット基盤施設整備事
業とは、地域における公共施設等を
結ぶ情報通信ネットワーク基盤とな
る施設及び設備の設置の事業であ
り、心線追加のみが目的の事業は補
助事業の目的に合致しない。

デイコー
ルサービ
ス協会

人間同士の肉声に
よる「会話の力」
が心の人間大国日
本を実現する

3053 3053010 041690

緊急通報システム
の管理責任と毎日
正常稼働の証明を
義務化する

●緊急通報システムの管理責任を明
確にする法令または条例を作る
・緊急通報システムの管理体制強化
による補助金や税金の無駄使いを防
止する。
ある地方自治体において独居老人宅
に設置中の緊急通報用電話機を地域
の電話番号変更に伴い、約１万台の
入力データの変更作業が実施された
ところ、約１千300台の通報用電話機
が行方不明などで変更になっていま
す。独居老人の実態が把握できない
ため、毎年行方不明分位の台数が新
規購入されています 。このように自
治体関係者や管理業者によって補助
金や税金の無駄使いが行われていま
す。
・毎日、緊急通報装置の正常稼働を
証明させ管理責任を明確にする。
日本国内に広く設置されている独居
老人や高齢者等「人からの24時間緊
急通報装置」は、非常ボタンが押せ
なかったり、押してもつながらない
場合は、全く役に立ちません。突然
死や孤独死の場合でも死亡原因に不
自然な点がなければ、例え非常ボタ
ンや通報装置が通報不能な状態に
なっていても、単なる事故死として
処理されています。

　平成14年11月１日から、人間同士の肉声を
介する心の交流（ヒューマンコミュニケー
ション）の「会話の力」で容態や安否を確認
を行う“おたっしゃコール”モデリング事業
を実施中です。
　本モデリング事業の特徴は、独居老人宅や
高齢者夫婦宅とNPOやボランティアなど、地
域の人々をホットラインで結び、毎日定時に
自動的に人間同士の肉声による「会話の力」
を習慣づけることにより、生活にリズムを与
えると同時に、日々の些細な変化にも迅速に
対応できるよう予防的見地からの情報収集と
アプローチを可能にした点です。
　一方、地方自治体では、緊急通報装置等を
設置して安否確認や孤独死防止対策を講じて
いますが、事故や病気になる前への対応等、
予防的見地からの安否確認には至っていない
のが現状です。
　人間よりも機械頼みの日本のホームセキュ
リティや緊急通報システムは、高齢者の心身
のケアに関しては全く無力です。それを裏付
けるかのように、最近、緊急通報装置を設置
している独居老人宅で孤独死が多発していま
す。緊急通報システムには、管理責任を明確
にすることを義務付ける必要があります。
モデリング事業を１年間実施した結果、利用
者の評価は高く、究極の緊急通報システムと
して注目を集めそうです。

日本国内に設置されている独居老
人や高齢者等「人からの24時間緊
急通報装置」は、非常ボタンが押
せなかったり、押してもつながら
ない場合は、全く役に立ちませ
ん。突然死や孤独死の場合でも死
亡原因に不自然な点がなければ、
例え非常ボタンや緊急通報装置が
通報不能な状態になっていても、
単なる事故死として処理されてい
ます。緊急通報システムは、独居
老人にとって命綱です。ある地方
自治体において、地域の電話番号
変更に伴い、約１万台の通報用電
話機の入力データの変更作業が実
施したところ、約１千300台の通
報用電話機が行方不明で、変更作
業ができなかったことが判明、ず
さんな管理体制が明らかになって
います。最近では、緊急通報装置
を設置している独居老人宅で孤独
死が多発しています。これを防止
できるシステムを稼働させている
からです。

6 － 総務省は提案に係る緊急通報システムにかかる
いかなる法令・補助金も有していないため。

特定非営
利活動法
人地域自
立ソフト
ウェア連
携機構
（略称
MSCO)

崩壊した河川流域
コミュニティを情
報基盤で再構築

3054 3054030 041700

流域交通網は最終
的な課題である。
そのための準備と
して、有線放送網
を整備し、流域情
報道路整のための
放送法の規制緩
和、テラバンク
サーバー費用支
援、流域の環境監
視用カメラ費用支
援

1）流域情報道路は、現状の有線設
備、ADSL基地局を配置整備。ソフ
トェア整備、ハードウェア整備（例
えば、テテバンクサーバー３千万円/
１式×２式＝６千万円、監視用カメ
ラ百万円×１００式＝１億円、電子
会議用ソフトウェア１式２千万円、
環境監視用ソフトウェア１式２千万
円、GIS観光・環境・施設管理１式５
千万円）
２）情報交通網は、市町村を貫通し
た、河川域の有効利用となり、河川
整備予算利用
３）１）、２）を実現するための施
策の利便性向上

河川の流域環境は整備するためには、流
域環境や人々の生活環境の映像による、
交流を促進するため、強力な２４時間稼
動テラバンクサーバーを整備し、電子会
議、環境監視などを促進する。現在、流
域での地産地消が、過疎地での経済停滞
のために遅れているが、この種の高度情
報化での経済的刺激が重要な役割を果た
す。将来的には、流域モノレールなどの
流通・交通手段の実現が期待される。当
面は過疎地での交通量を間かな数倍程
度。

河川流域に沿っての人、物の
交流は皆無に近い。実現する
とすれば、流域に沿っての地
産地消の実現であり、流域全
体での物流、観光を交流させ
る仕組みが必要となる。情報
映像の高度化利用で実現でき
るので、過疎地、過密地との
物流、人流の活性化が期待で
きる。

6 － 事業内容からは、有線テレビジョン放送法に関
する規制緩和要望は読み取れないため。
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財団法人
本庄国際
リサーチ
パーク研
究推進機
構／
学校法人
早稲田大
学

エコユーザーの育
成と参加を通じた
<自律･循環>の地域
づくり

3043 3043010 041710

国による現地直接
支援のための職員
派遣に係る兼業規
制の緩和

【地域再生の全体構想に関わる提案
事項】
●国による現地直接支援のための職
員派遣に係る兼業規制の緩和
※本地域におけるプロジェクト全体
構想を、早稲田大学をはじめとする
「産学公・地域連携」をもとに、国
等の施策の連携・集中・統合等を適
時有効に講じつつ推進していく上
で、国による現地直接支援のための
担当職員を地域内のプロジェクト推
進機関等に派遣・配置し、現地・現
場の状況に密着した常設的な協働体
制を構築することが極めて有効であ
る。
※このため、内閣府をはじめとした
関係府省庁からの意欲ある自薦志望
者を中心に、本地域内で活動する早
稲田大学の教員・研究員や財団職員
として任用することにより、地域再
生プロジェクト遂行の現場と直接頻
繁に行き来し、現場の視点から関係
各所の施策対応を総合調整すると共
に、国等の新たな政策形成への
フィードバックに努めるなどの活動
が可能となるよう、国家公務員の兼
業規制の緩和特例による支援措置を
提案したい。

◆国の直接支援による現地・現場レベルでの
連携・協働体制の構築
　地域再生のための各個別プロジェクトの推
進に関わる個々の支援措置に加え、当地域に
おける全体構想の実現に向けた一元的な現地
推進組織として、地域内におけるプロジェク
ト遂行の現場と密着しつつ国・県・市等の関
係各所間の緊密な連携と各種施策の統合・集
中を適時確保するために、国（内閣府等）か
らの職員派遣による現地直接支援をもとに地
域内外との有効な連携・協働体制を構築する
「地域再生プロジェクト現地統括チーム(仮
称)」を設置する。
①パイロットプロジェクトの認定
②全体のコーディネート
・プロジェクトの理念の構築
・各府省の施策の総合調整
・プロジェクト同士の横の連携の確保
③地域内外との連携・ネットワークの強化
・各プロジェクトのHPを管理し、先進事例の
先駆的情報を一般に逐次提供
・全国各地の事例の多角的情報分析による有
用ツールの導入支援
※本提案の代表者であり本庄地域内での事業
実施主体である財団法人本庄国際リサーチ
パーク研究推進機構は、埼玉県、本庄市、美
里町、児玉町、神川町、神泉村、上里町、岡
部町及び早稲田大学等が共同で設立したもの
であり、埼玉県北部の本庄地方拠点都市地域
において産、学、公及び地域が連携し地域づ
くりを進める団体である。

○これまでは、主として国立
大学教員等の研究成果を民間
事業において活用するための
兼業等の取り扱いが整備され
てきたが、一方、その他の国
家公務員が民間の研究プロ
ジェクト等に直接関与するた
めの体制は未だ顕在化されて
いない。
○国立大学教員以外の国家公
務員が業務に関係する事業の
推進のために、地域再生など
の公益性の高い研究プロジェ
クト等へ研究者として直接関
与する上で、従来のような出
向派遣ではなく兼業という形
態で服務することを積極的に
認可していくことが望ましい
と考える。

国家公務員法第１０
４条

職員が報酬を得て、営利企業以外の
事業の団体の役員等の職を兼ね、そ
の他いかなる事業に従事し、若しく
は事務を行うにも、内閣総理大臣及
びその職員の所轄庁の長の許可を要
することとされている。

5

一般職国家公務員である職員の兼業は、人事管
理上服務を厳正ならしめるため、公務に支障を
来したり、公務の信用を失墜させたりするなど
のおそれがあるとして原則禁止されるものであ
るが、そのようなおそれがないと判断される場
合には、私立大学教員・研究員や財団法人職員
との兼業についても許可を受け行うことが可能
である。

要望内容は実現できるのか、確
認されたい。 2 Ⅴ

一般職国家公務員である職員が、[産
学公・地域連携」活動のために私立大
学教員と勤務時間内兼業を行うこと等
については、兼業に係る業務の公共性
等を踏まえ、具体的な兼業に係る業務
の内容、要件等について検討していき
たい。
なお、地域に限定することについては、
国家公務員制度に係ることであり、なじ
みにくいと考えている。

飯山市
地域の宝を活かす
賑わい創出・旅産
業おこし

1311 1311090 041720 地域通貨のしくみ
づくり支援

地域通貨による「地産・地消」を図
るため地域通貨の流通が簡易に図れ
るシステムの構築のための財政支援
等をお願いしたい。

　地元産の農産物を地元で消費してもら
うため、地域通貨を流通させることで消
費者側の負担がすくなくなり、なおかつ
地域商店街の活性化へとつながる。ま
た、観光施策としての体験農業でできた
収穫物の流通手段として地域活性化へと
つながる。

現在、農産物購入者にとって
は地元産の価格により市外農
産物を買わざるをえない状況
があるが地域通貨導入により
地産地消がよりしやすくなる
こともあることと同時に地域
商店街の活性化へとつなが
る。そのためにも地域通貨流
通が簡易でできるシステムづ
くりが必要のため。

なし

　平成１６年度の新規事業として、
「ＩＴを活用した地域通貨モデルシ
ステムの開発・実証事業」を実施す
ることとしており、インターネッ
ト、ＩＣカード（住民基本台帳カー
ド等）、公的個人認証サービス及び
携帯電話等のＩＴを活用した電子的
にやりとりできる利便性の高い地域
通貨モデルシステムを開発するとと
もに、２又は３程度の地方公共団体
を選定して、同システムの実証実験
を実施する予定。さらに、開発した
地域通貨モデルシステムは、希望す
る地方公共団体に無償で配布するこ
ととし、その導入に要する経費を地
方交付税に算入することを検討。

1 Ⅶ

　今回、地域再生構想として「ＩＴを活用した
地域通貨」をツールとする地域再生事業につい
て提案のあった地方公共団体を中心に、ヒアリ
ングを行い、有識者の意見等を踏まえつつ、実
証実験のフィールドとなる地方公共団体（以
下、「実証実験団体」という。）を選定。選定
された地方公共団体は、地域再生計画の認定を
受け、実証実験団体として指定されることによ
り、本事業による支援を受けることが可能とな
る。
　なお、実証実験団体の選定手続きはこれから
行なわれるものであり、今回の地域再生構想の
提案をもって、実証実験団体に選定されたわけ
ではないので、念のため申し添える。

新井市
バイオ・リージョ
ン（生命地域）の
形成

1313 1313030 041730
地域通貨利用シス
テムの実証モデル
づくりへの支援

●地域通貨を活用した地域再生は、
全国的にも可能性の高い手法と考え
られる。●しかし、地域全体で利用
しやすいシステムを構築するために
は、自治体主導の下、多額の経費を
要する。●そこで、全国のモデルと
なるシステムの構築に当たっては、
全額を国庫負担し、他地域にも無償
でそのシステムを開放することを提
案する。

●ITを活用した地域通貨の導入・普及のモデ
ル事業として、全額国において、地域住民全
体を対象に、個人認証により本人確認をする
ことにより、センターサーバーにより地域通
貨のやり取りができるシステムを構築する。
●合わせて、紙幣・ICカードとの併用による
実証実験を行う。　これにより、全国に本シ
ステムが普及し、地域通貨を活用した、地域
の独自性に基づいた地域再生が可能となる。

●このような全国の先進的な
モデルとなるシステムの構築
は全額を国庫負担とし、他地
域にも無償でそのシステムを
開放することで地域通貨の普
及を図る。

なし

　平成１６年度の新規事業として、
「ＩＴを活用した地域通貨モデルシ
ステムの開発・実証事業」を実施す
ることとしており、インターネッ
ト、ＩＣカード（住民基本台帳カー
ド等）、公的個人認証サービス及び
携帯電話等のＩＴを活用した電子的
にやりとりできる利便性の高い地域
通貨モデルシステムを開発するとと
もに、２又は３程度の地方公共団体
を選定して、同システムの実証実験
を実施する予定。さらに、開発した
地域通貨モデルシステムは、希望す
る地方公共団体に無償で配布するこ
ととし、その導入に要する経費を地
方交付税に算入することを検討。

1 Ⅶ

　今回、地域再生構想として「ＩＴを活用した
地域通貨」をツールとする地域再生事業につい
て提案のあった地方公共団体を中心に、ヒアリ
ングを行い、有識者の意見等を踏まえつつ、実
証実験のフィールドとなる地方公共団体（以
下、「実証実験団体」という。）を選定。選定
された地方公共団体は、地域再生計画の認定を
受け、実証実験団体として指定されることによ
り、本事業による支援を受けることが可能とな
る。
　なお、実証実験団体の選定手続きはこれから
行なわれるものであり、今回の地域再生構想の
提案をもって、実証実験団体に選定されたわけ
ではないので、念のため申し添える。
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愛知県豊
田市

都市農山村共生活
性化構想 1192 1192050 041740

都市と農山漁村の
共生・対流の推進
についての、施策
集中化

現状、関係省連絡会議による優良事
例集の配布や、民間の会議｢オーライ
ニッポン会議｣等において取組みがな
されているところであるが、市町村
合併に伴う都市と農産漁村の共生に
ついては、施策の集中化による関連
事業の優先集中採択、総合補助金化
等による、政策の選択と集中化を望
む。

地域連携システムの整備、グリーンツー
リズムの推進、地産地消の仕組みづく
り、多様な居住環境整備、都市と農山村
の交流・共生を支える交流基盤の整備推
進について、既存制度の統合化による国
支援策の利用促進、及び個性を活かした
市単独事業の実施による地域活性化を図
る。

現状、国の関連事業メニュー
が、省庁ごとに非常に細分化
して市町村にとっては利用し
にくいため、統合化し整理し
て、その利用勝手を向上させ
るとともに、対象外となって
いる事業を明確化させること
により単独事業対応を進める
ため。

市町村合併支援プラ
ン（平成14年8月30
日、市町村合併支援
本部）

　都市と農山漁村の共生・対流の推
進に関しては、関係省の副大臣によ
るプロジェクトチーム及び都市と農
山漁村共生・対流関係省連絡協議会
において関係各省で連携して取り組
んでいる。
　また、市町村合併に伴う同施策を
含む関連施策については、市町村合
併支援プランにおいて、優先採択又
は重点投資を実施。

5

　都市と農山漁村の共生・対流の推進に関して
は、関係省の副大臣によるプロジェクトチーム
及び都市と農山漁村共生・対流関係省連絡協議
会において関係各省で連携して取り組んでい
る。
　また、市町村合併に伴う同施策を含む関連施
策については、市町村合併支援プランにおい
て、優先採択又は重点投資を引き続き実施。

地域再生計画が認定された地域
に集中して行われるようにされた
い。

　都市と農山漁村の共生・対流の推進
については、関係各省の副大臣による
プロジェクトチームを設置し、協力・連携
して総合的に取り組んでいるところ。
  平成１６年度においては、「政策群」に
位置づけて各種規制改革、予算措置等
の組み合わせにより農山漁村の魅力
の向上などに取り組むとともに、関連施
策が地域において円滑に実施されるよ
う、各省連携して都市と農山漁村の共
生・対流に関連する施策を取りまとめ、
地方公共団体に提供する。
　総務省としては、「わがまちづくり支援
事業」、「農山漁村地域活性化対策」等
において、引き続き地方財政措置を講
じる。
　また、市町村合併に伴う同施策を含
む関連施策については、市町村合併支
援プランにおいて、優先採択又は重点
投資を引き続き実施。

磐梯町

仏都・会津のシン
ボル磐梯町への定
住化構想(過疎地域
からの脱却のため
の地域再生）

1232 1232020 041750 補助金制度の複数
同時実施を可能

各種補助金制度の複数同時実施が可
能なものとすること

土地区画整理事業及び上下水道事業や商
業スペース整備事業､まちづくり総合整
備事業等などの各種補助事業を複数同時
に実施することにより事業の早期完成に
つながる。

各種補助金制度を複数同時に
一括して実施することにより
事業の早期完成が図られる。

6 － 総務省は要望にあるような補助事業を所管して
いない。

茨城県
カシマスポーツ交
流空間創造プロ
ジェクト

1275 1275030 041760 交流ネットワークの
形成に対する支援

・ＩＴを活用した情報ネットワーク形成の
ための支援施策の連携・集中
・拠点整備に併せ、域内外の拠点を結
ぶ交通ネットワーク形成のための道路
関連施策の集中

観光・スポーツ交流の宿泊・交通手段など
の情報を一元化し、インターネット、案内所
の端末を通して情報発信、宿泊、スポーツ
体験など各種予約を受けるなど、ＩＴを活用
した情報交流のネットワークを図る。

また、域内外の拠点間の交通体系を整備
することにより、域内への流入客の増加、
域内の周遊機会の拡大を図る。

　道路整備やＩＴ化などの
人・物・情報のネットワーク
の形成は、観光や交流づくり
のためのツールとして不可欠
である。したがって、構想を
確実に達成するため、これら
の整備に資する支援施策の集
中が不可欠である。

地域情報化モデル事
業交付金交付要綱
（平成15年3月4日適
用）

地域の知恵と工夫を生かし、住民の
目に見える形でＩＴを活用した地域
情報化のモデル事業を全国に展開す
るために必要な経費を市町村に交
付。
平成14年度補正のみで予算措置。

8 － 地域情報化モデル事業交付金（ｅまちづくり交
付金）は、平成15年度以降の予算措置がない。

茨城県
県央地域ユニバー
サルデザイン推進
プロジェクト

1279 1279030 041770
交通バリアフリ－
の促進に対する支
援

圏域全体のバリアフリー化を促進す
るため，国土交通省等の各種支援策
を広域的・集中的に実施する。

　圏域の公共施設（水戸駅等圏域内の各
駅，道路，路線バス，その他公共施設
等）のバリアフリー化，ユニバーサルデ
ザイン化を短期間で実施する。

　それぞれ策定する交通バリ
アフリー法に基づく基本構想
は，市町村それぞれが策定し
ている。これを圏域で策定す
ることにより，広域的なバリ
アフリー化・ユニバーサルデ
ザイン化が可能になる。ま
た，国土公通省等の補助・融
資制度は数多くあるが，これ
らを条件を緩和した上で，集
中的に実施することにより，
圏域全体のバリアフリー化・
ユニバーサルデザイン化が短
期に促進する。

6 － 総務省に関係する要望がない。

新座市 新座市「観光によ
る地域再生」構想 1312 1312030 041780

地域再生マネー
ジャー制度（仮
称）の活用

　野火止用水や平林寺等を中心とし
た、観光地としての一体的な整備を
行うに当たって、市民参画による、
地域産業観光基本計画を策定する。
　策定に当たっては、同取組みにつ
いての具体的・実務的なノウハウ等
を持つ専門家を招へいすることを支
援する総務省の同制度を優先的に適
用していただく。

　市中央部の観光地としての一体的整備
を行うに際して、国内外から幅広く観光
客を呼ぶことを可能にするため、地域産
業観光基本計画を策定する。
　計画の策定に当たっては、市民、商工
会、地域再生マネージャー等様々な方か
らの助言をもとに、ワークショップ形式
により策定する。

　左記の計画を策定するに当
たっては、専門的な知識を持
ち、かつ客観的に政策を判断
できる人材が必要になること
が想定されるため、同施策を
有効活用し、実効性の高い基
本計画を策定する。

「地域再生マネージャー事業」につ
いては、平成１６年度からの事業実
施に向けて、現在制度を検討中であ
る。

2 Ⅶ

市町村の地域再生に係る取組にあたって、具体
的・実務的ノウハウ等を有する企業又は人材等
に係る情報を市町村に提供し、市町村が当該企
業等を「地域再生マネージャー」として選定し
地域再生に係る業務を委託するシステムを構築
することにより、地域再生に資するものとす
る。平成１６年度から事業を実施する。対象団
体については、応募団体の中から公正に選定す
るもの。
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兵庫県・
西宮市

芸術文化あふれる
まちづくり構想 2099 2099010 041790

芸術文化センター
事業に対する支援
措置の採択要件緩
和・集中実施

芸術文化センターにおけるソフト事
業に対する支援
（採択要件（実績・支援期間）の緩
和、開館後５年間程度の集中実施）
・文化庁芸術拠点形成事業
・日本芸術文化振興会・芸術文化振
興基金助成（地域文化施設公演、現
代舞台芸術創造普及活動）
・（財）地域創造・地域の芸術文化
環境づくり支援事業

芸術文化センター事業（演劇、音楽、舞
踊等多彩な分野における、①創造・公演
事業、②芸術文化普及事業、③芸術文化
創造基盤整備事業）

新設の劇場の魅力を周知し、
こどもから高齢者まで幅広い
県内外の人々に足を運んでも
らうためには、潜在需要を掘
り起こし、県内外にアピール
できるような質の高い事業や
親しみやすい普及事業を実施
するための開館後５年間程度
の集中的な支援が必要であ
る。

地域の芸術文化環境
づくり支援事業助成
要綱

（財）地域創造が、地方公共団体等
が自主的に実施する、創造的で文化
的な芸術活動の地域における環境づ
くりを支援。

5 助成を行う団体の判断により、支援すべき事業
に対して適切に助成が行われているもの。

要件緩和については、提案の趣
旨を踏まえ検討されたい。集中的
な事業実施については、地域再
生計画が認定された地域に集中
して行われるようにされたい。

　財団法人の事業内容については、当
該法人の判断により決定されるべきも
のであり、「集中的な支援」についても
当該法人において判断されるもの。

兵庫県・
西宮市

芸術文化あふれる
まちづくり構想 2099 2099050 041800

県民オペラ・市民
オペラの制作・上
演に対する支援・
集中実施

芸術文化センターにおける県民オペ
ラ・市民オペラの制作・上演に対す
る支援　　　・日本芸術文化振興
会・芸術文化振興基金助成（地域文
化施設公演）　　　　　　　・
（財）地域創造・地域の芸術文化環
境づくり支援事業

芸術文化センターにおける県民オペラ・
市民オペラの制作・上演

新設の劇場の魅力を周知し、
こどもから高齢者まで幅広い
県内外の人々に足を運んでも
らうためには、潜在需要を掘
り起こし、県内外にアピール
できるような質の高い事業や
親しみやすい普及事業を実施
するための開館後５年間程度
の集中的な支援が必要であ
る。

地域の芸術文化環境
づくり支援事業助成
要綱

（財）地域創造が、地方公共団体等
が自主的に実施する、創造的で文化
的な芸術活動の地域における環境づ
くりを支援。

5 助成を行う団体の判断により、支援すべき事業
に対して適切に助成が行われているもの。

要件緩和については、提案の趣
旨を踏まえ検討されたい。集中的
な事業実施については、地域再
生計画が認定された地域に集中
して行われるようにされたい。

　財団法人の事業内容については、当
該法人の判断により決定されるべきも
のであり、「集中的な支援」についても
当該法人において判断されるもの。

八尾町

「日本の駅」
越中八尾スロータ
ウンステーション
構想

1324 1324010 041810

越中八尾駅前周辺
整備事業を総合
的、一体的行うた
め県・町・民間等
の輻輳する事業に
ついて町など一括
採択を受けて実施
することができる
補助金制度の創設
（日本の駅・八尾
の採択）

八尾町中心市街地活性化基本計画に
おいて重点地域に位置付けた福島地
区のJR越中八尾駅前の周辺整備事業
を総合的、一体的に実施するため
県・町・民間等の輻輳する事業につ
いて「日本の駅」という理念の基に
町などが一括採択を受けて実施する
ことができる補助金制度を創設して
いただて実施することとしたい。

①駅舎建替え事業･･･駅・まち一体改善
事業の推進事業
②まちづくり総合支援事業（福島大橋建
設事業
③街路事業（町並み景観）
④県道改良事業
⑤小売商業等店舗集団化事業（ＴＭＯ・
市街地再開発組合）
⑥観光物産館等建設事業（小規模企業支
援事業）
越中八尾駅周辺整備事業として上記事業
を一体的に行う。効果としては、快適で
魅力的な駅舎の建替えやコミュニティ
ホールや情報発信機能を有する観光案内
施設、地区の利便性・アクセス性向上の
ための道路整備及び駅前ひろばや駐車
場・駐輪場の整備等を「おわらのまち」
にふさわしい空間演出、町並みの形成づ
くりという共通の理念で建設することに
より快適で魅力ある都市空間が創出する
ことにより年間１００万人の観光が来町
し、通年型観光による商業の活性化を実
現することができる。

八尾町が進める駅舎の建設
（再生）に合わせて実施の要
望が強い県道の狭隘部分を拡
幅改良や商工会､商店街が進
める１００万の交流都市を実
現する商業機能の再生、コ
ミュニティ機能、情報発信機
能を強化する施設の整備事業
等の実施においては日本の貴
重な歴史的な空間を再整備す
るという共通の理念の基で実
施する必要があることから、
一括採択による各種施策の集
中と連携が必要である。

6 － 総務省の施策に関係する要望がない。

愛知県
産業観光資源を活
用した国際交流中
枢圏域の形成

1353 1353010 041820

・各府省支援策の
優先適用及び連
携・集中

当該事業計画を円滑かつ効果的に推
進するため、次のような各府省の支
援策の連携・集中が求められる。
・国土交通省のＮＰＯ活動支援等対
策事業
・経済産業省・国土交通省等の中心
市街地活性化支援事業
・国土交通省の観光基盤施設整備費
補助金
・経済産業省（中部経済産業局）の
産業技術地域ネットワークミュージ
アムの整備
・総務省の情報通信基盤整備事業補
助金等
・国土交通省のビジットジャパン
キャンペーン事業

具体的な事業計画については、今後関係
機関と調整の上策定するが、基本的な事
業項目は次のとおり。
○産業観光を推進する専門組織としてＮ
ＰＯ法人を設立。
○対象地域内の市町が実施する産業観光
の振興を目的とした中心市街地活性化事
業の推進。
○対象地域内の産業観光資源を結ぶ観光
ルートの設定、観光案内板の整備。
○経済産業省中部経済産業局等が推進す
る産業技術ネットワークミュージアムの
整備。
○観光客（外国人観光客含む。）支援の
ための新たな情報提供システムの整備。
○国土交通省中部運輸局等が推進するビ
ジットジャパンキャンペーンの充実強
化。

当該事業計画の確実な実施を
担保し、最大限の効果を得る
ためには、関係府省の連携に
よる優先的かつ集中的な支援
が必要なため。

総務省では地域イントラネット基盤
施設整備事業等により、学校、図書
館、公民館、市役所などを高速・超
高速で接続する地域公共ネットワー
クの整備に取組む地方公共団体等を
支援しているところ。

5

地域イントラネット基盤施設整備事業等を活用
し学校、公民館、市役所などの公共施設や駅の
ホームなど人の集まりやすい場所を高速・超高
速で接続した地域公共ネットワーク上で観光情
報を提供するアプリケーションを展開すること
は可能。

地域再生計画が認定された地域
に集中しておこなわれるように
されたい。

地域イントラネット基盤施設整備事
業等を活用し学校、公民館、市役所
などの公共施設や駅のホームなど人
の集まりやすい場所を高速・超高速
で接続した地域公共ネットワーク上
で観光情報を提供するアプリケー
ションを展開することは可能。
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福岡県 青少年科学技術立
県運動 2138 2138010 041830

科学技術に対する
関心と理解の増進
を目的とする取り
組みに対する支援

・地域における科学技術振興に対す
る
  地方財政措置（地方債償還金利子
の
  交付税への算入等）
・地域における特色ある科学技術啓
発
　活動に対する補助金の創設
・国等の実施する科学関連施策の集
中
　実施

・技術者、教育者等のＯＢ人材の組織化及び
活動の支援（科学技術教育に熱心な学校と外
部講師（会員）のマッチングなど）を実施す
る。
・県内企業等に対して施設を利用した青少年
向け活動を促すとともに、インターネットや
本運動の広報ツールを活用した青少年に対す
る情報提供を行う
・日本科学未来館で蓄積されたノウハウを積
極的に導入する等、県の青少年科学館等の活
動強化をはかるとともに、当該科学館と他の
科学関連教育施設等との協働促進等により青
少年が科学技術に触れる場の広がりをはかる
・校外活動や活動成果発表の場の提供、科学
関連ＮＰＯ等との相互交流の促進等を通じ、
小中高校における科学関連部活動の活性化を
はかる。
・科学教育や産業教育において、学校間交流
のみならず、高校生による科学実験の実演や
研究作品のデモなどを通じた小中高校等、縦
の交流をモデル的に実施し、教育現場への情
報還元等を行う。
・過去８年間にわたって取り組んできたサイ
エンスマンス（科学技術創造月間）事業のノ
ウハウを活かし、年間を通じた本運動の周知
徹底に資するイベントの開催や誘致等により
効果的な気運醸成をすすめる。

青少年科学技術立県運動の推
進のためには、国立研究施設
や研究員等の活用が不可欠で
あるが、一定の手続きが必要
であり、そのための要件は欠
かせない。また同様に、地域
だけの取り組みでは限界があ
ることから、国等の主催イベ
ントの併催や財政措置等の積
極的な協力が必要である。

地域資源活用促進事
業要綱（平成15年4月
21日総行自第61号）

　地域資源活用促進事業要綱（平成
15年4月21日総行自第61号）におけ
る科学技術振興事業において、①産
学官の共同研究や連携強化のための
施設等の整備、②地域の資源を活か
した先端科学技術の研究開発のため
の施設等の整備、を地域活性化事業
債の対象として支援。

5

　地域資源活用促進事業要綱（平成15年4月21日
総行自第61号）における科学技術振興事業にお
いて、①産学官の共同研究や連携強化のための
施設等の整備、②地域の資源を活かした先端科
学技術の研究開発のための施設等の整備、を地
域活性化事業債の対象として支援。

要望内容は実現できるか確認さ
れたい。

　地域における科学技術振興につい
ては、地域産業創出等のために行う
地方公共団体の自主的・戦略的な単
独事業に対して、必要な地方財政措
置を講じているところ。
　ハード事業については、地域資源
活用促進事業要綱（平成15年4月21日
総行自第61号）における科学技術振
興事業において、①産学官の共同研
究や連携強化のための施設等の整
備、②地域の資源を活かした先端科
学技術の研究開発のための施設等の
整備、を地域活性化事業債の対象と
して支援しているところ。
　また、ソフト事業については、教
育や人材育成、地域の研究開発での
成果に関したＰＲ、技術者間の国際
交流への支援につき地方交付税措置
するところ。

キャプテ
ンあおも
り㈱、㈱
アイシー
シーコン
ピュータ
システ
ム、マル
マンコン
ピュータ
サービス
㈱、㈱サ
ンコン
ピュー
タ、吉田
システム
㈱、㈱ア
イディー
エス、青
森県情報
サービス
協同組合

電子自治体共同ア
ウトソーシング・
地域IDCを核とした
総合的IT産業拠点
の創出

3096 3096010 041840
電子自治体共同ア
ウトソーシングの
推進

電子自治体業務システムの基盤とな
る自治体ERPシステムの開発

自治体ERPの開発とサポート
　本来生産管理をベースとして形成されてき
た製造販売業ERPは作業人員の稼動集計が根
幹を成している。自治体ERPでは予算の立案
から議会承認執行管理まで、予算を中心に動
いている行政事務の中で、予算を根幹にERP
を設計する。個別業務に関してもカスタマイ
ズや広域合併に伴なうメンテナンスが頻繁に
想定される。開発完了後もメンテナンスとい
う雇用維持の業務が可能と考える。
　自治体ERPは機種依存がなく全国の自治体
に容易に適用できるようオープンシステムと
して開発を行う。電子自治体基本システムは
ERPとして開発し全国の共同アウトソーシン
グに供給する。この場合のメンテナンスは各
地域のIDCと連携してサポートを実施する。
　各メーカーには開発場所として青森県を選
定していただき、青森県のオープンシステム
開発拠点の実現にご協力いただく。

現行の制度（産業集積地域優
先投資）では地域経済の活性
化を公平にすすめることがで
きない。地域経済の牽引役た
る基幹産業が未成熟な地域へ
の重点投資が、地域経済活性
化の公平性を確保する手段と
なる。

なし 5

本提案にあるような共同アウトソーシング方式
による自治体ERPの開発・サポートについて現行
でも特段規制等の障害はなく、提案主体及び実
施自治体の合意の下で実施が可能。総務省とし
てもこれを推進する「共同アウトソーシング・
電子自治体推進戦略」を実施中。

掛川市
日本救済運動とい
う名の地方都市経
営構想

1064 1064010 041850

１歩行文化の確立の社会
実験に対する支援
①歩く道を媒介に地域・
広域連携と塩の道や信仰
の道など古道の復元歩行
を行う。
②エコツーリズム、
ウォーキング効果の研
究、環境保護歩道の整備
を行う。
③歩くことで切れない子
どもを育成するとともに
正しい身体能力と知的能
力のバランスによる真の
道徳教育を行う。
④歩くことで健康長寿者
の増加、病気老人の減
少、健康保険・介護保険
財政の健全化を図る。
⑤農村部歩行で森林浴と
森林環境保全と過疎対策
を図り、自然キャンプ、
グリーンツーリズム等を
普及する。
⑥歩くまちづくり、中心
市街地活性化、都市と農
村の交流を行う。
⑦歴史古道を媒介とし市
町村の連携支援、地域自
立の道を探る。

各省庁別の政策連携による相乗効果を新
視点から社会実験を行うことを提案す
る。（掛川市の運動をベースに）
①国土交通省－歩く道を媒介に地域・広
域連携、各所・公園や河川堤防のコース
を設定－国土総合計画行政
②環境省－日本ウォーキング協会の所管
省庁、エコツーリズム、ウォーク効果の
研究、環境保護歩道－環境行政
③文部科学省－歩くことで切れない子ど
も育成、北京大学と国際二宮尊徳思想学
会強化－体育徳育の行政
④厚生労働省－健康長寿者の増加、病気
老人の減少、健康保険・介護保険財政の
健全化
⑤農林水産省－食（米）と農（茶）の文
化、和食風土尊重、クラインガルテンの
普及－農林行政
⑥経済産業省－歩くまちづくり、中心市
街地活性化、都市と農村の交流
⑦総務省－歴史古道を媒介とし市町村の
連携支援、地域自立の道－自治政策行政

日本救済運動として、全市内、全市民、
廻村的歩行事業を行う。

生涯学習、地域学習、地域振
興、経済活性化、健康増進な
どの複合的事業に対し、支援
施策を集中していただきた
い。

地方交付税法（昭和
２５年法律２１１
号）

　歴史古道等、地域文化財・歴史的
遺産の保存・活用に係る取組等を支
援するため、地域文化振興対策事業
において、６３０億円程度の地方財
政措置を講じることとしている。

5
　歴史古道等、地域文化財・歴史的遺産の保
存・活用に係る取組等を支援するため、地域文
化振興対策事業において、引き続き地方財政措
置を講じる。

提案者の構想する事業が要望に
沿って円滑に実施できるように、
関係各省の間で連携して予算執
行するなど工夫することができな
いか、検討されたい。

　歴史古道等、地域文化財・歴史的遺
産の保存・活用に係る取組等を支援す
るため、地域文化振興対策事業におい
て、引き続き地方財政措置を講じる。

富岡町

地域の再生計画
（「小さな町をつ
くってしまお
う」）

1152 1152010 041860 ２２に同じ

中央での生活者について地方への環
境享受を促し、同時に地方の地域活
性化と住環境としての見直しを図
る。

地方の再生を図ることによる安定した生
活国土の編成 ２２から２４に同じ 6 － 総務省の施策に関係する要望がない。
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加西市

「花と歴史と愛の
まち－かさい」を
活かした産業再生
計画

2007 2007020 041870 第三セクターに対
する総合的支援

公共性が高い第三セクターについて
は、まちづくり的及び福祉的等の視
点から施策の集中を図り、総合的に
支援を行う。

第三セクターによる鉄道及び再開発ビル
については、公的セクター職員の派遣容
認及びＰＦＩの導入支援等まちづくり的
及び福祉的等視点からの施策の集中の総
合的支援を行い、商業及び観光業の再生
につなげ、中心市街地の地活性化を図
る。

外部と中心市街地を結ぶ鉄道
や再開発ビルの管理につい
て、特に鉄道については福祉
的な意味合いが強いため、維
持・活用することが困難と
なっている。福祉的意味合い
が強い等の第三セクターにつ
いては厚生労働省の支援や市
街地活性化につなげるための
関係省庁の総合的な支援が必
要である。

公益法人等への一般
職の地方公務員の派
遣等に関する法律第
２条第１項

公益法人への職員の派遣について
は、公益法人等への一般職の地方公
務員の派遣等に関する法律に基づく
条例に規定されていれば可能であ
る。

5
公益法人への職員の派遣については、公益法人
等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法
律に基づく条例に規定されていれば可能であ
る。

茨城県
鬼怒・小貝 花と水
の交流圏形成プロ
ジェクト

1274 1274070 041880

都市計画関連施策
の集中・連携によ
るクロスポイント
の都市機能強化

　広域的な地域における鉄道のクロ
スポイントである中心的な都市＜取
手市，守谷市，下館市＞について，
商業，業務，文化，居住など複合的
な都市機能の集積を図るため，各省
庁で展開している都市計画関連施策
を集中的に実施するとともに，以下
の措置を講ずる。
　・地方債充当率のかさ上げ
（55%→90%）
　・地方債償還期間の延長(現行20年
以内)
  ・公営企業借換債の対象枠拡大
     (すべての公営企業分野への拡
大)

　鉄道のクロスポイントである取手市・
守谷市・下館市において実施する「取手
駅北土地区画整理事業」，「守谷駅周辺
一体型土地区画整理事業」及び「下館市
シビックコア地区整備事業」「下館駅周
辺南北一体化事業」などの整備推進を図
る。
　併せて，駐車場などの公営施設の安定
した運営を図る。

　交通結節点における都市開
発事業の早期整備や，民間企
業の投資意欲の停滞にあっ
て，都市機能の集積を促進す
るための保留地（床）のリー
ス方式等の導入を図るととも
に，駐車場など公営施設の安
定的な運営を推進するための
借換債の適用を図る。

地方債許可方針
平成１５年度の地方
債許可方針の運用に
ついて
平成１５年度地方債
取扱上の留意事項

－

　市町村が行う土地区画整理事業の
地方団体負担分については、道路特
定財源等があるので、これらに相当
する一定割合を除いて、一般公共事
業債の対象としている。

－

5
・
8
・
3

-

　各団体において、普通交付税（基準財政需要額に都
市計画費を算入）及び都市計画税により土地区画整理
事業を実施するために確保されている財源を上回って
財源が必要な場合には、起債の許可を行っており、財
源の確保が図られているところ。
　償還期限については、施設の耐用年数の範囲内で定
めることが可能。

公的資金については、一般的に借換及び繰り上げ償還
を無制限に認めることは、長期で安定した資金を地方
公共団体に供給するという公的資金の基本的な機能を
損ないかねないものであり、困難である。
しかしながら、特に公庫資金については地方団体の厳
しい財政状況に鑑み、公庫の経営に支障のない範囲で
借換債を限定的に認め対象枠の拡大を図っているとこ
ろであり、平成16年度公営企業金融公庫予算において
は、1,100億円を確保（対前年度400億円増）したとこ
ろ。また、政府資金と公営企業金融公庫資金ともに施
設・設備の耐用年数に応じた償還期限の延伸を要望し
ているところであり、駐車場事業においては政府資金
において一部償還年数の延長が実施されることとなっ
ているところ。

提案の趣旨を踏まえ検討できな
いか。

・地方債償還期間の延長については、
平成１６年度予算において政府資金資
金及び公庫資金ともに施設・設備の耐
用年数に応じた償還期限の延伸を要望
した結果、駐車場事業においては政府
資金において一部償還年数の延長が
実施されることとなったところ。
・公営企業借換債の対象事業拡大につ
いては、公的資金については、一般的
に借換及び繰上償還を無制限に認める
ことは、長期で安定した資金を地方公
共団体に供給するという公的資金の基
本的な機能を損ないかねないものであ
り、困難である。
しかしながら、特に公庫資金について
は地方団体の厳しい財政状況に鑑み、
公庫の経営に支障のない範囲で、当該
事業の事業規模・経営状況等を勘案し
てより重要度・緊急度が高いものに対し
て限定的に行っているところであり、さ
らなる対象事業の拡大については、公
庫の経営状況等を勘案の上引き続き検
討して参りたい。

浦川原村 ふるさと産業おこ
し戦略 1363 1363050 041890

地域再生計画に限
定した過疎債の
「特別枠」創設

過疎地域自立促進特別措置法第１２
条に基づく過疎債は、過疎地域が自
立促進のための優良債であるが、年
度ごとの起債枠は限られている。そ
こで、地域再生計画に基づく事業に
ついては、過疎地域自立促進のため
の戦略的かつ重点的なプロジェクト
の取扱について（平成１２年６月２
２日自治省財政局指導課長通知）の
対象プロジェクトとして取り扱われ
たい。

地域再生計画「ふるさと産業起こし戦
略」に基づき建設される「ふるさと産業
会館」の建設費に過疎債を充当する。

地域振興計画に基づく事業
は、事業費規模が大きいため
一般枠では他の地方公共団体
への支障が大きくなるため、
特別枠として財政支援願いた
い。

・過疎地域自立促進
特別措置法第１２条
第１項第３号
・過疎地域自立促進
特別措置法施行令第
６条第３項

過疎地域自立促進のための戦略的か
つ重点的なプロジェクトの対象は過
疎地域自立促進市町村計画に基づく
事業である。

5

過疎債の起債枠が毎年減少傾向にある中、特別
枠を増やすことは困難であるが、地域再生計画
に基づく事業についても、過疎債の対象施設
で、かつ、同プロジェクトの対象要件に満たし
ていれば、対応は可能である。

地域再生計画の認定により、特
別枠の設定が出来ないか再度検
討されたい。

過疎地域自立促進のための戦略的か
つ重点的なプロジェクトは、過疎地域自
立促進特別措置法に基づく過疎地域自
立促進市町村計画に掲げられた事業を
対象とするものであり、過疎地域の自
立促進を目的としている。一方、地域再
生計画に基づく事業は、過疎対策の趣
旨や目的と異なることから、特別枠の
創設は困難である。

古殿町
流鏑馬の里づくり
による地域再生計
画

1364 1364040 041900
地域資源活用促進
事業等の活用によ
る事業の促進

　流鏑馬用馬の育成施設及び流鏑馬
の伝承・披露のための施設、都市と
の交流促進施設（体験宿泊施設）、
親水公園施設等を整備するにあた
り、地域資源活用促進事業、地域雇
用機会増大促進支援事業等の活用に
よる事業の促進を図る。

　流鏑馬用馬の育成施設及び流鏑馬の伝
承・披露のための施設、都市との交流促
進施設（体験宿泊施設）、親水公園施設
等を整備するにあたり、地域資源活用促
進事業、地域雇用機会増大促進支援事業
等の活用による事業の促進を図る。

　本町のような中山間地域の
小規模町村にとって各種補助
事業を活用して財源を確保し
事業を遂行する必要性が高い
ため。

地域資源活用促進事
業要綱（平成15年4月
21日総行自第61号）

　地域資源活用促進事業要綱（平成
15年4月21日総行自第61号）におけ
る地域文化財・歴史的遺産活用事業
において、歴史、伝統文化、地域伝
統芸能等をテーマとした公園その他
住民が地域文化財等とふれあう場の
整備等が地域活性化事業債の対象と
されている。

5

　地域資源活用促進事業要綱（平成15年4月21日
総行自第61号）における地域文化財・歴史的遺
産活用事業において、歴史、伝統文化、地域伝
統芸能等をテーマとした公園その他住民が地域
文化財等とふれあう場の整備等が地域活性化事
業債の対象とされている。

要望内容は実現できるのか確認
されたい。

　地域資源活用促進事業要綱（平成
15年4月21日総行自第61号）におけ
る地域文化財・歴史的遺産活用事業
において、歴史、伝統文化、地域伝
統芸能等をテーマとした公園その他
住民が地域文化財等とふれあう場の
整備等が地域活性化事業債の対象と
されている。
　流鏑馬用馬の育成施設及び流鏑馬
の伝承・披露のための施設、都市と
の交流促進施設（体験宿泊施設）、
親水公園施設等の整備にあたって
は、地域資源活用促進事業等の活用
が可能である。

富岡町

「原子力との共
生」電力生産地と
消費地との恒常的
役割の付加

1153 1153010 041910 原子力との共生 国の電力生産地に対する中央との共
存の支援

原子力立地との共存共栄を図り、原子力
政策の円滑な相互理解の醸成 6 － 総務省の施策に関係する要望がない。
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大阪府社
会起業家
サポー
ターズ
（大阪
府、社会
起業家委
員会、お
おさか元
気ネッ
ト）

地域コニュニティ
活動の活性化 2034 2034050 041920

共同募金会又は日
本赤十字社に対す
る寄付金の募集に
係る総務大臣の承
認の見直し

共同募金会又は日本赤十字社に対す
る寄付金で、その募集等にあたり必
要とされている総務大臣の承認等の
関与のあり方について、都道府県知
事の承認等とするなど、見直しを図
られたい。

①共同募金会に対して厚生労働大臣が定
める期間内に支出された寄付金で、その
募集につき受けることとされている総務
大臣の承認、②社会福祉事業または更生
保護事業に要する経費に充てるために共
同募金会に対して支出される寄付金とし
て総務大臣が置くこととされている定
め、③日本赤十字社に対して毎年4月1日
から9月30日までの間に支出された寄付
金で日本赤十字社が当該寄付金の募集に
当たり受けることとされている総務大臣
の承認について、都道府県知事の承認等
を要件とするなどの見直しを図るべき。

地域に貢献する活動およびそ
れら活動を支える資金面の仕
組み等は、ＮＰＯやＣＢを中
心に多様化しており、これら
現在社会の実情を踏まえた法
制度とする必要があるため。

地方税法第34条第1項
第5号の4、同法第314
条の2第1項第5号の
4、同法施行令第7条
の15の9、同法施行令
第48条の7、平成2年
自治省告示第66号、
平成15年総務省告示
第240号、平成15年総
務省告示第609号

個人住民税の寄附金控除について
は、この税が地域社会の費用につい
て広く住民が負担を分任する性格の
税であり、特定の任意の支出を控除
の対象とし、納税義務者間の公平を
損なうような政策的な控除は極力設
けるべきではないこと、寄附金控除
を行う地方団体と寄附金による受益
との対応関係が必要であることか
ら、対象を極めて限定しているとこ
ろ。

3 ー

単に税の減免を求める要望であり、「従来型の
財政措置を講じない」とした地域再生本部決定
に反するもの。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

福岡市 ロボット共存都
市・福岡 2080 2080010 041930

ロボット関連施策
に係る実証実験の
福岡市における集
中実施

次世代ロボットビジョン懇談会（経
済産業省）の提言に基づき展開され
る各種施策の実施地域として本市域
を活用。また、複数の省庁で研究開
発される各ロボットの実証実験の場
として、本市地域を活用。

次世代ロボットビジョン懇談会（経済産
業省）においては制度的課題として安全
性の確保（技術基準、保険制度等）、環
境整備（エネルギー供給、通信環境等）
を検討・提言。提言に基づき展開される
施策（エネルギー供給環境、通信供給環
境整備など）のテストフィールド（試行
場所）として本市域を活用。また、ネッ
トワークロボット（総務省）、防災ロ
ボット研究開発（消防庁）など複数の省
庁で研究開発される各ロボットの実証実
験の場として本市域を活用｡

ロボット関連施策及び研究開
発は現在、各省庁毎に個別実
施されているが、いずれにお
いても、社会普及の前提とし
て実証実験が必要と思料。同
一フィールド（環境）での実
験は貴重であり、「ロボット
開発・実証実験特区」の認定
に加え、情報関連産業、大学
等の集積など、ロボット研究
開発に高いポテンシャル、モ
チベーションを有する本市域
にてこれら実証実験を集中展
開する意義は大きい。また、
実験の結果取り纏められる各
種基準は世界初のものとな
る。これらは、「博多スタン
ダード」として世界中へ広ま
り、もって、本市におけるロ
ボット研究開発拠点形成や新
産業の創出が促進される。

　ユビキタスネットワークとロボッ
ト技術が融合したネットワークロ
ボット技術の研究開発を、平成16年
度から実施予定。
・総務省からの委託により研究開発
を実施予定。委託先については全国
的に公募を行い、外部評価を経て採
択予定。
・平成16年度予算額(政府案)：
7.3億円の内数。

生物・化学テロ災害時等に、要救助
者の有無、有毒物質の特定等を行う
ことのできる消防・防災ロボットを
平成１６年度から２カ年計画で実施
予定。
・総務省から民間等へ委託すること
により研究開発を実施予定。
・平成１６年度の予算額（政府
案）：２億円

5

平成１６年度から総務省からの委託によりネッ
トワークロボット技術の研究開発を実施予定。
平成１５年度内に、そのための公募を予定。な
お、公募であるため、公募期間中に提案を頂
き、外部評価を経て、採択されることが要件と
なる。

・平成15年度内に公募予定

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

　

　本件公募に関しては、公募の要件を
満たす提案の中から、
　最も優れた提案を外部評価を経て採
択の予定である。
　公募の対象は全国であり、貴団体の
希望地域を活用する提案も可能となっ
ているが、
　活用にあたっては、公募期間内に応
募をして、貴団体の提案が採択される
ことが条件となる。
　

 
  なお、消防・防災ロボットについても、
公募対象は全国であり、公募期間内に
応募をして、貴団体に係る研究開発案
が採択されることが条件となるものであ
る。
　

深川市 深川市地域活性化
戦略 1018 1018030 041940

地域ポータルサイ
トにおけるオンラ
インショップ創設
支援

ＩＣカードによる本人確認とアクセ
スを可能とし、電子商取引を可能と
するとともに、決済機能にいたるシ
ステム構築の支援

地域内の生活の利便性を高め、住みよい
環境と地域コミュニティの醸成を図る。
ＩＣカードによる認証を確実に行い、企
業間取引、商店街の販売促進、高齢者、
障害者等の日常用品・食料品などの購入
をネットワークにおいて行い、それを配
達サービスを組み合わせて、新たなビジ
ネスを開始する。それにより、地域経済
の活性化と地域における雇用の拡大を図
ることが可能となる。
またそのことは起業家を育成するととも
に、ネットワークの運営に地域のＮＰＯ
を活用し、地域の活性化を図る。

高度な技術的な対応を可能と
するシステムの構築のために
は、国の制度事業による支援
措置を要する。

電子署名に係る地方
公共団体の認証業務
に関する法律第３条
住民基本台帳法第３
０条の４４第８項

電子署名に係る地方公共団体の認証
業務に関する法律により、市区町村
長が申請者の本人確認事務を、都道
府県知事が電子証明書発行事務を行
う公的個人認証サービスを規定して
いる。
また、住基カードの条例利用領域
は、条例に規定する目的のために利
用することができる。

5

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関す
る法律は、地方公共団体が公的個人認証サービ
スとは別に住民に対して電子証明書発行サービ
スを行うことを禁止するものではない。
また、条例で定めることにより、独自の電子証
明書発行サービスの実施に伴い、必要なアプリ
ケーションを住基カードの条例利用領域にイン
ストールすることも可能である。

深川市 深川市地域活性化
戦略 1018 1018050 041950

５ＧＨｚ帯無線ア
クセスシステムの
広域整備と開発運
用支援

５ＧＨｚ帯無線アクセスシステムに
よるオンライン給食サービスの実証
実験

地域内の生活の利便性を高め、住みよい
環境と地域コミュニティの醸成を図る。
ＩＣカードによる認証を確実に行い、企
業間取引、商店街の販売促進、高齢者、
障害者等の日常用品・食料品などの購入
をネットワークにおいて行い、それを配
達サービスを組み合わせて、新たなビジ
ネスを開始する。それにより、地域経済
の活性化と地域における雇用の拡大を図
ることが可能となる。
またそのことは起業家を育成するととも
に、ネットワークの運営に地域のＮＰＯ
を活用し、地域の活性化を図る。

高度な技術的な対応を可能と
するシステムの構築のために
は、国の制度事業による支援
措置を要する。

無線設備規則
周波数割当計画（平
成12年11月30日郵政
省告示第746号）

５ＧＨｚ帯無線アクセスシステム用
の周波数は電気通信業務用に割り当
てることとなっている。

5

ご提案の「５ＧＨｚ帯無線アクセスシステムに
よるオンライン給食サービス」については、本
年４月施行予定の改正電気通信事業法では、電
気通信事業に該当するものと思量されるため、
電気通信業務用に割り当てられた５ＧＨｚ帯無
線アクセスシステム用の周波数を使用すること
は可能と考えられる。
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深川市 深川市地域活性化
戦略 1018 1018040 041960

地域医療における
電子カルテシステ
ムの構築支援

ＩＣカードによる本人確認と医療
サービス提供のためのシステム構築
支援

深川市の市立病院の利用者は、市内在住
者よりも近隣の町からの利用者が半数を
超える。これら全体の利用者の均一の
サービス提供のために、ＩＣカードの広
域配付を可能とし、再来受付等の医療
サービスの一元的なシステム化を可能と
するとともに、将来の電子カルテのシス
テム導入にも道を開くものである。

高度な技術的な対応を可能と
するシステムの構築のために
は、国の制度事業による支援
措置を要する。

住民基本台帳法第３
０条の４４第８項

市町村長が、当該市町村以外の住民
に対して、住基カード上のサービス
を提供するためには、その住民が居
住する市町村において、サービス提
供を行う旨を条例で定められている
必要がある。

3

提案主体は、当該市町村以外の住民に対して、
条例で定めることなく、契約により、住基カー
ドにアプリケーションをインストールすること
を想定している。しかしながら、条例利用領域
の利用方法は、条例で定めることが限定的に規
定されており、住民が自由にカード内にデータ
を蓄積することを想定していないため。

要望の内容は、個人や企業の活
動の地理的な制約をなくし、安定
した経済取引の基盤となることを
目指しており、その趣旨から再度
検討されたい。

住基カードは、それぞれの発行主体で
ある市町村のカードであり、第三者が
条例利用領域を勝手に利用することは
できない。

岐阜県
情報技術の活用に
よる新しい観光産
業の創出

1162 1162020 041970
地域インフラ整備
関連補助金の統合
化

本再生構想は、情報技術により観光
資源と農業の融合化による産業構造
の改革と地域経済の活性化を目指す
ものであるため、その観点から世帯
を主体とする地域情報基盤整備と農
村の情報基盤整備は目的を同じにす
る基盤整備である。そのため、下記
の２事業補助金の統合化をお願いし
たい。
　　　　　　　　　　　　　　記
　総　務　省　：地域イントラネッ
ト基盤整備事業
　農林水産省：農村振興支援総合対
策事業（情報基盤整備事業）

本地域再生構想に基づいた経済活動の活
性化のため、採算の関係で民間主体のブ
ロードバンド事業が進出しない地域の情
報基盤整備事業を進める。また、観光拠
点、農場等、様々な場所においてネット
ワークや新しい情報技術を利用する環境
を整えるため、地域をホットスポット化
する。

両事業共、地域の公的機関を
高速な回線で接続するための
補助金事業であり、利用目的
も行政利用を主とした公共の
利益のためである。また、目
的は、総務省事業は地域住民
の利便性向上、農林水産省事
業は農業の高度化・活性化と
なっているが、農村地域にお
いては「地域住民＝農業従事
者」であることから、目的も
等価に近く、このため、補助
金の統合化を望む。

総務省では地域イントラネット基盤
施設整備事業等により、学校、図書
館、公民館、市役所などを高速・超
高速で接続する地域公共ネットワー
クの整備に取組む地方公共団体等を
支援しているところ。

5

農村振興支援総合対策事業（情報基盤整備事
業）は農業の振興及び農村の活性化を目的に、
各農家等へのラストワンマイル（末端）の通信
網を対象に整備を行うものである。
　一方、地域イントラネット基盤整備事業は行
政ネットワークの構築を目的に、公共施設等高
速・超高速で接続する地域公共ネットワークの
整備に取組む地方公共団体等を支援するもの。
　本提案については、上記2事業を適宜組み合わ
せることにより、効果的かつ効率的な整備が可
能であると考えており、今後、両事業間の連携
を一層緊密にしていく。

提案者の構想する事業が要望に
沿って円滑に実施できるように、
関係各省の間で連携して予算執
行する等工夫することができない
か、検討されたい。

農村振興支援総合対策事業（情報基盤
整備事業）は農業の振興及び農村の活
性化を目的に、各農家等へのラストワ
ンマイル（末端）の通信網を対象に整備
を行うものである。
　一方、地域イントラネット基盤整備事
業は行政ネットワークの構築を目的に、
公共施設等高速・超高速で接続する地
域公共ネットワークの整備に取組む地
方公共団体等を支援するもの。
　本提案については、上記2事業を適宜
組み合わせることにより、効果的かつ
効率的な整備が可能であると考えてお
り、今後、両事業間の連携を一層緊密
にしていく。

古殿町

「グローカルｅ町
づくり～おらが町
のIT戦略～」によ
る地域再生計画

1365 1365020 041980 情報通信施策の集
中

情報通信格差是正事業、電気通信格
差是正事業及び情報通信を活用した
ソフト事業の集中展開

情報通信基盤整備を図る目的のもと、
「地域イントラネット施設整備事業」
「加入者系光ファイバー網整備事業」
「移動通信用鉄塔施設整備事業」、「新
世代地域ケーブルテレビ施設整備事業」
等の集中採択

住民個々への情報サービスの
拡充を目的とするため投資経
費が莫大になることが予想さ
れる。そこで、各種施策の集
中を図ることにより、効率的
事業展開が図られるため。

情報通信格差是正事
業費補助金交付要綱
電気通信格差是正事
業費補助金交付要綱
地域情報通信ネット
ワーク基盤整備事業
費補助金交付要綱

各事業の目的等に即して採択を行っ
ている。なお、平成14年度からハー
ド・ソフトの施策の集中展開を通
じ、ＩＴビジネス環境の先行的実現
（ＩＴビジネスモデル地区構想）に
より、ＩＴ産業集積を通じた地域経
済活性化を推進しているところ。

5

現行制度においても、各事業の要件に合致し、
予算の範囲内であれば、すべての事業が同時に
採択されることは可能。
なお、平成16年度においてもＩＴビジネスモデ
ル地区構想を継続の予定。

提案者の構想する事業が要望に
沿って円滑に実施できるように、
統合的に予算執行する等工夫す
ることができないか、検討された
い。

現行制度においても、各事業の要件に
合致し、予算の範囲内であれば、すべ
ての事業が同時に採択されることは可
能。

京都府
観光都市ｋｙｏｔ
ｏケータイサポー
ト構想

2056 2056010 041990
ICタグ実証実験に
対する円滑な免許
の付与

観光客への利便性向上を目指してIC
タグを活用した様々な社会実証実験
を円滑に行うに当たっての、迅速な
実験局の免許付与や必要な周波数割
当の実施

ICタグ付きの携帯電話を利用した、以下
のようなサービス実現を目指す社会実験
を円滑に行えるようにする。
・内外の観光客の個人属性、TPOにあっ
た情報をリアルタイムで提供する。
・おみやげ一括配送（各地の店で購入し
たおみやげの配送を一括して行えるよう
にする）で、配送料金の低減や「手ぶら
旅行」の実現を目指す。修学旅行の自由
行動時間において生徒の位置情報・各個
人の特定を自動的に行ない、安全確認を
行なう。また、公共交通施設からも人の
通過後家庭や学校へメッセージ通信を行
なう。また、新しい観光需要の創出によ
る関連産業の振興や、実験で得られた行
動履歴を元にした新たな観光政策の打ち
出しへの活用を図る。

ユビキタス性、トレーサビリ
ティに優れた電子タグの特性
を観光分野で活かし、個人特
定を目的としたセキュアなIC
タグと匿名性を目的としたノ
ンセキュアなIVタグのハイブ
リッド活用で、京都観光の魅
力向上や関連産業の振興を目
指す。

「無線局（放送局を
除く。）の開設の根
本的基準」第６条

「無線局（放送局を除く。）の開設
の根本的基準」第６条に基づき、実
験局の免許を付与。「電子タグの高
度利活用技術に関する研究開発」を
実施予定。当予算により、ネット
ワークと融合した電子タグ（ＩＣタ
グ）に必要な技術の研究開発・実証
実験を委託により実施。委託先につ
いては全国的に公募を行い、外部評
価を経て採択予定。
・平成１６年度予算額（政府案）：
7.0億円

5

　ご提案のICタグを活用した様々な実験のための実験
局については、その申請があれば従前のとおり迅速に
免許処理させていただく。
　なお、135kHz、13.56MHz、2.45GHzの電子タグについ
ては、制度化され、既に実用化されているところであ
り、これらの実用システムを利用する実験については
実験局の免許は不要である。
　また、13.56MHzの電子タグを携帯電話に組み込み、
電子タグと携帯電話の連携による新たなサービスの実
現を目指す実験が携帯電話事業者等において実施され
ているところであり、このような取り組みも参考にな
ると思料する。
平成１６年度から総務省からの委託により「電子タグ
の高度利活用技術に関する研究開発」を実施予定。平
成１５年度内に、そのための公募を予定。なお、公募
であるため、公募期間中に提案を頂き、外部評価を経
て、採択されることが要件となる。

提案者の要望を踏まえ、検討結
果を明確にされたい。

　　ご提案のICタグを活用した様々な実
験のための実験局については、その申
請があれば従前のとおり迅速に免許処
理させていただく。
　なお、135kHz、13.56MHz、2.45GHzの
電子タグについては、制度化され、既に
実用化されているところであり、これら
の実用システムを利用する実験につい
ては実験局の免許は不要である。
　また、13.56MHzの電子タグを携帯電
話に組み込み、電子タグと携帯電話の
連携による新たなサービスの実現を目
指す実験が携帯電話事業者等におい
て実施されているところであり、この よ
うな取り組みも参考になると思料する。
　
  本件公募に関しては、公募の要件を
満たす提案の中から、
　最も優れた提案を外部評価を経て採
択の予定である。
　公募の対象は全国であり、貴団体の
希望地域を活用する提案も可能となっ
ているが、
　活用にあたっては、公募期間内に応
募をして、貴団体の提案が採択される
ことが条件となる。
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京都府
観光都市ｋｙｏｔ
ｏケータイサポー
ト構想

2056 2056030 042000
外国製携帯端末に
よる国内回線接続
に関する規定緩和

外国人観光客が自国の携帯電話を利
用し、日本国内で観光情報サービス
の提供を受けるために、その周波数
で電波を出すことについて、総務省
の外郭団体財団法人電気通信端末機
器審査協会（JATA）で義務付けられ
ている国内技術基準への適合認定に
係る規制の緩和

・外国人が自国で使用している携帯電話
を利用して、日本国内で様々な観光情報
を容易に享受できるようにすることで、
利便性を高め、日本観光の魅力向上を目
指す。

・中国、韓国などからの観光
客が、自分の携帯電話で、気
軽に京都の観光関連情報を受
けられるようにすることで、
利便性を向上させ、アジアか
らの更なる観光客の誘客を図
れる。　　　　　　　・外国
人向け観光コンテンツの開
発、配信という新たな需要を
作り出すことで、関係業界の
振興を目指す。

電波法第４条、第７
条、第３８条の２、
第３８条の２４
電気通信事業法第４
９条、第５１条第１
項
電気通信事業法施行
規則第３２条第１項
第４号
特定機器に係る適合
性評価の欧州共同体
及びシンガポール共
和国との相互承認の
実施に関する法律第
３１条

端末機器を電気通信事業者の設備に
接続する場合は、当該事業者の検査
が原則必要。ただし、当該端末機器
が、電気通信事業者の設備への損傷
防止等を目的とした技術基準に適合
するものとして認定（表示が付）さ
れた場合、電気通信事業者が検査を
省略することが適当として公示した
場合等は、接続検査が不要となる。
無線局を開設し運用する場合は、当
該無線局の無線設備が電波法に定め
る技術基準に適合していることや使
用を希望する周波数が割当可能であ
るかどうか等について、申請に基づ
く審査が必要。ただし、当該無線設
備が技術基準に適合していることの
証明を受けている場合は、手続が簡
略化される。
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日中韓３ヶ国では、各種の携帯電話方式が使用されており、
携帯電話方式が異なる場合、携帯電話端末を持ち込んでも利
用することはできない。
唯一同じ方式としてcdmaOne等があるが、現状では周波数の利
用方法が韓国、中国と日本では異なっているため、韓国、中
国での利用を目的とした携帯電話端末をそのまま日本に持ち
込んでも使用することはできない。日本で利用できるように
するためには、日本での周波数の利用方法に合致する機能等
が別に必要であり、これらの機能を含めた技術基準に適合し
ていることについて認証を受けることが必要である。（ただ
し、日本の周波数等の技術基準にも対応した特別な携帯電話
端末であっても、日本と韓国または中国の携帯電話事業者同
士の間で合意がない限り、その携帯電話端末で日本国内で通
信を行うことはできない。）

なお、携帯電話端末の周波数等の技術基準への適合性に関す
る認証については、民間による認証など迅速な認証を可能と
する電波法の改正が行われている。
また、ご要望の外国製携帯端末による国内回線接続に関して
は、電気通信事業法上、日本の携帯電話事業者が、自らの設
備への損傷やその機能に障害等を与えるおそれがないものと
して自ら公示した端末設備の接続について（認証機関による
技術基準への適合性の確認を要することなく）、接続検査を
省略することが可能である。従って、その公示された端末設
備については、同法の技術基準適合に係る枠組上では、日本
国内での使用は可能となる。（但し、上記の公示の前提とし
て、最低限、携帯電話事業者側で自らの設備への損傷やその
機能に障害等を与えるおそれがないことを確認することが必
要となると思料。）

電気通信機器等の貿易の円滑化を図ることを目的とする相互
承認の実現については、日本と中国又は韓国との間における
ニーズを踏まえて対応することとする。

岡山県 ＩＴフロンティア
岡山の創造 2164 2164010 042010 ＩＰｖ６に係る施

策の集中

総務省のＩＰｖ６移行モデル策定の
ための実証実験の岡山での実施、最
先端の研究開発テストベッドネット
ワークの研究開発拠点の岡山での整
備、岡山ＩＰｖ６検証評価センター
の拡充

　ＩＰｖ６・電子タグに関する第一人者
を始め、大学、メーカー、通信事業者で
構成するコンソーシアムを平成１６年度
に設立し、産学官が連携して、次世代技
術の開発・普及を進め、ＩＴベン
チャー、県内ＩＴ企業のＩＰｖ６産業化
等を推進し、地域経済の活性化と雇用の
拡大を図る。

ＩＰｖ６に関する国のモデル
事業・実証実験事業が展開さ
れることにより、効果的かつ
効率的な普及・開発が図られ
るとともに、地域ＩＴ企業の
ＩＰｖ６産業化が促進され
る。

  総務省は、平成１５年度より３か
年計画でIPｖ６移行実証実験を実施
している。
  研究開発テストベッドネットワー
クとしては、ＴＡＯの研究開発を実
施する目的のため、ギガビットネッ
トワークを構築し、通信・放送技術
の実用化に資する高度通信・放送研
究開発を実施しており、岡山県では
ＴＡＯのＩＰｖ６検証評価センター
等において、ＩＰｖ６機器の相互接
続技術等の研究開発を推進。
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  ＴＡＯのＩＰｖ６検証評価センター等におけ
る、ＩＰｖ６機器の相互接続技術等の研究開発
や、ギガビットネットワークのＩＰｖ６化等に
伴い岡山情報ハイウェイのＩＰｖ６化が促進さ
れる等、ＴＡＯのギガビットネットワークに係
る一連のプロジェクトの実施が、岡山県のＩＰ
ｖ６に係る施策にも既に大きく貢献している。
  なお、今後、ギガビットネットワークに代わ
る最先端の研究開発テストベッドネットワーク
を構築予定であり、研究開発拠点の整備等にと
らわれず、ネットワークの高速化・高機能化等
による研究開発環境の充実が、岡山県の実施す
るＩＰｖ６に係る施策を一層促進するものと考
える。
   「IPv６移行実証実験」については、３年計
画で既に東京を中心とする地域で取り組みが開
始されており、新たに岡山で実施することは困
難であるが、その成果は広く公開するものであ
り、我が国全体のIPv6への移行の促進が見込ま
れる。

提案者の構想する事業が要望に
沿って円滑に実施できるように、
統合的に予算執行する等工夫す
ることができないか、検討された
い。

ご指摘の点について再検討したが、
「41.措置等の概要（対応策）」に記載し
た各施策については、我が国全体の
IPv6への移行の促進という政策目標を
効率的に実現するために総合的に取り
組んでおり、これらの施策の着実な遂
行により、岡山県を始めとする各地域
におけるIPv6を活用した産業の活性化
等に貢献すると考えている。

岡山県 ＩＴフロンティア
岡山の創造 2164 2164020 042020 電子タグの活用実

証実験等の連携

来年度新たに総務省が行う「電子タ
グの高度利活用技術に関する研究開
発の推進」及び経済産業省が行う
「電子タグ等の導入を通じた革新的
な産業システムの確立」の事業を、
岡山で両省が連携して実施。

　ＩＰｖ６・電子タグに関する第一人者
を始め、大学、メーカー、通信事業者で
構成するコンソーシアムを平成１６年度
に設立し、産学官が連携して、次世代技
術の開発普及を進め、ＩＴベンチャー、
県内ＩＴ企業のＩＰｖ６産業化等を推進
し、地域経済の活性化と雇用の拡大を図
る。

両省が連携して実施すること
により、より効率的かつ効果
的な実験が可能になるととも
に、地域ＩＴ企業へのインパ
クトも強く、その波及効果が
一層高まる。

「電子タグの高度利活用技術に関す
る研究開発」を実施予定。当予算に
より、ネットワークと融合した電子
タグに必要な技術の研究開発・実証
実験を委託により実施。委託先につ
いては全国的に公募を行い、外部評
価を経て採択予定。
・平成16年度予算額(政府案)：
7.0億円

5

平成１６年度から総務省からの委託により「電
子タグの高度利活用技術に関する研究開発」を
実施予定。平成１５年度内に、そのための公募
を予定。なお、公募であるため、公募期間中に
提案を頂き、外部評価を経て、採択されること
が要件となる。

提案者の要望を踏まえ回答され
たい。

　　本件公募に関しては、公募の要件を
満たす提案の中から、
　最も優れた提案を外部評価を経て採
択の予定である。
　公募の対象は全国であり、貴団体の
希望地域を活用する提案も可能となっ
ているが、
　活用にあたっては、公募期間内に応
募をして、貴団体の提案が採択される
ことが条件となる。

北海道滝
川市 商業都市の再生 1390 1390090 042030 各府省の支援策の

連携・集中

①まちづくり交付金②文化芸術によ
る創造のまちづくり③ＮＰＯ活動等
の活性化支援④生涯学習まちづくり
モデル支援事業⑤地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ基盤施
設整備事業

①ー③は「中心市街地ゾーン関係」で①
は広場や駐車場の整備②五十嵐デザイン
アート塾（ＮＰＯ）におけるアート活動
関係③は駅前再開発ビル内ＮＰＯたきか
わホールの活動等市民活動④⑤は「郊外
型広域拠点集積ゾーン関係」で④は國學
院短大での生涯学習事業展開関係⑤公設
民営図書館関係

総合的かつ弾力的な施策とし
て事業の具現化に有効であ
る。

総務省では地域イントラネット基盤
施設整備事業等により学校、図書
館、公民館、市役所などを高速・超
高速で接続する地域公共ネットワー
クの整備に取組む地方公共団体等を
支援しているところ。

5

教育、行政、福祉等の高度化を実現するため、
学校、図書館、公民館、市役所などを高速・超
高速で接続する地域公共ネットワークの全国的
な普及について2005年度までの実現を目指し、
地方公共団体等への支援を行っているところで
あり、各省との連携もさらに緊密に行っていく
こととしたい。

提案者の構想する事業が要望に
沿って円滑に実施できるように、
関係各省の間で連携して予算執
行する等工夫することができない
か、検討されたい。

教育、行政、福祉等の高度化を実現す
るため、学校、図書館、公民館、市役所
などを高速・超高速で接続する地域公
共ネットワークの全国的な普及につい
て2005年度までの実現を目指し、地方
公共団体等への支援を行っているとこ
ろであり、各省との連携もさらに緊密に
行っていくこととしたい。
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46.
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47.再検討要請に対する各府省庁から
の回答

財団法人
水島地域
環境再生
財団

よみがえれ、水島の
まち　―水島再生プ
ラン

3056 3056060 042040
行政・企業・市民
によるパートナー
シップの構築活動

行政・企業・市民のパートナーシッ
プの構築を目的とした定期的な懇談
会、あるいは説明会を開催する。ま
た、それらの会合で提起された意見
を政策に反映させやすいように、行
政内部を横断的に統括する組織を設
立する。その部署に提案を持ち込む
ことによって行政内各部署との調整
を行い、政策に反映、もしできない
場合もその説明責任を果たす。

行政内部に、市民からの提案・要望を受
け付けるとともに、それを内部で横断的
に検討し、対策を講じる組織を設立す
る。市民の側とは定期的に（年数回）の
懇談会を開催することによって意見交
換、政策に対する相互理解を深め、パー
トナーシップの構築を進める。将来的に
は企業も巻き込んだものとする。

行政内部が縦割りで運営されてい
る現状では、行政に要望等を持ち
込んでも、問題が多岐にわたる場
合、個別の部局だけでは対応でき
ず、各部局をたらい回しにされる
等、進展しない場合が多い。各部
局を統括し、活市民から直接意見
提出ができる部署の設置は必要不
可欠である。

6 －

　根拠法令として挙げられている「行政機関が
行う政策の評価に関する法律」は、国の行政に
係る政策の評価に関する法律であり、提案内容
とは関係しない。

三島町
森林業のビジネス
チェーン再構築に
よる地域再生構想

1098 1098020 042050
複数省庁にまたが
る施策の連携と集
中的実施

農林水産省、総務省、文部科学省、
厚生労働省、経済産業省、国土交通
省、環境省の連携で行われている
「都市と農山漁村の共生・対流推進
会議」の機能を強化し、現在個別に
実施されている施策を統括的に活用
できるようにする。

そのための相談、申請窓口と事務機
能を推進会議内もしくは地域再生本
部等の適切な機関内に設ける。

本地域おいては、「エコツーリズ
ム」の推進を目的とした各省庁の施
策を統括的かつ集中的に実施する。

支援措置番号１において策定したアク
ションプログラムに基づき、「森林環境
を活用したビジネスモデル創造プロジェ
クト」を推進する。

特に本地域おいて有能な人材を多く保有
し、短期間での成果が期待される「エコ
ツーリズム」におけるビジネスモデルづ
くりを推進する。

アクションプログラムの継続的な実施を
実現する人材を確保するため、有能な人
材の誘致を行うと共に、官民問わず地域
の有望な若者を中心に、実践的な教育を
実施する。

これにより、本地域に不足しているツ
アーコーディネーターやツアーオペレー
ターといった、エコツーリズムに関する
プロの人材を創出し、さらに効果的な施
策を実施することのできる公共スタッフ
を創出する。

本来複合的な産業である「エ
コツーリズム」の促進を実現
するためには、既存の省庁の
枠組みを超えた支援が必要と
なる。

そのため、現在「都市と農山
漁村の交流・対流推進会議」
が設置されているが、各省庁
の施策を統括的に運用するま
でには至っていない。

この問題を解決するため、政
府内に地域再生構想の内容に
即したワンパッケージ型の支
援策が実施できる、統括的な
運用機関の設置を望む。

地方交付税法（昭和
２５年法律２１１
号）

　都市と農山漁村の共生・対流の推
進に関しては、関係省の副大臣によ
るプロジェクトチーム及び都市と農
山漁村共生・対流関係省連絡協議会
において関係各省で連携して取り組
んでいる。
　総務省としては、「わがまちづく
り支援事業」、「農山漁村地域活性
化対策」等において地方財政措置を
講じている。
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　都市と農山漁村の共生・対流の推進に関して
は、関係省の副大臣によるプロジェクトチーム
及び都市と農山漁村共生・対流関係省連絡協議
会において関係各省で連携して取り組んでい
る。
　総務省としては、「わがまちづくり支援事
業」、「農山漁村地域活性化対策」等におい
て、引き続き地方財政措置を講じる。

提案者の構想する事業が要望に
沿って円滑に実施できるように、
関係各省の間で連携して予算執
行する等工夫することができない
か、検討されたい。

　都市と農山漁村の共生・対流の推進
については、関係各省の副大臣による
プロジェクトチームを設置し、協力・連携
して総合的に取り組んでいるところ。
  平成１６年度においては、「政策群」に
位置づけて各種規制改革、予算措置等
の組み合わせにより農山漁村の魅力
の向上などに取り組むとともに、関連施
策が地域において円滑に実施されるよ
う、各省連携して都市と農山漁村の共
生・対流に関連する施策を取りまとめ、
地方公共団体に提供する。
　総務省としては、「わがまちづくり支援
事業」、「農山漁村地域活性化対策」等
において、引き続き地方財政措置を講
じる。

愛知県豊
田市

都市農山村共生活
性化構想 1192 1192060 042060

グリーンツーリズ
ムを含む都市と農
山漁村の交流関連
施策の連携

｢地域連携システム整備事業（農林水
産省）｣と、｢地域総合支援事業（国
土交通省）｣や、｢農産漁村地域活性
化事業（総務省）｣、｢新山村振興等
農林漁業特別対策事業、都市農村交
流対策事業（農林水産省）｣は、グ
リーンツーリズム推進（イベント含
む）や都市農村交流促進施設建設等
類似点が多いため、関係省庁の連携
による一元化により、効率的推進を
図る。

地域連携システムの整備や、地域連携交
流促進施設の設置に関して、関係省庁の
連携により取組みが円滑になる。そのた
め、早期に都市と農山村の交流活発化が
図れることにより、地域活性化に資する
ことができる。

現状、国の関連事業メニュー
が、省庁ごとに非常に細分化
して市町村にとっては利用し
にくいため、連携・統合化に
よる一元化を図り、その利用
勝手を向上させることによ
り、事業の円滑化を図る。

なし

農山漁村地域の生活環境の整備や都
市と農山漁村の共生・対流等を促進
する地方単独事業や国の施策との連
携事業に要する経費として所要の地
方財政措置を講じている。

5

５

農山漁村地域活性化対策については、従来から
地方財政措置を講じてきているところであり、
関係省庁等と連携し引き続き支援してまいりた
い。

提案者の構想する事業が要望に
沿って円滑に実施できるように、
関係各省の間で連携して予算執
行する等工夫することができない
か、検討されたい。

国庫補助事業の実施に伴う地方公共
団体の負担や補助事業と連携して実施
する地方単独事業に対して地方財政措
置を講じてきたところである。今後も地
方公共団体の実情や要望を踏まえ円
滑に事業が実施できるよう引き続き関
係省庁等と連携して支援してまいりた
い。

平田村
平田ICを活用した
地域活性･交流促進
事業構想

1271 1271060 042070

本構想の実施にあ
たり、国土交通省･
環境省･農林水産
省･経済産業省・総
務省･文部科学省な
どの公園整備･基盤
整備･地域活動に係
る助成･支援策の一
元化

同一地域で行われる同一または類似
の政策目標を有する複数の施策で
あって、複数の府省に所管がまた
がっているものについて、それらの
施策を統合して実施し、または進行
管理を調整する。

平田村の美しい自然や環境、多彩な産業
展開への取り組みを背景に、あぶくま高
原道路平田IC整備のインパクトを生かし
て、持続発展的な地域経済の活性化と、
周辺市町村はもとより広域的な観光･文
化交流を促進するため、平田IC周辺地域
においてハード･ソフト両面から、①
『道の駅ひらた』整備計画、②『あぶく
ま高原ファミリー牧場』整備計画、『ほ
たるの里』河川公園整備計画に取り組む
ものです。

同じような施策内容であるに
もかかわらず、府省が異なる
と手続きも異なり、またその
調整にも多大な時間と手間を
要することから、大きな特定
目的の施策の場合は、内容の
統合化と窓口の一本化をして
いただきたい。

地域再生推進のため
の基本指針（平成15
年12月19日地域再生
本部決定）

　「地域再生推進のための基本指
針」において、地域からの提案は地
域再生本部において一元的に募集す
るとともに、地域再生に係る対応に
ついては、内閣官房を中心として政
府が一体となって検討を行なうこと
とされている。

5 　地域再生に係る対応については、内閣官房を
中心として政府が一体となって検討を行なう。

提案者の構想する事業が要望に
沿って円滑に実施できるように、
関係各省の間で連携して予算執
行する等工夫することができない
か、検討されたい。

地域再生に係る対応については、既に
内閣官房に窓口を一本化し、政府が一
体となって検討を行なっている。
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飯山市
地域の宝を活かす
賑わい創出・旅産
業おこし

1311 1311040 042080 ・地域イベントに
係る経費への支援

・地方のもつ伝統・文化・自然を活
用し、新たなるイベント等の開催に
対し、３年程度（軌道にのせるま
で）の支援を行い、地域市民と都市
との交流人口拡大が図れるようにお
願いしたい。

・伝統工芸品（内山紙など）を活用し、
イベントの装飾として用い、市内全域を
飾り付ける（例：イベントや盆、彼岸な
どに一斉に灯籠を点灯、千曲川一面に灯
籠流し）
・自然（雪や菜の花、棚田）を活かした
イベントを興し、都市との交流人口を増
やし、滞在型観光に結びつける。

・地域の宝をいかしたイベン
トの企画：開催により、都市
との交流人口拡大が図られ、
滞在型観光、更には定住へと
結びつけ、地域の活性化を図
るため。

地方交付税法（昭和
２５年法律２１１
号）

　都市と農山漁村の共生・対流の推
進に関しては、関係省の副大臣によ
るプロジェクトチーム及び都市と農
山漁村共生・対流関係省連絡協議会
において関係各省で連携して取り組
んでいる。
　総務省としては、「わがまちづく
り支援事業」、「農山漁村地域活性
化対策」等において地方財政措置を
講じている。

5

　都市と農山漁村の共生・対流の推進に関して
は、関係省の副大臣によるプロジェクトチーム
及び都市と農山漁村共生・対流関係省連絡協議
会において関係各省で連携して取り組んでい
る。
　総務省としては、「わがまちづくり支援事
業」、「農山漁村地域活性化対策」等におい
て、引き続き地方財政措置を講じる。

提案者の構想する事業が要望に
沿って円滑に実施できるように、
関係各省の間で連携して予算執
行する等工夫することができない
か、検討されたい。

　都市と農山漁村の共生・対流の推進
については、関係各省の副大臣による
プロジェクトチームを設置し、協力・連携
して総合的に取り組んでいるところ。
  平成１６年度においては、「政策群」に
位置づけて各種規制改革、予算措置等
の組み合わせにより農山漁村の魅力
の向上などに取り組むとともに、関連施
策が地域において円滑に実施されるよ
う、各省連携して都市と農山漁村の共
生・対流に関連する施策を取りまとめ、
地方公共団体に提供する。
　総務省としては、「わがまちづくり支援
事業」、「農山漁村地域活性化対策」等
において、引き続き地方財政措置を講
じる。

喜多方市

合併・少子高齢化
時代の「ひと」と
「こころ」のミー
ティングスペース
確保

1343 1343020 042090

老朽化・陳腐化に
よる喜多方市喜多
方プラザの設備改
修のための財政援
助。

喜多方プラザ文化センター（運営・
喜多方地方広域市町村圏組合）に対
する設備改修経費（工事費・設計料)
の起債制度の創設

喜多方プラザ設備改修は　空調設備、舞
台照明設備、舞台機構、舞台音響設備、
客席椅子、内装、外装の更新など。また
将来を見据えた機構としてデジタル化、
ネットワーク化を各設備に取り入れ、省
力化と多機能化を実現する。それには既
に敷設されている光ファイバ網を大いに
利用する。この設備改修によって、利用
者の高度な専門性や多様化するニーズに
応える。運用システム対応の省力化は、
利用者と運営側の人と人のつながりの時
間を増加させ、文化活動、芸術活動をさ
らに発展させる。

喜多方プラザの設備改修は現
況下では改修に関する補助制
度が無く、その多額な経費の
財源確保が課題である。この
支援がなければ、当事業が進
まないばかりか、老朽化によ
る危険箇所の増加による利用
者の不安をまねく恐れがあ
り、設備不具合による催し物
の中止等のリスクを負うこと
になり、極端な場合は施設運
用の停止を考慮せざるを得な
い事態がおこり得る。これに
よる文化活動の停滞、文化都
市としての喜多方市のイメー
ジダウンははかり知れないな
いものがある。

地方財政法第５条

地方公共団体の歳出は、地方債以外
の歳入をもつて、その財源としなけ
ればならない。ただし、公共施設等
の建設事業費の財源とする場合等に
おいては、地方債をもつてその財源
とすることができる。

5

　既存の公共施設の増築や改築、大規模な模様
替等については、既存の施設の機能に新しい機
能を大幅に附加し、あるいは、構造を大きく変
えるなど実質的な内容があるものは既に起債が
可能。

喜多方市

合併・少子高齢化
時代の「ひと」と
「こころ」のミー
ティングスペース
確保

1343 1343040 042100

老朽化による喜多
方市厚生会館（喜
多方市中央公民館
分館）の内装外壁
の改装及び補強工
事を行う場合の経
費の財政援助

喜多方市厚生会館（喜多方市中央公
民館分館）の内装外壁の改装及び補
強工事を行う場合の経費の起債制度
の創設

厚生会館（中央公民館分館）は高度な設
備を配しながらも、表面上は簡易に見え
る。専門家の存在なしに誰でも気軽に使
用できる設備を導入し、住民の自主運営
を目指す。

老朽化した喜多方市厚生会館
の改装及び補強工事を行い、
安全で快適な施設環境の維持
を図るため。

地方財政法第５条

地方公共団体の歳出は、地方債以外
の歳入をもつて、その財源としなけ
ればならない。ただし、公共施設等
の建設事業費の財源とする場合等に
おいては、地方債をもつてその財源
とすることができる。

5

　既存の公共施設の増築や改築、大規模な模様
替等については、既存の施設の機能に新しい機
能を大幅に附加し、あるいは、構造を大きく変
えるなど実質的な内容があるものは起債が可
能。

西郷町
観光を機軸に交
流・産業を創出す
るまち

2066 2066030 042110 牛突きを題材とし
た地域通貨の導入

牛突きを題材とした地域通貨の導入
する。

牛突きを題材とした地域通貨を発行し、
隠岐島後での地域産物の購入やボラン
ティア活動での使用ができることとす
る。

牛突きのイメージアップと、
地域経済の活性化を促進し、
コミュニティ意思の向上を図
る。

なし

　平成１６年度の新規事業として、
「ＩＴを活用した地域通貨モデルシ
ステムの開発・実証事業」を実施す
ることとしており、インターネッ
ト、ＩＣカード（住民基本台帳カー
ド等）、公的個人認証サービス及び
携帯電話等のＩＴを活用した電子的
にやりとりできる利便性の高い地域
通貨モデルシステムを開発するとと
もに、２又は３程度の地方公共団体
を選定して、同システムの実証実験
を実施する予定。さらに、開発した
地域通貨モデルシステムは、希望す
る地方公共団体に無償で配布するこ
ととし、その導入に要する経費を地
方交付税に算入することを検討。

1 Ⅶ

　今回、地域再生構想として「ＩＴを活用した
地域通貨」をツールとする地域再生事業につい
て提案のあった地方公共団体を中心に、ヒアリ
ングを行い、有識者の意見等を踏まえつつ、実
証実験のフィールドとなる地方公共団体（以
下、「実証実験団体」という。）を選定。選定
された地方公共団体は、地域再生計画の認定を
受け、実証実験団体として指定されることによ
り、本事業による支援を受けることが可能とな
る。
　なお、実証実験団体の選定手続きはこれから
行なわれるものであり、今回の地域再生構想の
提案をもって、実証実験団体に選定されたわけ
ではないので、念のため申し添える。
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HINTプロ
ジェクト
推進協議
会

「ひょうご県域情
報基盤形成」プロ
ジェクト

略称 ＨＩＮＴ
(Hyogo
Information
Network
Technology's)

3066 3066010 042120
県域の行政機関に
おける重複する各
種施策の連携

兵庫県下各行政機関の広報は、個々
単独で発信されており、情報資源と
して散在している。このため、県外
から兵庫県内の情報収集を行った場
合、目的かつ必要とされる情報を得
ることが難しく、ひいては行政が支
援する地域中小企業を主体とした地
域産業についても、効果的な情報提
供がなし得ていない。ＨＩＮＴプロ
ジェクトは、地域情報の集積による
情報利用、価値の増大を目的として
おり、県下各行政機関の広報、及び
その施策を、このプロジェクトの下
へ連携・集約する旨、ご指導頂きた
い。

県下各地域(当初県民局単位から、市町
単位へ拡大)情報ポータルを設置、行政
サービス、教育システム、観光情報、生
活関連情報、産業情報のワンストップ
サービスを実現する。この結果、産官学
民の各領域でそれぞれの組織が個別に
行ってきた、情報化のための重複した地
域社会システムへの投資が削減される。

産業・教育・医療・生活など
社会生活分野の縦割り行政に
よって、利用者（県民）から
見た情報利用は複雑かつ利便
性の低いものになりつつあ
る。地域社会に散在する情報
資源をクラスター化させるこ
とで、その実態である産業も
クラスター化、活性化させる
ことになる。地域情報基盤を
産官学民のすべてが参加し
た、地域社会システムとして
構築するためには、地域全体
でひとつの旗印の下、組織や
事業領域の枠を超えた連携組
織の構成が不可欠であるた
め。

6 －
県内の情報集約については、県の政策の範囲内
であり、総務省として関係する要望ではないた
め。

「富士通
株式会
社」
「協同組
合　佐世
保IT研究
協議会」
(佐世保
市）

｢佐世保地区｣地域
通貨導入による地
域活性化プロジェ
クト

3093 3093010 042130

地域再生を目的と
した地域通貨事業
での施策連携と財
政支援

佐世保地区における地域通貨事業推
進にあたり、総務省地域再生施策
「ＩＴを活用した地域通貨の導入・
普及事業」および、「NPO活動等活性
化支援事業」の施策連携と財政支援
及び関連法規制緩和の依頼を行うも
のです。

佐世保地区において、自治体、ＮＰＯ、
地域産業（商店街含む）、市民をプレイ
ヤーとし、地域経済及び地域コミュニ
ティの活性化を目的とした、地域通貨事
業を推進します。その際地域通貨流通の
活性化を図るため、現行のITインフラ
（exICカード）活用を検討しておりま
す。佐世保地区における上記地域再生プ
ロジェクトについて、総務省施策「ITを
活用した地域通貨の導入・普及」事業で
の財政支援および、上記地域通貨事業に
おけるＮＰＯ活動支援の人材育成対策と
して、総務省「NPO活動等の活性化支
援」の連携を依頼するものです。
また、今回の地域通貨については地域コ
ミュニティポイントとして位置づけ、地
域通貨の普及および円滑な循環を図る意
味で、地域通貨交換に際しての「消費税
法」などの適用緩和を依頼するもので
す。

佐世保地区において、地域通
貨事業を推進するにあたり、
総務省施策「ITを活用した地
域通貨の導入・普及」,「NPO
活動等の活性化支援」の施策
連携および佐世保地区におい
て上記地域通貨普及のための
実証実験実施等の面での財政
支援により、短期間での地域
コミュニティ活性化の実現し
ます。
また、上記の地域活性化につ
いては、地域通貨を地域コ
ミュニティポイントと位置づ
け、取引時は「消費税法」な
どの適用緩和をしていただく
ことで、より円滑な地域通貨
の普及を実現します。

なし

　平成１６年度の新規事業として、「Ｉ
Ｔを活用した地域通貨モデルシステムの
開発・実証事業」を実施することとして
おり、インターネット、ＩＣカード（住
民基本台帳カード等）、公的個人認証
サービス及び携帯電話等のＩＴを活用し
た電子的にやりとりできる利便性の高い
地域通貨モデルシステムを開発するとと
もに、２又は３程度の地方公共団体を選
定して、同システムの実証実験を実施す
る予定。さらに、開発した地域通貨モデ
ルシステムは、希望する地方公共団体に
無償で配布することとし、その導入に要
する経費を地方交付税に算入することを
検討。

　ＮＰＯ活動等の活性化支援について
は、コミュニティ・サービス事業を行な
うＮＰＯ活動等を活性化するため、アド
バイザーの派遣や人材の研修・育成、活
動助成など、地方公共団体の取組に要す
る経費を地方交付税に算入することとし
ている。

1
・
5

Ⅶ

　今回、地域再生構想として「ＩＴを活用した
地域通貨」をツールとする地域再生事業につい
て提案のあった地方公共団体を中心に、ヒアリ
ングを行い、有識者の意見等を踏まえつつ、実
証実験のフィールドとなる地方公共団体（以
下、「実証実験団体」という。）を選定。選定
された地方公共団体は、地域再生計画の認定を
受け、実証実験団体として指定されることによ
り、本事業による支援を受けることが可能とな
る。
　なお、実証実験団体の選定手続きはこれから
行なわれるものであり、今回の地域再生構想の
提案をもって、実証実験団体に選定されたわけ
ではないので、念のため申し添える。

　ＮＰＯ活動等の活性化支援については、コ
ミュニティ・サービス事業を行なうＮＰＯ活動
等を活性化するため、アドバイザーの派遣や人
材の研修・育成、活動助成など、地方公共団体
の取組に要する経費を地方交付税に算入するこ
ととしている。

ゼッタテ
クノロ
ジー株式
会社

新観光立国一知ノ
ユキビタス地域戦
略プロジェクト

3049 3049010 042140

観光政策における
知のユキビタス社
会をめざすため、
①人材育成費行う
財政措置を、②Ⅰ
Ｔ技術の分野③大
学学科の増設に関
する権限委譲

権限移譲：文部科学省による大学の
学科増設及び定員に関する助言等に
関する権限を都道府県に移譲する。
財政支援：人材育成について、地域
活性化に関する交付金・補助金に計
上する。

１．コミュニティ・クリエーター育成事
業　２．観光評価システム事業　３．地
域の大学の観光学科増設事業　４．情報
ネットワーク構築事業　５．地域の歴史
文化遺跡・施設等整備事業

現下の地方公共団体の財政悪
化では、地域創生の為の新事
業の創出が実施できにくい状
況にあるため。また大学の学
科増設については、地方公共
団体には決定権がないため。

6 － 総務省の施策に関係する要望がない。

愛知県豊
田市

都市農山村共生活
性化構想 1192 1192070 042150

既存公共施設の再
生・有効活用に係
る連携

補助金等に係る予算の執行の適正化
に関する法律、施行令の利便性向上
により、国庫補助施設の目的外利用
の手続き簡素化に伴い、その再生・
有効活用するための施策について連
携を図る。｢地域資源の再生・有効活
用、地域資源活用促進事業（総務
省）｣

国庫補助を受けた廃校予定の学校施設等
を利用しての、地域連携交流促進施設建
設を促進して、都市住民の農林業や山村
地域住民との交流を活発化させることに
より、地域活性化を促す。

国庫補助施設の目的外利用が
認められ、かつその利用促進
策を連携させることにより事
業の推進の円滑化が図れる。

6 － 提案にある施設に係る補助金を総務省は有して
いないため。

　高郷村

太古のロマンあふれる

川と緑の里たかさと

～　村はまるごと
夢博物館　～

1150 1150020 042160

都市交流による受
入れとさらには、
温泉保養施設の施
設拡充のため宿泊
施設整備の支援措
置

現制度の宿泊施設等補助事業は採択
条件も厳しく、当時の保養施設整備
時では建設が不可能であった。今
回、施設利用者（村外）の中からも
宿泊施設整備の要望も高いうえ、誘
客を期待し計画をしている。地域再
生のため、地域の経済効果や雇用創
設を図るねらいであり、従来のよう
な投資的効果を追従するばかりの問
題ではない。また、補助事業により
建設した施設の目的外利用に対する
規制（補助金適化法）の緩和も提案
する。

都市交流の受け入れと温泉保養施設の利
用客の宿泊を目的とする宿泊施設の建設
を計画している。
建設場所　温泉保養施設敷地内
建築規模　２階建　1,000㎡　客室１０
室
研修・ホール・食堂・厨房・

現補助制度採択要件に該当し
なく、さらには財源不足によ
り計画実施を断念していた。
今回、補助と地方債の組み合
わせの制度改正を提案し、念
願の施設を整備したい。

6 － 提案にある施設に係る補助金を総務省は有して
いないため。
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富岡町
相双地域観光拠点
事業整備による地
域の再生計画

1154 1154010 042170 広域観光の基盤づ
くり

電源交付金（特別交付金県配分）の
対象事業としていただきたい。 観光の受け入れ基盤の整備 ２８と同じ 6 － 総務省の施策に関係する要望がない。

富岡町
一級町村道の補助
制度の充実と推進
について

1155 1155010 042180 隣接町村道の整備
による地域の連携

隣接町村にまたがる観光資源につい
て広域的な環境の整備を図り、地域
の再生を目指す。

隣接町村道の整備 ２８と同じ 6 － 総務省の施策に関係する要望がない。

袋井市 市民と地域の健康
づくり 1169 1169010 042190

「市民と地域の健
康づくり」の拠点
整備に係る各府省
連携による集中的
な支援

既存の公民館を活用した「市民の健
康づくり」の拠点整備（機能付加）
に係る各府省連携による集中的な支
援（関連補助事業の一元的な推進）

地域コミュニティ強化、健康寿命の延伸
や地域健康水準の向上、地域内世代間交
流や生きがいづくりなどを拠点のコンセ
プトとして、地域の特性やニーズを踏ま
えながら、従来の公民館が有する機能
（生涯学習、コミュニティ、貸館など）
に、①健康づくり（出張（休日）検診、
保健相談・保健指導、フィットネスな
ど）、②福祉（児童プレイルーム、放課
後児童クラブ、生きがい対応型デイサー
ビス、高齢者いきいき農園など）、③コ
ミュニティ強化支援（コーディネーター
の設置など）、④行政サービス（各種証
明の発行、行政相談、公共施設予約シス
テムなど）といった機能を付加する。
（①、②の詳細については、地域の特性
に応じて決定）また、これらに必要な
ハード整備を行う。

本構想を実現するためには、
各府省にまたがる補助事業を
一元的（同時的かつ複数）に
活用することが効率的かつ効
果的であり、各府省の政策目
的に加え、本構想の趣旨の一
つとなる地域コミュニティの
強化等の効果も加味する中
で、府省連携による集中的な
支援をいただきたい。

ー

（財）自治総合セン
ター各種助成要綱

総務省では地域イントラネット基盤
施設整備事業等により学校、図書
館、公民館、市役所などを高速・超
高速で接続する地域公共ネットワー
クの整備に取組む地方公共団体等を
支援しているところ。

（財）自治総合センターが、地域の
振興に資する事業に対する助成を
行っている。

5

教育、行政、福祉等の高度化を実現するため、
学校、図書館、公民館、市役所などを高速・超
高速で接続する地域公共ネットワークの全国的
な普及について2005年度までの実現を目指し、
地方公共団体等への支援を行っているところで
あり、各省との連携もさらに緊密に行って行く
こととしたい。

助成を行う団体の判断により、支援すべき事業
に対して適切に助成が行われているもの。

提案者の構想する事業が要望に
沿って円滑に実施できるように、
関係各省の間で連携して予算執
行する等工夫することができない
か、検討されたい。

教育、行政、福祉等の高度化を実現す
るため、学校、図書館、公民館、市役所
などを高速・超高速で接続する地域公
共ネットワークの全国的な普及につい
て2005年度までの実現を目指し、地方
公共団体等への支援を行っているとこ
ろであり、各省との連携もさらに緊密に
行って行くこととしたい。

助成を行う団体の判断により、支援す
べき事業に対して適切に助成が行われ
ているもの。

豊川市、
ＴＭＯ、
豊川地区
商業観光
活性化委
員会

万博と地道なまち
づくりによる豊川
稲荷門前町観光商
業活性化

1301 1301030 042200
既存の中心市街地
活性化法関係補助
制度等の統合化

　中心市街地活性化法関連の各省庁
の既存補助制度等を統合化し、ひと
つの制度へと統合化し、複数の交付
申請、実績報告、完了検査などの手
続きを簡略化する。また、統合化す
ることで、投資の重点化が図られ、
効果的な補助制度等になる。

　国土交通省のまちづくり交付金、経済
産業省のリノベーション補助金、総務省
の起債事業などを数年の間で重点実施す
る場合に、申請等の手続きがひとつのも
ので完了することで、申請者側及び各省
庁にとっても事務の簡素化につながり、
効果的である。
　また、統合化により、熟度の高い中心
市街地活性化事業に重点的に投資するこ
とができ、効果的な補助執行ができる。
【活用予定補助制度】
まちづくり交付金(国交省)
景観形成事業推進費(仮称)(国交省)
中心市街地総合補助金(経産省)
リノベーション補助金(経産省)

　事業主体、所管省庁などバ
ラバラなため、申請手続きに
人件費が割かれたり、重点的
な事業実施ができなかった
り、効率的ではない。

総務省では、マルチメディア街中に
ぎわい創出事業により、中心市街地
の活性化を推進するため、マルチメ
ディアに慣れ親しむ展示、研修・交
流機能を併せ持った施設を整備する
地方公共団体等を支援しているとこ
ろ。

5 －

　総務省事業を含む他府省事業を実施すること
に特段の制限はない。この提案の趣旨を踏ま
え、今後も他府省間でさらに緊密に連携してい
くこととしたい。

　地域活性化事業は、地方団体が自主的・主体
的に地域の活性化のために実施する事業の支援
を目的としており、補助事業、継ぎ足し単独事
業、継ぎ足し単独事業との区分が困難な補助事
業との合築等については、原則対象としない。
ただし、事業により整備される部分が構造上の
１団のまとまり及び独立した機能を持ち、それ
ぞれ公の施設の設置管理条例の制定が予定され
ているなど、補助事業で整備され

あさぎり
町

石倉を拠点とした
駅前商店街の活性
化

2161 2161030 042210
石倉を利用した宿
泊施設開設のため
の規制緩和等

石倉を宿泊施設に改造するためには
建築基準法等の規定をクリアする必
要があるため、これらの規制緩和等
の検討をお願いしたい。

石倉を宿泊施設として活用することによ
り、他の地域との差別化と滞在型観光の
進展を図る。

観光振興に当たっては他の地
域との差別化と地域の個性を
発揮することが重要となって
いる。また、滞在型の観光振
興により地域への経済波及効
果を増加させることができ
る。

消防法第１７条第１
項、消防法施行令別
表第一

消防法施行令別表第一において、旅
館、ホテル、宿泊所その他これらに
類するものを（五）項イとして取扱
い、消防用設備等の設置について規
制を行っている。

3

具体的な緩和内容等が不明であるが、現行で
は、消防法施行令別表第一において、防火対象
物の用途に応じ、その規模、収容人員等により
消防用設備等の設置について規制を行っている
ものであり、防火以外の要因によりその基準を
緩和することはできない。

提案の趣旨を踏まえ検討できな
いか。

前回回答のとおり、消防法施行令別表
第一において、防火対象物の用途に応
じ、その規模、収容人員等により消防
用設備等の設置について規制を行って
いるものであり、防火安全性以外の要
因により、その基準を緩和するべきで
はない。

飯山市
地域の宝を活かす
賑わい創出・旅産
業おこし

1311 1311020 042220

 地図情報及び位置
情報システム構築
のための支援措
置。

　システム構築のための財源的措置
としてeまちづくり交付金等補助事業
の優先採択及びノウハウづくりのた
めのモデル地区指定。

　ＧＰＳ機能付きの携帯電話・携帯端末
を里山トレッキング利用者及び寺まちめ
ぐり等観光客に対して貸し出し、現在
地・目的地の案内補助ツールとして利用
する。またＧＩＳのＷｅｂ発信により、
詳細な観光情報を全国発信すると共に、
ＧＰＳとの連携により集中的な位置情報
管理が可能となり、より一層の利用者へ
の利便性が高まる。

　現状、システム構築のため
の財源及びノウハウがないた
め、実施できない状況であ
り、支援措置により実行が可
能となる。

地域情報化モデル事
業交付金交付要綱
（平成15年3月4日適
用）

地域の知恵と工夫を生かし、住民の
目に見える形でＩＴを活用した地域
情報化のモデル事業を全国に展開す
るために必要な経費を市町村に交
付。
平成14年度補正のみで予算措置。

8 － 地域情報化モデル事業交付金（ｅまちづくり交
付金）は、平成15年度以降の予算措置がない。
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愛知県
あいち・なごやモ
ノづくり産業振興
構想

1354 1354030 042230
受託研究における
機器の継続使用の
容易化

受託研究で使用した機器の受託研究
終了後の取扱いは委託元機関の要請
により処理をしているが、委託元機
関によって取扱い方法や手続きが異
なるため、事務処理が煩雑になって
いる。受託期間終了後も委託先が引
き続き機器を使用して同様の研究を
さらに推し進める場合、無償譲渡が
選択できるようにし、手続きを容易
化する。
【取扱い例】ＮＥＤＯ(新エネルギー
産業技術総合開発機構)、科学技術振
興事業団･･･無償譲渡　　ＴＡＯ(通
信・放送機構)･･･入札による買取
日本宇宙フォーラム･･･無償借受
中部科学技術センター･･･買取、無償
借受（条件あり）の選択

区域内の大学、研究機関がＮＥＤＯ(新
エネルギー産業技術総合開発機構)等か
らの受託研究を実施する場合、受託期間
終了後の研究機器の無償譲渡を選択でき
るようにすることなどにより、継続使用
が可能となり、研究開発の一層の推進が
期待できる。

委託元機関から入札による研
究機器の買取を要請された場
合、落札できなかったときは
機器の継続使用ができなくな
り、研究開発の推進に支障を
きたす。また、無償借受で
あっても企業等とコンソーシ
アムを組んで共同利用するこ
とが条件とされる場合があ
り、機器活用の自由度が制限
される。

通信・放送機構の会計規
程の基本的事項
第11「機構の物品及び不
動産は、常に良好な状態
において管理し、その用
途に応じ、効率的に運用
すること。」
第12｢機構における契約
は、原則としてすべて競
争に付するものとする。
ただし、契約の性質又は
目的が競争を許さないと
き、その他特別な事由が
あるときは、指名競争契
約又は随意契約によるこ
とができること。｣

機構の物品の処分については、一般競争
入札によることを原則としている。 2 Ⅶ

地域再生提案の趣旨も踏まえて、平成16年度中に、法人（通
信・放送機構は、平成16年4月1日から独立行政法人情
報通信研究機構に移行）の規程において、受託期間終
了後も委託先が引き続き機器を使用して同様の研究を
実施する場合に無償譲渡を選択することが可能となる
よう規定を整備する。（どの規程で定めるのが適当か
検討が必要。）

古殿町

「グローカルｅ町
づくり～おらが町
のIT戦略～」によ
る地域再生計画

1365 1365030 042240 情報通信施策の連
携

各府省間に跨る情報通信施策の連携
による一元的推進

総務省「情報通信格差是正事業等」、
「電気通信格差是正事業」及び農林水産
省「ｅ‐村づくり計画」の一元的推進

当町の基幹産業は、農林業で
あるため、産業の再生という
観点から、農林水産省の
「ｅー村づくり計画」と総務
省の事業を一体的に整備する
ことで相乗的な事業効果を期
待できるため。

総務省では地域イントラネット基盤
施設整備事業等により学校、図書
館、公民館、市役所などを高速・超
高速で接続する地域公共ネットワー
クの整備に取組む地方公共団体等を
支援しているところ。

5

　「ｅ－むらづくり計画」に基づき各市町村等
が策定する「ｅ－むらづくり地区計画」を実現
するために、総務省事業を含む他府省事業を実
施することに特段の制限はない。
　また、提案にある農林水産省の「ｅ－むらづ
くり計画」所管課と総務省事業所管課との間
で、連絡調整会議を開催しており、連携して農
村地域における情報基盤整備を行っているとこ
ろである。
　この提案の趣旨を踏まえ、今後も両省の間で
さらに緊密に連携して行くこととしたい。

要望の内容が実現できるのか確
認されたい。

「ｅ－むらづくり計画」に基づき各市町
村等が策定する「ｅ－むらづくり地区計
画」を実現するために、総務省事業を含
む他府省事業を実施することに特段の制
限はない。
　また、提案にある農林水産省の「ｅ－
むらづくり計画」所管課と総務省事業所
管課との間で、連絡調整会議を開催して
おり、連携して農村地域における情報基
盤整備を行っているところである。
　この提案の趣旨を踏まえ、今後も両省
の間でさらに緊密に連携して行くことと
したい。

東広島市 合併に伴う都市機
能の再編成 2039 2039070 042250

国合同庁舎建設の
ための省庁間の調
整

各地方機関の合同庁舎の早期建設の
ための各省庁間の調整。

各地方機関の施設・敷地の狭隘化の解消
を図るため、中心市街地への合同庁舎建
設。

地方機関が市内各所にバラバ
ラに存在しており、また、施
設・敷地の狭隘化が課題と
なっている。

6 － 　総務省は要望にあるような合同庁舎建設に関
する業務を所管していない。

福岡市
福岡アジアビジネ
ス交流拠点都市構
想

2079 2079010 042260
対日直接投資総合
案内窓口の地方へ
の設置

現在、東京のみに設置されている対
日直接投資総合案内窓口を、対内投
資を促進する地域にも設置し、関係
省庁の地方出先機関の対内投資担当
窓口を一元化することにより、中国
や韓国をはじめとした海外からの進
出に対応する。

本市では、外国企業の進出支援のための
ワンストップサービス機能を持つ「アジ
アビジネス支援センター」を設置する予
定であるが、同センターと関係省庁の地
方出先機関の対内投資担当窓口との連携
により、より効果的な外国企業の誘致を
図る。

地方に進出してくる外国人事
業者にとって、日本で事業を
実施する際に必要となる手続
きは煩雑で分かりにくく、具
体的に進出を検討する際の障
害となっている。そのため、
地方における対内投資の促進
にはこのような総合案内窓口
機能が必要である。

6 －

　当省が回答すべきものではない。
　対日直接投資総合窓口については、昨年３月
の政府の対日投資会議の報告において設置が提
言され、その会議の事務局機能を担っている内
閣府が各省へ呼びかけて設置されたものであ
り、同じものを地方に設置するという今回の提
案についても、同様に、政府全体の対日投資促
進の観点からまず内閣府で検討すべき問題であ
る。

特定非営
利活動法
人就業支
援ネット
ワーク

地域活性化と母子
家庭等就業支援事
業

3051 3051060 042270

児童扶養手当受給
者・寡婦世帯の情
報提供及び県・政
令都市の自立支援
センターでの情報
提供

地方自治体は母子家庭等の情報を把
握しており、その情報を取得するこ
とによって最低でも地域の全ての給
付金受給母子家庭者に収入増のため
の就業情報の提供が可能となる。

自治体が所持している給付金受給者等の
情報を得ることによって、就業に関する
情報を平等に提供することが可能とな
り、就業の案内、登録が実施できる。

プライバシーの問題がネック
となっている。そのため一部
の人にしか情報が伝わらず、
偏った人選になってしまう。
法の平等化にも抵触する。

6 －

　（データの保有主体である）地方公共団体に
ついて、当局所管の「行政機関の保有する個人
情報の保護に関する法律」又は「独立行政法人
等の保有する個人情報の保護に関する法律」の
適用はなく、措置の講じようがないため。

掛川市
大東町

大須賀町

合併道路建設促進
構想 1063 1063010 042280

新市建設計画に基
づく県道の承認工
事は、合併特例債
事業として認める
ようにすること。

掛川市、大東町、大須賀町にある県
道の道路改良事業を新市の承認工事
として施工する場合は、市町村の合
併の特例に関する法律第１１条の２
の規定に基づく合併特例債に該当す
る事業とする。

あくまでも県が合併市町村に対して合併
を支援する対策として、県道の改良をし
てくれることを望むものであるが、それ
がかなわない場合には、掛川市、大東
町、大須賀町にある県道改良工事を承認
工事として施工する。その際の承認工事
を合併特例債事業としていただければ、
速やかな道路整備が進展し、都市基盤、
産業基盤が強化され、新市の市民の利便
性向上、地域経済の活性化が図られる。

市町村が行う県道の承認工事
は、市町村の合併の特例に関
する法律第１１条の２の合併
特例債事業に該当していない
ため、新市の限られた一般財
源を充てる必要がある。この
結果、県道の改良箇所が少な
くなるか、他の新市が融合す
る施策に充てる財源が乏しく
なってしまう。

市町村の合併の特例
に関する法律第１１
条の２
合併特例事業推進要
綱
合併特例事業取扱要
領

合併市町村が市町村建設計画に基づ
いて行う合併特例法第１１条の２に
規定する事業のうち、当該市町村の
合併に伴い特に必要と認められるも
のに要する経費については、地方債
をもつてその財源とすることができ
る。

5 　合併特例債の要件を満たす場合は対象となり
うるもの。
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山梨市 合併市町村まちづ
くり再生構想 1148 1148010 042290

市町村区域内の町
又は字の区域につ
いての取扱の緩和

指定市以外の市において、市町村合
併をする場合、旧市名を字の名称と
して存続するため、○○区と使用す
ることができる。

指定市以外の市において、市町村合併を
する場合、旧市名を字の名称として○○
区とする。
このことにより、旧市名が後世まで残
り、住民意識を尊重することができる。

市町村合併協議において、地
域の由緒・歴史のある地名を
残したいとの住民からの要望
があるが、指定市以外の市で
は、市町村区域内の町又は字
の区域に「区」を使用するこ
とができない。そのため、市
町村合併をする市において
「区」を使用することができ
れば、住民が地域をより一層
愛着を持つことができ、地域
づくりが促進される。

地方自冶法260条
　指定都市以外においては、その町
及び字の名称中に「区」の字は使用
できない。

2

　合併時の特例として、一定の要件を満たした
場合には旧市町村の区域を単位としてその住居
を表示する際に、「区」の名称を冠することが
できるよう、平成１６年通常国会に関係法案を
提出する予定であり、現在、その是非を含め所
要の検討を行っているところである。

実施時期及び実施内容を明確に
されたい。

　現在、今通常国会への関係係法案提
出に向け、検討を進めているところであ
る。

岐阜市 政令指定都市構想 1319 1319010 042300 政令指定都市指定
の要件明確化

政令指定都市の指定要件を「人口５
０万人以上」のみと明確化

地域の総合行政体として極力国や県に依
存しないためにより多くの権限と財源を
有する政令指定都市を目指して２市４町
による人口５４万規模の合併協議を進め
ており、政令指定都市の指定要件を人口
５０万以上とすることで合併協議が進展
する。

現在２市４町による人口５４
万規模の合併協議を進めてい
るが、総合行政体となるため
に政令指定都市を目指すこと
が合併を推進する原動力と
なっている。しかし、地方自
治法では指定の要件が明確化
されておらず、人口５０万以
上を指定要件とすることを要
望する。

地方自治法第252条の
19

　指定都市は人口50万以上で政令で
指定する。 3

　指定都市制度は歴史的な沿革を有するもので
あることや、指定都市として政令で指定するに
は、人口規模、行財政能力等が都道府県と同等
であることを詳細に確認する必要があることに
かんがみると、指定都市となるための要件を
「人口50万以上」のみとすることはできない。

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

　当初の回答のとおり、指定都市となる
ための要件を「人口50万以上」のみとす
ることはできない。

会津若松
市

地域再生マネー
ジャー制度等を活
用した観光振興

1043 1043010 042310 地域マネージャー
制度の導入等

国の地域再生マネージャー制度を活
用したマネージャーを配置や、フィ
ルムコミッション事業における道路
使用許可等の容易化・迅速化などに
よる会津地域の自然景観・観光資源
を活用。新たな人材の投入による経
営戦略の再構築、地域の活性化をめ
ざす。

地域再生マネージャー制度の活用により
地域の観光振興の再生の鍵を握る旅行業
界の実務経験者等専門家である同マネー
ジャーの配置。温泉地域におけるサービ
ス向上、旅行プランの設定、温泉療養、
ＰＲの強化などによる活性化。フィルム
コミッション事業における専門家の配
置。観光事業者への新たな経営戦略の提
供等を行なえる人材の配置を推進し、地
域の活性化を図る。

会津地域においては、本年、
ＮＨＫ大河ドラマ「新選
組！」の放映や野口英世博士
が新千円札としての登場、Ｊ
Ｒデスティネーションキャン
ペーンの決定など、会津地域
は全国的に注目を集めている
時期であるといえる。これを
千載一遇の機会として捉え、
後年における強固たる観光基
盤を築くためにも、地域の先
導役ともなりうる地域再生マ
ネージャーが必要である。ま
た、景気の低迷が続く現状に
おいて観光関連事業者等にマ
ネージャーを派遣し、建て直
しを図ることは重要といえ
る。

「地域再生マネージャー事業」につ
いては、平成１６年度からの事業実
施に向けて、現在制度を検討中であ
る。

2 Ⅶ

市町村の地域再生に係る取組にあたって、具体
的・実務的ノウハウ等を有する企業又は人材等
に係る情報を市町村に提供し、市町村が当該企
業等を「地域再生マネージャー」として選定し
地域再生に係る業務を委託するシステムを構築
することにより、地域再生に資するものとす
る。平成１６年度から事業を実施する。

臼杵市

スローライフと地
場産業と観光の融
合による日本の正
しいふるさとづく
り

2010 2010010 042320

地域再生コンダク
ターの確保、あっ
せんシステムの構
築

地域再生計画の策定や行政・企業・
住民を中立的な立場でつなぐこと、
さらに経済・公共・生活分野を具体
的、実践的なノウハウで総合的観点
から振興、再生する取り組みを指導
できる地域再生コンダクター制度の
創設。

スローライフと地場産業と観光の融合に
よるローカルタウンツーリズムを確立し
たい。実施体制は、行政・企業・住民の
三位一体で推進する必要がある。アドバ
イスやコーディネートする役割を担った
り、総合的な仕組みづくりのお手伝いを
する”地域再生コンダクター”制度を創
設して取り組みたい。これによる総合的
なふるさとづくりで地域の活性化、雇用
の拡大を図ることができると考えられ
る。

現状においては、総合的観点
から取り組みを指導できる専
門家をさがすことは困難であ
るので、派遣・あっせんのし
くみを構築してもらうこと
で、地域再生コンダクターの
確保を図りたい。

「地域再生マネージャー事業」につ
いては、平成１６年度からの事業実
施に向けて、現在制度を検討中であ
る。

2 Ⅶ
具体的、実践的なノウハウで総合的観点から振
興、再生する取組を推進できる専門家の確保の
システムについて、検討している。

大東町・
加茂町・
木次町・
三刀屋
町・吉田
村・掛合
町合併協
議会
大東町、
加茂町、
木次町、
三刀屋
町、吉田
村、掛合
町

生命と神話が息づ
く新しい日本のふ
るさとづくり
ふるさと再生構想

2133 2133020 042330 公務員の地域マネ
ージャーへの採用

地域自主組織が雇用する地域マネー
ジ
ャーに公務員の採用も対象にできる
ための規制の緩和。

住民自治に必要なコミュニティ運営能力
を支援する地域マネージャーを確保する
ための公務員(臨職、嘱託含む）の活
用。例として、午前中は公務員として業
務を行い、午後から地域マネジャーとし
て業務を行うことなどが考えられる。こ
れにより、地域づくりの推進、コミュニ
ティビジネスの立ち上げ、地域経済の活
性化を図る。

「地域自主組織」による雇用
のみでは、安定的な給与を得
られないことや業務量の多少
により人材の確保が困難な場
合も予想される。これを一定
程度公務員としての採用も行
い、人材確保を行うもの。

地方公務員法第３５
条及び第３８条第１
項

地方公務員の兼職については、①職
務専念義務の免除（地方公務員法第
３５条）、②営利企業等の従事制限
の許可（地方公務員法第３８条）、
の規定に従って任命権者の判断によ
り可能となるものであり、その基準
等は当該団体の条例等で定めること
となっている。

5

地方公務員の兼職については、①職務専念義務
の免除（地方公務員法第３５条）、②営利企業
等の従事制限の許可（地方公務員法第３８
条）、の規定に従って任命権者の判断により可
能となるものであり、その基準等は当該団体の
条例等で定めることとなっていることから、提
案にあるような「地域自主組織の業務に公務員
が従事すること」については、地方公務員法
上、先に述べたとおり、営利企業等の従事制限
の許可の規定に従って任命権者の判断により可
能となっており、現行の規定により対応可能で
ある。なお、兼職にあたり、地域自主組織から
給与の支給を受けるということであれば、給与
の重複支給とならないように留意する必要があ
る。また、現在、定年退職前の一定年間前か
ら、地域活動に従事する場合等を念頭に、「高
齢者の部分休業」の導入を法案化しつつあるこ
とから、法律化された場合には、当該部分休業
の活用も可能である。
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北九州市 市民力が創る「環
境首都」北九州 2082 2082010 042340

「ＩＴを活用した
地域通貨の導入・
普及検討事業」の
本市指定

本市の地域再生構想「市民力が創る
環境首都北九州」を実現するために
は、環境保全活動に、より多くの市
民の参画が不可欠である。地域コ
ミュニティの結びつきの薄い大都市
では、市民一人一人の「心」に働き
かける仕掛けが重要である。
そのため、個々人の環境保全活動へ
の取り組みの「証」を「評価」し、
かつ「個人または地域社会」にその
努力を還元させる仕組みが必要であ
る。これらを実現するためには、公
共性が高く、かつ手軽で、汎用性が
高い、「住民基本台帳カード」（Ｉ
Ｃカード）を活用した電子エコマ
ネーの構築が不可欠である。

市民参加型の環境首都実現のための新た
な仕組みとして「住民基本台帳カード」
を活用した電子エコマネーを全市的に流
通させる「北九州市環境パスポート事
業」を展開する。
誰もが気軽に利用でき、かつ汎用性の高
いＩＣカード（住民基本台帳カード）を
利用することで、多くの市民の本事業へ
の参加が容易となり、市民参加型の環境
保全の取り組みが進む。また、電子エコ
マネーの活用による地域商業の活性化、
電子エコマネーの管理等に伴う新組織設
置に伴う雇用創出、さらには、市民が構
想段階から参画した各種環境プロジェク
トの実施に伴う雇用創出および経済活性
化等の効果が期待できる。

本市の狙いとする環境パス
ポート事業（電子エコマネー
を活用した地域通貨）は、多
くの市民の参加をどのような
ツールを活用しながら実現し
ていくかが、最大の課題であ
る。汎用性及び信頼性の高い
「住民基本台帳カード」の活
用は、世代を超え、広く一般
市民の参画を得られることが
期待される。また、同カード
の活用により、環境に関心の
高い企業・NPO等の民間団体
の本事業への参加が容易にな
り、さらには地域自治会や小
中学校等への波及効果も高ま
ることが期待される。

なし

　平成１６年度の新規事業として、
「ＩＴを活用した地域通貨モデルシ
ステムの開発・実証事業」を実施す
ることとしており、インターネッ
ト、ＩＣカード（住民基本台帳カー
ド等）、公的個人認証サービス及び
携帯電話等のＩＴを活用した電子的
にやりとりできる利便性の高い地域
通貨モデルシステムを開発するとと
もに、２又は３程度の地方公共団体
を選定して、同システムの実証実験
を実施する予定。さらに、開発した
地域通貨モデルシステムは、希望す
る地方公共団体に無償で配布するこ
ととし、その導入に要する経費を地
方交付税に算入することを検討。

1 Ⅶ

　今回、地域再生構想として「ＩＴを活用した
地域通貨」をツールとする地域再生事業につい
て提案のあった地方公共団体を中心に、ヒアリ
ングを行い、有識者の意見等を踏まえつつ、実
証実験のフィールドとなる地方公共団体（以
下、「実証実験団体」という。）を選定。選定
された地方公共団体は、地域再生計画の認定を
受け、実証実験団体として指定されることによ
り、本事業による支援を受けることが可能とな
る。
　なお、実証実験団体の選定手続きはこれから
行なわれるものであり、今回の地域再生構想の
提案をもって、実証実験団体に選定されたわけ
ではないので、念のため申し添える。

㈱東京
リーガル
マインド

指定管理者制度 3079 3079010 042350
指定管理者制度に
おける利用料金設
定の自由化。

指定管理者に料金設定の自由を認め
ることにより、指定管理者制度を活
性化し、地域経済の活性化を図る。

指定管理者制度に関する地方自治法244
条の２第９項の改正

民間活力による地域経済の活
性化を実現させるため

地方自治法第244条の
2第8項・第9項

　指定管理者にその管理する公の施
設の利用料金を当該指定管理者の収
入として収受させることができるこ
ととされており、条例の定めるとこ
ろにより、地方公共団体の承認を受
けた上で指定管理者が定めることと
されている。

3

　地方公共団体の公の施設における利用料金の
設定は、本来、地方公共団体が公の施設の使用
の対価として徴収する使用料と住民等の負担を
求めているという点において同一の性格を有す
るものであるため、その算定方法等を条例によ
り規定し、条例に定めるところにより指定管理
者が算定した利用料金の決定については地方公
共団体の承認にかからしめることとしているも
のである。
　したがって、利用料金の算定方法等について
は、公の施設が住民の福祉の増進に資するため
に地方公共団体が設置し管理している施設であ
ることを鑑み、地方公共団体の条例で定めるこ
ととしているものであって、地方公共団体の一
定の関与を必要としているものであることか
ら、提案のように指定管理者の裁量に委ねるこ
とはできないものと考えている。
　ただし、条例の規定方法によっては、利用料
金の設定に幅を持たせることも可能であること
から、各地方公共団体の工夫により弾力的な料
金設定も可能である。
　なお、本提案は、公の施設の適正な管理を担
保するために必要なものとして地方自治法上に
規定されている地方公共団体と指定管理者間の
手続に係るものであり、地域再生とは何ら関連
性のないものと考えられる。

オリック
ス㈱ PET画像診断ｾﾝﾀｰ 3032 3032020 042360

公立大学の本事業
への出資を許可す
る

地方独立行政法人法において設置･管
理されている公立大学法人につき、
その出資については特段の定めがな
されていないが、国立大学における
出資に準じて本件については出資を
認める措置を講じていただきたい。

＜出資に関しての考え方＞
各公立大学及び地方公共団体等からの出資
（別資料のD出資金）と民間からの出資（同
じくE出資金）を配当の有無で性格分けしよ
うと考えている。すなわち将来事業が利益を
生み出した場合、配当を行うがD出資金には
原則行わず、E出資金に対してのみ行うも
の。こうする事によって民間業者は事業採算
向上への強い動機付けがなされ、このように
事業性が見込みにくい中でも民間の運営ノウ
ハウがストレートに反映される事を目論んで
いる。又ダウンサイドリスクに対しては仮に
採算悪化が続き資金不足に陥った時には資金
不足（債務超過）がE出資金を上回った時を
一つの目途と考え徒に赤字が垂れ流される事
を防いでいる。何れにしても既存の第三セク
ターなどと違い配当に差を設ける事で公共性
（D出資）と合理性（E出資）をそこのところ
で区分けし、後は基本的には資本の原則を導
入しようと目論むもの。
＜具体的な事業内容＞
各提携（出資者等）の病院からPET検査の紹
介を受け診断行為を行う医療法人を設立しそ
こに本施設を賃貸し又業務委託を受ける。実
態的には医療法人と直接の出資先となる施設
所有運営法人は一体運営。又PET診断は保険
対象に留まらず自由診療として利用しやすい
料金設定をし事業を行う事も目論んでいる。

現行の地方独立行政法人法で
は公立大学が事業会社に出資
することが想定されておらず
国立大学の出資の考え方が準
用されると考えられ、そうな
ると本事業への出資は出来な
い。仮に公立大学の出資が出
来ないとなれば各公立大学付
属病院は単独で採算の極めて
厳しいPET導入を図るか、も
しくは導入できないかとな
る。人口集積地なら民間が建
設を目論むが採算が難しい地
域は結局PETという社会的意
義の大きい施設が導入されな
いこととなる。本件のコンセ
プトは共同利用という発想が
あり、バラバラであっても必
ず一つはいるサイクロトロン
という装置（高額投資かつメ
ンテ代高額）が共同利用で一
つですみ、採算厳しい地域で
も展望が開ける。共同利用、
しかも民間等からも資金を導
入するには出資と言う形が最
も望ましく本件の核となるコ
ンセプト。本支援措置で極め
て実現性及びその後の効果享
受がスムーズに進む事とな
る。

地方独立行政法人法
第２１条第２号

現状においては、公立大学法人から
の出資は想定されていない。 3

平成１６年度に設立される公立大学法人は医療
とは関係のない１法人のみであり、現在のとこ
ろ、本提案に参画できる公立大学法人は存在し
ない。かつ、現在のところ地方公共団体として
本提案に関連する具体的要望を持っているとこ
ろを聞いたこともなく、制度改正を行う必要が
ない。
　仮に、個別の地方公共団体から、当該提案の
構想について、具体的な要請があるとしても、
当該地方公共団体が公立大学法人の設立団体と
して出資することで対応が可能である。

提案の趣旨を踏まえ検討できな
いか。

平成１６年度に設立される公立大学法
人は医療とは関係のない１法人のみで
あり、現在のところ、本提案に参画でき
る公立大学法人は存在しない。かつ、
現在のところ地方公共団体として本提
案に関連する具体的要望を持っている
ところを聞いたこともなく、制度改正を行
う必要がない。
仮に、個別の地方公共団体から、当該
提案の構想について、具体的な要請が
あるとしても、当該地方公共団体が公
立大学法人の設立団体として出資する
ことで対応が可能である。

日興ビル
ディング
株式会社

大月エコの郷プロ
ジェクト：森林 3065 3065050 042370

公有林の除間伐材
等未利用材の無償
化

公有林財産の無償化・・除間伐材等
未利用材除間伐促促進補助金等の目
的外使用の認可、間伐後の収集輸送
費用への使用認可

1.陶芸事業(教育実習、体験教室、貸し
登り窯)2.除間伐材の有効利用2.産業創
生、3.特産品の創生4.雇用創生

地域振興のコストを下げる。 6 － 総務省の施策に関係する要望がない。
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松山市
『坂の上の雲』
フィールドミュー
ジアム構想

2044 2044030 042380

自治体提案の「(仮
称)○○市無電柱化
推進計画｣に基づく
電線類地中化五ヵ
年計画の策定

従来の道路管理者毎の計画から都市
計画としての戦略的な自治体提案型
計画にシフトし、効率的かつ効果的
な地中化整備を推進する。

自治体が短中期（概ね10年以内）の地中
化路線計画を提案し、国・県の道路管理
者と調整後、「(仮称)○○市無電柱化推
進計画｣を策定し、その後、ブロック別
電線類地中化協議会において決定する仕
組みにする。

都市景観の整備は、本来自治
体が目指していく都市像の構
築の骨格を構成する要素であ
るため、自治体が計画調整す
ることが望ましい。特に、都
市観光を振興する本市の景観
整備においては、短期集中投
資による経済効果が見込まれ
るものと考えている。

都市再生事業要綱 電線類地中化事業を地域活性化事業
債の対象としている。 5 電線類地中化については既に地域活性化事業

債の対象とされているところ。

石川町 里地里山再生計画 1112 1112020 042390
里地里山地内の神
社仏閣等習俗施設
に対する公金支出

里地里山地内には、江戸時代に建築
された神社仏閣が存在し、里山に住
む人々のシンボル的存在になってい
るため、これらの地域管理を行って
いる施設を習俗施設及び文化財とし
て修繕等に公金支出を行いたい。

地域管理の習俗施設（神社仏閣）の修繕
等に対する公金の支出

神社仏閣は、規模や管理形態
に関係なく宗教施設と位置付
けられているが、里地里山地
内にある地域管理が行われて
いる小さな神社仏閣は、宗教
行事とはほど遠い習俗行事を
執行しているに過ぎない。近
年は、こうした施設の管理も
十分でなく朽ちていく状況が
見られるが、里山を維持して
きた人々の心のよりどころで
もあり、自然と共に里山の景
観を守るために必要な施設で
あることから、公金支出をを
可能としたい。

6 － 憲法の解釈権等は法務省の所管であると考えら
れる。

豊橋市 とよはし行政サー
ビスアップ構想 1262 1262010 042400

自治体非常勤職員
の任用・勤務条件
等根拠規定の整備

地方公務員法に非常勤職員の任用根
拠規定を設けるとともに、地方公務
員における「非常勤」の定義を確立
させる。

嘱託員（非常勤職員）の身分の確定、勤
務条件の適正化を図り、正規職員数を抑
制し、ワークシェアリングを推進するこ
とで、雇用の創出を図る。

嘱託員（非常勤職員）の身分
をすべて特別職として取り
扱っているため、地方公務員
法の服務関係規定が適用され
ないため。

地方公務員法第１７
条第１項及び第４項

地方公務員法第１７条は任命の方法
に関する一般的基準を定めており、
ここでの採用とは、現に職員ではな
い者を職員の職に任命するこという
ものであり、常勤・非常勤の別は問
わないものである。

5

一般職非常勤職員の任用根拠は地方公務員法第
１７条である。（地方公務員法第１７条におけ
る採用とは、現に職員ではない者を職員の職に
任命するこというものであり、常勤・非常勤の
別は問わないものである。）。また、「非常
勤」とは常勤の勤務時間（一般的には週４０時
間）を下回る勤務形態のことである。なお、一
般職非常勤であれば、地方公務員法が適用とな
り、同法の服務関係規定が適用される。

豊橋市 とよはし行政サー
ビスアップ構想 1262 1262020 042410

自治体非常勤職員
の任用期間の緩和

地方公務員法第２２条の臨時的任用
職員は、限定的な任用事由、任用期
間のため、弾力的な任用を可能とす
る規定に改正する。

様々な勤務形態の職員を任用することに
より、正規職員数を抑制し、ワークシェ
アリングを推進する。

正規以外の職員を、臨時・緊
急以外の事由で、一定期間あ
るいは恒常的に必要としても
法に対応する規定がないた
め。

地方公務員法第１７
条第１項、第４項及
び第２２条第５項

臨時的任用は、緊急の場合や臨時の
職に関する場合等に限り、正式任用
の例外として、競争試験等を経るこ
となく任用が可能となっており、こ
のような制度の趣旨にかんがみ、任
期は６ヶ月以内で更新は１回限りと
され、これにより１年を超える臨時
的任用はできないこととなってい
る。

5

ワークシェアリングを推進するために、期間を
定めて補助的業務に従事する職員が必要という
ことであれば、地方公務員法第１７条に基づく
一般職非常勤職員の活用が可能であり、また、
期間を定めて本格的業務に従事する職員が必要
ということであれば、現在、「任期付短時間勤
務職員」の導入を法案化しつつあることから、
法律化された場合には、当該職員の活用が可能
である。なお、業務内容を問わず恒常的に業務
に従事する場合であれば正規職員で対応するこ
とになる。

豊橋市 とよはし行政サー
ビスアップ構想 1262 1262030 042420

一般職の非常勤職
員についての手当
支給認定

一般職の非常勤職員については、手
当が支給できるよう地方自治法を改
正する。

様々な勤務形態の職員を任用すること
により、正規職員数を抑制し、ワーク
シェアリングを推進する。

常勤的な非常勤職員に対して
は、常勤職員に支給できる手
当が支給できないため。

地方自治法第203条、
第204条

普通地方公共団体は、その議会の議
員、委員会の委員、非常勤の監査委
員その他の委員、自治紛争処理委
員、審査会、審議会及び調査会等の
委員その他の構成員、専門委員、投
票管理者、開票管理者、選挙長、投
票立会人、開票立会人及び選挙立会
人その他普通地方公共団体の非常勤
の職員（再任用短時間勤務職員を除
く。）に対し、報酬を支給しなけれ
ばならない。第一項の者は、職務を
行うため要する費用の弁償を受ける
ことができる。

普通地方公共団体は、いかなる給与
その他の給付も法律又はこれに基く
条例に基かずには、これを第二百三
条第一項の職員及び前条第一項の職
員に支給することができない。

3

地方公共団体の非常勤職員に対しては報酬を支
給し、実費弁償として通勤手当相当分が条例に
より支給できることとなっているが、これは報
酬が非常勤職員の役務に対する純粋な反対給付
であるという性質があるからである。
今回、ワークシェアリングを推進するため、非
常勤職員に対して地方自治法第２０４条第２項
の諸手当を支給できるようにしたいとのことで
あるが、このワークシェアリングによる非常勤
職員と他の非常勤職員を区別する合理的な理由
が見当たらない状態では、当該非常勤職員に対
しこれらの諸手当を支給することは困難であ
る。

ワークシェアリング推進の観点か
ら検討されたい。

　非常勤職員に対する報酬等は、通勤
する上で必要な通勤手当相当分の実
費弁償の他、報酬も勤務する時間等の
職務の実態により決められることとされ
ており、職務に応じた基本的な報酬等
の支給は行われているものである。
　このことからさまざまな勤務形態が想
定される場合であっても、非常勤職員と
して採用する以上、地方自治法第２０４
条にいう手当が支給されないことが、非
常勤職員の採用を阻害しているとは考
えられない。
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長崎県 文化施設を活用し
た地域再生計画 2123 2123020 042430

公益法人等への一
般職の地方公務員
の派遣等に関する
法律の改正につい
て

公益法人等派遣法では、公務員の団
体等への派遣は３年を超えることが
できないと規定されている。専門的
職種（学芸員、教員）の派遣につい
ては、年限の規制を外して柔軟に対
応できるようにしてもらいたい。

専門的職種（学芸員、教員）の派遣期間
の規制を外すことにより、継続的調査研
究、運営ノウハウの蓄積について、大き
な効果がある。

魅力ある資料解説、大型企
画、他館等との連携等来館者
ニーズに応えられない。

公益法人等への一般
職の地方公務員の派
遣等に関する法律第
３条

 現行法上、再度の職員派遣を行う
ことは否定されていない。 5  現行法上、再度の職員派遣を行うことは否定さ

れていない。

㈱東京
リーガル
マインド

公務員人材の活用 3082 3082010 042440 公務員人材の活用

「国と民間企業との間の人事交流に
関する法律」の第二条第一項の「職
員」の定義を改正し、また地方公務
員法第三十五条、第三十八条第一項
に、派遣中の職員にはこれを適用し
ない旨の例外を設ける。

地方公務員が、ある程度長期にわたって
民間企業に派遣され、その経営手法、広
告手法、具体的成果を出すためのスキル
などを学習することができるようにす
る。

地方公務員が、自治体の質の
高い政策を実現するために必
要な、専門性の強いスキル、
住民満足度向上のために広告
手法、住民ニーズを具体的成
果に高めるためのスキルなど
を学ぶには、民間企業での体
験が重要であるため。

なし 官民交流法は地方公務員には適用さ
れない。 7

　官民交流法は、民間企業への職員の派遣に当
たって、公務の公正性・信頼性を確保するた
め、派遣対象企業を人事院が提示する名簿に記
載された企業に限定すること、各省庁が作成し
た職員に係る派遣計画を人事院が認定した場合
に当該職員を人事院事務総局の官職に任命し、
その上で民間企業への派遣を実施することとし
ているなど、公務部門と民間企業との関係に幾
重にも配慮して設計された法制であり、人事院
に相当する機関を一般に有していない地方公共
団体に対して、類似の制度設計を行うことは困
難。
　なお、人材育成を目的とする職員の派遣であ
れば、職務命令により対応することが可能であ
る。

大東町・
加茂町・
木次町・
三刀屋
町・吉田
村・掛合
町合併協
議会
大東町、
加茂町、
木次町、
三刀屋
町、吉田
村、掛合
町

生命と神話が息づ
く新しい日本のふ
るさとづくり
ふるさと産業再生
構想

2135 2135010 042450 産業コーディネー
ターの確保支援

産業振興において、外部の公的専門
家（国公立大学教授、先進地自治体
職員等）のアドバイザー契約に向け
た規制緩和

産業振興に必要な産業振興コーディネー
ターの確保を行うため、自治体外の公務
員等の公的専門家の採用を可能とするも
の。産業振興にはコーディネーターが欠
かせないが、そのノウハウや成功事例の
導入が図られ、短期間での効果が期待で
きる。

地方公務員法の緩和により、
他自治体の公的専門家の活用
を図るため。

地方公務員法第３条
第３項第３号、第３
５条及び第３８条第
１項

特定の知識や経験を有するものを特
別職非常勤として採用することがで
きる。また、地方公務員の兼職につ
いては、①職務専念義務の免除（地
方公務員法第３５条）、②営利企業
等の従事制限の許可（地方公務員法
第３８条）、の規定に従って任命権
者の判断により可能となるものであ
り、その基準等は当該団体の条例等
で定めることとなっている。

5

他の先進自治体のノウハウ等の活用を前提に、
当該団体の職員を産業振興コーディネーターと
して採用したいということであれば、現行制度
上、特別職非常勤として採用することが可能で
ある。なお、地方公務員の兼職については、①
職務専念義務の免除（地方公務員法第３５
条）、②営利企業等の従事制限の許可（地方公
務員法第３８条）、の規定に従って任命権者の
判断により可能となるものであり、その基準等
は当該団体の条例等で定めることとなっている
ことから、提案のような場合についても、先進
自治体の任命権者が当該職員の兼職を認めるこ
とにより実現可能となる。

宮崎市

住基カードを利用
した電子投票シス
テム（第二段階）
構築事業

2001 2001010 042460

住基カードを利用
した電子投票シス
テム（第二段階）
構築事業

電子投票（第二段階）の実現のため
に磁気記録投票法及び公職選挙法の
改正が必要です。

本事業の内容は電子投票（第二段階）の
構築事業です。具体的には、①有権者は
任意の投票所での投票を可能とする。②
住基カードで有権者の本人確認をおこな
う。③選挙人名簿をネットワーク化す
る。④住基カードを利用して電子投票機
で投票する。⑤投票データはネットワー
クを経由して開票所へ送り開票システム
で集計する。といった内容です。本事業
実現にあたり磁気記録投票法、公職選挙
法の緩和、宮崎市条例の改正が必要と考
えます。また、本事業構築で得られる効
果としては本提案書２２項にも記述して
おりますとおり、住基カードの普及およ
び選挙時の市民サービス向上（選挙結果
の迅速な公表、疑問票の解決等）を期待
いたします。本事業実施にあたり、電子
投票機器の導入、ネットワークの整備
等、宮崎市での費用負担を軽減いたした
く本支援措置を提案いたします。

具体的問題点は、法規による
規制です。磁気記録投票法に
よる規制（指定された投票所
で投票しなければいけない、
投票データの収集はネット
ワーク通信不可）。公職選挙
法による規制（投票所での本
人確認、選挙人名簿のネット
ワーク通信不可）がありま
す。

・公職選挙法第２０
条第２項、第４４条
第１項及び第２項
・地方公共団体の議
会の議員及び長の選
挙に係る電磁的記録
式投票機を用いて行
う投票方法等の特例
に関する法律第４条
第２項

・選挙人名簿は、市町村の区域を分
けて数投票区を設けた場合には、そ
の投票区ごとに編製しなければなら
ない。　　　　　　　　・選挙人
は、選挙の当日、自ら自己の登録さ
れている選挙人名簿の属する投票所
に行き、選挙人名簿又はその抄本の
対照を経て、投票をしなければなら
ない。　　　　　　　　・電磁的記
録式投票機は、電気通信回線に接続
してはならない。

3 －
本人確認、二重投票の防止、投票内容の改ざん
等の観点から選挙の公正が害されるおそれがあ
ると考えられるので,その実施は困難である。

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

本人確認、二重投票の防止、投票内容
の改ざん等の観点から選挙の公正が
害されるおそれがあると考えられるの
で,その実施は困難である。

梼原町
選挙執行経費基準
法による交付金の
一般財源化

2077 2077010 042470 選挙執行経費基準
法運用の見直し

選挙執行経費は基準法に基づいて計
算された額が交付される仕組みと
なっており、公平な額が配分されて
いる。選挙事務が滞りなく適正に執
行できれば、地方公共団体の努力が
報われるよう使途については都道府
県、市町村の権限で執行できるよう
見直しをすべきである。

選挙執行経費基準法により算定された交
付金の一般税源化

財政改革が重要課題となって
いる中で、選挙の執行経費も
節約努力をすべきでああり、
使途について厳しく制限され
ては、節約努力が報われな
い。選挙事務が滞りなく適正
に執行できれば、地方公共団
体の努力が報われるよう都道
府県、市町村の権限で執行で
きるよう見直しをすべき。

国会議員の選挙等の
執行経費の基準に関
する法律、
公職選挙法、
地方財政法

国の事務に属する選挙、審査及び投
票の執行に当たり、公職選挙法及び
地方財政法の規定により国が当然に
負担すべき経費について、国会議員
の選挙等の執行経費の基準に関する
法律で基準が定められており、この
基準に沿って、執行委託費が都道府
県、市区町村に交付されているとこ
ろ。剰余金が生じた場合は、返還さ
れている。

3

選挙執行委託費は、国会議員の選挙や国民審査
といった専ら国の利害に関係する事務に要する
経費は当然に国が負担すべきものであることを
踏まえ、国において交付しているものであり、
一般財源化になじむものではなく、他の使途に
充てることは適当でない。

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

選挙執行委託費は、国会議員の選挙
や国民審査といった専ら国の利害に関
係する事務に要する経費は当然に国が
負担すべきものであることを踏まえ、国
において交付しているものであり、一般
財源化になじむものではない。また、国
が委託費として交付したものを、他の使
途に充てることは適当でない。なお、国
会議員の選挙や国民審査に要する経
費に充てられる限り、使途に特段の制
限はなく、弾力的な執行が可能となって
いる。
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長野県 コモンズの視点か
らのまちづくり 1068 1068050 042480 遊休施設の無償譲

渡又は貸与の容認

サービスの提供主体としてだけでな
く、地域に開かれた運営を進めるこ
とにより、地域福祉の拠点としてコ
モンズ再生の役割を担う宅幼老所の
整備が円滑に進むようにする。

当県は全国に比べ高齢化が進んでおり、
県ではその対策の一つとして、その人そ
の人に合ったケアサービスの提供を目的
とした小規模ケア施設（宅幼老所）の整
備を進めている。株式会社やＮＰＯ法人
等の宅幼老所への参入を促進するため、
当該地域に所在する遊休施設（国庫補助
を伴わず、起債により整備したもの）を
転用するなど、合併や人口減少による遊
休施設を、本来の利用目的以外の施設と
して利用を可能にすることにより、地域
福祉の拠点としたい。この場合に、起債
の一括償還はしなくて済むようにする。

宅幼老所の整備にあたり、立
ち上げ時の費用の負担が困難
な場合が多く、県において補
助をしているが、遊休施設の
有効活用も今後必要である。

地方財政法第５条、
第５条の２

　起債を充当して建設した公共施設
の用途の変更があった場合、繰上償
還を行っている。

1 Ⅶ
　地域再生計画に位置づけられ、地域再生推進
のために転用が必要であると認められるものに
ついては、繰上償還不要。

日立市
地方債の適用拡大
による公共施設の
機能維持方策

1376 1376010 042490 地方債制度の適用
範囲の拡大

地方債対象事業として整備した施設
の機能強化及び維持補修等に係る事
業について、地方債の対象事業とす
る。

地方債事業として整備した、市役所庁
舎、清掃センター、市営住宅、福祉施
設、教育施設、各種文化施設等の公共施
設の機能強化、維持補修に係る事業につ
いて、地方債の対象事業として整備する
ことで、既存施設の有効活用し、市民生
活の質の向上及び活性化を図る。
維持補修事業に係る起債の限度額は、既
存施設の起債額に対する償還済額を上限
とする。

地方債対象事業として整備し
た施設について、市民ニーズ
の変化などに対応できるよう
機能の強化や維持補修等する
にあたり、その財源確保と再
整備による社会資本の有効活
用を図ることが可能となる。

地方財政法第５条

地方公共団体の歳出は、地方債以外
の歳入をもつて、その財源としなけ
ればならない。ただし、公共施設等
の建設事業費の財源とする場合等に
おいては、地方債をもつてその財源
とすることができる。

5

　既存の公共施設の増築や改築、大規模な模様
替等については、既存の施設の機能に新しい機
能を大幅に附加し、あるいは、構造を大きく変
えるなど実質的な内容があるものは起債が可
能。
　ただし、単なる維持補修費は、経常的に要す
る経費であり、一般財源をもって措置すること
が適当。

東広島市 合併に伴う都市機
能の再編成 2039 2039010 042500

合併に伴う施設の
利用目的変更に関
しての適化法の規
制緩和

適正化法、同施行令及び交付規則等
の制限を緩和もしくは一部撤廃。

旧自治体単位で計画的に整備されていた
既存の施設・設備を、合併後の新市にお
いて、新たな計画のもとで利用目的を変
更するなどして新たな役割を位置付け
る。

住民にとって施設利用の範囲
が広がるとともに、効率的に
社会資本の整備を進めていく
ことができる。

地方財政法第５条、
第５条の２

　起債を充当して建設した公共施設
の用途の変更があった場合、繰上償
還を行っている。

5

　「市町村合併支援プラン」において、合併に
よる施設の統廃合に伴い、合併前の旧市町村が
地方債を財源として建設した施設を廃止・転用
する場合、当該地方債の繰上償還の要否の判断
に当たっては、市町村合併の重要性にも十分配
慮することとされているところ。

大東町・
加茂町・
木次町・
三刀屋
町・吉田
村・掛合
町合併協
議会
大東町、
加茂町、
木次町、
三刀屋
町、吉田
村、掛合
町

生命と神話が息づ
く新しい日本のふ
るさとづくり
ふるさと再生構想

2133 2133010 042510 公の施設の市民等
の活用

公民館等の公共施設の利用制限の緩
和と施設及び設備改修に係る制限の
緩和

住民自治の拠点機能を新設拡充すること
が求められており、補助制度を導入して
建設した公民館施設等の公の施設の利用
制限の緩和が求められる。「住民安心サ
ロン」や「福祉食堂」、「情報拠点」な
どとしての活用を考えている。なお、利
用者としては「地域自主組織」を想定し
ており、施設の自主管理とあわせ、地方
自治法244条の２による長期かつ独占的
利用も検討。これにより、市民主体のま
ちづくりの推進、コミュニティビジネス
の立ち上げ、地域経済の活性化を図る。

地域の自主組織が、補助制度
の活用により建設された公の
施設を利用する際に、建設当
初の目的とは異なる利用をす
るための規制緩和が必要。利
用目的の限定や、施設の改造
や改修の制限の緩和。

6 　補助金については所管していない。

会津高田
町 雇用創出再生事業 1014 1014010 042520

　過疎地域自立促進
特別措置法第３１条
の措置期間１０年に
延長

①過疎地域自立促進特別措置法第３
１条、地方税の課税免除及不均一課
税の措置期間を１０年に延長すると
ともに基準財政収入額からの控除期
間もあわせて延長して欲しい。ま
た、町民税の法人税割についても同
様の措置を新設して欲しい。
②上記の措置分を町では基金を設置
し積立を行い、企業の新規採用に対
して支援金を交付する。
③町村合併に係る建設計画の中で、
工業地域内に複合文化施設を計画し
ているが、工業用地造成に係る補助
金の返還措置を免除して欲しい。

財政状況の厳しい中で、雇用創出に向け
た支援財源を確保するため、課税免除措
置による財源を新規雇用した企業に対し
交付する。

 過疎地域自立促進特別措置
法第３１条、地方税の課税免
除及不均一課税の措置では企
業が積極的に立地するメリッ
トとしては薄いため、措置す
る期間を１０年に延長すると
ともに基準財政収入額からの
控除期間もあわせて延長して
欲しい。また、町民税の法人
税割についても同様の措置を
新設することにより、企業立
地の促進を図る。

過疎地域自立促進特
別措置法　等個別法
令

－

減収補てん措置を認めている

－

3
・
3

地方分権推進計画(平成10年5月29日)において、
「従来から行われてきたものは適用期限が到来
した際にその必要要件等を見直すとともに、新
たな措置については必要最小限のものとする」
とされ、これに沿った対応をしていくこととし
ている。

地域再生の趣旨に鑑み、従来型の財政措置は講
じないこととされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」
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名古屋港
管理組合

名古屋港活性化構
想 1103 1103040 042530 地方交付税測定単

位の見直し

地方交付税の測定単位は、その測定
しようとする行政項目に係る財政需
要を出来るだけ正確に補足しうるも
のでなければならない。港湾の場合
は、係留施設や外郭施設の延長が、
港湾の機能を客観的に反映している
ものとして、測定単位に選定されて
いる。
交付税の行政項目は港湾を含め、
様々な行政項目があるが、その一
つ、道路橋りょう費の測定単位に、
道路法上の道路に加え、港湾台帳に
記載した道路（港湾法の臨港交通施
設における道路（臨港道路））の算
入を提案する。
道路橋りょう費の測定単位である道
路の面積や延長は、道路台帳の記載
数値を用いている。測定単位に用い
る数値は、公信性が強いものが用い
られることとなっており、道路に関
しては道路台帳が採用されているも
のと理解するが、日本の道路ネット
ワークの中における臨港道路の役割
（都市側道路と港湾施設の接続）は
重要かつ不可欠であり、また、行政
項目に係る財政需要が正確に補足さ
れていないと思われる。

（１）効率的な港湾経営の実現
港湾は、利用者の視点に立った、効率的
な経営を行っていかなければならない。
こうした中、地域の独自性を前面に打ち
出した施策を実施するための枠組みが必
要となっている。

②適正な税制と財政の建て直し
名古屋港管理組合（港湾管理者）は、国
際水準における港湾物流インフラ大型化
への対応が喫緊な課題となっている一方
で、硬直化した財源不足の中で、その経
営努力による港湾運営が限界に達しつつ
ある。そこで、“効率的な港湾経営”に
向けた制度の見直しの検討を提案する。

臨港道路は、岸壁・桟橋など
の係留施設と一体となって、
また背後の都市側道路と一体
となって、国内の物流を担っ
ている。
そこで、地方交付税の算定に
係る行政項目の｢道路橋りょ
う費｣の測定単位に、臨港道
路を加えることで、｢道路橋
りょう費｣の財政需要が一層
正確に補足され、港湾施設の
適切な維持管理が可能とな
る。

地方交付税法第２条
第１２条 3

経済財政諮問会議において表明しているよう
に、交付税算定の簡素化・中立化を行うことと
しており、御指摘の見直しは困難(平成15年11月
28日麻生大臣提出資料)

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

提案の趣旨を踏まえ検討できな
いか。

経済財政諮問会議において表明してい
るように、交付税算定の簡素化・中立化
を行うこととしており、御指摘の見直し
は困難(平成15年11月28日麻生大臣提
出資料)

「単なる従来型の税財政措置を求める
もの」

潮来市
麻生町
北浦町
玉造町

行方ふるさと圏創
生プロジェクト 1215 1215020 042540

コミュニティビジ
ネス活動等の活性
化支援

[その他]
　コミュニティビジネス・NPO活動を
活性化するためにアドバイザーの派
遣・活動支援の経費など、地方公共
団体の取組に要する経費を地方交付
税に算入

コミュニティビジネス・ＮＰＯ活動を活
性化するためにアドバイザーの派遣・活
動経費の支援を行う。

地方公共団体からの支援が得
やすくなり、コミュニティビ
ジネスの創業、ＮＰＯの設立
が促進され、地域の活性化が
図られる。
　また、ＮＰＯ等が行う福祉
支援事業、生活支援事業、環
境保全事業等は、アウトソー
シングの受け皿となり得る。

地方交付税法（昭和
２５年法律２１１
号）

「共生のまちづくり推進」のため４
５０億円程度の地方財政措置を講じ
るなど、コミュニティ・サービス事
業を行なうＮＰＯ活動等を活性化す
るため、アドバイザーの派遣や人材
の研修・育成、活動助成など、地方
公共団体の取組に要する経費を地方
交付税に算入することとしている。

5
・
2

　「共生のまちづくり推進」のため４５０億円
程度の地方財政措置を講じるなど、コミュニ
ティ・サービス事業を行なうＮＰＯ活動等を活
性化するため、アドバイザーの派遣や人材の研
修・育成、活動助成など、地方公共団体の取組
に要する経費を地方交付税に算入することとし
ている。
　また、コミュニティ・ファンドの形成、コ
ミュニティ・サービス事業への制度融資、アド
バイザー派遣や相談会の開催等に要する経費に
ついては、新たに地方交付税に算入する。

茨城県

茨城グリーンふる
さと交流圏魅力
アップ・プロジェ
クト

1272 1272010 042550 遊休農地活用要件
の緩和と支援

・遊休農地を活用し市民農園を開設
する場合，面積要件の引き上げ，農
産物販売などを可能とする
・遊休農地を活用した都市農村交流
事業を実施するＮＰＯ等に対し，市
町村が支援を行った場合，その経費
を地方交付税に算入

・遊休農地をＮＰＯや民間企業が賃借
し，主に都市住民を対象にした市民農園
として整備する場合，１０㌃未満の面積
要件を引き上げるとともに，借受期間の
延長及び借受者が収穫物を販売すること
を可能とする。
・ＮＰＯ等が遊休農地を賃借し，農機具
の購入支援や営農指導等のアドバイザー
派遣を受け，農業体験のほ場として整
備・管理する。
・これにより，地元直販店の売上げ増な
どの経済効果が見込まれるとともに，農
村環境の保全が図られる。

・高齢化や過疎化等により遊
休農地が増加し，農村環境の
荒廃が懸念されている。他
方，都市部では農業・農村体
験へのニーズが高まってい
る。このため，遊休農地を体
験交流の場として活用し，農
村環境の保全を図るととも
に，都市住民の市民農園にお
けるニーズを充足し，また，
市町村が，ＮＰＯ等への支援
をしやすい環境を整えること
で，都市との交流活動の拡大
を図るものである。

地方交付税法（昭和
２５年法律２１１
号）

　「共生のまちづくり推進」のため
の４５０億円程度の地方財政措置の
中で、ＮＰＯ等に対する活動助成に
要する経費等を地方交付税に算入す
ることとしている。

5
　「共生のまちづくり推進」のため４５０億円
程度の地方財政措置の中で、ＮＰＯ等に対する
活動助成に要する経費等を地方交付税に算入す
ることとしている。

茨城県
県央地域ユニバー
サルデザイン推進
プロジェクト

1279 1279040 042560

地域コミュニティ
施設のユニバーサ
ルデザイン化を促
進るための環境整
備

・空き教室や公民館等公共施設や，
空き店舗など民間遊休スペースの活
用により，児童・高齢者等の交流を
促進するため，当該施設のバリアフ
リー化・ユニバーサルデザイン化を
含めた増改築等の経費について，地
方債の対象とする。
・また，地方公共団体が，空き教室
や公民館等公共施設や，空き店舗な
ど民間遊休スペースを児童・高齢者
等の交流施設として，バリアフリー
化・ユニバーサルデザイン化をを含
めた増改築等を助成する場合の経費
について，地方交付税に算入する。

　空き教室，空き店舗を高齢者や児童等
が安心して交流を深める空間とするた
め，バリアフリー化，ユニバーサルデザ
イン化の促進を図る。

　空き教室，空き店舗等の遊
休スペースの有効活用は，地
域の活性化を進めるうえで有
効であるが，地方公共団体の
負担が大きい。これを起債対
象に加え，また，地方交付税
算定基礎に加えることによ
り，市町村が取り組み易くな
る。

少子・高齢化対策事
業要綱（平成１４年
４月２６日総行地第
４０号）
地方交付税法（昭和
２５年法律２１１
号）

ユニバーサルデザインによるまちづ
くり推進のために実施する公共施設
のバリアフリー化等について、地域
活性化事業債（少子・高齢化対策事
業）による地方財政措置を講じてい
る。また、まちのバリアフリー化に
取り組む団体等に対する活動助成に
要する経費等ユニバーサルデザイン
によるまちづくり経費について、共
生のまちづくり推進において、４５
０億円程度の地方財政措置を講じて
いる。

5

ユニバーサルデザインによるまちづくり推進の
ために実施する公共施設のバリアフリー化等に
ついては、既に地域活性化事業債（少子・高齢
化対策事業）による財政措置を講じている。ま
た、まちのバリアフリー化に取り組む団体等に
対する活動助成に要する経費等ユニバーサルデ
ザインによるまちづくり経費については、普通
交付税の基準財政需要額における単位費用の積
算基礎としている。
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茨城県
県央地域ユニバー
サルデザイン推進
プロジェクト

1279 1279070 042570
福祉機器・住宅改
修技術の研究開発
に関する助成措置

・民間企業が新たな福祉機器・住宅
改修技術の研究・開発を行う場合の
低利政策融資制度の創設し，また，
法人税の減免等税制上の優遇措置を
講じる。
・地方公共団体が行う民間企業の福
祉機器・住宅改修技術の研究・開発
への支援措置に要する経費につい
て，地方交付税に算入する。

　民間企業が行う福祉機器・住宅改修技
術の研究開発を支援することにより，地
域産業の活性化を図る。

　本格的な高齢社会を控え，
福祉機器の活用，住宅改修の
普及は地方公共団体の責務で
あり，新たな福祉機器・住宅
改修技術の研究・開発は重要
な課題である。これまでも，
一定の支援措置が講じられて
きたが，そのうえで，さらに
税制上の優遇措置や地方公共
団体が支援した場合の地方交
付税措置等支援策を講じるこ
とにより，一層企業活動が活
性化し，地域振興が促進され
る。

地方交付税法（昭和
２５年法律２１１
号）

3

地域再生推進のための基本指針（平成１５年１
２月１９日地域再生本部決定）において、「地
域の『自助と自立の精神』を活かすため、従来
型の財政措置を講じないことを基本とする。」
とされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

提案の趣旨を踏まえ検討できな
いか。

地域再生推進のための基本指針（平成
１５年１２月１９日地域再生本部決定）に
おいて、「地域の『自助と自立の精神』
を活かすため、従来型の財政措置を講
じないことを基本とする。」とされてい
る。

「単なる従来型の税財政措置を求める
もの」

福岡県
福岡市
前原市
二丈町
志摩町

九州大学学術研究
都市構想 2132 2132020 042580

　
地方税の不均一課税
減収額を地方交付税
交付金の対象とす
る。

分散型地域核（ほたる）への企業等
誘致のため、福岡県及び各市町等の
不動産取得税及び固定資産税の地方
税に関し、これの不均一課税を行っ
た場合の減収額について、地方交付
税交付金の対象とする。

九州大学の高度で多様な研究開発機能と
連携した研究所等のほか、このような研
究開発機能や人材を活用して研究開発支
援・試作加工等高付加価値の生産活動を
行う企業等を九州大学新キャンパスの周
辺に誘致するため、地元産学官一体と
なった誘致活動を展開している。分散型
地域核（ほたる）への進出企業に対する
地方税の減免等の制度を新設することに
より誘致活動を促進するもの。

地方税の減免等の制度を新設
するには、不均一課税を行っ
た場合の減収額について、地
方交付税交付金の対象とする
措置が必要である。

関西文化学術研究都
市建設促進法　等個
別法令

3

減収補てん措置については、地方分権推進計画
(平成10年5月29日)において、「従来から行われ
てきたものは適用期限が到来した際にその必要
要件等を見直すとともに、新たな措置について
は必要最小限のものとする」とされており、原
則として新たな措置を行うことは考えていな
い。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

減収補てん措置については、地方分権
推進計画(平成10年5月29日)において、
「従来から行われてきたものは適用期
限が到来した際にその必要要件等を見
直すとともに、新たな措置については必
要最小限のものとする」とされており、
原則として新たな措置を行うことは考え
ていない。

「単なる従来型の税財政措置を求める
もの」

茨城県
カシマスポーツ交
流空間創造プロ
ジェクト

1275 1275020 042590
官民一体となったマ
ネジメント体制への
支援

・スポーツ合宿客の誘客等を推進する
ために官民一体のマネジメント体制を構
築し、運営主体に対する運営費補助等
の経費について地方交付税に算入す
る。
・新たに構築するマネジメント運営主体
へ、スポーツ合宿客の誘客等の活動に
関する助言、指導を行うアドバイザーの
派遣を行うことができるとする要件の緩
和を行うこと。

地元市町、旅館・民宿業組合、観光協会、
商工会、スポーツ関係団体などが一体と
なった受入・ＰＲ体制を構築し、スポーツイ
ベントの企画実施、誘客活動、その他の付
加価値サービスの提供を行う。

　当該構想を推進するために
は、意欲のある民間と行政が
一体となって取り組むことが
必要であり、マネジメント体
制は当該構想の推進の核とな
るものであり、構想を確実に
達成するため、助成を含む支
援措置が重要である。このた
め、構想の実現性、採算性、
地域雇用の創出への寄与度な
どを勘案し、交付税優遇制度
を設けることが地域再生のた
め必要である。

地方交付税法（昭和
２５年法律２１１
号）

地域づくりアドバイ
ザー事業実施要領

　スポーツ振興にかかる経費につい
ては普通交付税の基準財政需要額に
おける単位費用の積算基礎としてい
る。

　「地域づくりアドバイザー事業」
は、市町村が自主的主体的に取り組
む事業を支援するものであるが、指
導・助言する事業の運営主体は市町
村に限るものではなく、第３セク
ター、任意団体等も対象となってい
る。
 対象分野としては、スポーツ合宿
客の誘客等に関する分野のアドバイ
ザーの派遣も事業の対象となってい
る。

5

　スポーツ振興にかかる経費については普通交
付税の基準財政需要額における単位費用の積算
基礎としている。

　「地域づくりアドバイザー事業」は、市町村
が自主的主体的に取り組む事業を支援するもの
であるが、指導・助言する事業の運営主体は市
町村に限るものではなく、第３セクター、任意
団体等も対象となっている。
　対象分野としては、スポーツ合宿客の誘客等
に関する分野のアドバイザーの派遣も事業の対
象となっている。

　市町村の地域再生に係る取組にあたって、具
体的・実務的ノウハウ等を有する企業又は人材
等に係る情報を市町村に提供し、市町村が当該
企業等を「地域再生マネージャー」として選定
し地域再生に係る業務を委託するシステムを構
築することにより、地域再生に資するものとす
る。平成１６年度から事業を実施する。

東広島市 合併に伴う都市機
能の再編成 2039 2039050 042600 起債対象事業の拡

大

起債について、ＩＴに関してはソフ
ト事業も対象となるよう対象事業を
拡大。

地方財政法は、新たな社会資本を整備す
るための制度で、現在の需要が高い、IT
関連の社会資本整備に係る費用には適し
ていない制度となっているため、こうし
た事業に対応できるように起債対象事業
の拡大、充当率等の制限の緩和を行う。

社会資本の整備を効率的に行
うためには、新たな社会資本
整備であるIT関連事業につい
ては、多額の投資が必要なこ
とから、起債の対象事業とす
ることが必要である。

地方財政法第５条

地方公共団体の歳出は、地方債以外
の歳入をもつて、その財源としなけ
ればならない。ただし、公共施設等
の建設事業費の財源とする場合等に
おいては、地方債をもつてその財源
とすることができる。

3

　地方債の対象は、住民負担に関する世代間の
公平等の観点から、一般的に後年度にわたって
長期に効用を及ぼす公共施設の建設事業に限ら
れるもの。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

　地方債は、公共施設の建設事業等を
対象としており、ソフト事業に要する経
費のみでは対象とならない。ＬＡＮシス
テムの整備や、情報ネットワークシステ
ム等の地域の情報通信基盤整備等を
行う場合に、施設が機能を発揮するた
めに一体として整備する必要があるも
のについては、地方債の対象となるも
の。
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日興コー
ディアル
証券株式
会社

地域資本市場創成
プロジェクト 3024 3024030 042610

住民向け地方債の
オープンな販売体
制確立の為の支援

総務省がオープンな販売手法を用い
た地域資本市場を利用した地方債の
発行事例を公表し、他の地方公共団
体に対する利用促進を要請する。

地域資本市場創成の基礎構築段階では、
オープンな販売手法を用いた住民向け地
方債で地域内資金循環の実例を作ってい
く必要がある。総務省がオープンな販売
スキームを支援することで、地域内資金
循環の動きは拡大し、市場機能の拡充は
加速していく。

現在の住民向け地方債におい
ては販売窓口が限られるなど
住民の利便性が充分でない。

ミニ市場公募債を含め、市場公募債
に係る特段の規制はない。 5

地方債の引受機関は各地方公共団体の判断によ
り決定されているが、ミニ市場公募債を含め、
市場公募債に係る特段の規制はない。なお、引
受機関については公表されている。

日興コー
ディアル
証券株式
会社

地域資本市場創成
プロジェクト 3024 3024040 042620 住民向け地方債Ｉ

Ｒモデルの作成
総務省による住民向け地方債のＩＲ
モデルの作成とその公表

総務省が住民にとって分かりやすい地方
債のＩＲモデルを作成し公表することに
よって、多くの地方公共団体の住民向け
ＩＲが促進され、地方債や地域内資金循
環についての住民の理解が進み、市場に
おける住民の投資ニーズが高まる。

地方債についは機関投資家向
けＩＲが始まったところで、
住民をターゲットにしたＩＲ
活動は殆んど行われていな
い。

各団体において、地方債に関する制
度や商品性について、ＩＲ活動に努
めているところである。また、地方
債に関する調査研究委員会において
も、様々な提案がなされているとこ
ろ。

5
各団体において、地方債に関する制度や商品性
について、ＩＲ活動に努めているところであ
る。また、地方債に関する調査研究委員会にお
いても、様々な提案がなされているところ。

提案者の要望が地方債に関する
調査研究委員会の提案に含まれ
ており、その内容が実現されるの
か検討されたい。

　提案者の要望は地方債に関する調査
研究委員会の提案に含まれている。ま
た、総務省においても、積極的にＩＲ活
動を行うよう地方公共団体に求めてい
るところ。

海士町

海士デパートメン
トストアプラン～
島をまるごと届け
ます～

2014 2014010 042630

農畜水産物生産加
工事業の地方公営
企業事業としての
位置づけ

農業、畜産業、バイオマス産業、水
産業などの生産物及びその加工品製
造販売事業を地方公営企業事業とし
て地方財政法に規定する13事業に追
加する。

①新鮮な農水産物及びその高付加価値加
工品の冷凍保存による安定的供給体制の
確立と雇用創出
②塩の精製販売と町内使用の普及促進
③建設業者の事業転換支援（構造改革特
区申請による農業、畜産業、バイオマス
産業への参入による公共事業からの雇用
シフトを支援）

本町では、後継者不足による
農林水産業の衰退が顕著であ
り、その再建ができるかどう
かは島の存亡に関わる極めて
公共性の高い課題である。ま
た、公共事業に頼った産業構
成であることから、建設業者
のスムースな事業転換も雇用
確保の観点から公共性の高い
全島的課題である。島全体の
利益のために、行政が株式会
社設立の方法だけでなく、地
方公営企業として農林水産物
の生産加工事業を行う途が開
かれれば、スタッフ配置や民
間事業者とのネットワーク構
築が容易となり、機動的な事
業展開が期待できる。

3 -

地方公営企業法においては、地方公営企業とし
てこれら提案されている事業を行うことを妨げ
ているものではない。
また、地方財政法に規定する公営企業について
は、地域住民の福祉を増進するために営まれる
ものであり、かつ、独立採算の原則の下経営さ
れるべきものであるが、提案の事業について
は、これら要件を満たしていないことから、今
のところ地方財政法施行令第１２条に規定する
ことは考えていないもの。なお、今後これら提
案事業が水道事業等他の事業と同程度にこれら
の要件を満たすに至った場合には、地財法上の
公営企業と認定することを妨げるものではな
い。

茨城県
県央地域ユニバー
サルデザイン推進
プロジェクト

1279 1279060 042640
健康増進・福祉機
器展示施設等の整
備に対する支援

・地方公共団体が行う健康増進や生
きがい関連施設，福祉機器・住宅改
修研究研修・展示施設等の整備に係
る経費について，地方債対象に加え
る。
・民間企業が健康増進や生きがい関
連施設，福祉機器・住宅改修研究研
修・展示施設等の整備を行う場合の
低利融資制度を創設するとともに，
法人税の減免等税制上の優遇措置を
講じる。

　健康増進や生きがい活動と併せ，福祉
機器や住宅改修技術の研究や研修を行う
拠点を整備することにより，広くユニ
バーサルデザインの普及を図るととも
に，新たな福祉機器・住宅研究開発を支
援することにより地域産業の活性化を図
る。

　健康増進・生きがい関連施
設，福祉機器・住宅関連研究
研修・展示施設の整備は，本
格的な高齢社会を控え非常に
重要であるが，地方公共団体
の負担は大きく，また，民間
が整備する場合も，公的な事
業内容の側面もあることか
ら，何らかの支援が必要であ
る。現行では，これらに対す
る支援措置がないことから，
整備を促進するうえでも，こ
れらの措置は必要である。

地方債許可方針
平成１５年度の地方
債許可方針の運用に
ついて
平成１５年度地方債
取扱上の留意事項

健康増進や生きがい関連施設、福祉
機器・住宅改修研究研修・展示施設
等の整備に係る経費については、起
債可能。

5
健康増進や生きがい関連施設、福祉機器・住宅
改修研究研修・展示施設等の整備にかかる経費
については、起債可能。

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

　提案の施設の整備に要する経費につ
いて、地方債の対象となっているとこ
ろ。
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日立市 市独自財源確保策 1373 1373010 042650 市町村宝くじ発行
要件緩和

当せん金付証票法、地方財政法の規
定により総務省の認可により発行で
きる市として日立市が指定を受け
る。市が発行する宝くじの発行によ
る収入は、教育や福祉、産業育成支
援策等のより具体の施策を展開する
ための特定の財源とすることを明示
したうえで活用する。

当せん金付証票法、地方財政法の規定に
より総務省の認可により発行できる市と
して日立市が指定を受け、市単独の宝く
じ発行を行う。
使途目的を具体の事業名に限定した宝く
じ発行とする。

日立市単独で受託銀行に発行
を委託でき、収益は教育、福
祉の財源に充てる。

当せん金付証票法第
４条

　都道府県及び政令指定都市等は、
公共事業等の費用の財源に充てるた
め必要があると認めたときは、都道
府県及び特定市の議会が議決した金
額の範囲内において、総務大臣の許
可を受けて、当せん金付証票を発売
することができる。

3

　宝くじは、地方財政資金を調達し、公共事業
等の公益的事業に活用することを目的とするも
のであり、できるだけ広く一般住民に均てん化
できるよう、原則として広域的な行政主体であ
る都道府県と政令指定都市にのみその発売権限
を認めたもの。
　宝くじの発売は、昭和２０年代には都道府県
等が単独で行っていたが、単独では小規模な発
売額から、収益が上がらない弊害等を生じ、こ
れを打開するため、現在は都道府県・政令指定
都市が広域的に組織する協議会を設置して発売
することが定着したもの。
　市町村が宝くじを発売することについては、
上記の宝くじ発売の趣旨や歴史的な経緯も踏ま
え様々な検討が行われた結果、現在は、市町村
振興宝くじ（サマージャンボ、オータムジャン
ボ）を発売することとし、その収益を全額市町
村に配分し、その収益の活用方法等について
も、各県単位で市町村が自ら決定しているとこ
ろ。したがって、既に市町村が宝くじを発売す
るのと同様の結果が得られているもの。
　この問題は、限られた宝くじの市場の中で都
道府県と市町村間との財源配分をどのように行
うかという問題に帰着するものであり、現行の
仕組みによって合理的な配分がなされているも
の。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

提案の趣旨を踏まえ検討できな
いか。

　市町村振興宝くじ（サマージャン
ボ、オータムジャンボ）が発売さ
れ、その収益は全額市町村に配分さ
れ、その収益の活用方法等について
も、各県単位で市町村が自ら決定し
ていることにより、既に市町村が宝
くじを発売するのと同様の結果が得
られているもの。

茨城県
鬼怒・小貝 花と水
の交流圏形成プロ
ジェクト

1274 1274110 042660

芸術文化活動のた
めの施設改修に対
する起債対象範囲
の拡大

　空き校舎や公民館等公共施設の転
用や空き店舗など民間の遊休スペー
スの活用により，地域の滞在型芸術
文化活動を推進するため，当該施設
の改造等に要する経費について地方
債の対象とする。

　国内外の芸術家に対し，公共施設や所
有者との貸借契約に基づき工場跡・空き
店舗・古民家などの民間遊休スペースを
創作スタジオとして改造・貸与し，芸術
家の創作活動やアウトリーチ活動を支援
する。

　国内外の芸術家からの滞在
型芸術文化活動に対するニー
ズは年々増加傾向にあること
から，これらの需要に対応し
芸術による地域づくりを推進
するため，多様な創作活動環
境の整備を図る。

地方財政法第５条

地方公共団体の歳出は、地方債以外
の歳入をもつて、その財源としなけ
ればならない。ただし、公共施設等
の建設事業費の財源とする場合等に
おいては、地方債をもつてその財源
とすることができる。

1,5 Ⅴ

　他の公共施設（民間施設は含まない。）への
転用に係る既存の公共施設の増築や改築、大規
模な模様替等については起債が可能。
　民間の遊休スペースを活用する場合について
も、施設の買取等により、公共施設として整備
する場合については、起債が可能。
  なお、地域再生計画に位置づけられ、地域活
性化事業が目的とする喫緊の政策課題の実現を
図るための施設への転用については、地域活性
化事業債の対象とする。

茨城県
カシマスポーツ交
流空間創造プロ
ジェクト

1275 1275010 042670
地方公共団体が行う
スポーツ施設整備に
対する支援

　スポーツ施設（健康増進施設などの関
連施設を含む）整備及び関連道路整備
等を地域再生関連起債対象に加えるこ
と。

域外者の利用を主目的とした地方公共団
体による新たなスポーツ施設整備を行う。

　当該構想の実現のために
は、構想の核であるイメージ
シンボルとなる拠点を整備し
誘客の増加を図ることが必要
であり、また整備することに
より誘客が可能な事業であ
る。このため、構想の実現
性、地域雇用の創出への寄与
度などを勘案し、ハードへの
優遇起債制度を設けることが
地域再生のため必要である。

地方債許可方針
平成１５年度の地方
債許可方針の運用に
ついて
平成１５年度地方債
取扱上の留意事項

各種補助事業・単独事業について
は、一般単独事業債等の地方債の対
象としている。

5 一般単独事業債又は観光その他事業債等により
起債可能。

臼杵市

スローライフと地
場産業と観光の融
合による日本の正
しいふるさとづく
り

2010 2010030 042680

地域産品加工製造
を行うため、補助
金施設の目的外使
用の認容

臼杵市の新しい顔である「うすきい
ろ（臼杵色・薄黄色）カボス」を利
用した特産品の開発及び製造加工の
一部を臼杵市給食センターで行うた
め、補助金施設の目的外使用の認容
についてお願いしたい。その際、
「地方債の繰上げ償還」「補助金の
返還」といった事項が考えられるこ
とから、その点についても支援措置
が図られるようお願いしたい。

完熟カボスを原材料として新たに付加価
値のある地域産品づくりを行う。その具
体的内容として　１．カボス生産農家の
活性化。　２．一部加工に携わる雇用の
創造。　３．流通販売業等活性化。等が
図られ、ひいては石仏、フグに続く臼杵
市を代表する特産品への成長が期待でき
る。

給食センターの有効活用のた
めに、目的外使用の認容をい
ただきたい。その際、「地方
債の繰上げ償還」「補助金の
返還」といった事項が考えら
れることから、当該事業が円
滑に推進するよう、これら要
件が不要となる措置をお願い
したい。

地方財政法第５条、
第５条の２

　起債を充当して建設した公共施設
の用途の変更があった場合、繰上償
還を行っている。

1 Ⅶ
　地域再生計画に位置づけられ、地域再生推進
のために転用が必要であると認められるものに
ついては、繰上償還不要。

福岡県 高齢者安心住み替
え支援構想 2073 2073010 042690 高齢者安心住み替

え支援事業

・中古住宅の取得及びリフォームに
係る課税の特例措置の拡充
・高齢者等が戸建て持ち家等を貸し
付けて高齢者向け賃貸住宅等に住み
替える場合、賃貸料収入に係る所得
税の特例措置を創設
・高齢者の安定居住に関する支援施
策の創設

高齢者安心住み替えバンクを設置

地域活性化を図るため、ソー
シャルミックスを実現するこ
とが不可欠であるが、当該事
業の成否はその起点である高
齢者の円滑な住み替えを図る
ことが最も重要である。
このため、高齢者が資産を活
用する際の障壁を低く設定す
ることが重要であると思われ
る。

地方税法附則第１６
条

固定資産税については、すでに一定
の新築住宅等についての減額措置等
が講じられている。

3 －

税措置の創設に係る要望であるが、「地域再生
のための基本方針（平成１５年１２月１９日地
域再生本部決定）」に「地域の『自助と自立の
精神』を活かすため、従来型の財政措置を講じ
ないことを基本とする」とされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」
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クリーン
伊万里市
民協議会

環境保全創造事業
伊万里『環の里』
計画

3099 3099020 042700

軽油取引税におけ
る廃食油燃料の混
合使用に対する非
課税取り扱い

　
本プロジェクトでは、食品リサイクル法
の趣旨に鑑み、飲食店組合・旅館組合の
食品関連業者の支援協力のもと生ごみ
（食品残渣）、廃食油、その他の有機性
廃棄物の分別収集を計画し、バイオマス
（有機性廃棄物）の堆肥化・廃食油の燃
料化を核とし、循環資源の再利用によ
る、各事業の実践普及活動を行うもので
ある。

廃食油燃料化については、
「軽油代替燃料」として注目
されていおります。しかし、
現在、１００％再生燃料であ
れば、課税の対象外でありま
すが、混合使用すれば、増量
剤として課税対象となってお
ります。廃食油の回収・燃料
化を実施するにあたり、その
経済性に問題があり、我々の
ような資金力のない、市民団
体及びボランティアグループ
並びにＮＰＯ法人などが環境
保全運動の一環として実施し
ようとしても、価格が化石燃
料である軽油の方が安価であ
ることから、廃食油燃料の必
要性を理解されても、その普
及が困難状況であります。

ー ー 3
地域再生の趣旨に鑑み、従来型の財政措置は講
じないこととされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

掛川市

保留地販売促進に
よる地域経済の活
性化と地域雇用の
創出

1066 1066020 042710
保留地取得並びに
売買に伴う課税の
免除

保留地に限り、土地の取得、保有、
流通の課税軽減措置を図り、土地の
流動化及び戸建住宅の建築を促進さ
せる。

区画整理事業により創出される保留地
は、道路・水路・公園等の計画的な都市
基盤整備のために、組合員より収入財源
とするため、減歩により生み出された土
地であり、単に営利目的の民間宅地分譲
とは異質のものである。保留地管理法人
の経営支援と、事業収束に向け各区画整
理組合が取り組んでいる保留地販売を促
進し、早期の街並みづくりを実現し、新
たな需要と雇用創出のため、保留地管理
法人が都市開発資金を活用して、未処分
保留地を取得する際の課税と一般土地購
入者が保留地を取得する際に生じる税の
非課税化を提案する。

当市においては街づくりの手
法として区画整理事業を積極
的に実施し、用途地域面積
1,931haの32％、620ha22地区
の区画整理事業により整備さ
れた経緯がある。現在１つの
保留地管理法人と３地区の区
画整理組合が保留地処分に取
り組んでいるが、長引く不況
の中、保留地販売が不調で事
業を収束できない状況にあ
る。早期の街並みづくり実現
のために税制支援を提案す
る。

地方税法第３４３条
第６項

保留地を取得した者にも固定資産税
が課税される。
なお、換地処分後、保留地が賦課期
日現在において土地登記簿への登記
が完了していない場合には、地方税
法第３４３条第６項の規定により、
当該保留地を取得した者をもって所
有者とみなし、課税している。

3 －

税措置の創設に係る要望であるが、「地域再生
のための基本方針（平成１５年１２月１９日地
域再生本部決定）」に「地域の『自助と自立の
精神』を活かすため、従来型の財政措置を講じ
ないことを基本とする」とされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

長野県 信州伊那谷菜の花
プロジェクト 1074 1074010 042720

ＢＤＦに軽油を混
合した際の軽油引
取税の非課税措置

冬場（低温期）にＢＤＦを安定的に
使用するには、軽油を混合すること
が必要。現在軽油を混合すると混合
割合により軽油取引税が課せられ
る。ＢＤＦの使用を広域的に普及す
るには ＢＤＦの価格を低く抑える必
要がある。精製及び販売業者が ＢＤ
Ｆに軽油を混合した際の購入者に対
する軽油引取税の非課税措置が必要

 ＢＤＦ精製及び販売業者がＢＤＦに軽
油を混合した際の購入者に対する軽油引
取税の非課税措置を行うことにより利用
促進が図られ、硫黄酸化物等の有害な物
質の排出が抑制される。

現在軽油を混合すると混合割
合により軽油取引税が課せら
れる。ＢＤＦの使用を広域的
に普及するには ＢＤＦの価
格を低く抑える必要がある。

ー ー 3
地域再生の趣旨に鑑み、従来型の財政措置は講
じないこととされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

長野県 信州伊那谷菜の花
プロジェクト 1074 1074020 042730

自動車税及び自動
車取得税の非課税
措置

ＢＤＦの普及には使用する車両を増
やすことが必要。現在低公害車に税
制面で優遇しているような措置が必
要。 車検証にＢＤＦ使用車両と記載
されている場合に限り、自動車税及
び自動車取得税の非課税措置

 ＢＤＦ使用車両に対する自動車税及び
自動車取得税の非課税措置によりＢＤＦ
利用車両が増加し、利用促進が図られ、
硫黄酸化物等の有害な物質の排出が抑制
される。

ＢＤＦの普及には使用する車
両を増やすことが必要。現在
官公庁の公用車等に限られて
いる。使用者量を増やし、Ｂ
ＤＦを広く普及するには、低
公害車に税制面で優遇してい
るような措置が必要。

ー ー 3
地域再生の趣旨に鑑み、従来型の財政措置は講
じないこととされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」
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名古屋港
管理組合

名古屋港活性化構
想 1103 1103020 042740

船舶に係る固定資
産税の課税主体の
変更による税金の
最適投資

船舶にかかる固定資産税は、船舶が
移動性の償却資産であることから２
以上の市町村にわたって使用される
場合は、停泊状況・貨物量・港湾施
設の増減を配分率として定めてい
る。
固定資産税は、資産の保有と行政
サービスの応益関係に着目した税で
あるにもかかわらず、船舶にかかる
固定資産税は、港湾整備を行う港湾
管理者ではない市町村へ配分されて
いることが多い。これは、船舶に係
る固定資産税は、他の課税対象から
徴収された固定資産税と同様に、使
途が限定されていないため、納税者
（船舶運行者）は固定資産税による
受益を受けていない状況にある。
そこで、港湾全体を整備・運営して
いる港湾管理者が船舶にかかる固定
資産税を課税徴収することにより、
応益関係の適正化を図る。
（船舶にかかる固定資産税の徴収事
務の一貫として、港湾管理者が配分
率を決めるデータ整理をおこなって
いる。）

（１）効率的な港湾経営の実現
港湾は、利用者の視点に立った、効率的
な経営を行っていかなければならない。
こうした中、地域の独自性を前面に打ち
出した施策を実施するための枠組みが必
要となっている。

②適正な税制と財政の建て直し
名古屋港管理組合（港湾管理者）は、国
際水準における港湾物流インフラ大型化
への対応が喫緊な課題となっている一方
で、硬直化した財源不足の中で、その経
営努力による港湾運営が限界に達しつつ
ある。そこで、“効率的な港湾経営”に
向けた制度の見直しの検討を提案する。

船舶にかかる固定資産税の目
的を港湾施設の整備や環境対
策等の港湾に対する整備に限
定することで、納税者が直接
利用する港湾施設の整備とそ
の高質化が促進され、物流の
効率化や港湾の国際競争力の
強化につながるものと考え
る。
また、港湾管理者が課税徴収
するならば、税金の使い道の
明確化にもつながる。
国民の生活を支える港湾の整
備には、莫大な投資が必要で
あるが、港湾施設等の使用料
収入のみでは利用者から求め
られる、港湾運営ができない
現状にある。

地方税法第３８９条

固定資産税は、船舶に係るものを含
めて使途は限定されていない。
船舶に係る固定資産税は、当該船舶
の停泊の状況等一定の条件によっ
て、各港湾の所在する市町村に配分
（さらに、港湾が２以上の市町村に
渡る場合は、停泊の状況や港湾費の
額等で配分）され、配分を受けた市
町村が課税徴収している。

3 －

固定資産税は船舶に係るものを含めて、固定資
産の保有と市町村の行政サービスとの間に存在
する受益関係に着目した応益税であり、また、
固定資産税の課税団体は、当該受益関係の考え
方に基づいて当該固定資産所在の市町村とされ
ていることから、港湾管理者（港湾管理組合）
が船舶に係る固定資産税を課税徴収すること、
また、当該固定資産税の使途を港湾整備等に限
定することは適当ではない。
（港湾の整備等の経費については、港湾法第２
９条において、港湾管理者が管理する港湾施設
等の使用料等によりまかなうこととされてい
る。）

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

名古屋港
管理組合

名古屋港活性化構
想 1103 1103030 042750

特別とん譲与税の
使途限定による税
金の最適投資

特別とん譲与税は、船舶の入港時に
国税であるとん税と併せて徴収さ
れ、開港所有市町村に分配されるも
のである。とん税が密輸の防止・検
疫・出入国管理事務等の諸費用に充
てられているが､特別とん譲与税は、
制度創設の経緯が、船舶にかかる固
定資産税の減収補填とされているこ
とから、使途が限定されていない。
そこで、
１：特別とん譲与税の創設の経緯
が、固定資産税の減収補填措置で
あったことから、その応益税的性格
の理念を継承すべき
２：市町村が、特別とん譲与税に
よって得る税収は、港湾管理者が港
湾整備をはじめとする基盤整備を
行ったことによる要因が大きいのは
明白
以上２点のことから、特別とん譲与
税の応益関係を明確にするため、使
途を、港湾の施設整備・維持管理等
に限定することを提案する。

（１）効率的な港湾経営の実現
港湾は、利用者の視点に立った、効率的
な経営を行っていかなければならない。
こうした中、地域の独自性を前面に打ち
出した施策を実施するための枠組みが必
要となっている。

②適正な税制と財政の建て直し
名古屋港管理組合（港湾管理者）は、国
際水準における港湾物流インフラ大型化
への対応が喫緊な課題となっている一方
で、硬直化した財源不足の中で、その経
営努力による港湾運営が限界に達しつつ
ある。そこで、“効率的な港湾経営”に
向けた制度の見直しの検討を提案する。

特別とん譲与税の目的を港湾
施設の整備や環境対策等の港
湾に対する整備に限定するこ
とで、納税者が直接利用する
港湾施設の整備とその高質化
が促進され、物流の効率化や
港湾の国際競争力の強化につ
ながるものと考える。
また、港湾管理者が課税徴収
するならば、税金の使い道の
明確化にもつながる。国民の
生活を支える港湾の整備に
は、莫大な投資が必要である
が、港湾施設等の使用料収入
のみでは利用者から求められ
る、港湾運営ができない現状
にある

特別とん譲与税法第
５条

　国は、特別とん譲与税の譲与に
当っては、その使途に条件をつけ、
又は制限してはならない。（特別と
ん譲与税法第５条）

3

　特別とん譲与税は、外航船舶に対する固定資
産税の負担の軽減を図ることへの減収補填措置
として創設されたもの。固定資産税は、市町村
の一般財源であり、その減収補填措置としての
性格から、特別とん譲与税を港湾費のみに充当
する目的財源とすることは不適当。
　また、特別とん譲与税は、歳入した市町村の
判断で、必要があれば港湾費に充当できるもの
であり、あえてそれのみに使途を限定すること
は、分権推進の観点からも適当でない。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

藤原町
日光市
那須町
塩原町

「日光国立公園」
観光新生プロジェ
クト

1173 1173070 042760

（４市町共通）
固定資産税率の軽
減に伴う各自治体
への財源補填措置

長引く景気低迷と入湯客数の減少、
足利銀行の一時国有化措置等によ
り、厳しい経営状況が続くホテル・
旅館経営者の税負担（特に固定資産
税）は重荷になっている。そこで、
各市町が救済措置として税率を軽減
した場合、結果として自治体側も減
収となるため、行財政が逼迫する恐
れがある。そこで、各市町の減収分
について、一定期間、特別交付金と
して交付されるよう提案する。

固定資産税の標準税率は１００分の１．
４であるが、この税率の軽減化を図り、
自治体側の減収分を交付金で賄えれば、
ホテル・旅館業者は先行投資した設備資
金借入金の返済や今後の設備投資に充て
られ、宿泊者等の増客と温泉街の活性化
につながる。

長引く景気低迷と入湯客数の
減少、足利銀行の一時国有化
措置等により、ホテル・旅館
経営はより一層厳しい状況が
続くと推測され、雇用情勢の
悪化や温泉街の荒廃化が懸念
される。

3

本提案は、新たな財政措置を要請するものであ
り、既存の施策の利便性の向上を図ること等に
より対応することとしている地域再生の趣旨に
はそぐわないもの。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」
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潮来市
麻生町
北浦町
玉造町

行方ふるさと圏創
生プロジェクト 1215 1215040 042770

コミュニティ・
ファンドの形成支
援

　
[その他]
①地方公共団体が出資等を行い地方
債を発行する場合、償還金金利を地
方交付税に算入

　コミュニティビジネス事業者の活動資
金の調達を容易にするため、コミュニ
ティ・ファンドを創設する。

地方自治体や民間が出資する
資金をコミュニティビジネス
事業者が活用することによ
り、地域の資金を地域内で環
流させ、官民協働、地域密着
により、地域のコミュニ
ティ・サービス等の活動を活
性化させる。

なし

　平成１６年度より、「コミュニ
ティ・ファンド形成支援事業」とし
て、コミュニティ・サービス事業に
融資等を行うコミュニティ・ファン
ドを形成するため、地方公共団体が
公益法人等に出資・貸付を行ない、
地方債を発行する場合、その償還金
利子の一部を地方交付税に算入する
こととしており、現在、事業の詳細
を検討中。
　また、当該公益法人等が行なう融
資等の客観性や安全性等を担保する
ため、有識者から構成される審査委
員会等を設置・運営するために要す
る経費について、地方公共団体が助
成する場合、当該助成額の一部を地
方交付税に算入することとしてい
る。

2 Ⅴ

　平成１６年４月を目途に事業要綱を通知する
予定。同要綱に基づき、コミュニティ・ファン
ドを形成するため、公益法人等に出資・貸付を
行なう地方公共団体に対し、その償還金利子の
一部を地方交付税に算入。なお、公益法人等へ
の出資・貸付に要する費用について地方債を発
行するためには、当該公益法人等の収支見通し
等について慎重に審査を行なうとともに、当該
公益法人等が行なう融資等の客観性や安全性等
を担保するため、有識者から構成される審査委
員会を設置する等、万全の措置を講じる必要が
ある。
　また、当該公益法人等の審査委員会等設置・
運営経費について、地方公共団体が助成する場
合、当該助成額の一部を地方交付税に算入。

岐阜市 バイオマス・タウ
ンぎふ構想 1321 1321030 042780

バイオディーゼル
燃料の非課税又は
課税率緩和

　車両エンジンへの負担が少ない軽
油混合バイオディーゼル燃料に対す
る非課税又は課税率緩和の措置

　ごみ減量とリサイクル推進の観点か
ら、家庭廃油を収集するにあたり、リサ
イクル先としてバイオディーゼル燃料を
検討している。
　現在１台の業務車両に学校給食廃油の
バイオディーゼル燃料を使用している。
家庭廃油の収集に併せてさらに使用車両
拡大を検討しているが、１００％廃油使
用のバイオディーゼル燃料は車両エンジ
ンに負担がかかるという懸念がある。

　１００％廃油利用のバイオ
ディーゼル燃料は、車両エン
ジンに負担がかかるという懸
念がある。使用拡大について
は、軽油との混合による使用
が望ましく、非課税又は課税
緩和により、使用拡大が期待
できる。

ー ー 3
地域再生の趣旨に鑑み、従来型の財政措置は講
じないこととされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

只見町 地方の為の「地方
税法」改正 1340 1340010 042790

地方のための税法
の特例を適用す
る。

国等公共団体の特例における固定資
産税の減額を補填すること。 交付金制度の値切り排除

国等の公共機関の都合で税法
等の改正を行う際は、地方に
手厚く保護することを前提に
対処する事を要望します。

地方税法第３４８条
第２項第１号
国有資産等所在市町
村交付金及び納付金
に関する法律第２条

市町村長は、国等に対しては、固定
資産税を課することができない。
国又は地方公共団体は、毎年度、当
該年度の初日の属する年の前年の３
月３１日現在において所有する固定
資産で国有資産等所在市町村交付金
及び納付金に関する法律第２条各号
に掲げる固定資産に該当するものに
つき、当該固定資産所在の市町村に
対して、国有資産等所在市町村交付
金を交付する。

3 －

税措置の創設に係る要望であるが、「地域再生
のための基本方針（平成１５年１２月１９日地
域再生本部決定）」に「地域の『自助と自立の
精神』を活かすため、従来型の財政措置を講じ
ないことを基本とする」とされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

只見町 地方の為の「地方
税法」改正 1340 1340020 042800

地方のために税法
の非課税範囲に特
例を設けること。

非課税の範囲の中に非営利のものと
営利のものが混在している現状は、
公平・公正の原則に反している。

地方税法第348条第2項第7号2又は自然公
園法第13条第1項・同法第14条第1項の改
正。

地方の課税権特に固定資産税
は自然公園法の枠内の土地で
あっても営利を目的とした資
産がある場合は、課税すべき
である。

地方税法第３４８条
第２項７号の２
同法施行規則第１０
条の５

国立公園又は国定公園の特別地域の
うち特別地区その他一定の区域の土
地（池沼、山林及び原野に限る）に
は固定資産税を課することができな
い。

3 －

税措置の創設に係る要望であるが、「地域再生
のための基本方針（平成１５年１２月１９日地
域再生本部決定）」に「地域の『自助と自立の
精神』を活かすため、従来型の財政措置を講じ
ないことを基本とする」とされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」
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只見町 地方の為の「地方
税法」改正 1340 1340030 042810

固定資産税の構成
単位毎に税率を設
定し地方の施策を
反映できる制度と
する。また、課税
標準額の２/３を占
める納税義務者の
特典は削除する。
他に救済措置は存
在する。（過剰保
護である）

固定資産税の構成単位毎に税率を設
定することにより工場誘致等柔軟な
対応が可能となる。また、課税標準
額の２/３を占める納税義務者の特典
は特に税法で掲げるべき筋ではな
い。他に救済措置は存在する。

固定資産税の構成単位毎に税率を設定す
ることにより工場誘致等柔軟な対応が可
能となる。また、課税標準額の２/３を
占める納税義務者の特典は特に税法で掲
げるべき筋ではない。他に救済措置は存
在する。

固定資産税の構成単位毎に税
率を設定することにより工場
誘致等柔軟な対応が可能とな
る。また、課税標準額の２/
３を占める納税義務者の特典
は特に税法で掲げるべき筋で
はない。他に救済措置は存在
する。

地方税法第３５０条
第１項、第２項

固定資産税の標準税率は、１００分
の１．４とする。ただし、標準税率
を超える税率で課する場合において
も、１００分の２．１を超えること
ができない。
市町村は、当該市町村の固定資産税
の一の納税義務者であつてその所有
する固定資産に対して課すべき当該
市町村の固定資産税の課税標準の総
額が当該市町村の区域内に所在する
固定資産に対して課すべき当該市町
村の固定資産税の課税標準の総額の
３分の２を超えるものがある場合に
おいて、固定資産税の税率を定め、
又はこれを変更して１００分の１．
７を超える税率で固定資産税を課す
る旨の条例を制定しようとするとき
は、当該市町村の議会において、当
該納税義務者の意見を聴くものとす
る。

3 －

固定資産税の税率は、土地、家屋、償却資産ご
とに市町村が決定できるようにすることは、固
定資産税は固定資産税を保有することに担税力
を見出し、その価値に応じて税負担を求める物
税であるという基本的性格を有するが、土地、
家屋、償却資産の別によって資産価値に相違が
あるものではないので、それぞれ異なる税率を
定めることは、「資産価値に応じて税負担を求
める」という基本的性格を変更することになる
こと、例えば償却資産を高税率に設定すること
によって企業に重課することが可能になるな
ど、特定の者が不利に扱われるおそれがあるこ
とといった問題があり、対応できない。

なお、市町村の固定資産税の総額に対する一の
納税義務者に係る固定資産税の割合が３分の２
を超えるものがある場合であって、１００分の
１．７を超える超過課税を行うのは、実質的に
一の納税義務者のみの負担において追加的な税
収入を調達することになり、納税者の立場に配
慮することから、地方税法第３５０条第２項の
規定は必要である。

只見町 地方の為の「地方
税法」改正 1340 1340040 042820

地方での課税権の
拡大及び地方の自
立を阻害している
地方税法は改正す
べきである。（地
方でも立法技術や
評価技術は向上し
ている。）

人口規模に応じて課税限度額を一方
的に法定化されるのは、国の施策に
呼応して多大な犠牲や時間を投じて
きた地域や地方を切り捨てる行為で
ある。よって、地域や地方を尊重す
る財源の裏付けある対応を望みま
す。

地方税法第349条の4（大規模の償却資産
に対する固定資産税の課税標準の特例
等）における市町村の課税限度額を引き
上げる改正及び代わるべき措置を講じて
いただきたい。

人口規模に応じて課税限度額
を一方的に法定化されるの
は、国の施策に呼応して多大
な犠牲や時間を投じてきた地
域や地方を切り捨てる行為で
ある。よって、地域や地方を
尊重する財源の裏付けある対
応を望みます。

地方税法第３４９条
の４

大規模償却資産が所在する市町村
は、原則として地方税法第３４９条
の４第１項の表に下欄に掲げる金額
（人口３万人以上の市町村にあって
は当該大規模の償却資産の価額の１
０分の４の額がその市町村に係る同
表の下欄に掲げる金額を超えるとき
は、当該大規模の償却資産の価額の
１０分の４の額とする。）を課税標
準として固定資産税を課税し、所在
市町村が課することができる金額を
超える部分の金額については、所在
市町村を包括する道府県が課税する
ものとされている。

3 －

税措置の創設に係る要望であるが、「地域再生
のための基本方針（平成１５年１２月１９日地
域再生本部決定）」に「地域の『自助と自立の
精神』を活かすため、従来型の財政措置を講じ
ないことを基本とする」とされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

日立市
市民生活の利便性
を確保のための公
共機関支援

1375 1375010 042830 公共交通機関の確
保策

軽油取引税の免除を行い、公共交通
機関であるバス交通の運行の安定化
を図る。

軽油取引税については、他の免除に準
じ、32円/リッターを免除する。
（例：市内事業者　129万リットル/年
約１１０系統）

バス交通の運行を行う上で経
常的に必要とされる燃料代の
軽減（経由取引税の免除）を
図り、経営の安定を確保し、
地域住民の足としての公共交
通を存続させる。

ー ー 3
地域再生の趣旨に鑑み、従来型の財政措置は講
じないこととされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

福岡市
福岡アジアビジネ
ス交流拠点都市構
想

2079 2079130 042840

特定埠頭運営効率
化推進事業の事業
者に対する固定資
産税・都市計画税
の特例

特区認定を受けた特定埠頭運営効率
化推進事業において、事業を行う事
業者が整備する移動式荷役機械等の
償却資産や家屋について、固定資産
税・都市計画税の特例の対象とす
る。

構造改革特別区域法に基づき、行政財産
である港湾施設を事業者へ一体的かつ長
期的に貸付けし、特定埠頭運営効率化推
進事業が実施されることにより、民間の
創意工夫を取り入れた港湾運営や港湾
サービスの更なる向上が図られるが、事
業者が事業のために整備する移動式荷役
機械等の償却資産や家屋に対して固定資
産税・都市計画税の減額の対象とするこ
とで、事業者の財政的な柔軟性が広が
り、事業者の施設に対する使用料の軽減
等の港湾コストの更なる削減が実現す
る。このことにより、港湾の国際競争力
が強化され、貨物の増加など港湾の活性
化による新規

特定埠頭運営効率化推進事業
を行う事業者が事業を行うに
あたって必要な投資によっ
て、事業者の財政負担が大き
い。整備費用や運営のための
経費は、事業者が長期的に特
定埠頭を運営していくなか
で、使用料により回収するこ
ととなるため国際競争力を強
化するのための施策に対する
財政的な制約が生じることと
なる。

地方税法附則第１５
条第４８条

地方税法の規定により、民間資金等
の活用による公共施設等の整備等の
促進に関する法律第二条第五項に規
定する選定事業者が同法第十条第一
項に規定する事業計画又は協定に従
つて実施する同法第二条第四項に規
定する選定事業により港湾法第五十
五条の七第一項に規定する国の貸付
けに係る資金の貸付けを受けて平成
十四年四月一日から平成十六年三月
三十一日までの間に取得した同条第
二項に規定する特定用途港湾施設で
政令で定めるものの用に供する家屋
及び償却資産で政令で定めるものに
対して課する固定資産税又は都市計
画税の課税標準は、第三百四十九
条、第三百四十九条の二又は第七百
二条第一項の規定にかかわらず、当
該家屋及び償却資産に係る固定資産
税又は都市計画税の課税標準となる
べき価格の二分の一の額とされてい
る。

3 －

税措置の創設に係る要望であるが、「地域再生
のための基本方針（平成１５年１２月１９日地
域再生本部決定）」に「地域の『自助と自立の
精神』を活かすため、従来型の財政措置を講じ
ないことを基本とする」とされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」
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多治見市
バイオマスによる
持続可能な地域社
会・多治見の創造

1382 1382020 042850
BDF製造施設におけ
る危険物取扱規制
の緩和

BDFは、危険物4類第3石油類非水溶性
液体に分類され、2,000リットル以上
の貯蔵施設が法規制を受ける。これ
を、動植物油と同等の10,000リット
ル以上とすることで、市内から回収
される天ぷら油1ヶ月分全量をBDF化
できる施設を「届出」によって設置
することができる。

BDF製造施設を設置し、営農組合等の活
用など農村地域の雇用対策として管理を
委託する。

BDFの引火点は185度であり、
危険物分類区分上200度まで
は第3石油類に該当するが、
事実上自然発火の危険を想定
できない。許可ではなく届出
であっても安全性は確保され
る。

危険物の規制に関す
る政令別表第３

危険物の品名、性状等に応じて「指
定数量」（例えば、第３石油類非水
溶性液体の場合は２千㍑）が定めら
れており、危険物保安に係る技術基
準や許可等の手続の適用等について
の指標となっている。

3
危険物の有する危険性に応じ、適切な貯蔵・取
扱いが行われることが危険物保安の観点から必
要であり、ＢＤＦについて指定数量の緩和を行
うことは適当でない。

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

危険物の指定数量は、当該危険物の
危険性（火災発生危険、延焼拡大危
険、消火困難性等）に応じて定めた
ものであり、具体的には消防法令で
規定する危険物の試験結果（引火点
など）の区分に応じて、客観的かつ
一意に指定されるものであり、この
数量を基本として全ての規制基準が
体系化されていることからＢＤＦの
指定数量の緩和を行うことは適当で
ない。

財団法人
本庄国際
リサーチ
パーク研
究推進機
構／
学校法人
早稲田大
学

エコユーザーの育
成と参加を通じた
<自律･循環>の地域
づくり

3043 3043050 042860

エネルギーインフ
ラに使用する電池
材料に対する危険
物規制の緩和

【先進コミュニティ②】
●次世代エネルギーインフラに使用
する電池材料(ナトリウム)に対する
危険物規制の緩和(消防法)
※本プロジェクトでは、先進電動バ
スの開発・実用化とその運行管理等
に関わる実証実験を通じて、各種低
公害自動車の普及を促す次世代エネ
ルギーインフラを先行的に整備する
こととしているが、この際、蓄電シ
ステムに使用される予定の電池材料
(ナトリウム)に関して、消防法に規
定されている危険物の貯蔵・保管に
関する指定数量に対しての緩和を有
効な支援措置として提案したい。

◆地域内の公道に設定した実車走行ルートに
おいて、先進電動バスの開発・実用化とその
運行管理等に関わる実証実験を実施する中
で、将来的な燃料電池車を含む各種低公害自
動車の導入・普及を支える次世代エネルギー
インフラを先行的に整備する。
＊技術的な開発としては、各種２次電池を利
用したバスの電動化やハイブリッド化による
低公害化と省エネルギーの効果を明確にし
て、その有効性と将来の普及に向けた可能性
を探る。
＊環境への配慮としては、先進コミュニティ
交通システムを導入することによる景観への
影響とそれを維持する総合政策の検討、更な
る都市創造・計画にむけての検討、導入によ
る環境負荷の評価と安全性の評価などを行
う。
＊さらに、社会システムへの定着のための方
策として、市民の交通機関に対する意識調
査、システム導入による経済効果、社会実験
の試行、システムの規格・標準化を目指すも
のとする。
◆こうした継続的な実証実験の効果として
は、地域内の都市整備・道路整備や街づくり
事業とも相まった地域交通システム計画の視
点・枠組みからの総合的取り組みと共に、本
プロジェクトに参画する自動車・運輸等関連
事業者や利用者市民によるエコユーザーとし
ての環境配慮活動を通じて、将来の水素エネ
ルギー社会をも展望した新規ビジネス機会の
創出が期待される。

○各種２次電池を利用したバスの電動化や
ハイブリッド化は、地域環境保全およびエ
ネルギーの有効利用とモビリティの低公害
化において非常に有効である。しかし、既
存車両の代替促進の問題や新規事業の参入
の障害、既存事業者の代替促進策など多く
の課題を有している。
○一方、都市環境の整備において、景観へ
の影響・配慮とそれを維持する総合政策の
検討が必須であるが、様々な主体による新
しい都市創造・計画にむけての検討や、新
たな交通システムの導入による環境負荷の
評価と安全性の評価は十分に行われておら
ず、それらを実施する場の構築および手法
の体系化を図ることが肝要である。
○具体的には、これら環境配慮型の先進交
通システムを利用するユーザーが、システ
ム導入以前に交通機関および都市交通シス
テムに対して持つ意識調査、システム導入
による経済効果、社会実験の試行、システ
ムの規格・標準化などが、モデル地域から
他地域への技術的・システム的波及を実現
するために必要となる。
○これらの課題および必要性を満たすため
に、各種実証試験の円滑な遂行が求められ
ることから、関係省庁による各種許認可に
当たっての一元的で迅速な対応や各種規制
の緩和等による支援措置が望まれるところ
である。

危険物の規制に関す
る政令別表第３

危険物の品名、性状等に応じて「指
定数量」（例えば、ナトリウムの場
合は10kg）が定められており、危険
物保安に係る技術基準や許可等の手
続の適用等についての指標となって
いる。

3
危険物の有する危険性に応じ、適切な貯蔵・取
扱いが行われることが危険物保安の観点から必
要であり、ナトリウムについて指定数量の緩和
を行うことは適当でない。

提案の趣旨を踏まえ検討できな
いか。

危険物の指定数量は、当該危険物の
危険性（火災発生危険、延焼拡大危
険、消火困難性等）に応じて定めたもの
であり、具体的には消防法令で規定す
る危険物の試験結果（引火点など）の
区分に応じて、客観的かつ一意に指定
されるものであり、この数量を基本とし
て全ての規制基準が体系化されている
ことからナトリウムの指定数量の緩和を
行うことは適当でない。

特定非営
利活動法
人大阪屋
夢八倶楽
部

なにわ百年町 3007 3007010 042870
なにわ百年町の具
現化の障害となる
現行法の検討

なにわ百年町の具現化にあたり障害
となる現行の都市公園法、建築基準
法、高圧ガス保安法、道路運送車両
法、道路法、消防法、道路交通法、
電気事業法の規制の検討。

１スペースレイアウト
町の構造：長屋、町屋、商屋、芝居小
屋、旅籠、朝市、昼市、夜市の蔵、寺小
屋、銭湯、神社、仏閣、疎水と木船、橋
等。　　町の機能：商、祭、観、学、
遊、時。　　環境、エネルギー、インフ
ラ：水素エネルギー、バイオマス、太陽
光発電、バリアフリー、防災、古民家移
築　　　　　　　　　２特徴的な商いや
遊びなどのソフト　　　人を中心とした
商いを行う。　　　　　　３最新技術内
容　　　　　　　　　　　　CO2を排出
しない燃料電池の移動体、有機物からエ
ネルギーを取り出すバイオマスエネル
ギー、ソーラーパネル

なにわ百年町の具現化にあた
り現行の都市公園法、建築基
準法、高圧ガス保安法、道路
運送車両法、道路法、消防
法、道路交通法、電気事業法
の規制が障害となる。

消防法第９条、対象
火気設備等の位置、
構造及び管理並びに
対象火気器具等の取
扱いに関する条例の
制定に関する基準を
定める省令第16条第5
号・火災予防条例
（例）第12条及び火
災予防条例（例）第
44条

消防法では、定置用燃料電池を屋外
に設置する場合、建築物から3ｍ以
上の距離を保つこととされている。
また、火を使用する設備又はその使
用に際し、火災の発生のおそれのあ
る設備で、火災予防条例（例）第44
条に規定されているものについては
消防長（消防消長）に届け出なけれ
ばならないこととされているが、定
置用燃料電池を内燃機関による発電
設備に準ずるものとした場合には設
置の届出が必要となる。

8
・
2・
8
・
8

Ⅲ
・
Ⅴ

提案資料にある「準防火地域における木造建築物の建築の制
限」「燃料電池自動車の駐車場への進入制限」については、
いずれも消防法で規制していない。

●「措置等の分類」で「２」とした事項
「なにわ百年町の具現化に関する規制の検討要望事項」にお
ける「定置用燃料電池設備」の項目の①及び②については、
根拠法が「電気事業法」とされているが、「規制改革３カ年
計画（再改定）」で、消防法に関連する事項として同様の趣
旨について規制の見直し等を要望され、既に対応していると
ころである。
その対応としては、平成１５年度に定置用燃料電池設備の構
造、機能、特性等から火災危険要因について整理・抽出を行
い、平成１６年度に整理・抽出した危険要因を踏まえ、安全
確保に必要な技術基準等の整備を行った上で、設置届出を不
要とするとともに、保有距離について必要な見直しを行う予
定である。
●「措置等の分類」で「８」とした事項
「なにわ百年町の具現化に関する規制の検討要望事項」にお
ける「定置用燃料電池設備」の項目の③については、現在、
大阪市の条例では、逆火防止装置の設置を義務付けていない
ことから、提案内容を実現するに当たっての問題とならな
い。
なお、この項目についても、市町村によっては義務としてい
るところがあることから、「規制改革３カ年計画（再改
定）」で同様に要望され、平成１６年度に逆火防止装置を不
要とする方向で安全確保に必要な技術基準等の検討を行い、
その内容を市町村に示す予定である。

　消防法では水素スタンドと給油取扱所との併設は想定され
ていない。また、危険物の取扱量が指定数量以上の石油改質
装置については、危険物一般取扱所としての規制を受ける。

8
・

4・8
・
8

構造改革特区基本方針別表２で記載し
ている方針を踏まえた事項であるた
め、措置分類を「２」から「４」に変更。
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福岡県

アジアのITビジネ
ス交流拠点構築プ
ロジェクト

2137 2137010 042880
IX構築運営のため
の創業支援策の創
設

〇基本的にIX構築・運営は民間主体で
行われるべきものと考えているが、ビジ
ネスとして成立するための条件を整えな
い限り実現は難しい。
　
〇IX事業は接続料収入がその大部分を
占めているが、事業開始時にはその接
続件数も少なく、ビジネスとしては成り
立ちにくい。　　　　　　　　　　　　そこで、
事業の立ち上がりをサポートする仕組
みが必要である。

〇IX事業運営において最も多額の費用
を要するものは、構築時の機器（ルー
タ、スイッチ等）の費用と人件費を中心と
する運営費であることから、その機器費
用の一部及び事業開始から３カ年間程
度、東京IXまでの回線費用を含む運営
費の一部について支援が必要。
○国においては、IX事業を国の重点推
進分野として位置づけ事業者に対する
支援策を創設いただきたい。

〇現在福岡県では、県単独補助金を創設
して「ふくおかiDC」内にインターネッ
ト情報集積を図っている。
この情報集積をインセンティブとしての
民間ISP(インターネットサービスプロバ
イダー)の接続や県内中小ISPの「ふくお
かiDC」への集約等を通じてIX構築を目
指している。

〇このIXは、県内の中小ISP・大手ISPの
接続を実現し、県内はもとより九州・山
口、引いては全国のトラフィックを集約
し、東京のIXに依存せずアジア、ひいて
はグローバルなトラフィック交換を可能
とする。
また、国内の地域IXとの連携も視野に入
れており、より広域な展開を図ってい
く。
更に、このIXが存在するふくおかiDC
は、データの相互バックアップの観点か
ら、将来各地方公共団体で設立される公
共iDCとの連携も考えており、これが実
現すればますます福岡におけるIXの重要
性は増すものと思われる。

〇経済集積、地理的な条件等
から福岡県はIXの設置場所とし
て評価が高い。

〇しかし、現状では、ビジネスと
しての展望が明確でないことか
ら、具体的な動きにまでは発展
していない。
特に、接続事業者が少ない事業
初期の段階での費用負担が大
きいことが課題であり、これをク
リア出来れば実現出来ることに
なる。

〇現在、通信事業者との検討会
を開催する等県からの積極的な
働きかけ行っているが、これに
加えて地域再生構想としてIXに
対する国の認知及び支援が行
われることになれば民間主体の
IX構築・運営が更に実現に近づ
くと考える。
　

3

  ご指摘のとおりIXは基本的に民間事業者によ
り構築･運営されるものであり、運営費等の直接
的な補助は困難であるが、  IT投資促進税制や
融資制度（高度通信施設整備事業）を活用する
ことは可能。
  さらに、ＩＴビジネスモデル地区に係る地域
イントラネット基盤施設整備事業等について
は、当初から整備主体以外の電気通信事業者等
に利用させることを目的とした施設整備が可能
である。

関係部局間で密接に連携・調整
の上、17年度予算要求に反映さ
れるよう検討されたい。

再検討したが、IXは基本的に民間事業
者により構築･運営されており、事業の
立ち上がりについてもビジネスベースで
解決されるべき問題であり、17年度予
算要求に新たな財政支援措置を盛り込
むことは適当ではない。
なお、「41.措置等の概要（対応策）」に
記載したとおり、既に各種支援制度が
整備されており、これらを有効活用して
いただきたい。

只見町 ブロードバンド回
線整備構想 1337 1337010 042890

総務省の地域情報
通信振興関連施策
（地域イントラ
ネット基盤施設整
備事業等）の緩和

総務省の地域公共ネットーワーク整
備推進メニューの緩和(補助率の引き
上げ、補助要件の緩和)

町内公共施設間の超高速通信網（光ファ
イバ網）の整備

2005年を目標としている全国
ブロードバンド構想実現のた
め。

情報通信格差是正事
業費補助金交付要綱

総務省では地域イントラネット基盤
施設整備事業等により学校、図書
館、公民館、市役所などを高速・超
高速で接続する地域公共ネットワー
クの整備に取組む地方公共団体等を
支援しているところ。

2 Ⅵ

地域イントラネット基盤施設整備等の平成16年
度予算（案）において、ケーブルテレビ（地方
公共団体又は第3セクターが運営するものに限
る。）への開放を目的とする整備を可能とする
ことが認められたところ。平成16年度事業から
補助対象とすべく、補助金交付要綱を改正する
こととしており、提案の趣旨に沿うものと思
料。

石川県
石川デジタルコン
テンツ産地形成推
進構想

1051 1051010 042900

石川県Ｅビジネス
トライアル事業の
大学での単位認定
化への協力

デジタルコンテンツ産業を担う若手
人材をＯＪＴにより育成する石川県
独自のＥビジネストライアル事業に
ついて、参加者（学生）の満足度は
高い一方で学業との両立が課題と
なっていることから、学生が学業と
の両立に支障なく参加できるよう、
本県が行う大学に対する単位認定の
働きかけへの協力依頼

デジタルコンテンツを活用したＥビジネ
スを推進できる人材（Ｅビジネスプロ
デューサー）を養成するため、県や企業
から実際に発注されるＥビジネス企画案
件にＯＪＴ方式で取り組む教育プログラ
ム（石川県Ｅビジネストライアル）に、
学生が学業と両立させながら参加するこ
とを容易にする。

石川県Ｅビジネストライアル
事業に、学生が学業と両立さ
せながら参加することを容易
にすることにより、本県独自
の人材育成事業を円滑に推進
することで、地域ブランドの
確立を目指す。

6 － 総務省は大学での単位認定に関する取組は行っ
ていないため。

石川県
石川デジタルコン
テンツ産地形成推
進構想

1051 1051030 042910

全国初のデジタル
アーカイブ研修の
実施及び全国的集
客への協力

平成１６年度より、㈱石川県ソフト
ウェア研修開発センターにおいて、
コンテンツ関連の研修事業を本格的
に実施する予定としており、全国初
のデジタルアーカイブ研修も開始す
る予定であることから、開始に当
たっては、国及び関係機関の協力も
得ながら、全国的集客の推進を図
る。

㈱石川県ソフトウェア研修開発センター
において、コンテンツ・ビジネスの起業
等を目指すクリエイター等を対象とし
て、全国初のデジタルアーカイブ研修
を、国及び関係機関の協力も得ながら、
全国から受講者を募集して実施し、デジ
タルアーカイブ技術者を養成することに
より、デジタルコンテンツ産地育成を人
材育成面から推進する。

全国初のデジタルアーカイブ
研修を実施するため、講師の
派遣について国及び関係機関
の協力を得るとともに、全国
にアピールして受講者を募集
し、地域ブランドの確立を目
指す。

情報通信人材研修事
業費補助金交付要綱

情報通信人材研修事業支援制度
　情報通信人材研修事業を実施する
者を対象に、当該事業に必要な経費
の一部を助成。

5 － 情報通信人材研修事業支援制度 要望内容は実現できるのか確認
されたい。

㈱石川県ソフトウェア研修開発センター
が行うデジタルアーカイブ研修が放送
番組の制作等を行う専門的な知識・技
能を有する創造的な人材を育成するた
めの研修事業に該当することが必要で
ある。また、本事業は公募事業であり、
かつ、第三者評価委員による評価に
よって案件を採択されれば支援が可能
であることに留意されたい。なお、「開始
に当たっては国及び関係機関の協力も
得ながら全国的な推進を図る。」とある
が、本事業の周知に係る助成対象経費
としては通常の研修事業における受講
者に対して周知するために最低限必要
な経費と位置づけており、当該提言内
容は該当しないと考えられる。

石川県
石川デジタルコン
テンツ産地形成推
進構想

1051 1051040 042920
コンテンツ関連の
国の研究機関の誘
致

デジタルアーカイブ産地を目指すた
めに、後方より支援する研究者の集
積と誘致を図り、さらなる集積を目
指すため、研究用のスタジオを所有
しコンテンツ作成を研究する国の機
関や研究所を誘致する。

ネットワークインフラ技術研究基盤にお
いて北陸先端科学技術大学院大学を核と
するいしかわサイエンスパークの優位性
を広くアピールして、それを呼び水と
し、研究用のスタジオを所有しコンテン
ツ作成を研究する国の機関や研究所を誘
致する。

デジタルアーカイブやその利活用
には、コンテンツ作成の技術や
アーカイブする手法など複合的に
多岐の技術が含まれていることか
ら、特定分野だけの優位性では
アーカイブ全体の研究や産地化は
困難であり、多岐の分野にわたる
国の研究機関を誘致することによ
り、複合的一大拠点を目指す。

6 － 総務省は誘致対象となるような国の機関も研究
所も所管していないため。
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石川県
石川デジタルコン
テンツ産地形成推
進構想

1051 1051050 042930
「ＩＴ－観光事
業」の国の関連団
体での企画採択

本県の文化資産をデジタルアーカイ
ブする「石川新情報書府」事業で蓄
積された「デジタルアーカイブ技術｣
を活用し、観光産業との連携を図る
トライアル事業について、国の関連
団体から委託を受けてモデル事業と
して実施する。

本県の文化資産をデジタルアーカイブす
る「石川新情報書府」事業で蓄積された
「デジタルアーカイブ技術｣を活用し、
１６年度に観光産業との連携を図るトラ
イアル事業の企画書及びプロトタイプを
作成し、国の関連団体（ＴＡＯ，ＩＰＡ
等）に提案を行い、１７年度に国関連団
体からモデル事業として受託し、設計制
作を実施する。

「石川新情報書府」事業での
蓄積を多方面に活用するとと
もに、国からモデル事業とし
て採択されることにより、
「デジタルコンテンツ産地」
としての全国的な認知及び地
域ブランドの確立を目指す。

6 － 総務省は地方公共団体のモデル事業に対する支
援スキームを有していないため。

岐阜県
情報技術の活用に
よる新しい観光産
業の創出

1162 1162010 042940 ３ＧＨｚ帯以下の
周波数の地域利用

周波数の有効活用の観点から、３Ｇ
Ｈｚ帯以下の周波数のうち次の周波
数帯の地域再生用途への活用につい
て制度整備をお願いしたい。
（１）第三世代移動体通信システム
（ＩＭＴ－２０００）の将来的需要
増に対応するためにリザーブされて
いる２．５ＧＨｚ帯及び１．７ＧＨ
ｚ帯の周波数については、２００８
年までに周波数再編成の基本方針が
検討されることになっているが、地
方の農山村では、既に配分済みの周
波数（２ＧＨｚ帯）ですら相当期間
の間は不足することがないと見込ま
れることより、当該地域で利用を認
めていただきたい。
（２）２．０／２．２ＧＨｚ帯の各
５０ＭＨｚは「ルーラル加入者系無
線」に割当がされているが、技術基
準も陳腐化しており、周波数の利用
も限定的であることから、高速デー
タ通信用途として地方の農山村での
利用を促進いただきたい。

岐阜県の山村地域は集落が密集していな
いため、他地域に比べてブロードバンド
の普及が遅れている。一方、国土の広い
米国では、地域のブロードバンド通信手
段として広域無線システムの活用が盛ん
であり、今回割当を希望する周波数にお
いてもコストパフォーマンスの高いシス
テムが実用化されている。これら広域無
線システムの導入により、地域全体にブ
ロードバンド環境を構築し、地域の情報
化を推進することで当該地域を従来型観
光産業からＩＴ技術を融合させた新たな
形態の観光地域へと脱却を図る。

岐阜県の山村地域は集落が密
集していないため、他地域に
比べてブロードバンドの普及
が遅れている。一方、国土の
広い米国では、地域のブロー
ドバンド通信手段として広域
無線システムの活用が盛んで
あり、今回割当を希望する周
波数においてもコストパ
フォーマンスの高いシステム
が実用化されている。しかし
ながら日本で、これらのシス
テムを導入しようとすると、
周波数の割当方針と合致しな
いため、実際に周波数が使わ
れていないにも関わらず、利
用することができない。迅速
かつ経済的にブロードバンド
環境を整備するためには、米
国等、諸外国で既に実用化さ
れ、実績のあるシステムを採
用することが有効と考える。

電波法第２６条第２
項

WRC（世界無線通信会議）2000にお
いて、1.7GHz帯及び2.6GHz帯が
IMT-2000に分配された。

3

　１．７GHz帯及び２．５GHz帯の各周波数について
は、今後、携帯電話の利用・高度化が急速に進むこと
が予測されることから、世界共通の携帯電話システム
（ＩＭＴ―２０００）用として国際的に新たに認めら
れたバンドであり、現在、我が国においてもその周波
数の確保に努めているところ。当該バンドへの他のシ
ステムの導入はＩＭＴ―２０００の全国的なサービス
提供の確保・普及の妨げになることから認められな
い。
　また、ルーラル加入者系無線については、電話のユ
ニバーサルサービスの確保の観点から救済措置として
ＩＳＤＮ１回線程度の固定電話サービスを提供するた
め無線化したものである。このため多くの利用を想定
していないことから、使用する周波数帯についても、
国際的に衛星通信（共用バンド）への混信保護のため
高密度の使用に制限が課せられている帯域を選定した
ものである。したがって、当該周波数帯を利用した地
上系システムの普及促進は困難と考える。
　なお、要望している、地域におけるラストワンマイ
ルへの無線の利用については、既に、２．４GHz帯、５
GHz帯、１８GHz帯等の多くの周波数帯にＦＷＡや無線
ＬＡＮの導入を可能とすべく制度整備済みであり、更
に、現在、５GHz帯の周波数帯域の拡大を検討している
ところである。これら既存システムを活用することで
目的を達成することが十分可能であるとともに、住民
等への安定なサービスの提供には、将来の利用が確定
している周波数帯を臨時に用いたり、高密度の利用に
制限がかかっている周波数帯を用いるよりも、これら
既存システムを用いることが望ましいと考える。

提案内容を実現するための措置
がないか検討されたい。

5
（他
のシ
ステ
ムメ
ニュ
ーの
制度
を整
備

済）

　要望している、地域におけるラストワ
ンマイルへの無線の利用については、既
に、２．４GHz帯、５GHz帯、１８GHz帯等
の多くの周波数帯にＦＷＡや無線ＬＡＮ
の導入を可能とすべく制度整備済みであ
り、更に、現在、５GHz帯の周波数帯域の
拡大を検討しているところである。これ
ら既存システムを活用することで目的を
達成することが十分可能であるととも
に、住民等への安定なサービスの提供に
は、将来の利用が確定している周波数帯
を臨時に用いたり、高密度の利用に制限
がかかっている周波数帯を用いるより
も、これら既存システムを用いることが
望ましいと考える。
　例えば、２．４GHz帯の無線ＬＡＮにつ
いては、国際的にも規格化された実績の
あるシステムであり、各社が製品化して
いることから機器のコストも安く、ま
た、無線局免許も不要となっているた
め、早期に且つ安価にインターネット環
境の構築が可能である。更には、当該無
線ＬＡＮは、世界的にも共通の規格であ
ることから、地域住民のみならず観光客
への情報提供にも大変有効なものと考え
る。

会津坂下
町

ＩＴを活用した地
域間格差の是正 1214 1214040 042950

情報インフラの整
備に係る経費の地
方交付税算入

情報過疎地域における情報インフラ
の整備にかかる経費について、地方
交付税への算入を認める

情報インフラ未整備の地域間の情報網を
整備する。

当該地域においては合併対象
地域が広範囲に及ぶため、情
報化の立ち遅れは切実な課題
であり、早急な改善を図るた
め。

地方交付税法第１２
条 右記のとおり 5

地域情報化推進事業関連経費については、普通
交付税の基準財政需要額における単位費用の積
算基礎としている。

久米島町
HI(Health&Intelli
gence)アイランド
久米島

2020 2020010 042960

地方公共団体主導
型の情報通信基盤
整備による地域再
生

今日、情報通信基盤整備は地域の発
展を左右する重要な政策課題とされ
るが、現状の通信設備は民間事業者
が所有している。本提案では、民間
事業者が現有する既存通信設備を、
公的資金の導入と最新技術の適用に
よって再開発し、その結果生じる新
たな通信能力を地方公共団体が取得
し、地域情報戦略に即した公益上の
観点から利用可能な情報通信基盤と
して再構成することを図るものであ
る。

本地域においても光ファイバーケーブルの敷
設は施され、電話回線等に使用されている。
しかしながら、現用の光ファイバーケーブル
を敷設した時期に比べ、現在の通信技術は飛
躍的に発展しており、現在の技術をもってす
れば情報伝送量の飛躍的拡大が期待できる。
したがって、現状での物理的な回線及び設備
の状況を明らかにし、今日の技術を踏まえた
情報通信基盤としての再整理を実施する。さ
らに、再整理の結果生じることが期待される
相当量の情報伝送能力を活用することにより
地域のブロードバンドネットワークとしての
利用者環境整備に結び付ける。
具体的には、久米島町の事業として第一種電
気通信事業者が所有する通信設備を最新の通
信技術を用いて改修し、情報伝送量を増大さ
せる。当該情報伝送量の増大分にかかる所有
権が事業の実施主体である久米島町に帰属す
ることを当然の前提におき、久米島町が第一
種電気通信事業者として新たに生じた情報伝
送能力を民間利用に開放することで通信回線
の利用頻度を高めるとともに、地域医療問題
の改善に役立て地域の社会経済の活性化を図
るものである。また、将来に向けて民間事業
者から応分の利用料を徴収し、民間事業者主
体の事業を実現することで、さらなる雇用の
充実を図るものとする。

今回の提案において、第一種
電気通信事業の制度上の解釈
の拡大を求めるものである。
従来の解釈では、第一種電気
通信事業者は物理的な通信回
線を所有することにより事業
を実施するものであると認識
しているが、光ファーバー
ケーブルの物理的所有権は第
一種電気通信事業者に属する
ものの、前述のように第一種
電気通信事業者が所有する通
信設備を改修した結果発生す
る情報伝送量の増大分にかか
る論理的所有権が改修事業主
体に帰属し、これをもって事
業主体が第一種電気通信事業
者としてサービスを実施でき
うる明確な規定はないものと
思われる。
今後、地域の再生を進めるう
えで、その重要な基盤である
情報通信基盤の民間利用を促
進するにあたり、当該基盤の
所有権の帰趨は重要な意味を
持つものである。

電気通信事業法第６
条、電気通信事業法
第９条

「論理的所有権が改修事業主体（地
方公共団体）に帰属し」の具体的な
形態が不明だが、いずれにせよ、伝
送量の増大分について、改修事業主
体（久米島）が利用可能か否かは当
事者（久米島と電気通信事業者）間
の問題。

5

　「論理的所有権が改修事業主体（地方公共団
体）に帰属し」の具体的な形態が不明だが、い
ずれにせよ、伝送量の増大分について、改修事
業主体（久米島）が利用可能か否かは当事者
（久米島と電気通信事業者）間の問題。
　上記の点につき当事者間の合意が図られた場
合には、久米島が電気通信事業者となってサー
ビスを提供することについて現行の電気通信事
業法の枠内で実現可能である。
　なお、今年の春頃を予定している改正電気通
信事業法の施行により、第一種・第二種という
電気通信事業の事業区分は廃止され、回線設備
の有無を問わず登録又は届出といった簡便な手
続により電気通信事業を営むことが可能とな
る。
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福岡市 ロボット共存都
市・福岡 2080 2080020 042970

ロボット実証実験
における特定実験
局開設

ロボット実証実験に限りロボット間
の相互通信等のため、本市域で使用
可能な帯域を利用し、簡易に特定実
験局を開設可能とする。

ロボット実証実験に限りロボット間の相
互通信等のため、本市域で使用可能な帯
域を利用し、簡易に特定実験局を開設可
能とすることで、実験を実施しやすい環
境を整える。

ロボット実証実験に限りロ
ボット間の相互通信等のた
め、本市域で使用可能な帯域
を利用し、簡易に特定実験局
を開設可能とすることで、実
験実施の環境を整える。
これにより、本市においては
ロボット研究開発拠点形成や
新産業の創出が促進される。

・電波法施行規則第7
条
・無線局（放送局を
除く。）の開設の根
本的基準第6条
・無線局免許手続規
則第15条の6及び第17
条

（以上、それぞれの
一部改正案を平成15
年12月10日開催の電
波監理審議会へ諮問
済）

総務省では、大学やメーカーの研究所等
で新システムの実証実験を行う際、より
早く実験に着手したいとの要望に応える
ため、実験無線局の開設を推進すること
は重要な課題であると認識しており、現
在、既存無線局への混信が発生しないこ
とを前提として、免許期間を一年程度の
短期間の実験局について、周波数の確保
や落成検査の不要化などその開設に要す
る手続きの簡素化、処理期間の短縮等に
より、これまでより容易に開設ができる
ようにするなど、大幅な規制緩和の実施
に向けた特定実験局の制度整備を進めて
おり、ロボット実証実験にも利用可能。
（平成15年度中の実施に向け、平成15年
12月10日に関係省令の一部改正案を電波
監理審議会へ諮問済。平成16年2月6日に
答申予定。）

2 Ⅲ、
Ⅳ

特定実験局制度の平成15年度中の実施に向け、
平成15年12月10日に関係省令の一部改正案を電
波監理審議会へ諮問済。平成16年2月6日に答申
予定。

大東町・
加茂町・
木次町・
三刀屋
町・吉田
村・掛合
町合併協
議会
大東町、
加茂町、
木次町、
三刀屋
町、吉田
村、掛合
町

生命と神話が息づ
く新しい日本のふ
るさとづくり
ふるさと行政効率
化構想

2134 2134010 042980
一部事務組合等の
変更の際の規制緩
和

市町村合併の枠組みと既存の一部事
務組合の構成市町村が異なることか
ら、補助金等に関わる規制の特例。

本地域のＣＡＴＶの場合、一部事務組合
の解散、新たな一部事務組合の設置が必
要となる。一部事務組合の離合を行う場
合には、施設整備の際の補助金の返還や
電気通信の許認可に関する規制が生じる
ため、特例を求めるもの。事務組合の業
務を新市で一体となってすすめることで
住民サービスの向上、効率的な行政財産
運営、市民と行政一体となった地域情報
化施策の推進を図る。

補助金等に関する規制の緩和
により、新たな一部事務組合
の設立が必要なくなり、行政
区域と一体となって、サービ
スを展開することが可能とな
る。

電気通信格差是正事
業費補助金交付要綱

電気通信格差是正事業費補助金交付
要綱において、既存の一部事務組合
を解散し、新たな市町村にすべて承
継する場合、財産の帰属先を把握す
るため、財産処分届出書の提出のみ
を義務付けているところ。

5

市町村合併に当たり、既存の一部事務組合を解
散し、新たな市町村にすべて承継する場合、財
産の帰属先を明らかにするため、財産処分届出
書の提出は必要となるが、補助金の返還は必要
ない。

たけかわ
企画

中津川市地域ネッ
トワーク民間開放
プロジェクト＜放
送･通信＞

3047 3047040 042990 著作権管理運営の
簡素化

地上波TV(アナログ／デジタル)放送
及び各種映像コンテンツの地域ネッ
トワーク（デジタルIPネットワー
ク）での再送信などの情報配信サー
ビスにおける著作権管理ルールを部
分的にでも簡素で明確な物にし、簡
単な届出により実現し限定サービス
から実現を図る。

地域ネットワーク(地域イントラネッ
ト、アクセスネットワーク等)を活用
し、放送と通信を統合した映像／画像情
報サービスを低価格で実現するととも
に、地域における映像コンテンツ関連の
新規事業創出を図る。著作権管理として
地域ネットワークのユーザ認証を各加入
者宅セットボックス（映像デコーダ）で
行うシステムとする。

現在、技術的にはブロードバ
ンドによるデジタル映像コン
テンツ配信(放送、VOD等)が
実現できる状況にあるが、著
作権の処理が複雑であるため
に低価格化と高品質化の進む
デジタルコンテンツサービス
が享受できない。また、デジ
タルコンテンツ事業の創出に
障壁となっている。

6 －
総務省著作権管理ルールの簡素化や策定等につ
いては、著作権法等の運用若しくは民間におけ
る交渉で解決すべきものであるため。

月舘町
国有施設の開放・
有効活用による地
域再生計画

1082 1082010 043000
国の機関・施設、
遊休国有地等の利
活用規制の緩和

国の機関・施設、遊休国有地等の利
活用を図り、その使用に当たっての
規制を大幅に緩和する。

国の機関・施設、遊休国有地等は、自由
に使えることを市区町村や住民にＰＲす
る。その使い方やアイデアは住民に委ね
る。当然、管理上問題ないよう、義務も
負ってもらうのは当然である。申告許可
制でなく、届出制で。

おそらく、現状は「私的」な
ものには使用させないであろ
うし、申請主義で、その内容
も「あれ出せ、これを添付し
ろ、期間がどうの、内容が」
とか事細かで、結局なんやか
や「使用させない」方向に
持っていこうとしているので
は。役所は問題がないほうが
楽だから。地域再生を目指す
からには、多少のリスクは必
要。住民活動支援、性善説
で。

6 －
　総務省は国有財産制度を所管していないた
め、要望については同制度を所管する省におい
て検討されることが適当。

東広島市 合併に伴う都市機
能の再編成 2039 2039060 043010

国の各地方機関の
行政管轄区域の統
一

市内における国の各地方機関の行政
管轄区域の統一する方針の決定と統
一までの期限の設定。

合併に伴う新市域内で行政管轄区域を統
一することの政府の方針決定を求めると
ともに、これが迅速に行われるために期
限の設定を行う。

合併後の新市の一体性の強化
や住民の利便性の向上を図る
ため、これらの管轄区域を同
一にすることが必要である。

6 －

　本件は、平成15年11月27日付けの地域再生推進室か
らの意見照会（４０３１）と同内容であるが、その
際、総務省では対応不可能なため内閣府で対応するよ
う意見提出したところ。本件については、内閣府で対
応したものと認識している。
 �
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山梨市 事務事業再生 1138 1138010 043020 封筒の料金区分印
の統一

官公庁が発送する封筒への「市内特
別」「料金後納」「料金別納」など
の料金区分印の押印を統一

官公庁が発送する封筒への「市内特別」
「料金後納」「料金別納」などの料金区
分印の押印を、例えば「官公庁取扱」の
ように統一することにより、発送事務の
簡素化を図る。

郵便発送のための封筒への料
金区分印の押印を「市内特
別」「料金後納」「料金別
納」など郵送料別に発送封筒
を準備していますが、この区
分は取扱件数の違いなどによ
るものであり、発送枚数が多
い場合などに事務処理が煩雑
となっています。したがっ
て、この支援措置が実施され
ると、経費や作業が軽減でき
る。

1 6

料金別納郵便物又は料金後納郵便物等にするこ
ととされている表示については、郵便法施行規
則第２１条に規定する「利用者の権利及び義務
に重要な関係を有しない郵便の役務に関する提
供条件」として郵便法第７５条の３第１項に基
づく総務大臣の認可を要しない事項とされてい
るものです。当該表示は、郵便物の取扱上の必
要から異なる表示を規定しているものと思わ
れ、その変更については、取扱上の支障等を勘
案し公社において判断すべき事項です。

茨城県
つくば広域都市圏
活性化プロジェク
ト

1277 1277150 043030

業務核都市におけ
る中核的民間施設
に適用される無利
子融資（ＮＴＴ－
Ｃタイプ）の対象
に係る第三セク
ター要件の撤廃

業務核都市の育成・整備を図るため
には，一般民間企業による業務集積
地区への立地が不可欠であることか
ら，一定要件を満たす第三セクター
のみが対象となっている無利子融資
（NTT-Cタイプ）について，一般の民
間企業にも摘要を認める。

施策のＰＲに努め，業務集積地区におけ
る未利用地に，商業・教育・福祉医療等
多様な都市的機能や民間企業による中核
的民間施設の立地を促進する。

業務核都市の育成・整備を図
るためには，一般民間企業に
よる業務集積地区への立地が
不可欠であることから，一定
要件を満たす第三セクターの
みが対象となっている無利子
融資（NTT-Cタイプ）につい
て，一般の民間企業にも摘要
を認める必要がある。

日本電信電話株式会
社の株式の売却収入
の活用による社会資
本の整備の促進に関
する特別措置法／第
３条第１項
日本電信電話株式会
社の株式の売却収入
の活用による社会資
本の整備の促進に関
する特別措置法施行
令／第１条の２第６
項／法第三条第一項
に規定する政令で定
める事業

国は、当分の間、国民経済の基盤の充実
に資する施設の整備を民間事業者の能力
を活用して促進することを目的とする法
律に基づき当該施設を整備する事業その
他の政令で定める事業のうち、地方公共
団体の出資又は拠出に係る法人が行う事
業でこれらの事業により整備される施設
がその周辺の相当程度広範囲の地域に対
して適切な経済的効果を及ぼすと認めら
れるものに係る資金について、日本政策
投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫が行
う無利子の貸付けに要する資金の財源に
充てるため、日本政策投資銀行等に対
し、無利子で、必要な資金の貸付けをす
ることができる。

8

「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域
再生推進室平成15年12月19日）において、『第1（２）
ニ　新たな補助金や税措置の創設など、追加的な財政
支出を伴わないものであること』とあるため。

無利子融資（ＮＴＴ－Ｃタイプ）の対象事業主体が地方公共
団体の出資又は拠出に係る法人（いわゆる第３セクター）に
限られている理由は、国民共有の資産であるＮＴＴ株式売
却収入を活用して国民共有の社会資本の整備促進を図ると
いう本制度の基本的枠組に照らして、公共性の高い事業主
体を対象とすべきであるとの考え方によるものである。
このため、純民間事業者に対して無利子融資（ＮＴＴ－Ｃ）を
認めることは、新たな無利子融資制度（＝新たな財政措置）
を創設することになり、対応できない。
しかしながら、無利子融資（ＮＴＴ－Ｃタイプ）に準ずるものと
して、公益性の高い事業を行っている民間事業者等に対
し、日本政策投資銀行等においてＮＴＴ株式売却収入を活
用した低利融資（ＮＴＴ－Ｃ′）を行っており、一般の融資よ
りも有利な融資制度を整備していることから、そちらを活用さ
れたい。
（注）ＰＦＩ事業については、純民間事業者であっても、無利
子融資を受けることが可能。（平成18年3月末までの措置）

茨城県
つくば広域都市圏
活性化プロジェク
ト

1277 1277160 043040
業務核都市基本構
想変更手続きの簡
素化

中核的民間施設の追加等，基本構想
の部分的な変更については，予備調
査を廃止するなど現行の変更手続き
の簡素化と，調整期間の短縮化を図
る。

民間事業者の立地動向に即応し，優遇措
置の摘要が可能となるよう，タイムリー
な基本構想変更を図る。

民間事業者の立地スケジュー
ルに柔軟に対応できるよう，
中核的民間施設の追加等，基
本構想の部分的な変更につい
ては，予備調査を廃止するな
ど現行の変更手続きの簡素化
と，調整期間の短縮化を図る
必要がある。

「業務核都市基本構
想の作成等につい
て」（平成元年4月27
日）
国土庁、通商産業
省、運輸省、自治
省、
（業務核都市制度主
管課長会議説明資
料）

基本構想の承認申請を行おうとする
都県等は、業務核都市として整備し
ようとする地域について予備調査を
行い、その結果を事前に主務省庁に
提出するものであること。

2 ⅴ
直近の予備調査から一定の期間内に、中核的民
間施設に係る事項の追加・修正等のみを行う場
合には予備調査を不要とする。

富山県 富山型地域福祉の
推進 1288 1288030 043050

富山型小規模多機
能施設を認定し、
その支援措置を講
ずる。

ショートスティについて、構造改革
特区に係る規制の特例の提案をして
いるが、「泊まる。」に、さらに
「生活する。」機能を拡充し、グ
ループホーム機能を持たせることに
より、積極的にその設置を支援す
る。

　デイサービスにおける高齢者、障害者
の相互乗り入れ、ショートステイの相互
乗り入れに引き続き、グル－プホーム機
能を認定する。
　・痴呆の進行を食い止めるため、身近
な地区での生活を可能とする。
　・ショートスティ要件の緩和（一人か
らでも可。）身近な地区で緊急預かりが
できるセーフティネットの構築。
　高齢者、障害者、児童を総合的に対象
とする基準（面積、配置人員等）を策定
し、整備費等を支援する。
　たとえば、小規模多機能として、総合
計利用人員が１０人以上の場合は、老人
ディについては８人以上を５人以上、障
害ディについては、５人以上を２人以
上、保育所については２０人以上を５人
以上など、小規模施設の基準を緩和す
る。
　各地域におけるひとつ屋根のもとの大
家族として、高齢者は要介護度の進行を
抑え、児童は自然な人とのふれあいを学
ぶ場とする。

地域のセーフティネットとし
て、機能している富山型小規
模多機能施設を推進し、特養
待機予備軍を減少する。

なし

　提案事項とは直接関係ないが、地
域再生構想において言及されている
地域通貨については、平成１６年度
の新規事業として、「ＩＴを活用し
た地域通貨モデルシステムの開発・
実証事業」を実施することとしてお
り、インターネット、ＩＣカード
（住民基本台帳カード等）、公的個
人認証サービス及び携帯電話等のＩ
Ｔを活用した電子的にやりとりでき
る利便性の高い地域通貨モデルシス
テムを開発するとともに、２又は３
程度の地方公共団体を選定して、同
システムの実証実験を実施する予
定。さらに、開発した地域通貨モデ
ルシステムは、希望する地方公共団
体に無償で配布することとし、その
導入に要する経費を地方交付税に算
入することを検討。

6

　提案事項とは直接関係ないが、「ＩＴを活用
した地域通貨モデルシステムの開発・実証事
業」においては、今回、地域再生構想として
「ＩＴを活用した地域通貨」をツールとする地
域再生事業について提案のあった地方公共団体
を中心に、ヒアリングを行い、有識者の意見等
を踏まえつつ、実証実験のフィールドとなる地
方公共団体（以下、「実証実験団体」とい
う。）を選定。
　選定された地方公共団体は、地域再生計画の
認定を受け、実証実験団体として指定されるこ
とにより、本事業による支援を受けることが可
能となる。
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北九州市
小倉都心・門司港
レトロ地区集客活
性化事業

2083 2083080 043060 既存の基盤施設
転・活用対策

　国庫補助事業で整備された既存基
盤施設等を、本来の政策目的以外の
用途へ転・活用する場合に要する取
得整備事業費への措置

　国庫補助事業で整備された既存基盤施
設を、より公共性が高く、より広範な受
益波及が見込まれる他の用途に転・活用
する場合、その取得整備事業費に支援措
置を講じる。併せて、当初整備の際に充
当した国庫補助金の返還免除、地方債の
繰上償還免除を認める。
　これによって、国庫補助事業で整備さ
れた既存基盤施設の有効活用を図り、地
域経済の活性化と地域雇用の創造に資す
る。
　また、単独事業で整備した施設につい
ても、公共コストの削減につながるアウ
トソーシングを目的とする施設の維持補
修に係る全体事業費に支援措置を講じ
る。
　これによって、転用や機能付加と一体
的に行われる老朽化更新全体について起
債対象とすることにより、老朽化した施
設の維持レベルが向上し、維持管理コス
トの低減が民間事業者へのアウトソーシ
ングのインセンティブとなるため、参入
意欲を刺激しビジネスチャンスが拡大す
るとともに行政コストの削減につなが
る。

　国庫補助事業で整備された
既存基盤施設を他の用途に
転・活用する場合、その取得
整備事業費や、当初整備の際
に充当した国庫補助金の返
還、地方債の繰上償還が求め
られるため、費用負担が大き
い。
　また、老朽化した施設は日
常の維持管理に多額の費用を
要するため、民間へのアウト
ソーシングに際し民間事業者
への引継ぎが可能なレベルま
での老朽化更新が必要であ
り、そのための費用負担が大
きい。

地方財政法第５条、
第５条の２

地方公共団体の歳出は、地方債以外
の歳入をもつて、その財源としなけ
ればならない。ただし、公共施設等
の建設事業費の財源とする場合等に
おいては、地方債をもつてその財源
とすることができる。
起債を充当して建設した公共施設の
用途の変更があった場合、繰上償還
を行っている。

1

・

1,5

Ⅴ

　地域再生計画に位置づけられ、地域再生推進
のために転用が必要であると認められるものに
ついては、繰上償還不要。

　他の公共施設（民間施設は含まない。）への
転用に係る既存の公共施設の増築や改築、大規
模な模様替等については起債が可能。
  なお、地域再生計画に位置づけられ、地域活
性化事業が目的とする喫緊の政策課題の実現を
図るための施設への転用については、地域活性
化事業債の対象とする。

社団法人
日本プロ
ジェクト
産業協議
会

東京湾臨海部再生
プロジェクト
例：羽田空港再拡
張・国際化関連プ
ロジェクト（神奈
川口拠点開発事
業、東海道貨物支
線旅客化・川崎ア
プローチ線整備事
業、羽田アクセス
橋建設事業）、都
市型集客施設整備
プロジェクト、物
流拠点・環境リサ
イクル拠点・防災
拠点

3101 3101050 043070 規制緩和

①土地に係る規制の緩和
工場遊休地の土地利用規制緩和、不
動産関連課税の減免
②公共財（都市公園、海岸域、道路
等）の民間利用に係る要件緩和

工場遊休地の転用を容易にす
る。
公共財の有効活用を図り民間
利用を容易にする。

　　－

地方自治法第238条の
4第1項・第4項,第238
条の5第1項

　　－

　行政財産は、原則として、貸し付
け、交換し、売り払い、譲与し、出
資の目的とし、若しくは信託し、又
はこれに私権を設定することができ
ないが、その用途又は目的を妨げな
い限度においてその使用を許可する
ことができる。
一方、普通財産の貸し付け等は可能
である。

3

・

5

（不動産関連課税の減免について）
税措置の創設に係る要望であるが、「地域再生
のための基本方針（平成１５年１２月１９日地
域再生本部決定）」に「地域の『自助と自立の
精神』を活かすため、従来型の財政措置を講じ
ないことを基本とする」とされている。
「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」

　提案の趣旨が定かではないが、地方公共団体
が保有する行政財産は、地方自治法第２３８条
の４第４項の規定により、その用途又はその目
的を妨げない限度においてその使用を許可する
ことができることとされており、また、地方公
共団体において長期にわたり公用又は公共用に
供することが予想されない行政財産について
は、普通財産に分類換えをし、貸し付けを行う
ことは可能である。
　ただし、個別法の規定によりその利用につい
て定められている場合は、その規定による。

珠洲にラ
スベガス
を創る研
究会

観光立国に即した
対内直接投資推進
地域（観光立国エ
クスペリメント・
グランド・プロ
ジェクト）

3044 3044010 043080

対内直接投資推進
事業と国際観光を
大きく結びつけ、
能登半島珠洲市に
おいて大きく展開
する。

観光立国の集中支援と対内直接投資
事業を抱き合わせし、半島振興法の指
定地域である石川県珠洲市に指定地域
を設け、事業税の免除や減税、建築基
準法の緩和、用地取得の為の財政支援
措置や国有地としての代行取得、国際
化に対応するための教育施設の進出に
対しての優遇措置、外資企業誘致に係
る費用の支援拡大、海外からの観光客
に対してのビザの免除、観光に関する
珠洲市の権限を政令指定都市並みの
権限委譲、観光に関して必要と認めた
沿岸付近に対しての規制の大幅な緩和
を求めるものである。

対内直接投資推進事業と国際観光を大き
く結びつけ、能登半島珠洲市において大
きく展開する。

日本国としてみた観光に係る
お金の動きは、イン１に対し
アウト４となっており、完全
なる出超状態となっておりま
す。先進諸国ではインが大き
く、この現状を是正する必要
性が今後さらに重要視される
でしょう。
現在の製造中心の産業構造で
は発展途上国には大枠として
は太刀打ちできない状況が訪
れると思われます。その為、
他先進諸国のように、付加価
値のあるサービス産業、即ち
国際観光にシフトすべく、政
府は観光立国関係閣僚会議な
どを設けています。今後は大
きな重点国策として更に脚光
を浴びる事と考えています。
能登半島の珠洲市蛸島町の
鉢ヶ崎リゾート周辺には、海
あり山ありの広大な敷地（最
大１００万坪まで可能）は日
本でまれな敷地であると考え
ます。

ー ー 3
地域再生の趣旨に鑑み、従来型の財政措置は講
じないこととされている。

「単なる従来型の税財政措置を求めるもの」
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豊川市、
ＴＭＯ、
豊川地区
商業観光
活性化委
員会

万博と地道なまち
づくりによる豊川
稲荷門前町観光商
業活性化

1301 1301040 043090 省庁横断型の交付
金制度の創設

　中心市街地活性化にあたって、地
元のまちづくり活動に即応して、省
庁横断的に重点的に支援をしていた
だく必要があります。道路事業と店
舗等のファサード整備をあわせて行
う場合には、国土交通省と経済産業
省に別々に補助申請をするのではな
く、また、必ず同時に事業化できる
ように、申請から交付決定まで、省
庁横断の統一窓口で行うなど、補助
金制度の統合化をしていただきた
い。そして、統合化した補助制度を
市町村の裁量により柔軟に執行でき
るように一括交付金としていただき
たい。
　また、地道なまちづくりを支援す
るため、任意のまちづくり団体も補
助対象団体とし、当該団体が行う社
会実験等も補助対象事業とする。

　国土交通省補助事業による豊川市の道
路整備、経済産業省所管の法人格を持た
ない任意の団体が行うイベントに対する
補助、経済産業省補助事業によりＴＭＯ
又は事業協同組が行う観光核施設整備な
どの複数の活性化事業を同時に効果的に
推進する。
　事業の実施時期を地元のまちづくりの
状況を勘案し、場合によっては、社会実
験を行い、その検証に基づき、事業を効
果的に執行することで、より高い補助金
の費用対効果が得られる。

　事業主体、所管省庁などバ
ラバラなため、申請手続きに
人件費が割かれたり、重点的
な事業実施ができなかった
り、効率的ではない。

関係各府省庁において、補助金交付
等の支援施策を講じている。
一方、中心市街地活性化推進室及び
中心市街地活性化連絡協議会を設置
し、関係府省庁間の連携の強化を
図っている。

5
中心市街地活性化推進室及び中心市街地活性化
連絡協議会等により、関係各府省庁の連携の強
化を図っていきたい。

提案者の構想する事業が要望に
沿って円滑に実施できるように、
関係各省の間で連携して予算執
行する等工夫することができない
か、検討されたい。

　中心市街地活性化推進室及び支援
の連携・重点化について協議を行うよう
設けられた中心市街地活性化連絡協
議会等により、関係各府省庁のより一
層の連携の強化を図っていきたい。

非特定営
利法人：
名古屋エ
アーフロ
ント協会

名古屋エアーフロ
ント・プロジェク
ト Ⅱ

3045 3045020 043100

フラクショナル
オーナーシステム
用の運航・税法上
の統一見解

一元化後の名古屋空港は国際ビジネ
ス機拠点構想を模索している。その
ためＦＢＯ構築を民間事業者に標榜
しているが、フラクショナルオー
ナーシステム等が行き渡らなければ
ＦＢＯな発展もありえない。そのた
め早急な運航・税法上の統一見解が
必要である。

広大なエプロンを有する現名古屋空港が
一元化するとスロット・スポットは充分
すぎるほどに確保できる。国内ＧＡの規
模はまだ小さく、空港の品格向上のため
にも国際ビジネス機の誘致は必須の要件
である。そのためには当面フラクショナ
ルオーナーシステムの導入が必要とな
る。

わが国のＧＡの現状は経済の
中心が中央に偏っており定期
便が中央から地方へ放射線状
に広がっているためビジネス
機が発展しない。一方で1企
業のみでの機体所有も不経済
の面もあり、新しい制度の導
入が要望される。このような
制度による機体でのアジア地
域全域での活用が望まれる。

－ － 6 －
単に見解を述べるだけのものであり、構想も具
体的でなく、このような形で回答すべきもので
はない。

茨城県
つくば広域都市圏
活性化プロジェク
ト

1277 1277030 043110 科学技術体験まち
づくりの推進

・つくばの魅力向上のための貴重な
地域資源である研究機関等の展示施
設の充実及び見学体制を整備するた
めの予算措置の拡充。
・スミソニアン博物館を範とした見
学コース等の設定による見学者の誘
致のための各省庁（各独法）連携に
よる支援体制づくり及びフィルムコ
ミッションへの積極的な協力。

・各研究機関の研究成果や科学技術を普
及啓発するため、各省庁が連携して広報
予算枠の拡充を図るとともに、各研究機
関が連携して見学コースの設定などに関
与し公開促進を図る。
・つくば駅の自由通路部分にインフォ
メーション機能を設置し、研究機関の情
報や観光情報を一元的に発信することに
より、インフォメーション機能の充実を
図る。

・研究機関ごとに施設開放や広
報への取り組みや熱意はまちま
ちであり、独立して行っているこ
とから、各省庁（各研究機関）が
連携して全体の広報の充実を
図ることが必要である。

6 －

当省が回答すべきものではない。
独立行政法人の広報活動は、法人自身が第一義
的にその必要性や内容について検討すべきもの
である。また、各独立行政法人の広報活動が独
立行政法人通則法によって制約を受けていると
いう事実もない。

福島県 ベンチャーランドふく
しま 1197 1197030 043120

ベンチャー企業の官
公需への積極的な
登用を図ると共に、
国がそれを認定する
ような制度の創設

ベンチャー企業の創出と存続を支援す
るため、地方自治体が積極的にベン
チャー企業が開発した製品や、技術を
登用することは既に各自治体でも実施
されているところであるが、ベンチャー
企業がさらに市場を他県、他地域に求
めたときに、どうしても実績のなさや、経
営的な安定性がないことから、参入でき
ない状況であるため、国がベンチャー企
業を認定するような制度を制定し、その
認定を受けたベンチャー企業は全国で
官公需の入札等に参加できる資格認定
制度を制定する。

官公需の発注に際して、ベンチャー企業の
信頼度を認定する全国的な一律の制度を
設け、一定の要件（経営状況や客観的機能
性や信頼性などが確認できること等）を満
たし認定を受けたベンチャー企業は、受注
実績の有無にかかわらず官公需に参加で
きる仕組みを創設する。

官公需については、実績を重視
した発注先の選考方法をとって
おり、実績を有しないベンチャー
企業等は官公需への参入が実
質困難な状況にある。

ー ー 5・6

　地方公共団体においては、様々な政策的目的を実
現するための契約を地方自治法令上の規定に沿っ
て締結しているところであるが、本件提案を阻害する
要因は地方自治法令上存しないものであり、各地方
公共団体において適切な契約方法により本件提案
を実現することができるものと考えられる。

野田市

ユビキタス・スタ
ディ＆ワーク～生
涯学習環境の高度
化と雇用創出

1175 1175030 043130 公民館を活用した
IT体験

NPO法人を核としたIT活用の環境構築
を図ることから、eまちづくり交付金
の対象とする。

広く学習分野への貢献を果たすため、
NPO法人の人的・知的財産を有効活用す
ると共に、地域教育・生涯学習の核とし
ての役割を担わせることから、公民館で
既に実施しているIT情報活用コーナーの
NPO法人による運営を行う。

市内公民館で現在実施してい
る緊急雇用創出事業を活用し
たIT情報活用コーナーの運営
が、16年度で緊急地域雇用創
出特別基金事業が終了する
が、引き続き同等施策を継続
したいとするもの。

当初の検討要請に対し、担当省
庁全てが分類「６」と回答した
ため。当室にて検討したとこ
ろ、貴省が担当省庁と考えられ
る。ついては、提案内容が実現
できないか、検討し回答された
い

8
地域情報化モデル事業交付金（ｅま
ちづくり交付金）は、平成15年度以
降の予算措置がない。
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番号

b.支援措置
提案事項管
理番号

c.管理
コード

27.地域再生のため
の支援措置に係る

提案事項
（事項名）

28.地域再生のための支援措置に係る
提案事項の内容 31.具体的事業の実施内容 32.提案理由

37.提案事項に関連す
る法令、告示、通達等
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38.制度等の現状

39.措
置等
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類

40.措
置等
の方
法

41.措置等の概要（対応策）
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地域再生推進室からの再検討要
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45.
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類」

46.
「措
置等
の方
法」

47.再検討要請に対する各府省庁から
の回答

富山県 富山型地域福祉の
推進 1288 1288050 043140

地域福祉活動とし
てのケアネット２
１事業において、
地域通貨の可能性
を検討し、福祉に
よるまちづくり、
活性化を推進す
る。

地域の活性化を目指す地域福祉活動
に対し、支援する。

・地域福祉活動における有償ボランティ
アに対し、地域通貨の採用、可能性を検
討し、その活性化を図る。
ケアネット２１事業における地域通貨の
検討に対し、支援措置を講じる。

有償ボランティアから、福祉
サービスとしての創業、や起
業化が期待される。

なし

　平成１６年度の新規事業として、
「ＩＴを活用した地域通貨モデルシス
テムの開発・実証事業」を実施する
こととしており、インターネット、ＩＣ
カード（住民基本台帳カード等）、
公的個人認証サービス及び携帯
電話等のＩＴを活用した電子的にや
りとりできる利便性の高い地域通
貨モデルシステムを開発するととも
に、２又は３程度の地方公共団体
を選定して、同システムの実証実
験を実施する予定。さらに、開発し
た地域通貨モデルシステムは、希
望する地方公共団体に無償で配
布することとし、その導入に要する
経費を地方交付税に算入すること
を検討。

当初の検討要請に対し、担当省
庁全てが分類「６」と回答した
ため。当室にて検討したとこ
ろ、貴省が担当省庁と考えられ
る。ついては、提案内容が実現
できないか、検討し回答された
い

1 Ⅶ

　今回、地域再生構想として「ＩＴ
を活用した地域通貨」をツールとす
る地域再生事業について提案のあっ
た地方公共団体を中心に、ヒアリン
グを行い、有識者の意見等も踏まえ
つつ、実証実験のフィールドとなる
地方公共団体（以下、「実証実験団
体」という。）を選定。選定された
地方公共団体は、地域再生計画の認
定を受け、実証実験団体として指定
されることにより、本事業による支
援を受けることが可能となる。
　なお、実証実験団体の選定手続き
はこれから行なわれるものであり、
今回の地域再生構想の提案をもっ
て、実証実験団体に選定されたわけ
ではないので、念のため申し添え
る。

南淡町 農業再生21世紀モ
デル農場構想 2072 2072010 043150

地域資源活用促進
事業、都市再生関
連対策事業、農産
漁村地域活性化対
策事業

ブランド・ニッポン農産物供給体制
確立体制事業を活用して、農業再生
21世紀モデル農場の確立に必要な新
技術の実証、新品種の導入・栽培試
験等を行い、農業生産総合対策条件
整備事業・共同利用施設整備を活用
して本モデル農場を建設する。これ
ら国の補助事業と連携し、当町一般
財源の確保にあたっては、総務省地
域再生施策・農山漁村地域活性化対
策事業により、地方財政措置をして
いただくことで、国からの集中的な
支援を受けることができる。

農業再生21世紀モデル農場構想は、「農業生産性の向上（食糧自給
率の向上）・企業経営農業の確立・３Ｋの払拭」を基本コンセプト
とした、「農」の時代に向けた持続可能な循環型社会を志向し、地
域の参画と協働を目的とした「儲かる（賄う）農業、次世代型の企
業的農業、その農業で生きるまち、そして全国・全世界から人々が
訪れるまち」のあり方を追求した構想です。当町主導により、地元
企業及び農協と連携し、大規模基盤整備による土地生産性を向上さ
せた他産地・国際化に対抗する生産基盤の整備、水利統合による限
られた水資源の相互補完と有効活用、多面的機能を発揮するための
水利施設の多目的利用、コンポストセンター・バイオマス活用によ
るリサイクルと有機・減農薬栽培の推進、そして地産地消・販売計
画などの課題に対応するものです。一定の土地が、高い生産性を生
む”儲かる農業工場”を実現するため、栽培技術として「給水・排
水・肥料・空気が自在にコントロール可能（節水・コスト縮
減）」、「ロボット作業による耕起～播種～移植～防除～収穫まで
の一貫した農耕（センサー内臓とコンピューター制御での軽作業化
による高年齢者及び女性対応可能型）」及び「ロボット作業による
３Ｋの解消」が本構想の利点です。また、プレキャスト遊水池の構
造的な躯体の製作・施工性とコスト効率、底部配管の施工性、ブ
リッジの軽量化及び防錆対策など、ＬＣAを配慮した最も新しい材
料技術の投入が極めて重要です。全く新しい技術革新が２１世紀を
築くものであり、「セメントを基材に反応性微粉末を使用した無機
系複合材料技術」は、セメントをベースとする技術でありながら、
従来のコンクリートと比較して、あらゆる面でワンランク上の性能
を実現したものです。従来のセメントやコンクリートの常識では考
えられなかった新しい用途・工法への利用を可能としたものであ
る。そして、農業に不可欠な水利用とロングスパンのブリッジなど
に対するメリットとしては、薄肉で無鉄筋による高強度かつ高耐久
性による土木用埋設型枠、シールド工事の大深度化に伴うセグメン
ト桁高の薄化と掘削土量の削減及び鉄筋量の削減などとともに、
水・海水による厳しい腐蝕環境下における優れた耐久性とメンテナ
ンスフリー、薄肉・軽量化に伴うロングスパン工法と造形美の創出
が上げられます。

ブランド・ニッポン農産物供
給体制確立体制事業を活用し
て、農業再生21世紀モデル農
場の確立に必要な新技術の実
証、新品種の導入・栽培試験
等を行い、農業生産総合対策
条件整備事業・共同利用施設
整備を活用して本モデル農場
を建設する。これら国の補助
事業と連携し、当町一般財源
の確保にあたっては、総務省
地域再生施策・農山漁村地域
活性化対策事業により、地方
財政措置をしていただくこと
で、国からの集中的な支援を
受けることができる。

農山漁村地域活用促
進事業について(平成
14年5月10日総行自第
48号)、地域資源活用
促進事業(平成15年4
月21日総行自第61
号）

地方公共団体が行う国庫補助事業の
地方負担分については、円滑な事業
実施のため地方債及び地方交付税に
より財政措置しているところ。

なお、地方単独事業については、
「農山漁村地域活性化事業」におい
て、農産漁村地域の活性化を一層促
進するため、農林漁業振興をはじ
め、自主的・主体的な地域づくりを
推進するための地方単独事業（ソフ
ト事業）に対して支援を行い、ま
た、「農山漁村地域資源活用促進事
業」では、農山漁村地域における地
域資源を活用した総合的な基盤整備
等を促進するため、農林水産省の国
庫補助事業と地方単独事業を連携し
て効果的に推進する場合、地方単独
事業に対してソフト事業・ハード事
業両面から必要な財政措置を講じて
いる。

当初の検討要請に対し、担当省
庁全てが分類「６」と回答した
ため。当室にて検討したとこ
ろ、貴省が担当省庁と考えられ
る。ついては、提案内容が実現
できないか、検討し回答された
い

5

地方公共団体が行う国庫補助事業の
地方負担分については、円滑な事業
実施のため地方債及び地方交付税に
より財政措置しているところ。

なお、地方単独事業については、
「農山漁村地域活性化事業」におい
て、農産漁村地域の活性化を一層促
進するため、農林漁業振興をはじ
め、自主的・主体的な地域づくりを
推進するための地方単独事業（ソフ
ト事業）に対して支援を行い、ま
た、「農山漁村地域資源活用促進事
業」では、農産漁村地域における地
域資源を活用した総合的な基盤整備
等を促進するため、農林水産省の国
庫補助事業と地方単独事業を連携し
て効果的に推進する場合、地方単独
事業に対してソフト事業・ハード事
業両面から必要な財政措置を講じて
いる。

東急不動
産（株）

[保留地取得資金貸
付金制度]の一部改
訂による保留地管
理法人の更なる活
用

3014 3014010 043160

[保留地取得資金貸
付金制度]の一部改
訂による保留管理
法人の立上げ活性
化の提案※ex赤字
団体である地方公
共団体による起債
発行の容認等

全国で中断、頓挫している区画整理
事業の保留地を、国及び地方公共団
体からの長期無利子融資の貸付資金
によって調達できる保留管理法人が
一時的に買取る。（現行：地方公共
団体に対する貸付。無利子融資の1/4
は地方公共団体による貸付が要件→
その場合にたとえば赤字の地方公共
団体による起債発行は認められてい
ないため、本制度を活用したくとも
実際は対応できない地方公共団体に
対して制度を一部改訂することに
よって管理法人の立上げ可能とす
る）

区画整理事業概要（当社が業務代行）
　1)施行面積：85 ha
  2)保留地：1,300区画 (219,000㎡)
  3)建売販売実績：70区画/年（H14度)
  4)工事完了予定：H19/3
長引く景気低迷、個人消費の落ち込み等により建
売販売も苦戦を強いられている。現状の70区画/年
で推移すると保留地販売で約20年を要することに
なる（当初予定では6年）。組合事業を14,5年延長
することは、借入金利や組合運営経費等で事業が
大幅に増大する。その費用が保留地価格に上乗せ
され、市場価格（地価の下落は依然として進行）
と大幅な乖離が生じて、結局保留地処分が出来な
い状況に追い込まれることは必至である。
　組合事業は短期間に事業を完了させることは資
金的にも健全であり、事業効果も大である。その
ために、工事の進捗に合わせて『保留地管理法
人』が保留地を一時的に買上げ、組合を予定通り
解散させる。当社は10年以内に当該法人から適宜
分割して保留地を買い戻す（長期無利子融資の活
用）。
　事業が完遂してはじめて保留地が登記出来る。
事業完遂の目途が立たない場合、保留地の担保能
力も大幅に減ぜられ、保留地販売の大きな支障に
なってしまう（建売購入の際、保留地である土地
に担保を設定して住宅ローンを組むのが一般的で
あるが、保留地に担保力がなくなるとローンが組
めずに、結果、建売が買えないという事態が生じ
る）。また、計画的に保留地が処分することが出
来れば、工事も順調に進捗し、地域経済の活性化
や雇用促進にも直結する。

現在、多くの区画整理事業が中
断、頓挫しているが、その原因の
ほとんどが保留地を処分出来ない
事にある。保留地の処分先があり
さえすれば全国の区画整理が一気
に動き出す可能性が大きい。
『保留地取得資金貸付金制度』に
よる『保留地管理法人』立上げの
ネックは、１．貸付対象者が「地
方公共団体」であることと、２．
貸付額が貸付対象額の１/２であ
ること、さらに３．そのうち１/
２（貸付対象額の１/4）を地方公
共団体が負担せざるを得ないこと
にある。台所事情の苦しい地方行
政としては組合支援の必要性は痛
感しているものの、具体的な支援
活動として当該管理法人の立上げ
は非常に困難と思われる。（ex赤
字団体ゆえに起債不可等々）よっ
て、その地方公共団体の抱える
ネックを解消する施策（ex赤字団
体による起債発行の容認等）を実
施することで保留地管理法人の設
立を容易にし、保留地買取による
組合事業の推進に貢献できる策と
致したい。

当初の検討要請に対し、担当省
庁全てが分類「６」と回答した
ため。当室にて検討したとこ
ろ、貴省が担当省庁と考えられ
る。ついては、提案内容が実現
できないか、検討し回答された
い

6

　保留地取得資金貸付金制度の担当
省庁にあたらない。
　なお、現在、赤字により起債制限
を受けている地方団体はない。
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東急不動
産（株）

区画整理保留地の
一時買取り機構の
創設

3013 3013010 043170 区画整理保留地買
取り機構の創設

全国で中断、頓挫している区画整理
事業の保留地を一時的に買取る機構
を国の組織として創設する。

区画整理事業概要（当社が業務代行）
　1)施行面積：85 ha
  2)保留地：1,300区画 (219,000㎡)
  3)建売販売実績：70区画/年（H14度)
  4)工事完了予定：H19/3
長引く景気低迷、個人消費の落ち込み等により建
売販売も苦戦を強いられている。現状の70区画/年
で推移すると保留地販売で約20年を要することに
なる（当初予定では6年）。組合事業を14,5年延長
することは、借入金利や組合運営経費等で事業が
大幅に増大する。その費用が保留地価格に上乗せ
され、市場価格（地価の下落は依然として進行）
と大幅な乖離が生じて、結局保留地処分が出来な
い状況に追い込まれることは必至である。
　組合事業は短期間に事業を完了させることは資
金的にも健全であり、事業効果も大である。その
ために、工事の進捗に合わせて『保留地買取り機
構』が保留地を一時的に買上げ、組合を予定通り
解散させる。当社は10年以内に機構から毎年分割
で保留地を買い戻す（無利子）。
　事業が完遂してはじめて保留地が登記出来る。
事業完遂の目途が立たない場合、保留地の担保能
力も大幅に減ぜられ、保留地販売の大きな支障に
なってしまう（建売購入の際、保留地である土地
に担保を設定して住宅ローンを組むのが一般的で
あるが、保留地に担保力がなくなるとローンが組
めずに、結果、建売が買えないという事態が生じ
る）。また、計画的に保留地が処分することが出
来れば、工事も順調に進捗し、地域経済の活性化
や雇用促進にも直結する。
　

現在、多くの区画整理事業が
中断、頓挫しているが、その
原因のほとんどが保留地を処
分出来ない事にある。保留地
の処分先が創設されれば一気
に区画整理が全国で動き出
す。
『保留地買取り機構』から買
い戻す主体は、業務代行者や
地方公共団体とする。行政と
しての組合支援となるが、短
期間に多額の費用を負担する
事は非常に困難と思われる。
よって支援期間（＝買戻し期
間＝10年）を長く設定するこ
とで、少しでも実行可能策と
したい。

当初は、総務省には検討要請
は行わなかったが、要望内容
には、総務省所管の業務が含
まれるので、提案内容は実現
できないか、検討し回答された
い。

6
総務省は区画整理事業を所管してい
ないため、それに関連する今回の要
望について回答できることがない。

遠野市

日本のふるさと遠
野
－「起業」と「交
流」による地域再
生－

1201 1201050 043180 公営企業債の借り
換え

　公営企業会計の健全性を確保する
ため、公営企業国庫資金をもって起
こした企業債で年利７％以上のもの
を対象としているものを、政府資金
まで対象を拡大して借り換えが可能
となるよう措置すること。

　公営企業会計において、縁故資金の活
用により、起債にあたり入札が可能とな
ること、繰上償還が可能となるなど、健
全な運営が図られる。

　水道料金の高料金対策とし
て、公営企業会計の健全な運
営を図り、新規事業者等の経
費抑制にも資することから、
地域活性化が期待できるた
め。

提案内容から貴省が担当と思わ
れるので、検討し回答されたい。 6

政府資金の借換については、財務
省が判断しているものであり、総務
省が認めるべきものではない。

遠野市

日本のふるさと遠
野
－「起業」と「交
流」による地域再
生－

1201 1201060 043190 公営企業会計の資
金調達の弾力化

公営企業会計における資金調達の手
段として、金融機関からの借り入れ
を可能とされたい。

　公営企業会計において、縁故資金の活
用により、起債にあたり入札が可能とな
ること、繰上償還が可能となるなど、健
全な運営が図られる。

　水道料金の高料金対策とし
て、公営企業会計の健全な運
営を図り、新規事業者等の経
費抑制にも資することから、
地域活性化が期待できるた
め。

提案内容から貴省が担当と思わ
れるので、検討し回答されたい。 5 現行制度により対応可能
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